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○議事日程第１号 

令和５年９月５日午前10時00分開会 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 認定第１号～第４号 

日程第３ 議案第１号～第11号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

その他会議 会期の決定(決定) 

に付した 

事件(１) 

認定第１号 令和４年度網走市各会計歳入歳出決

算について(説明及び特別委員会付

託) 

認定第２号 令和４年度網走市水道事業会計の利

益の処分及び決算について（同） 

認定第３号 令和４年度網走市簡易水道事業会計

の利益の処分及び決算について（同） 

認定第４号 令和４年度網走市下水道事業会計の

利益の処分及び決算について（同） 

その他会議 令和４年度網走市各会計決算審査 

に付した  特別委員会の設置について(設置) 

事件(２) 

その他会議 令和４年度網走市各会計決算審査 

に付した  特別委員会の選任について(選任 

事件(３)  決定) 

議案第１号 令和５年度網走市一般会計補正予算 

      (説明) 

議案第２号 令和５年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第３号 令和５年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第４号 令和５年度網走市後期高齢者医療特

別会計補正予算（同） 

議案第５号 令和５年度網走市水道事業会計補正

予算（同） 

議案第６号 令和５年度網走市簡易水道事業会計

補正予算（同） 

議案第７号 令和５年度網走市下水道事業会計補

正予算（同） 

議案第８号 網走市職員旅費支給条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第９号 網走市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例制定について

（同） 

議案第10号 財産の取得について（同） 

議案第11号 市道の路線廃止について（同） 

請願第７号 現行の健康保険証の存続を求める請

願（文教民生委員会付託） 

陳情第２号 軽油引取税の課税免除特例措置の継

続を求める陳情（総務経済委員会付

託） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

栗 田 政 男 

里 見 哲 也 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    田 邊 雄 三 

 健康福祉部長    結 城 慎 二 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

令和５年第３回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 １ 日 

令和５年９月５日（火曜日） 
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 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 新庁舎開設準備室長    武 田 浩 一 

 会 計 管 理 者    野 呂 俊 広 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    北 村 幸 彦 

 社会教育部長    吉 村   学 

…………………………………………………………… 

 監 査 委 員    藤 原 誉 康 

 監査事務局長    永 倉 一 之 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次     長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開会 

○平賀貴幸議長 おはようございます。 

 ただいまから、令和５年網走市議会第３回定例会

を開会いたします。 

 本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

ます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 本日の会議録署名議員として、澤

谷淳子議員、深津晴江議員の両議員を指名いたしま

す。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 次に、諸般の報告はお手元に配付

しておりますから、それによって承知おき願いま

す。 

 なお、監査委員から例月出納検査結果の報告があ

りましたので、その写しをお手元に配付しておりま

すから、それによって承知願います。 

 また、市長から、継続費精算報告書についてと令

和４年度網走市の健全化判断比率及び資金不足比率

の報告について、並びに網走市土地開発公社、株式

会社網走振興公社、株式会社網走観光振興公社及び

一般財団法人北方文化振興協会に関する経営状況説

明書の提出、さらに市営住宅の明渡しに係る訴えの

提起と個別排水処理施設使用料に係る訴えの提起専

決処分の報告２件の提出があり、また教育委員会教

育長からは網走市教育委員会事務点検・評価報告書

の提出があり、それぞれ法令に基づき提出されまし

たので、お手元に配付しておりますから、それによ

って承知願います。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 次に、今定例会の開会に当たり提

出されました請願１件、陳情１件につきましては、

お手元に配付した文書表の付託区分表に記載のとお

り、関係常任委員会に付託しましたから、承知願い

ます。 

日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 日程第１、会期の決定についてを

議題といたします。 

まず、議会運営委員長から、本定例会の会期及び

運営に関する諸般の事項について発議を求めます。 

 金兵智則議会運営委員長。 

○金兵智則議員 －登壇－ 本日をもって招集され

ました本年第３回定例会の運営に関する諸般の事項

を協議するため、去る９月１日に議会運営委員会を

開催しましたので、ここにその結果を御報告申し上

げ、あわせて会期の決定に関する動議の提出に代え

ますとともに、今議会運営に関する諸般の事項につ

きましても、議員皆様の御了承と御決定を賜りたい

と思います。 

 まず、議運当日におけます本定例会の付議予定案

件は、認定４件、議案11件、その他会議に付すべき

事件１件の合わせて16件、さらに、今議会で関係委

員会に付託されます請願１件、陳情１件でありま

す。 

 また、一般質問は、通告期限までに12名の議員か

ら通告がなされたところであります。 

 以上のような案件と状況から判断いたしまして、

会期は、本日から９月26日までの22日間とすること

がよろしいということになった次第であります。 

 どうか本会議におきましても、議運の決定どおり

御了承と御決定を賜り、議事を進められるようお願

いを申し上げまして、当委員会の結果報告といたし

ます。 

○平賀貴幸議長 ただいま、議会運営委員長から報
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告と発議がありましたが、そのとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本定例会の会期は、本日

から９月26日までの22日間とし、運営に関する諸般

の事項につきましても、発議のとおり決定いたしま

した。 

 なお、会期中の審議日程及び本日の議事日程は、

あらかじめ議会運営委員会で決定のありました内容

をもってお手元に配付しておりますから、それによ

って承知願います。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 それでは、ここで開会に当たり市

長から挨拶があります。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 令和５年第３回定例会

の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 議員の皆様におかれましては、時節柄、何かと御

多用の中、御参集をいただき、御審議を賜りますこ

とに厚く御礼を申し上げます。 

 さて、本定例会に御提案を申し上げております案

件は、令和４年度各会計歳入歳出決算並びに水道事

業会計等の利益の処分及び決算と、一般会計補正予

算として、麦・大豆生産技術向上に係る費用、持続

的畑作生産体系確立緊急支援に係る費用、能取湖ホ

タテ稚貝へい死対策に係る費用、道路維持補修費、

除雪作業車整備費、住環境改善補助金、廃棄物処理

広域化推進協議会負担金、網走厚生病院脳神経外科

運営支援金、新型コロナウイルスワクチン接種費用

などを主な内容とする予算の追加と、国民健康保険

特別会計等の補正予算及び水道事業会計等の補正予

算、二つの条例の一部改正をする条例制定、財産の

取得、市道の路線廃止についてであります。 

 議案の細部につきましては、後ほどそれぞれ担当

者から御説明を申し上げますので、よろしく御審議

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、最近の主な行政諸般の動向についてその概

要を御報告申し上げます。 

 農業についてでありますが、今年は降雪量が少な

く、春先の好天による雪解けも進み、農作業は例年

同様４月中旬から始まりました。 

 一時、局地的な降ひょうや大雨により圃場等に被

害がありましたが、全般的に気温が高く推移し、降

水量や日照時間もほぼ平年並みとなったことから、

どの農作物も平年より早い生育状況となっており、

農作業も順調に進んでおります。 

 まず、麦類の収穫についてでありますが、秋まき

小麦につきましては、７月23日から収穫作業が始ま

り７月30日に終了し、収量は10アール当たり714キ

ロと計画を下回る見込みですが、品質は平年並みと

なっております。 

 二条大麦につきましては、７月29日から収穫作業

が始まり８月４日に終了し、収量は10アール当たり

435キロと計画を上回る見込みで、品質は平年並み

となっております。 

 春まき小麦につきましては、８月１日から収穫作

業が始まり８月４日に終了し、収量は10アール当た

り474キロと計画どおりの見込みとなっており、品

質は平年並みとなっております。 

 バレイショにつきましては、平年と比べ生育が４

日早く推移しており、塊茎肥大も順調で、収量、で

ん粉価は平年並みの見込みとなっております。 

 てん菜につきましては、平年に比べ生育は６日早

くなっており、根の肥大化も順調に進んでおりま

す。 

 牧草の生育につきましては、平年に比べ生育は６

日早くなっており、２番草の収穫も早く始まってお

ります。 

 なお、今後の天候の見通しですが、向こう１か月

予報によりますと、平均気温は高い見込みで、降水

量・日照時間とも平年並みの見込みとなっており、

このまま順調な生育を期待をしているところであり

ます。 

 次に、漁業についてでありますが、８月末までの

網走漁協漁獲状況は、漁獲量が３万1,799トンで対

前年比112％、金額51億2,493万円、対前年比96％と

なっております。 

 魚種別では、ホタテは漁獲量で対前年比123％、

金額、対前年比91％となっております。 

 サケ定置網漁業は、明日から開始される予定とな

っており、さけます・内水面水産試験場の来遊予想

では、網走を含むオホーツク東部海域は、昨年実績

の110％と予想されておりますが、さらなる来遊と

豊漁に期待をしているところであります。 

 次に、７月末までの西網走漁協の状況であります

が、漁獲量は1,127トン、対前年比22％、金額５億

134万円、対前年比37％となっております。 

 網走湖のシジミは、漁獲量で対前年比86％、金額

で90％となっております。 
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 ホタテは、漁獲量で対前年比88％、金額で60％、

漁獲量、金額ともに昨年を下回っております。 

 ホッカイエビ漁は、７月19日から７月31日まで行

われ、漁獲量で対前年比101％、金額で106％となっ

ております。 

 次に観光の動向についてでありますが、４月から

７月までの網走湖畔４ホテルの利用状況ですが、延

べ宿泊者数は３万6,874人で対前年比120％という状

況ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前

の令和元年比では81％という状況になっておりま

す。 

 なお、４月から６月までの第１四半期における市

内全体の延べ宿泊者数は、前年比103％、令和元年

比93％となっております。 

 また、４月から７月までの網走湖畔４ホテルの外

国人観光客の延べ宿泊者数につきましては、令和元

年は8,004人でしたが、昨年は20人、本年は5,417人

となり、台湾・香港を中心に回復傾向となっており

ます。 

 次に、４月から７月までの主な観光施設の入館者

数ですが、オホーツク流氷館につきましては４万

3,686人、前年比141％、令和元年比78％、博物館網

走監獄８万1,606人、前年比113％、令和元年比74％

という状況になっております。 

 次に、オホーツク網走マラソン2023についてです

が、最終のエントリー数はフルマラソンで2,185

名、５キロの部で264名、３キロの部で76名、全体

で2,525名となり、そのうち道外からのエントリー

は867名、海外からのエントリーが43名となってお

ります。 

 昨年の大会と比較いたしますと、全体で305名の

増で、海外エントリーを再開したことやランニング

ポータルサイトにて全国１位の評価を頂いたことな

どにより、エントリー数が増加したものと考えてお

ります。 

 第９回目の開催となるオホーツク網走マラソンで

ありますが、全国のランナーの皆様へ網走の魅力を

発信するとともに、ランナー目線による大会運営を

心がけ、９月24日の開催に向けて準備を進めてまい

ります。 

 次に、建設工事についてでありますが、８月まで

の発注率は約82％、金額で約30億円となっておりま

す。 

 また、潮見で進めている子育て支援住宅５戸は、

10月１日から入居できるよう進めております。 

 引き続き、道路整備、河川整備など、市民生活の

安全・安心のための基盤整備を重点的に進めてまい

ります。 

 次に、新庁舎建設の進捗状況についてであります

が、現在２階部分の鉄筋・型枠工事を行っており、

順次、上層階へと進めてまいります。建築工事は順

調に進んでおり、令和６年８月31日の完了を予定を

しております。 

 その後、外構工事、ネットワーク関連工事、什器

備品の購入・搬入などを令和６年10月末に完了し、

11月の引っ越しと供用開始を予定をしております。 

 次に、網走港の安全な利用についてであります

が、昨年８月に網走市網走港の安全な利用の確保に

関する条例を施行し、１年が経過をいたしました。 

 本年もサケ釣りシーズンに合わせ、海上保安署、

網走警察署、網走漁業協同組合と連携し、啓発パト

ロール活動を行うとともに、11月上旬までの週末を

中心に、規制対象水域の監視を行いながら、港湾利

用者の安全確保を図ってまいります。 

 次に、児童１人当たり５万円を支給する子育て世

帯生活支援特別給付金給付事業についてであります

が、ひとり親世帯につきましては、児童扶養手当を

受給している世帯に対し、５月末に275世帯、対象

児童415名分の支給が完了し、児童扶養手当の受給

を受けていない世帯や家計急変世帯に対しまして

は、６月より順次申請を受け付けており、８月末ま

でに16世帯、対象児童19名分の支給が完了しており

ます。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種について

でありますが、５月20日から初回接種を終了した65

歳以上の方、基礎疾患を有する方、医療従事者等を

対象に集団接種、医療機関における個別接種、介護

施設等への巡回接種によるワクチン接種に取り組ん

でおりますが、７月末までに8,617人が接種を終え

ております。このうち65歳以上の方については

7,348人、接種率81.8％となっております。 

 なお、今後、国の方針に基づきまして、生後６か

月以上の全ての方を対象とした秋開始接種に取り組

んでまいります。 

 以上、行政諸般の動向につきまして申し上げまし

たが、議員の皆様をはじめ、市民の皆様の特段の御

理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げ、今

定例会の開会に当たっての御挨拶とさせていただき

ます。 

─────────────────────── 
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○平賀貴幸議長 次に、日程第２、認定第１号から

認定第４号までの４件を一括して議題といたしま

す。 

初めに、認定第１号令和４年度網走市各会計歳入

歳出決算について、提案理由の説明を求めます。 

企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました、認定第１号令和４年度網走市各

会計歳入歳出決算について、提案理由とその概要に

ついて御説明申し上げます。 

 この決算は、地方自治法第233条第３項の定める

ところにより、会計管理者から市長に提出があった

ものを監査委員の審査に付し、その意見をつけて本

市議会の認定をお願いしようとするものでございま

す。 

 お手元に配付しております決算関係の資料は、全

部で４部ございます。 

 網走市各会計歳入歳出決算書、財産に関する調

書、主要施策の成果等報告書、監査委員の網走市各

会計歳入歳出決算審査意見書でございます。 

 それでは、各会計の決算概要につきまして、説明

させていただきます。 

 主要施策の成果等報告書の１ページから２ページ

を御覧願います。 

 この表は、各会計決算額総括表でございます。 

 初めに、一般会計でございますが、歳入決算額は

274億2,138万7,688円で、歳出決算額は272億6,308

万4,031円でございます。歳入歳出差引では１億

5,830万3,657円の余剰金が生じましたので、これを

翌年度へ繰り越すことといたしました。 

 なお、このうち9,209万5,000円は、令和５年度へ

の繰越事業の財源となるもので、これを除く実質収

支額は6,620万8,657円となります。 

 次に、市有財産整備特別会計でございますが、歳

入決算額は7,528万64円で、歳出決算額は4,707万71

円でございます。歳入歳出差引では2,820万9,993円

の余剰金が生じましたので、これを翌年度へ繰り越

すことといたしました。 

 次に、国民健康保険特別会計では、歳入決算額は

38億5,559万9,331円で、歳出決算額は38億4,284万

986円でございます。歳入歳出差引では1,275万

8,345円の余剰金が生じましたので、これを翌年度

へ繰り越すことといたしました。 

 次に、網走港整備特別会計では、歳入決算額は

8,266万4,053円で、歳出決算額は９億8,226万7,602

円でございます。歳入歳出差引では８億9,960万

3,549円の不足が生じましたので、これを翌年度の

繰上充用金をもって補塡いたしました。 

 次に、能取漁港整備特別会計では、歳入決算額は

4,259万2,273円で、歳出決算額は１億8,436万8,423

円でございます。歳入歳出差引では１億4,177万

6,150円の不足が生じましたので、これを翌年度の

繰上充用金をもって補塡いたしました。 

 次に、介護保険特別会計では、歳入決算額は36億

3,701万6,281円で、歳出決算額は35億1,257万4,342

円でございます。歳入歳出差引では１億2,444万

1,939円の余剰金が生じましたので、これを翌年度

へ繰り越すことといたしました。 

 次に、後期高齢者医療特別会計では、歳入決算額

は５億9,166万2,283円で、歳出決算額は５億9,142

万2,063円でございます。歳入歳出差引では24万220

円の余剰金が生じましたので、これを翌年度へ繰り

越すことといたしました。 

 このほか、細部につきましては、決算書及び関係

資料を後ほど御覧願います。 

 以上、認定第１号令和４年度網走市各会計歳入歳

出決算について御説明を申し上げましたが、よろし

く御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○平賀貴幸議長 次に、監査委員から、本決算につ

いて監査意見の報告を願います。 

 藤原誉康監査委員。 

○藤原誉康監査委員 －登壇－ ただいま御上程い

ただきました、令和４年度網走市各会計歳入歳出決

算に関しまして、審査の結果を御報告申し上げま

す。 

 さきに市長より送付のありました令和４年度網走

市各会計歳入歳出決算書、実質収支に関する調書、

令和４年度各会計歳入歳出決算事項別明細書、及び

財産に関する調書につきまして、計数の正確性、事

務処理の適法性、財政運営の健全性などについて審

査を実施したところでございます。 

 なお、審査に当たりましては、関係課より資料の

提出を求め、あわせて必要に応じ関係職員から説明

を受けて審査の参考といたしました。 

 審査の結果でございますが、一般会計、各特別会

計の決算書及び附属書類は、法令の規定により調製

されており、表示された計数は関係諸帳簿及び証拠

書類により照合した結果適正であり、予算の執行に

ついてもおおむね適正に執行されていると認めたと

ころでございます。 
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 審査の内容につきましては、皆様のお手元に決算

審査意見書をお配りしておりますが、その概要につ

きまして御説明申し上げます。 

 初めに、一般会計についてでございますが、予算

規模が前年度と比べ減っていることもあり、歳入で

は前年度に比べ地方交付税や国庫支出金、道支出金

などが減少しておりますが、市税や使用料及び手数

料などが増加しており、所要の財源は確保されてお

ります。 

 また、歳出では商工費や教育費などが増となって

おりますが、予算計上した諸事業につきましてはお

おむね計画どおり執行されており、所期の目的は達

成されたものと認めたところでございます。 

 次に、特別会計についてでございますが、特別会

計は六つの会計となっております。 

 このうち剰余金が生じた会計は、今御説明があり

ましたように、市有財産整備、国民健康保険、介護

保険、後期高齢者医療の四つの特別会計となってお

ります。 

 網走港整備と能取漁港整備の二つの特別会計につ

いては、歳入不足が生じており、翌年度の歳入によ

り繰上充用金で補塡されておりますが、この二つの

会計につきましては、引き続き土地の売却と利活用

に努めるとともに、会計の一層の健全化が図られる

よう有効な対策を講じていく必要がございます。 

 次に、普通会計における令和４年度の財政分析状

況についてでございますが、財政力指数は前年度に

比べ0.002ポイント増加し0.437となっております。 

実質公債費比率につきましては、前年度より0.2

ポイント減少の16.7％になっておりますが、経常収

支比率については、前年度より0.8ポイント増の

91.7％となっております。引き続き、財政構造の弾

力性の改善に向けて、歳入歳出両面からの取組が必

要であると考えるところでございます。 

 今後の財政状況につきましては、歳出面で高齢化

社会の進行による社会保障費、老朽化に伴う公共施

設やインフラ施設の維持更新、ごみ処理施設整備な

ど費用負担の増加が見込まれる一方、歳入面では人

口減少による経済規模の縮小に伴い、市税や地方交

付税等の減少が見込まれることから、今後も厳しい

財政状況が続くものと想定されます。 

 また、新型コロナウイルス感染症は、市民生活や

市内経済に大きな影響を及ぼし、令和４年度の収支

決算においても、感染症対策事業が多岐にわたり見

受けられました。 

 今後におきましても、社会情勢を見極めながら、

国、道の支援制度や限られた資源を活用し、効率

的、効果的な事業の執行に努め、ウィズコロナ社会

に向けた取組を着実に実行し、地域経済の活性化と

より一層堅実な行財政の運営に取り組まれることを

望むものでございます。 

 以上、申し上げまして、簡単ではございますが、

決算審査の報告とさせていただきます。 

○平賀貴幸議長 続いて、認定第２号令和４年度網

走市水道事業会計の利益の処分及び決算について、

認定第３号令和４年度網走市簡易水道事業会計の利

益の処分及び決算について、及び認定第４号令和４

年度網走市下水道事業会計の利益の処分及び決算に

ついての合わせて３件について提案理由の説明を求

めます。 

 水道部長。 

○柏木弦水道部長 －登壇－ ただいま御上程いた

だきました、認定第２号から認定第４号令和４年度

網走市公営企業の利益の処分及び決算について、提

案理由を御説明申し上げます。 

 初めに、認定第２号水道事業会計でございます。 

 お手元にお配りしております令和４年度網走市公

営企業会計決算書の７ページを御覧願います。 

 令和４年度網走市水道事業剰余金処分計算書

（案）でございます。 

 この表は、資本剰余金及び利益剰余金の処分に関

する計算書でございますが、決算に伴う未処分利益

剰余金につきまして、地方公営企業法第32条第２項

の規定により、記載のとおり処分しようとするもの

でございます。 

 次に、令和４年度水道事業会計決算についてでご

ざいますが、同法第30条の規定に基づき調整した決

算を監査委員の審査に付し、その意見をつけて本市

議会の認定をお願いしようとするものでございま

す。 

 決算書の３ページを御覧いただきたいと存じま

す。 

 決算報告書でございますが、収益的収入及び支出

につきましては、税込み収入決算額９億9,011万

3,048円に対し、支出決算額８億631万4,267円とな

ったところでございます。 

 次に、４ページを御覧いただきたいと存じます。 

 資本的収入及び支出につきましては、税込み収入

決算額５億7,734万6,000円に対し、支出決算額10億

1,013万3,973円となり、収支差引で不足する額４億
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8,654万7,973円は、当年度分消費税資本的収支調整

額のほか、欄外に記載の資金をもちまして補塡をし

ております。 

 次に、５ページの損益計算書でございますが、先

ほど収益的収入及び支出について御説明いたしまし

たが、この結果、当年度純利益が１億4,824万4,832

円となったところでございます。 

 以下、17ページまでは財務諸表となっておりまし

て、18ページから23ページ上段までは事業報告書、

23ページ下段から24ページまでは会計に関する書類

における注記となっておりますので、御一読いただ

きたいと存じます。 

 続きまして、認定第３号令和４年度網走市簡易水

道事業会計の利益の処分及び決算について御説明申

し上げます。 

 決算書の31ページを御覧ください。 

 令和４年度網走市簡易水道事業剰余金処分計算書

（案）でございます。 

 決算に伴う未処分利益剰余金につきまして、地方

公営企業法第32条第２項の規定により、記載のとお

り処分しようとするものでございます。 

 次に、令和４年度簡易水道事業会計決算について

でございます。 

 決算書の27ページを御覧願います。 

 決算報告書でございますが、収益的収入及び支出

につきましては、税込み収入決算額１億1,410万

3,034円に対し、支出決算額7,841万104円となった

ところでございます。 

 次に、28ページを御覧ください。 

 資本的収入及び支出につきましては、税込み収入

決算額3,735万4,918円に対し、支出決算額１億479

万5,275円となり、収支差引で不足する額6,744万

357円は、当年度分消費税資本的収支調整額のほ

か、欄外に記載の資金をもちまして補塡をしており

ます。 

 次に、29ページの損益計算書でございますが、下

段の当年度純利益が2,991万4,930円となったところ

でございます。 

 以下、38ページまでは財務諸表となっておりまし

て、39ページから42ページ上段までは事業報告書、

42ページ下段と43ページは会計に関する書類におけ

る注記となっておりますので、御一読いただきたい

と存じます。 

 続きまして、認定第４号令和４年度網走市下水道

事業会計の利益の処分及び決算について御説明申し

上げます。 

 決算書の51ページを御覧ください。 

 令和４年度網走市下水道事業剰余金処分・欠損金

処理計算書（案）でございます。 

 この表は、資本剰余金、利益剰余金及び欠損金の

処理に関する計算書でございますが、決算に伴う未

処分利益剰余金につきまして、地方公営企業法第32

条第２項の規定により、記載のとおり処分しようと

するものでございます。 

 次に、令和４年度下水道事業会計決算についてで

ございます。 

 決算書の47ページを御覧いただきたいと存じま

す。 

 決算報告書でございますが、収益的収入及び支出

につきましては、税込み収入決算額17億2,104万

1,968円に対し、支出決算額16億971万9,877円とな

ったところでございます。 

 次に、48ページを御覧ください。 

 資本的収入及び支出につきましては、税込み収入

決算額４億7,392万4,606円に対し、支出決算額10億

7,345万8,825円となり、収支差引で不足する額５億

9,953万4,219円は、当年度分消費税資本的収支調整

額のほか、欄外に記載の資金をもちまして補塡をし

ております。 

 次に、49ページの損益計算書でございますが、下

段の当年度純利益が8,873万9,598円となったところ

でございます。 

 以下、65ページまでは財務諸表となっておりまし

て、66ページから71ページまでは事業報告書、72ペ

ージと73ページは会計に関する書類における注記と

なっておりますので、御一読いただきたいと存じま

す。 

 以上、認定第２号から認定第４号まで、令和４年

度水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会

計の利益の処分及び決算につきまして、提案理由の

御説明を申し上げましたが、よろしく御審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

○平賀貴幸議長 次に、監査委員から、本決算につ

いて監査意見の報告を願います。 

藤原誉康監査委員。 

○藤原誉康監査委員 －登壇－ ただいま御上程い

ただきました令和４年度網走市公営企業会計決算に

関しまして、審査の結果を申し上げます。 

 さきに市長より送付のありました令和４年度網走

市公営企業会計決算書及び財務諸表等につきまし
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て、執行された事業の経営管理は適正であるか、公

共性と経済性を基本として効率的に運営されている

か、また計数は正確であるかなどの点について審査

を実施したところでございます。 

 なお、審査に当たりましては、細目資料の提出を

求め、あわせて必要に応じ関係職員から説明を受け

て、審査の参考といたしました。 

 審査の結果でございますが、決算書及び財務諸表

等はいずれも関係法令に基づいて調製されており、

表示された計数も正確でありました。 

 また、経営成績や財務状態についても、適正に表

示されているものと認めたところでございます。 

 審査の内容につきましては、皆様のお手元に決算

審査意見書をお配りしておりますが、その概要につ

きまして御説明申し上げます。 

 令和４年度の網走市公営企業会計の決算につきま

しては、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道

事業会計の三つの事業会計を審査しております。 

 まず初めに、水道事業会計ですが、営業成績に関

する収益的収支において、収益の柱である給水収益

の減益により、前年度比で事業収益総額が減少し、

営業費用の支出増により事業費の総額も増加したた

め減益となりましたが、１億4,824万円の純利益が

生じ、18年連続の黒字決算となっております。 

 財務内容に関する各指標につきましては、前年度

に比べやや下回っているものの純利益を確保してお

り、令和４年度の経営状況については、一定の安定

度は維持したものと考えているところでございま

す。 

 しかしながら、人口減少に伴う給水需要の減少に

より給水収益の減少傾向が見られ、一方、老朽化し

た導水管を含む管路の更新や施設の維持管理など、

多額の経費を要するものと見込まれることから、計

画的な資金確保となお一層の効率的かつ合理的な事

業運営が図られるよう望むところでございます。 

 次に、簡易水道事業会計についてですが、収支決

算は収益総額１億1,265万円に対し、費用総額8,274

万円となり、純利益2,991万円を生み黒字決算とな

っており、一定の安定度は維持されたものと考えま

す。 

 簡易水道事業は、一部の郊外地区における飲料水

供給を担う事業であることから、小規模な事業運営

となるため、給水原価が供給単価を上回り費用超過

となっている厳しい運営状況ではございますが、対

象地区内の良質な水を供給する役割を担っており、

効率的な事業運営を望むものであります。 

 次に、下水道事業会計についてですが、事業収益

総額16億4,155万円に対し、事業経費の総額は15億

5,281万円となり、純利益8,874万円の黒字決算とな

っております。 

 個別排水処理施設事業分を除く下水道事業分の経

営分析指標の財政の安定性については、好転してい

る数値も見られ、また効率性については、汚水処理

原価の指標が減少し、一定の安定度は維持されてい

ると考えているところでございます。 

 これら水道に関連する三つの会計においては、人

口減少により水道料金及び下水道使用料の収入減が

見込まれること、また、施設の老朽化が進み、維持

管理費、更新費用が大きな負担になっていくことな

どが共通した事業運営の課題として今後も予想され

ます。 

 こうしたことから、国等の支援制度の活用など、

計画的な資金確保を行い、より一層効率的、合理的

な事業運営を図ることが望まれます。 

 これらの水道関連事業は、市民が健康で快適な生

活を営む上で欠くことのできないライフラインであ

ります。このため、災害や事故に備えた施設の整

備、復旧体制の構築を図るなど、将来にわたって安

全で持続的なサービスの提供ができる事業運営に努

められるよう望むものでございます。 

 以上、申し上げまして、簡単ではございますが、

網走市公営企業会計決算審査の報告といたします。 

○平賀貴幸議長 以上で、認定第１号から認定第４

号までの提案理由の説明を終了いたします。 

〔金兵智則議員「議長」と呼ぶ〕 

○平賀貴幸議長 金兵智則議会運営委員長。 

○金兵智則議員 －登壇－ この際、私から動議を

提出いたします。 

 ただいま議題となっております、認定第１号令和

４年度網走市各会計歳入歳出決算について、認定第

２号令和４年度網走市水道事業会計の利益の処分及

び決算について、認定第３号令和４年度網走市簡易

水道事業会計の利益の処分及び決算について、及び

認定第４号令和４年度網走市下水道事業会計の利益

の処分及び決算については、名称を令和４年度各会

計決算審査特別委員会と称し、委員の構成は議長及

び議会選出の監査委員を除く14名の議員をもって構

成する特別委員会を設置して、これに付託の上、審

査に付されたいと思います。 

 議員の皆様の御賛同を賜りますようお願いを申し
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上げまして、動議の提出といたします。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○平賀貴幸議長 ただいま議会運営委員長から、お

聞きのように動議が提出され、所定の賛成者があり

ますので、本動議は成立いたしました。 

 それでは、直ちにこの動議を議題としてお諮りい

たします。 

 本動議のとおり決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認め、そのように決定いたします。 

すなわち、一括上程中の認定第１号から認定第４

号までは、議長及び議会選出の監査委員を除く14名

をもって構成する令和４年度各会計決算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査に付すること

に決定いたしました。 

 なお、ただいま設置されました令和４年度各会計

決算審査特別委員会の委員の選任につきましては、

先ほど申し上げたとおり、この宣告をもって行った

ものとしますから御了承願います。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 次に、日程第３、議案第１号から

議案第11号までの合わせて11件を一括して議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第１号から議案第４号まで、

及び議案第８号につきまして、一括して提案理由の

御説明を申し上げます。 

 初めに、議案第１号から議案第４号までの令和５

年度網走市各会計補正予算につきまして御説明申し

上げます。 

 議案資料１ページ、資料１号を御覧願います。 

 １、歳入歳出予算の補正でございますが、一般会

計では３億7,308万6,000円を追加、国民健康保険特

別会計では1,275万9,000円を追加、介護保険特別会

計では２億128万4,000円を追加、後期高齢者医療特

別会計では44万1,000円を追加しようとするもので

ございます。 

 款項の区分及び金額につきましては、各会計議案

の第１表に記載のとおりでございます。 

 ２、繰越明許費でございますが、年度内に事業執

行が困難な事業につきまして、６年度に繰り越して

使用できる予算額を新たに定めるもので、その繰越

額を一般会計で除雪作業車整備事業3,116万6,000円

とするものでございます。追加の内容は、一般会計

議案の第２表のとおりでございます。 

 ３、地方債の補正でございますが、一般会計で道

路橋梁事業債及び臨時財政対策債の限度額変更とい

たしまして、限度額1,077万2,000円を追加しようと

するものでございます。 

 変更の内容は、一般会計議案の第３表のとおりで

ございます。 

 次に、補正予算の内容でございますが、別冊でお

配りしております事項別明細書５ページを御覧願い

ます。 

 なお、歳出補正額の財源内訳欄には、特定財源の

内訳を記載しておりますので、説明は歳出のみとさ

せていただくことで御了承いただきたいと存じま

す。 

 初めに、総務費の市民活動費では、西コミュニテ

ィーセンターの非常用放送設備の更新経費として

107万8,000円の追加でございます。 

 同じく賦課徴収費では、システム改修費として

246万4,000円の追加でございます。 

 民生費の障がい者福祉費では、ふれあい活動セン

ターの修繕費として172万2,000円の追加。 

 衛生費の保健衛生総務費では、網走厚生病院脳神

経外科の運営支援金として3,618万9,000円の追加で

ございます。 

 同じく健康管理費では、健康管理システムの標準

化に対する国庫補助金の交付決定に伴う財源補正、

新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費として

7,711万1,000円の追加でございます。 

 同じく清掃費では、廃棄物の広域化推進協議会に

対する負担金として225万5,000円の追加でございま

す。 

 １枚めくっていただき、７ページを御覧願いま

す。 

 農林水産業費の農業振興費では、ジャガイモシロ

シストセンチュウの緊急防除に対する補助金として

26万6,000円の追加、麦・大豆の生産基盤の強化に

対する補助金として１億1,731万8,000円の追加、農

業機械の導入に対する補助金として8,316万2,000円

の追加でございます。 

 同じく漁業振興費では、能取湖ホタテ稚貝へい死

対策に係る経費として150万円の追加でございま

す。 

 商工費の観光振興費では、旅行商品の造成に対す
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る補助金として225万円の追加でございます。 

 土木費の道路橋梁費では、大雨による道路補修費

として440万円の追加、除雪作業車の整備費として

3,116万6,000円の追加でございます。 

 同じく公園施設整備費では、公園遊具の撤去費と

して220万円の追加でございます。 

 同じく建築総務費では、住環境改善補助金の申請

件数の増加に伴い1,000万円の追加でございます。 

 １枚めくっていただき、８ページを御覧願いま

す。 

 この表は、地方債の現在高見込額に関する調書で

ございます。 

 以上が、一般会計補正予算の内容でございます

が、今回の補正に係る一般財源所要額につきまして

は、財政調整基金繰入金955万6,000円及び前年度繰

越金3,620万9,000円の追加と、臨時財政対策債

2,032万8,000円の減額を合わせ2,543万7,000円を追

加しようとするものでございます。 

 次に、13ページを御覧願います。 

 国民健康保険特別会計でございますが、総務費で

は、前年度繰越金を基金へ積み立てるもので1,171

万6,000円の追加でございます。 

 国民健康保険事業費納付金では、国庫補助金の臨

時交付に伴う財源補正でございます。 

 諸支出金では、過年度の精算に伴う返還金として

104万3,000円の追加でございます。 

 次に、19ページを御覧願います。 

 介護保険特別会計でございますが、基金積立金で

は、前年度繰越金を基金へ積み立てるもので１億

2,547万1,000円の追加でございます。 

 諸支出金では、前年度の精算に伴う返還金として

7,581万3,000円の追加でございます。 

 次に、25ページを御覧願います。 

 後期高齢者医療特別会計でございますが、後期高

齢者医療広域連合納付金では44万1,000円の追加で

ございます。 

 以上が、令和５年度網走市各会計補正予算の内容

でございます。 

 次に、議案第８号網走市職員旅費支給条例の一部

を改正する条例制定について御説明申し上げます。 

 議案資料32ページ、資料５号を御覧願います。 

 １、改正の趣旨でございますが、旅行需要の回復

等による宿泊料の高騰に伴い、必要な旅費の支給を

可能とする調整措置を設けるため、当該条例につい

て所要の改正を行うものでございます。 

 ２、改正の内容でございますが、特別の事情があ

る場合に、必要と認める旅費を支給することができ

る規定を追加しようとするものでございます。 

 ３、施行期日は、公布の日から施行しようとする

ものでございます。 

 以上、議案第１号から議案第４号まで、及び議案

第８号につきまして一括して提案理由の御説明を申

し上げましたが、よろしく御審議賜りますようお願

い申し上げます。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第９号網走市行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例制定につき

まして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 議案資料33から34ページ、資料第６号を御覧願い

ます。 

 趣旨でありますが、生活保護法に基づく事務につ

きましては、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号

法の規定に基づき個人番号を利用することが可能で

すが、外国人の生活保護につきましては、番号法の

対象外であり、その個人番号を利用するためには、

番号法第９条第２項に規定する地方公共団体の独自

利用事務として条例において定める必要があること

から、当該条例の所要の改正を行うものでありま

す。 

 内容でありますが、生活に困窮する外国人に対す

る生活保護の措置に関する事務を別表に追加し、所

要の文言整理を行うものであります。 

 施行期日でありますが、公布の日から施行しよう

とするものであります。 

 以上、議案第９号につきまして、御説明申し上げ

ましたが、よろしく御審議賜りますようお願い申し

上げます。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 －登壇－ ただいま御上程

いただきました議案第11号市道の路線廃止につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 議案資料36ページ、資料８号を御覧願います。 

 今回、廃止しようとする路線は、二見ヶ岡、嘉多

山地区を結ぶ嘉多山中央線でございます。 

 路線の廃止の理由でございますが、道道に昇格し

ている嘉多山中央線が北海道との引継ぎが完了した
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ため、路線を廃止するものでございます。 

 なお、市道廃止の延長、敷地幅員、位置につきま

しては、議案資料に記載のとおりでございます。 

 以上、議案第11号につきまして提案理由の御説明

を申し上げましたが、よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

○平賀貴幸議長 水道部長。 

○柏木弦水道部長 －登壇－ ただいま御上程いた

だきました、議案第５号令和５年度網走市水道事業

会計補正予算について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 議案資料の29ページ、資料２号を御覧願います。 

 １、補正の理由でございますが、本年５月、６月

請求分で実施した水道基本料金の減免額が確定した

ことから、財源補正を行うものでございます。 

 ２、補正の概要でございますが、第１款事業収入

の第１項営業収益を5,365万円減額し、第２項営業

外収益を5,365万円増額しようとするものでござい

ます。 

 なお、既決予定額、補正後予定額につきまして

は、資料に記載のとおりでございます。 

 以上、令和５年度網走市水道事業会計の補正予算

につきまして、提案理由の御説明を申し上げました

が、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

 次に、議案第６号令和５年度網走市簡易水道事業

会計補正予算について、御説明申し上げます。 

 議案資料の30ページ、資料３号を御覧願います。 

 １、補正の理由でございますが、本年５月、６月

請求分で実施した簡易水道基本料金の減免額が確定

したことから、財源補正を行うものでございます。 

 ２、補正の概要でございますが、第１款事業収入

の第１項営業収益を104万1,000円減額し、第２項営

業外収益を104万1,000円増額しようとするものでご

ざいます。 

 なお、既決予定額、補正後予定額につきまして

は、資料に記載のとおりでございます。 

 以上、令和５年度網走市簡易水道事業会計の補正

予算につきまして、提案理由の御説明を申し上げま

したが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上

げます。 

 続きまして、議案第７号令和５年度網走市下水道

事業会計補正予算について、御説明申し上げます。 

 議案資料の31ページ、資料４号を御覧願います。 

 １、補正の理由でございますが、令和６年４月１

日から委託を予定している業務について、今年度中

に契約が必要となることから、債務負担行為の設定

を行おうとするものでございます。 

 ２、債務負担行為の内容でございますが、債務負

担行為を行おうとする事項は汚水処理施設等包括的

維持管理業務委託契約、期間は令和６年度から令和

８年度まで、限度額は５億3,740万5,000円とするも

のでございます。 

 以上、議案第５号から議案第７号令和５年度水道

事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計の補

正予算につきまして、提案理由を御説明申し上げま

したが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上

げます。 

○平賀貴幸議長 新庁舎開設準備室長。 

○武田浩一新庁舎開設準備室長 －登壇－ ただい

ま御上程いただきました、議案第10号財産の取得に

つきまして、御説明を申し上げます。 

 議案資料35ページ、資料７号を御覧願います。 

 財産の取得理由でありますが、新庁舎移転にあた

り、クラウドシステムへの移行に係る情報機器を整

備しようとするものでございます。 

 取得する財産の概要につきましては、庁舎情報シ

ステム一式でございます。 

 取得の相手方は、北海道市町村備荒資金組合。 

 取得方法は、譲渡。 

 取得金額は、１億4,751万円でございます。 

 納入期限は、令和６年３月29日となっておりま

す。 

 以上、議案第10号につきまして御説明申し上げま

したが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上

げます。 

○平賀貴幸議長 以上で、議案の提案理由説明を終

わります。 

 なお、ただいま上程されました案件につきまして

は、議会運営委員会の決定に基づき、後日、各会派

１名による大綱質疑を行い、大綱質疑終了後は、所

管の常任委員会に付託し、細部審査を行うことにな

ります。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了しました。 

 開会当初に決定されました審議日程に従いまし

て、再開は７日午前10時としますから参集願いま

す。 

 本日はこれにて散会とします。 
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 お疲れさまでした。 

午前11時05分散会 
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○議事日程第２号 

令和５年９月７日午前10時00分開議 

日程第１ 議案第１号～第11号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和５年度網走市一般会計補正予算 

      (各委員会付託) 

議案第２号 令和５年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（文教民生委員会付託） 

議案第３号 令和５年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第４号 令和５年度網走市後期高齢者医療特

別会計補正予算（同） 

議案第５号 令和５年度網走市水道事業会計補正

予算（総務経済委員会付託） 

議案第６号 令和５年度網走市簡易水道事業会計

補正予算（同） 

議案第７号 令和５年度網走市下水道事業会計補

正予算（同） 

議案第８号 網走市職員旅費支給条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第９号 網走市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例制定について

（文教民生委員会付託） 

議案第10号 財産の取得について（総務経済委員

会付託） 

議案第11号 市道の路線廃止について（同） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

栗 田 政 男 

里 見 哲 也 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    田 邊 雄 三 

 健康福祉部長    結 城 慎 二 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 新庁舎開設準備室長    武 田 浩 一 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    北 村 幸 彦 

 社会教育部長    吉 村   学 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次     長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○平賀貴幸議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

ます。 

令和５年第３回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ２ 日 

令和５年９月７日（木曜日） 
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ただいまから、本日の会議を始めます。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 本日の会議録署名議員として、井

戸達也議員、古都宣裕議員の両議員を指名いたしま

す。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 本日の議会の日程は、お手元に配

付した第２号のとおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 日程第１、既に一括上程中の議案

第１号から議案第11号までの合わせて11件を議題と

し、大綱質疑を行うわけでありますが、通告があり

ませんので、お手元に配付しております議案付託区

分表のとおり、所管の常任委員会に付託の上、会期

中に審査することにしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

────────────────────── 

○平賀貴幸議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了いたしました。 

 今議会の審議日程に従いまして、各常任委員会に

おいて議案を審査するため、これより本会議は休会

とし、再開は９月12日午前10時としますから参集願

います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午前10時01分散会 
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○議事日程第３号 

令和５年９月12日午前10時00分開議 

日程第１ 一般質問 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 一般質問 （里見議員、深津議員、古田議員、 

古都議員、澤谷議員、金兵議員、 

永本議員、村椿議員） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

栗 田 政 男 

里 見 哲 也 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    田 邊 雄 三 

 健康福祉部長    結 城 慎 二 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 新庁舎開設準備室長    武 田 浩 一 

 新庁舎開設準備室次長    小 松 広 典 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

 市民活動推進課長    田 中 靖 久 

 戸籍保険課長    渡 邉 眞知子 

 戸籍保険課参事    小 沼 麻 紀 

 生活環境課長    近 藤   賢 

 生活環境課参事    田 中 正 幸 

 健康推進課長    本 橋 洋 樹 

 健康推進課参事    阿 部 昌 和 

 健康推進課参事    今 野 多賀子 

 社会福祉課長    清 杉 利 明 

 介護福祉課長    小 西 正 敏 

 子育て支援課長    岩 本 純 一 

 子育て支援課参事    東 出 信 幸 

 水産漁港課長    渡 部 貴 聴 

 観 光 課 長    井 上 博 登 

 商工労働課長    中 村 幸 平 

 観光商工部参事    田 端 光 雄 

 観光商工部参事    野 口 公 希 

 建 築 課 長    小 原   功 

 都市整備課長    村 上 雅 彦 

 都市管理課長    澁 谷 一 志 

 建設港湾部参事    渡 辺   昭 

 新庁舎開設準備室参事    遠 藤 崇 哲 

 新庁舎開設準備室参事    大 嶋 尚 士 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    北 村 幸 彦 

 社会教育部長    吉 村   学 

 学校教育部次長    大 垣 正 紀 

 学校教育課長    高 橋 善 彦 

 学校教育課参事    里 見 達 也 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次     長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

令和５年第３回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ３ 日 

令和５年９月 12日（火曜日） 
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─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○平賀貴幸議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

ます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 本日の会議録署名議員として、小

田部照議員、松浦敏司議員の両議員を指名いたしま

す。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 本日の議事日程は、お手元に配付

した第３号のとおりであります。 

日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 日程第１、一般質問を行います。 

 前例に従い、通告順に発言を許します。 

 里見哲也議員。 

 里見議員。 

○里見哲也議員 －登壇－ おはようございます。

希政会の里見哲也です。 

 まず、７月下旬に開催されました、全国高校総体

ボート競技ですが、全国から約2,000名の選手、関

係者、そして地元ボランティア含む大会関係者、こ

の皆様の力で大会を成功させました。感動しまし

た。そして、大変お疲れさまでした。 

 この2,000名の方が思い出の地網走に再び、三度

とお越しいただけるとうれしいなというふうに思い

ます。 

 さて、今日は大きく二つ質問をさせていただきま

す。 

 まず一つ目、ごみ処理の状況について、今後の情

報共有と目指すべき課題について伺います。 

 広報あばしり７月号で、これまでの総括がされて

おり、本日は今後の目指すべき方向性について確認

したく質問します。 

 ごみ処理問題議論の一方で、違反ごみが増加して

います。６月議会の答弁では、令和２年度７万

3,100個ほど、令和３年度７万9,700個ほど、令和４

年度は８万2,400個ほど。このごみは埋立ごみにな

りますから、これが増加している事実とその対応に

ついて、これまであまり議論をされてこなかった点

は、市民と共有すべき情報としては、ミスリード、

片手落ちの面があったかなと私は思います。 

 確かに今までの議論で、広域化を含めた行政側の

対応方向は進展していますが、差し迫っている課題

の一つは埋立ごみを減らすということですから、こ

れは全市民で意識共有して対策していかなければな

らない。ただし、今後は、誰が悪いというような犯

人捜しではなく、皆でごみ問題を自分ごととして前

向きに課題解決すべきです。 

 そこで質問ですが、この違反ごみ、また埋立ごみ

を減らすために、市として今後市民にどのような周

知を行っていく考えか伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 違反ごみの今年度の状況

は、４月から６月の３か月で２万2,965個、一月当

たり7,655個となり、単純計算の１年分は９万1,860

個となり、令和４年度を上回るペースにあります。 

 最終処分場の延命の取組を実施していますが、そ

の一つに埋立ごみに含まれる資源物の資源化の促進

を掲げており、家庭系ごみでは違反ごみを減らすこ

とも含んだ取組としております。 

 違反ごみの内訳としては７割が分別されていな

い、２割が曜日間違い、１割が袋の間違いとなって

おります。 

 今年度の廃棄物減量化等推進懇話会では、指導員

の配置や、24時間ごみを出せる場所の設置などの意

見もあり、議論を進めているところです。 

 また、今年度はインターネットモニターアンケー

トを予定しており、家庭や地域のごみ出し状況、ご

みに関する意見を今後の取組の参考にしていきたい

と考えております。 

 違反ごみ、埋立ごみを減らすための市民周知につ

いては、現状を知ってもらう啓発やパトロール員に

よる指導を続けるとともに、子供のころから環境学

習の一環として、分別などに取り組んでもらえるよ

う、動画などの作成や行動経済学、ナッジ理論を取

り入れた啓発を進めていくこととしております。 

○平賀貴幸議長 里見議員。 

○里見哲也議員 今、違反ごみの７割が分別されて

いないというお話がありました。 

 私先月、自宅で分別を実践してみました。まず、

生ごみですけれども、これは堆肥になるので「よい

堆肥になれよ」と願って分別してみました。この堆

肥は結構人気があるということですから、利活用に

役立つのだなと思いました。そして、容器包装プラ

や資源物は「リサイクルでＳＤＧｓ」、持続可能な

社会の実現を意識しました。そして紙おむつ類をわ

かるように分別すると、日常の生活では埋立ごみは
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ほとんど発生しないのだなということに気づきまし

た。あとは出す日を間違わないこと。これを続けら

れれば、埋立ごみが減って、市の将来の経費を削減

できるので、これはみんなによいことだと考えます。 

 ところで、このごみ問題で最近新キャラクター

「のごみちゃん」が登場しましたが、私この取組に

大きな期待を持っていまして、「○○ちゃんに叱ら

れる」ではなくて、「のごみちゃんに褒められる」

というような、いつもきれいに使ってくれてありが

とうというような場面展開、行動の変容に生かせる

と期待するのですが、このあたりの意図をぜひお聞

かせください。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 網走市ではごみの分別、

適正な処理については、毎日の生活に関わることで

あることから、親しみやすくするため、平成14年度

より「エコピー」というキャラクターを用いて啓発

を進めてまいりました。このたび作成した新キャラ

クター「のごみちゃん」は、ごみの処理に関わるこ

とに、現代の若年層をはじめとする皆さんに目を向

けてもらうため、若手の職員の発想で作成したもの

です。 

 今後はごみ通信やガイドブックなどの啓発資料、

イベントなどでの啓発資材で利用するなど、様々な

場面でのごみちゃんを目にすることにより、ごみ減

量リサイクルが日常生活に浸透していくよう、キャ

ラクターの活用を図っていきたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 里見議員。 

○里見哲也議員 若年層にアピールということで、

効果があるだろうというふうに期待しますが、その

運用について、ぜひ頑張っていただきたいなと思い

ます。 

 それからもう一つ、ごみ袋の色、袋の色ですが、

これは以前の議論でも、透明にして収集業者さんの

選別負担の軽減や、ごみを出す人にとっての一定の

牽制に役立つのではという意見があったと思います。 

 これは当市の現状では、黄色のごみ袋の取扱いに

該当しますけれども、ほかの自治体では、透明が当

たり前というところもありますので、参考ですが、

網走市の今後の方向性について伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 網走市の指定ごみ袋の色

ですが、現在の色は平成29年度からとなっています

が、それ以前の一般ごみの時代は、青色のごみ袋、

ボランティア袋が透明を使っていたことから、今後

混同を避けるため、それ以外の色でつくることと

し、色つきでも中身が見える色の濃さとしておりま

す。また最近では他の自治体でも中身を確認しやす

いように、透明のごみ袋を採用していると考えられ

ます。 

 今年度開催しております廃棄物減量化等推進懇話

会の中でも、ごみ出し改善についてはごみ袋の透明

化の意見も頂いており、また、現在１市４町の広域

での焼却処理の検討に入っていることから、分別内

容の検討をしておりますので、分別内容の変更につ

いて検討する際には、指定ごみ袋の透明化も含めて

検討してまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 里見議員。 

○里見哲也議員 ありがとうございます。 

 広域のときの課題ということも併せて考えていく

のだろうなというふうに思います。 

 このごみ問題は、行政も市民も業者さんもみんな

が当事者でありますから、自分たちのまちは自分た

ちできれいにするというような、そんな意識をみん

なで醸成して、そのような行動につながる行政運

営、取組をお願いしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 次の質問に移ります。 

 人口減少下の働き手不足に対応する将来を見据え

た対策、これは主に高齢者対応ですが、これについ

て伺います。 

 今、網走市内の多くの業種で働き手不足の現状が

あります。公的な仕事では、高齢者等の介護に関わ

る働き手不足が深刻化しており、市全体で意識改革

が必要と考えます。 

 働き手の実態としては、シルバー人材センターの

登録者が、平均年齢で75歳を超えると聞きます。こ

れは、人口が減少している中、高齢者は増加し若年

層は減少している。つまり、必要な働き手、働く人

ですね、この年齢が昔の60歳で定年から、今や70歳

まで現役になってきている。そして、それ以上の年

齢がシルバー人材センターで働く世代と変化してき

た結果だと思われます。 

 この人口の高齢化は2025年問題とも言われます

が、今後の高齢者対応は今までにない局面が訪れる

と考えます。今後必要なことと想像されるのは、一

つ、元気な人はなるべく長く働く、これはもう社会

貢献です。そして二つ目、介護等が必要な人に対し

て対応できる人材を確保・育成していく。これはで

きれば若い働き手がよいのですが、このことをオー
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ル網走で取り組まなければ、高齢者対応の施策、極

論すればこれは家族問題ですので、これがいずれ崩

壊する懸念さえあると予想されます。 

 そこで、まず第１の質問です。 

 高齢者等対応施設で働く働き手の確保・育成につ

いて、現状の市の状況をお知らせください。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 高齢者対応施設で働く働

き手の確保・育成についてでございますが、市とい

たしましては、2025年問題対策として、平成28年度

より、介護人材確保事業に取り組んでまいりまし

た。 

 主な内容といたしましては、介護職員初任者研修

及び介護支援専門員再研修受講に係る費用への助

成、介護福祉士確保のため、奨学金を支出している

事業所に対する補助制度の創出のほか、離職防止に

向け、新人介護スタッフ研修会を行うなど、介護現

場との意見交換に基づき様々な事業を行っておりま

す。 

 また、昨年度からは、市内の関係事業所などの協

力をいただき、介護の仕事の魅力発信や進路、就業

相談を通じて、福祉・介護人材を確保することを目

的として、介護フェアを開催をしております。 

 昨年度は新型コロナウイルスの感染蔓延の時期と

重なったため、想定しておりました中高生の来場は

少なかった状況でございますが、今年度は、多くの

方に来場いただくため、10月に市民健康まつりと合

同開催を予定し、介護業界で働いていた著名人の講

演会を行い、併せて市内事業所のブースを設置し、

相談会やＰＲを行う予定でございます。 

○平賀貴幸議長 里見議員。 

○里見哲也議員 ありがとうございます。 

 今ありました費用の助成や補助金制度など、どう

ぞ、これらを事業所等に積極的にＰＲしていただい

て、そして今お話のありました介護フェアでは、今

後社会人となっていく若い世代と保護者の皆さん

に、ぜひこの重要性を理解していただく取組をお願

いいたします。 

 民間の業務に市がどの程度関与するのかという疑

問が一部に出される懸念もあると想像しますけれど

も、この年齢別の人口は構造的なものであり、社会

全体の必要性で納得できる内容として、市という公

共の力が必要であると考えます。 

 介護を必要とされる方への対応は専門施設に入所

なのか自宅での介護なのか、いずれにしてもマンパ

ワーは必要です。やはり地域全体として、そして人

口減少下、広域間の合理的な公助においては、拠点

となる自治体、近隣においては当網走市がそれに当

たると考えますから、この将来を見据えた積極的な

対応に期待するものです。 

 そこで、第２の質問です。 

 介護人材の確保について、賃金自体は各事業体の

方針等がありますから、それ以外で、資格取得のた

めのサポートやリスキリングの機会提供、ほかのま

ちからの移住サポートを目的に空き家の活用、アパ

ート等の家賃補助など、生活面の支援により介護人

材確保に取り組むこと、あるいは外国人就業者への

アプローチなど、今後の取り組むべき方向性につい

て所見をお示しください。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 今後の介護人材確保対策

についてでありますが、介護人材の確保は喫緊の課

題であると認識しており、その対策の一つとして、

外国人人材の受入れが考えられます。 

 本年実施しました第９期網走市介護保険事業計画

策定に係る事業所向けアンケートでは、外国人人材

の受入れについて、言葉の壁などの課題が解決され

れば検討したいと回答した法人は、全体の56％とな

っております。 

 一方で、働く側の外国人に網走市を選んでいただ

くためには、言葉の壁のほかにも、住居の確保、入

国後の生活のフォローアップなど、安心して網走に

来ていただける環境づくりが重要だと考えておりま

す。 

 外国人人材の受入れは、最終的には事業者が判断

するものでありますが、市としては、こうした課題

の解消の必要があると認識しております。 

 また、新卒者などにつきましては、介護の仕事を

知ってもらうことが重要であり、中高生に対するア

プローチとして、介護フェア会場での市内事業所の

ＰＲを通じ、情報提供を図っていく必要があると考

えております。その上で、進路選択から人材確保に

つなげる支援などの検討を進める必要があると考え

ております。 

 加えて、潜在有資格者の復職支援についても具体

的に検討を要するものと考えておりますが、これら

の人材確保に対する取組には、事業所の理解、協力

がなければならないため、関係機関との意見交換を

しながら、来年度に向けて具体的な施策を検討して

まいりたいと考えております。 
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○平賀貴幸議長 里見議員。 

○里見哲也議員 市で取り組もうとする方向性、理

解しました。 

 今お話のありました潜在有資格者への復職支援で

すね、これは市だからこそできる部分もあると考え

ますので、介護に限らず介護・看護師等への重要な

有資格者への働きかけも期待いたします。 

 続いて、これらに関連する部分がありますが、第

３の質問です。 

 網走市社会福祉協議会で、「日常生活のちょこっ

とお手伝い事業」というものがあります。これは地

区連、地区連合町内会を基盤として、地域ごとに自

宅で暮らす高齢者等の日常生活のお手伝いを地域住

民がサポートする事業です。 

 スタートして３年ほどで、全地区ではまだ実施に

至っていませんが、現在、協力者が90名ほどいらっ

しゃると聞いています。内容は、自宅で暮らすおお

むね65歳以上の高齢者等の日常生活のお手伝いを、

地域住民が有料のチケットでサポートするというも

のです。これは、自宅で暮らす健康寿命をお互いに

延ばす効果もあると思います。 

 また、ほかの面で、冬の期間、町内会に委託する

高齢者等除雪サービスも広がりつつあります。 

 現在、独居高齢者が増えています。相談事はつな

がることが大切だと思っています。誰かに相談すれ

ば、どこかの答えにつながる。この地域のつながり

が相談の入り口にもなると考える中で、網走市が地

域に期待する見守り機能について、どのような考え

と支援をしているのか、また、今後していくのかに

ついてお尋ねします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 地域に期待する見守り機

能についてでございますが、高齢化の進展に伴い、

高齢者のみの世帯が増加する中で、誰もが住み慣れ

た地域で、安心して自分らしく暮らし続けていくこ

とができるように、地域住民や町内会、民生委員、

老人クラブ、ボランティアなどの多様な主体と連携

し、高齢者にとって一番身近な地域の中で、日常的

な支援や見守りなど、支え合う仕組みづくりを推進

していくことが必要だと考えております。 

 この仕組みづくりについては、現在、生活支援体

制整備事業において、事業を委託しております網走

市社会福祉協議会の生活支援コーディネーターと協

働し、市内各地区との協議を進めているところで

す。 

 この事業の中では、地域のつながりを増やしたい

との声を受け、イベントを開催し地域住民が集ま

り、世代間交流も図ることができたという成功事例

もあります。 

 このようなことをきっかけとして、地域住民のつ

ながりが増え、日頃から声かけを行う関係が構築さ

れ、住民同士の見守りが強まることが期待できるも

のと考えております。 

 今後におきましても、各地区での成功事例の共有

や、町内会、民生委員、老人クラブ、ボランティア

などとの連携など、生活支援体制整備事業の充実を

通じて、地域の支え合いの仕組みづくりについて、

継続して取り組んでまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 里見議員。 

○里見哲也議員 理解いたしました。 

 今言われました支え合う仕組みづくり、これの推

進をぜひよろしくお願いしたいと思います。ありが

とうございます。 

 私、今回この質問をいたしましたのは、生活者み

んなの意識の変革も必要と考えるからです。これは

先ほども申しましたが、一つ、できるだけ長く働く

ことは地域貢献だという考えです。これには受け入

れる事業者の理解も重要となります。 

 そして、地域でお互いさまのお手伝いは、この理

解と周知をしていく必要があるのだろうなと考え、

願う部分が大きいからです。 

 どうぞ、住民が主役のまちづくりに、市が一層の

リーダーシップを発揮していただくことをお願いし

て、私の質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○平賀貴幸議長 深津晴江議員。 

 すみません。 

 理事者入替えのため、暫時休憩いたします。 

午前10時22分休憩 

午前10時23分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 深津晴江議員。 

 深津議員。 

○深津晴江議員 －登壇－ 民主市民ネット、深津

晴江でございます。 

 ただいまの里見議員の介護職員についても、実

際、初任者研修及び実務者研修を担当している講師

の立場からも、いろいろお話ししたいことはござい

ますが、本日は通告に従い質問いたします。 
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 まず、子育て政策についてです。 

 出生数及び人口動態の推移と現状について、８月

29日、厚生労働省が公表した人口動態統計によりま

すと、2023年上半期の出生数は前年同期と比べて

3.6％少ない37万1,052人だったことがわかりまし

た。 

 網走市における今年上半期を含めた出生数と人口

の推移の現状をお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部参事監。 

○永森浩子健康福祉部参事監 出生数と人口の推移

の現状についてでありますが、出生数は令和２年

201人、令和３年177人、令和４年183人と増減はあ

りますが、徐々に減少傾向にあります。 

 令和５年は１月から８月までの速報値で93人、令

和４年同時期の119人と比較すると、21.8％少なく

なっています。 

 人口の推移につきましては、毎年１月１日現在

で、令和３年が３万4,640人、令和４年が３万4,016

人、令和５年が３万3,444人となっており、減少傾

向が続いております。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 全国的にも進んでいる出生数人口

減少、網走でも起きているということはそのとおり

かと思います。 

 出生数の減少している要因につきまして、内閣府

は未婚化や晩婚化の進展、若者の結婚及び出産に関

する意識が変化していること、育児に対する経済的

負担が大きいこと、依然として男女別賃金格差が存

在していること、育児や家事に対する女性の負担が

大きいことが挙げられています。 

 そこで、網走市の産業構造、家族構成など地域の

現状を踏まえた上で、網走市独自の出生数減少の要

因分析についてお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部参事監。 

○永森浩子健康福祉部参事監 地域の現状を踏まえ

た出生数減少の要因分析についてでありますが、令

和２年の国勢調査結果では、網走市の未婚人口構成

比が15歳以上総数で男性が32.4％、女性が21.1％で

あり、経年的には男女ともに上昇傾向にあります。 

 また、夫婦共働き世帯の割合は46.1％と、10年前

の国勢調査に比べ2.9％増となっております。 

 住民基本台帳年齢階級別人口では、合計特殊出生

率の基礎となる15歳から49歳の女性人口が５年間で

約890人減少し、減少率では総人口を上回っている

状況となっております。 

 これらのことから、出生数減少の理由には様々な

要因がありつつも、その主たる要因は未婚者の増加

や人口の減少があると推察しております。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 独自の要因分析については、理解

いたしました。やはり未婚率の上昇というのは、ひ

とつ大きいかなというふうには思います。 

 それで今回は、まず子育て支援とは何かというと

ころを改めて確認しておきたいと思います。 

 子育て支援をわかりやすく説明するならば、子供

の健全な生育を実現するために人手や金銭面の援

助、情報やサービスを提供することと言い表すがで

きるのではないかと考えます。 

 今回は、少子化対策ではなく、あくまでも子育て

政策に関する質問といたします。 

 子育ては妊娠するときから始まり、妊娠中、出

産、乳児期、幼児期、学童期、思春期を経て、子供

が自立するまで続くものと考えます。それぞれの時

期によって、保護者の子育てに対する支援の要望

等、内容は変化してくるものと捉えております。 

 そこで、網走市にお住まいの保護者の方から、子

育て政策への要望等を把握しているのか。もし把握

しているのでしたら、子供の発達段階のどの時期に

どのような内容であったかについてお伺いいたしま

す。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 保護者の支援の要望の把

握についてでありますが、５年ごとに子ども・子育

て支援事業計画の策定に当たって、ニーズ調査を実

施をしております。 

 直近では、2018年12月に市内の小学校３年生以下

のお子さんのいる1,000世帯に対してアンケート調

査を実施し、409件の回答を頂きました。 

 調査における自由記載の項目では、新たに取り組

むべき施策や充実してほしいサービスについての要

望が201件寄せられております。内容は多岐にわた

り、子育て施設や医療の関係、公園や遊具、遊び場

の関係など、様々な意見がございました。 

 また、市長への手紙や問合せメールなどでも要望

が寄せられており、昨年度は12件、今年度はこれま

でに２件の意見や要望が寄せられております。 

 内容としては、施設の老朽化に関するものや一時

保育の利用など、保育サービスに関するものなどと

なっております。 

 それらの要望を受け、一時保育については、本年
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４月から利用対象年齢をこれまでの１歳６か月から

１歳に引き下げております。 

なお、今年度は次期子育て支援事業計画の策定の

ためのニーズ調査を予定しておりますので、このよ

うな機会を通じて、今後も保護者からの要望の把握

に努めてまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 わかりました。ニーズの把握につ

いては理解いたしました。 

 様々な御意見、御要望を受けまして、現在行われ

ている網走市の子育て政策及びその評価について、

市の見解をお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 現在行っております政策

とその評価でありますが、子育て支援策では、市独

自の取組として、令和３年度から４年度には新生児

子育て応援祝金支給事業、そして令和４年度からは

中学生までの医療費の無償化、令和５年度からは給

食費の無償化、それとおむつとミルクの購入支援と

して、あばしり赤ちゃん応援券の支給など、国に先

んずる形で様々な事業を実施しております。 

 こうした経済的な負担軽減策に加え、産婦健康診

査事業や産後ケア事業をはじめとする妊産婦に対す

る支援、また、母子訪問指導や新生児聴覚検査など

の乳幼児に対する支援、５歳児健康相談、そして母

子手帳アプリの導入、さらには、子育て世代包括支

援センターユカリエの開設などにより母子保健対策

や相談体制の充実を図り、妊娠期からの寄り添った

伴走型支援を行っております。 

 一般的に、子供を安心して産み育て、子育てしや

すいと感じる環境要素としては、保育園などの待機

児童の状況、小児医療体制の充実、地域コミュニテ

ィーとのつながり、子育て関連施設や公園、インフ

ラの状況、買物、治安、そして自治体の支援体制な

どが挙げられます。様々な要素がバランスよく実現

されたまちの総合力が子育てしやすいという意識に

つながると考えており、引き続き、こうした視点で

子育て支援の充実を図ってまいりたいと考えており

ます。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 網走市は国に先駆けて様々な医

療・経済的支援などを行っているということは理解

して、大変それは子育て世代の皆様、喜んでいると

ころです。子育てしやすいまちづくりの一つの要因

になっているかと思います。 

 最近、「子育て罰」という言葉を聞いたことがあ

るでしょうか。それを「子育てボーナス」に変えよ

うと、育児手当の増額などが検討されていますが、

そういう金銭面の支援だけでは不足しているかと思

います。もちろん、金銭面の経済的な支援というこ

とも大変重要かとは思うのですが、個々の家庭にお

いて、家事や育児の負担が女性に著しく偏っている

現状を是正しなければならない現状にあるかと思い

ます。 

 子育ての一つの問題は、時代錯誤的な性役割分担

を続けているジェンダーの問題とも捉える必要があ

ります。男性の育児参加、または育児休業の取得が

進まない原因でもあるかと思います。 

 また、「ワンオペ育児」という言葉を聞いたこと

はあるでしょうか。近年新しく生まれた造語であ

り、今では世間一般に浸透しています。両親のどち

らか一方、またはひとり親が家事、育児のほとんど

を一人で行うことをワンオペ育児と呼ぶようになり

ました。ほかの先進国に比べて、日本では母親がワ

ンオペ育児状態に陥るケースが多い傾向にありま

す。様々な国と比較しましても、やはり日本は多い

現状にあります。家庭や地域における子育て力が低

下しているため、育児に対する孤立感や疲労感、自

信の喪失につながっているとも指摘されています。 

 このような現状が網走においても起きているとい

う認識はございますか。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 ワンオペ育児の現状とい

うことでございますが、詳しく調査をしたわけでは

ございませんので、実態全てを把握しているわけで

はございませんが、市内にもそういった状況はある

というふうには認識しております。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 ありがとうございます。 

 このような状況を打破して、安心して産み育てし

やすい網走にしていく必要があると考えています。

母親または夫婦だけに過度の負担がかからないよう

に、地域で子育てすることが求められていると思い

ます。 

 先ほどの施策の中に地域コミュニティーのつなが

りというようなお話もありましたが、その地域との

コミュニティーをつくっていく、さらに加速してい

く、そして子育て支援を支援していく、そういう動

きがはっきり言いまして網走市には弱いのかなとい

うふうに考えております。 
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 ほかのまちでは、ゼロ歳から３歳までの乳幼児を

持つ親と子育てを支えたい住民を対象に、身近な場

所で気軽に集い、乳幼児とともに利用できる子育て

交流カフェを開始した自治体があり、大変好評を得

ております。核家族化や地域社会の希薄化が進む

中、子育て交流カフェは地域ぐるみで子育てを支え

る意識づくり、見守る体制づくりを進めていること

が狙いで、乳幼児虐待や産後鬱の未然防止にもつな

がると考えています。 

 子育てに夢が抱け、安心して子供を持ち、子育て

を楽しむことができる環境づくりを早急に進めてい

く必要があるかと思います。 

 網走の構造上、もともと網走の方で親御さんの支

援を受けられている方もいます。あるいは、結婚に

よって網走に入られた方もいます。または、転勤族

で全く知らないまちにいらっしゃった方もいます。

やはり様々な状況はありますが、どの子育ての方た

ちもしっかりとサポートできる、地域で子育てをし

ていくという意識づくり、そういう優しいまちにな

れば、先ほど部長がおっしゃったように、とても子

育てしやすいまちにさらになっていくかと思いま

す。 

 これに関しましては、市民の参画を促すことによ

って、生きがいづくりにも役立っていきます。私自

身も市民の方から「子育てで協力できることがあれ

ばするよ」ですとか、「もっと高齢者を活用してほ

しい」と申し出てくれる方が複数人いらっしゃいま

す。名称はともかく、地域で子育てするシステムづ

くりをつくりませんか。いかがでしょうか、市の見

解をお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 少し総論的な答弁になる

ことを御容赦いただきたいと思います。 

 国のほうも、そういった形、そういった課題につ

いて問題意識を持っておりまして、御承知のとおり

少子化は我が国が直面する最大の危機ということの

認識を基に、若年人口が急激に減少する2030年代に

入るまでがラストチャンスとして、次元の異なる少

子化対策を行うこととして、今年６月に「こども未

来戦略方針」を策定をしたところです。この方針の

基本理念の一つとして、社会全体の構造、意識を変

える、まさに議員御指摘のところだと思いますが、

を掲げ、家庭内において育児負担が女性に集中す

る、いわゆるワンオペの実態を変え、夫婦が相互に

協力しながら子育てし、それを職場が応援し、地域

社会全体で支援する社会をつくらなければならない

としております。 

 今後は、国において、社会全体の意識の変革や働

き方改革を正面に据えた総合的な対策を、あらゆる

政策手段を用いて実施されていくものと考えており

ます。 

 市においても、出産後の子育てアンケートを通じ

て、周りの協力者など家庭での育児の状況について

把握を行っておりまして、必要に応じて幼稚園や保

育所、一時保育の利用など、様々な行政サービスに

つなげる、寄り添った支援を行っていると考えてお

ります。 

 今後においても、安心して産み育てやすい網走と

なるように、きめ細かに寄り添った伴走型支援の充

実に努めてまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 ぜひ、寄り添った支援、お願いし

たいと思います。 

 お母様たちのお話は、「ゆっくり御飯が食べた

い」「ゆっくりお風呂に入りたい」「子供を連れて

安心できる場所に行きたい。そこで少し御飯を食べ

たい」、そういうささやかな願いです。ぜひ、それ

らの願いをかなえて子育てしやすい網走のまちづく

りを行っていただければと思います。 

 続いて、パートナーシップ制度について質問をさ

せていただきます。 

 全国的にも、ＬＧＢＴＱ等を含め性的マイノリテ

ィーなど、多様な性の在り方に関する認知度は広が

りを見せています。一方、自分の身近にはないと感

じている人も多いのではないでしょうか。 

 また、ＳＯＧⅠ（ソジ）の概念は人の属性を表す

略称で国際的に広く用いられています。多様な性の

在り方に関する課題がＬＧＢＴＱ等性的少数者に限

ったものではなく、全ての人の性的指向・性自認と

いう特性に着目した人権課題であるという考え方で

す。この問題を特定の人々にのみ配慮が必要な課題

として捉えるのではなく、全ての人の対等・平等、

人権の尊重に根差した課題として捉えるべきであり

ます。 

 網走市の性的マイノリティーに関する取組の現状

についてお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 多様な性の尊重や性的マ

イノリティーに関する理解促進に当たりましては、

校長会、女性団体、町内会、社会教育委員、労働組
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合から選出された有識者と公募で選ばれた市民計９

名で構成する男女共同参画プラン推進会議での議論

を中心に進めているところでございます。 

 これまでの取組といたしましては、広報紙での啓

発、当事者を講師に招いての講演会の開催のほか、

直近では、網走市レインボーガイドブックを作成

し、職員研修で活用をしているところでございま

す。 

 このほか、図書館への特設コーナーの設置、学校

における性別によらない名簿の活用、相手の立場や

ジェンダーを理解する指導など、広く性に関する知

識や理解の促進、意識の啓発に努めているところで

ございます。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 現在の取組についてはわかりまし

た。 

 それでは、網走市におけるパートナーシップ制度

導入の見通しと課題についてお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 パートナーシップ制度に

つきましては、これまで男女共同参画プラン推進会

議におきましても議論を進めておりますが、制度の

導入に対して前向きな御意見を頂いているところで

ございます。 

 市では本年８月に性的マイノリティーに関しての

市民アンケートを実施しており、この中で、パート

ナーシップ制度の導入についての意向も伺ったとこ

ろです。現在集計中であり速報値となりますが、

2,000人を対象に実施し回答数は504人、回収率は

25％。網走市がパートナーシップ制度を導入するこ

とについてどう思うかの設問に対しては、賛成とど

ちらかといえば賛成を合わせて67.3％、反対とどち

らかといえば反対を合わせて3.9％、わからないが

28.8％となっております。この結果から、パートナ

ーシップ制度について、理解が進んでおりますが、

一方で、反対、わからないとした方も一定数おりま

すので、継続した啓発が必要と感じているところで

ございます。 

 現状では、東オホーツク定住自立圏を構成する斜

里町、小清水町、清里町、大空町と各町の考え方や

連携について、北見市などとは相互連携について、

情報交換や意見交換を進めているところでございま

す。地域一体となった制度となるよう取り組んでま

いります。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 前向きに取り組んでいらっしゃる

ということがわかりました。 

 私ごとなのですが、多様な性の在り方を人権課題

と捉え、30年以上前からこの課題に関心を寄せ、日

本で最初にカミングアウトした方にお話を伺いに行

ったり、私自身ができ得る啓蒙活動を続けてまいり

ました。大変、前向きな取組をうれしく思います。 

 また、今週末９月16日、17日に札幌で開催されま

すさっぽろレインボープライドのイベントに向け

て、「このイベントを通じて多様な人間性を理解し

合い、一人一人の個性を尊重する豊かな社会が実現

されますよう心から御祈念申し上げます」と、水谷

市長のメッセージがホームページに掲載されており

ました。このことからも、網走市の本気度を感じま

すので、ぜひ人権に最大限配慮した制度の導入を期

待いたします。 

 続きまして、保育料についてです。 

 令和元年10月より乳児教育・保育無償化が始ま

り、３歳以上クラスのお子様に関わる保育料につい

ては無料が実現されているところです。 

 そこで、３歳未満児クラス及び第二子以降の保育

料の現状をお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 保育料の現状についてで

ありますが、ゼロ歳から２歳までの３歳未満児の保

育料については、第一子目については市民税非課税

世帯までが無料となり、それ以外は市民税の所得割

額に応じた保育料がかかることとなります。 

 保育料がかかる世帯については、国が定める保育

料算定の所得階層を網走市独自で18階層に細分化を

し、負担軽減を図っております。併せて、今年度か

ら実施をしている給食費の無償化により、３歳未満

児の保育料に含まれている給食費相当分を減額して

おります。 

 ３歳未満児の第二子目以降の保育料については、

北海道による多子世帯の保育料軽減支援事業によ

り、市民税所得割額が16万9,000円未満の世帯につ

いて、兄弟カウントにおいて年齢制限を撤廃し、第

二子目以降となる場合には、保育料が無料となりま

す。 

 また、市民税所得割額が16万9,000円以上の世帯

については、兄弟カウントにおいて、小学校就学前

の幼稚園、保育園を利用している子供が２人以上い

る場合、第二子目は従来までの保育料を半額にした

上で、保育料相当分を減額し、第三子以降は無料と
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なります。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 現状については理解いたしまし

た。 

 そこで、お伺いします。 

 保護者からの保育料についての御意見、御要望は

ございませんか。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 保育料に対する要望等に

ついてでありますが、子育て支援課の窓口では、保

育料算定に当たって、所得階層が変わったことによ

る問合せを受けることはありますが、ここ数年、市

長への手紙などを通じた要望については特に受けて

いない状況でございます。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 先ほどもお話ししましたが子育て

罰という言葉の中に、子供ができると育児の労力が

かかり教育費もかさむということで、今の日本では

そういうふうに罰と形容されるまでに負担や損失が

大きいものとなっています。 

 現在は、網走では３歳以上は無償化が進んでいま

すが、しかしゼロ歳から２歳までの子供の保育料が

高いと悩まれている方は多くいらっしゃいます。 

 私の下にも、10万円弱働いて保育料が３万6,500

円、多分その後500円値上がりしているかと思いま

すが、10万円弱働いて３万6,500円かかるので退職

した元介護福祉士さんがいらっしゃいます。また、

お子様お２人の世帯で、第一子が小学校に入ると第

二子が第一子扱いとなり困ったと話す方がいらっし

ゃいます。このママさんの月収としては、数万円で

すが、階層区分により保育料が世帯で計算されてま

いりますので、４万7,800円となり、退園を決めた

フリーランスのママさんがいらっしゃいます。 

 女性活躍を支援する、先ほど里見議員のお話もあ

りましたが人材確保、その人材確保の視点、そして

さらに子育ての経済的支援を進めるためにも、網走

市において、保育料の全面無償化を実現させるべき

だと考えますがいかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 全面無償化の見通しにつ

いてですが、保護者の負担軽減のために、先ほど申

し上げました、これまでも北海道独自の多子世帯へ

の保育料の軽減策や網走市独自に保育料の階層細分

化を行うなど、様々な負担軽減を行っております。 

 また、今年度より給食費の無償化に伴い３歳未満

児の保育料を減額しており、さらなる保護者の負担

軽減に取り組んでいるところであります。 

 ３歳未満児の保育料を全面無償化した場合、利用

希望者の増加が想定をされます。全面無償化の実施

のためには、こうした利用者の増加に対応する施設

の定員や保育士人材など、いわゆる受け皿を確保す

る必要があるというふうに考えております。 

 こうしたことから現時点においては、保育料の独

自の負担軽減策を継続していくとともに、国の動き

にも注視をしながら、保育の質的な充実を図ってま

いりたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 現在も様々な工夫をなさっている

ことは承知しております。また、受け皿が必要だと

いう状況も理解できます。保育士さんもいないで

す。ただ、子育てのために退職をなさっている保育

士さんも数名知っております。ですので、これ本当

鶏が先か卵が先かという議論にまたなってしまいま

すが、やはりしっかりと受け皿をつくって働いても

らう、それが今のこの人口減少著しい、出生数が減

っている、激減している網走市を救う唯一の方法だ

と私は考えております。 

 ぜひ、保育料のゼロ歳から２歳までの無償化、ぜ

ひ進めていただければなというふうに考えます。 

 ありがとうございます。 

 それでは、最後になります。 

 起業及び新規事業拡大時の事業者への支援につい

てです。 

 網走市民及び事業所が市内にある、起業した事業

所数を把握されていらっしゃいましたら教えてくだ

さい。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 網走市内におきまして、

起業した事業所数についてでございますけれども、

まず市のメニューで支援した創業事例を含めまし

て、市内で創業支援を行った実績について、商工会

議所で受けた相談件数を含めまして、市が取りまと

めておりますので、そのデータに基づいてお答えを

いたします。 

 平成28年度から令和４年度までの間で、起業など

に関する相談を市が受けた件数は181件、商工会議

所が受けた件数は66件の合計247件、そのうち創業

に至った件数は56件となってございます。 

 また、起業に当たって当市において支援を行った

事業所数は、平成28年度から令和４年度までの期間
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では天空の里を含め、起業化支援事業が21件、網走

市商店街空き店舗活用事業が16件、合計37件となっ

てございます。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 かなりの数の起業をしている事業

所さんが網走には存在しているということがわかり

ました。 

 私も様々な掲示物、あるいはチラシ等を読んで見

ていくほうなのですが、多分私の中で56件なり37

件、全部把握できているというふうには思いませ

ん。ということは、こんな事業を始めているよとい

うことが市民に伝わっていない現状があるのかなと

いうふうに思います。 

 そこでお伺いします。 

 網走市の起業及び新規事業時における支援の現状

と課題についてお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 支援の現状と課題につい

てでございますが、主な支援策は２点ございまし

て、１点目は、起業化支援事業として、地域経済の

活性化と雇用創出を促すことを目的に、市内で新た

に起業を起こそうとする個人、法人に対し、店舗開

業に要する経費の一部を助成する事業を平成25年度

から実施しており、令和２年度以降は平成29年度か

ら行ってきた天空の里出店事業補助金を本事業に統

合する形で現在に至っているところでございます。 

 具体的な補助内容としましては、開業に伴う店舗

の取得または改修に要する経費の２分の１以内、上

限額が50万円の範囲で助成をしてございます。 

 ２点目は、網走市商店街空き店舗活用事業で、中

心市街地のにぎわいの創出や活性化を図ることを目

的に、中心市街地の空き店舗を利用して新規事業を

行う者に対し、店舗改修費用及び店舗借上家賃の一

部を助成する事業を平成17年度から実施してござい

ます。 

 また、本事業では、令和４年度から中心市街地に

おける新陳代謝活性化を図るため、既存の商店街事

業者が新たに取り組む思い切ったビジネスモデルの

転換に要する経費の一部も助成をしておりまして、

商店街活性化委員会において、事業の認定を行って

いるところでございます。 

 具体的な補助内容としましては、開業後１年間の

店舗賃借料及び土地賃借料の２分の１以内、上限額

は月額で10万円の助成を行う家賃・空き地借料補助

金、開業に伴う店舗改修に要した経費の２分の１以

内で上限額が100万円の助成を行う店舗改修費補助

金、事業転換に伴う店舗改修に要した経費の２分の

１以内、上限額50万円の助成を行うビジネスモデル

転換事業補助金がございます。 

 一方、課題といたしましては、人口減少、少子高

齢化が進行している中、起業等を検討している方が

チャレンジできる機運を高めることと考えており、

そのためには、現在も実施しているセミナーですと

か、創業ゼミを商工会議所との協力連携の下、さら

に発展させていく必要があると考えているところで

ございます。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 発展させていくという意向がある

というのは大変うれしい御答弁だったと思います。 

 事業所自身もホームページ、広報紙、リーフレッ

ト、チラシ、ＳＮＳなど、様々な媒体を活用しなが

ら工夫しＰＲをし、事業展開をしているところで

す。ですが、例えば網走市民が多く集うエコーセン

ターなど市の施設に、お店やイベントのチラシを貼

ってほしいとお願いしても駄目だというふうに言わ

れ、がっかりしたという話はかなりの方から聞いて

おります。公共施設として営利目的なものは貼れな

い、また市民の公平さを保とうとする考えはもちろ

ん必要だというふうには考えます。しかし、今部長

の御答弁もありましたとおり、チャレンジする市民

を何とか応援できないかという考え方も重要ではな

いかなというふうに考えます。 

 網走市の支援が地区限定、または建物などハード

面限定となっており、ぜひホームページやリーフレ

ット作成など、広報費への支援もなされることを期

待しております。 

 志を持って起業した事業者、事業所に、法人に対

して、広報ＰＲの支援も実施すべきです。それによ

り、地域の活性化につながり、事業所の利益が拡大

できれば、税収の増加と人口減少抑制にも貢献でき

るのではないかと考えます。起業したり、新規事業

への周知に関する支援をお願いいたします。いかが

でしょうか。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 周知等の支援についてで

ございますが、基本的には民間事業所のＰＲにつき

ましては、それぞれの業態や顧客層等を勘案しなが

ら費用対効果を考慮した上で、各事業所が行うもの

と認識をしておりまして、長年にわたって地元で事

業を行っている事業者も多くある中、起業及び新規
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事業、拡大事業所のみの営業ＰＲに係る支援を行う

ことは難しいと考えているところでございます。 

 その一方、議員御指摘のとおり、新たに起業した

方が定着することによりまして、地域経済の維持、

活性化につながるものと思われますので、他の自治

体が行っている取組も参考にしながら、今後、研究

に努めてまいりたいと考えてございます。 

○平賀貴幸議長 深津議員。 

○深津晴江議員 ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。終わります。 

○平賀貴幸議長 一般質問の途中ですが、ここで暫

時休憩いたします。 

 再開は15分。 

午前11時03分休憩 

午前11時15分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

一般質問を続行いたします。 

 古田純也議員。 

 古田議員。 

○古田純也議員 －登壇－ 研政会の古田でござい

ます。通告に従い、２点質問させていただきます。 

 呼人浦キャンプ場の「さわやかトイレ」につい

て、お伺いいたします。 

 呼人浦キャンプ場は、市街地から近く、四季折々

の自然豊かな景観を満喫できる憩いの場所として、

観光客のみならず市民にも親しまれています。天都

山や呼人浦キャンプ場から網走湖に沈む夕日は絶景

です。 

 このすばらしい環境の網走湖のフィールドで、今

年７月、インターハイのボート競技が行われ、選手

や関係者など多くの方々に、雄大な自然とキャンプ

場施設のすばらしさを知っていただく機会につなが

ったと思っております。 

 そこでお伺いいたします。 

 呼人浦キャンプ場内にあるさわやかトイレは高床

式トイレになっており、キャンプ場が一定程度浸水

しても影響を受けにくい構造となっていると思われ

ますが、このトイレはいつ頃、どのような目的で誰

が建てられたのか、管理はどこが行っているのかお

伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 呼人浦キャンプ場にある

さわやかトイレは、キャンプ場利用者の環境改善を

はじめ、令和元年にはまなす国体のボート競技が網

走市で開催されることを機に、昭和63年に市が整備

をいたしまして、現在は観光課で管理運営を行って

いるところでございます。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 すみません。答弁の一部

訂正をお願いいたします。 

 もう一度お答えします。 

 呼人浦キャンプ場にあるさわやかトイレは、キャ

ンプ場利用者の環境改善をはじめ、平成元年にはま

なす国体のボート競技が網走市で開催されることを

機に、昭和63年に市が整備し、現在観光課で管理運

営を行っているところでございます。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 昭和63年、今から35年前に建てら

れたということで理解いたしました。 

 続きまして、キャンプ場の利用人数はどのように

推移しているのかお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 呼人浦キャンプ場は、管

理人などの配置など利用者を把握できる管理体制に

なっていないこともありまして、利用人数は把握し

ておりませんが、コロナウイルス感染症の影響によ

り、人との接触を避けて野外で過ごす方やキャンプ

をする方が増えたことに加えて、ここ最近は夏から

秋にかけての気温が高い傾向にあることもあり、

年々利用者が増えていると認識しているところでご

ざいます。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 利用者が増えているということ

で、キャンプには飲料やトイレなど水回りの設備が

必須と思われます。 

 さわやかトイレの男女別の仕様はどのようになっ

ているのかお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 男子トイレは小便器が２

個、和式が１個、女子トイレにつきましては和式が

３個という状況になってございます。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 トイレの清掃等の管理体制はどの

ようになっているのかお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 トイレの清掃やトイレッ

トペーパーの補充などの管理につきましては、市内

の事業者に委託をしているところでございます。 
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○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 先ほど、トイレの使用についての

答弁がありました。 

 現在、洋式のトイレが日常化している中、洋式を

望む声はないのでしょうか、お伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 アウトドアをはじめ観光

客のニーズが多様化する中、グランピングなど、あ

る程度クオリティーの高い施設を利用される方につ

いては、一定水準のトイレやシャワー設備を望む声

があるということで認識をしておりますけれども、

呼人浦キャンプ場の水回りについて、市へ改修を望

む声や要望は寄せられていない状況となってござい

ます。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 昨年、市内の学校全て洋式に整備

されたと思います。特に子供たちの中には、和式ト

イレを経験したことのない子供もいると思いますの

で、さわやかトイレも全面洋式に改修したほうがよ

いのではないかというふうに思いますが、見解をお

伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 今後、老朽化等によりま

して、改修が必要になった場合には、議員御指摘の

内容も踏まえまして、検討してまいりたいと考えて

ございます。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 わかりました。 

 では、次の質問に入ります。 

 熱中症防止シェルターについてお伺いいたしま

す。 

 本日も大変暑い環境ですが、熱中症が多発するお

それがある気象状況となった際、地域住民が一時的

に避難するために開設するもので、コミセン、住民

センター、市内８か所で冷房装置が設置されていま

す。 

 特に、今年は非常に暑い日が続いたので、シェル

ター開設は大変市民にとってはありがたい環境だっ

たと思います。 

 実際の利用状況はどうだったのか、お尋ねいたし

ます。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 令和３年度から熱中症予

防のため、前日午後５時に翌日の暑さ指数33度の予

測となった場合、気象庁と環境省が熱中症警戒アラ

ートを発表、自治体はクーリングシェルターの開設

支援をすることとなっております。 

 今年度のシェルターとしているコミュニティーセ

ンター及び住民センターでの開設状況は、８月４日

が25人、８月23日が16人、８月24日が20人、８月26

日が39人、開設日の合計は４日、利用人数の合計は

100人となっております。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 利用状況の確認をさせていただき

ました。 

 そこで、各施設、冷房装置が備えられている場

所、私も見回りましたけれども、和室に冷房が多い

ようですが、何か理由というのがございますか、お

尋ねいたします。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 当市では平成22年に市内

において６件の熱中症による救急搬送があったこと

から、平成23年度にエアコンを８施設あるコミュニ

ティーセンター及び住民センターの一部の部屋に設

置し、熱中症防止シェルターを設置する部屋といた

しました。 

 エアコンを設置する部屋については、シェルター

の開設のしやすさ、シェルター利用者に高齢者が多

い想定などから、１階で老人クラブ、高齢者ふれあ

いの家が使う部屋などとし、各施設の運営委員会の

意見も踏まえたことから、１階の和室の設置となっ

ております。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 和室の利用も各施設あるようです

が、例えば各会議や研修会が頻繁に行われている部

屋、和室以外にもあると思いますが、冷房装置が設

置されると、その施設の利用、利活用にもつながる

と思います。いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 現在のコミュニティーセ

ンター及び住民センターのエアコン設置数ですが、

南コミュニティーセンターが２部屋、北コミュニテ

ィーセンターが３部屋、西網走、呼人のコミュニテ

ィーセンターと向陽ヶ丘住民センターがそれぞれ１

部屋、駒場住民センターが４部屋となっておりま

す。 

 施設の改修、機能強化などはコミュニティーセン

ター連絡協議会で意見交換をしていますが、部屋の

利用状況、構造上風が通らない部屋など各コミュニ

ティーセンター等の状況も考慮し、エアコンが設置



- 32 -  

されております。 

 今年の暑さの例年にない異常さ、今後もこの状況

は専門家からも起こり得ると予測される意見もある

ことから、コミュニティーセンター等へのエアコン

の設置は、連携協議会とも話し合い、検討していき

たいと考えております。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 実際に、各施設からの冷房装置増

加についての要望というのは、どのぐらいあるのか

お伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 エアコンの増設について

は、幾つかのコミュニティーセンター及び住民セン

ターから聞いておりますけれども、今後、次回の開

催の連絡協議会までに各運営委員会の考えなどもま

とめて確認して話し合うことを予定しております。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 わかりました。 

 現在、特に高齢者が集まる総合福祉センター、熱

中症警戒アラートが発表されたとき、実は避難場所

には設定されておりません。理由、また今後の見通

しについてお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 総合福祉センターのクー

リングシェルターとしての指定についてでございま

すが、総合福祉センターについては共用部分に冷房

装置がありませんので、クーリングシェルターには

指定をしておりません。 

 今後の見通しにつきましては、本年度の熱中症警

戒アラート発令時の市の取組について検証を行った

上で、全体のクーリングシェルターの数や市民周知

の方法など、次年度以降の取組について検討してま

いりたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 古田議員。 

○古田純也議員 大変、今日も暑い中、市内ではい

ろいろなふれあいの家だとか、健康トレーニングだ

とか、高齢者の方が施設に足を運んでいると思いま

す。ぜひ、冷房装置、環境を整えることを切にお願

いして、私からの質問を終わらせていただきます。 

○平賀貴幸議長 ここで理事者入替えのため、暫時

休憩いたします。 

午前11時28分休憩 

午前11時30分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 一般質問を続行いたします。 

 古都宣裕議員。 

 古都議員。 

○古都宣裕議員 －登壇－ 通告に従って質問いた

します。 

 人口減少に対する問題意識と課題について質問さ

せていただきます。 

 網走市は人口減少が著しくなってきております。

網走市としても、人口減少に対し問題意識があり、

たびたび人口減少に言及する発言なども耳にしてき

ました。しかしながら、人口減少という大きな問題

に対して、どういうところに影響が出るのか、どう

いった部分が問題なのかということがはっきりと述

べられてないように感じています。というのも、全

市的に考えなくてはならない問題に対し、内容がわ

からないので、市民との意識共有ができていないと

感じるからです。 

 では、どんな問題があるのかというところでいう

と、人口割合で来る国からの交付金は人口が減って

くると当然減ってくると思います。こういうのは、

年齢やまちの人口規模など様々な部分で加味されて

いるので、毎回一概に同じ額ではないとは思いま

す。そこで伺います。 

 概算で構いませんが、１人減ると交付金・市税、

それぞれどのくらいの減少となりますでしょうか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 地方交付税は、基準財政

需要額が一定であれば、市税が減額した場合は増額

となり、逆に市税が増額した場合は減額となります

ので、市税、地方交付税、地方消費税交付金などの

一般財源総額を示す値として、基準財政需要額のう

ち公債費算入などを除いた人口を測定単位とする費

目で算出いたしますと、１人当たりおおむね13万円

程度と分析をしております。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 今、13万円ほどであると回答され

ておりました。これはおおむね概算、細かく出せる

数字ではないので、わかりやすく考えるために、仮

に1,000人減ったとします。そうすると１億3,000万

円が減るという計算になります。 

 先ほど市税の回答は頂かなかったのですけれど

も、市税は大体６万円ちょっとだと思うので、それ

で６万5,000円程度として1,000人減ったと計算する

と、6,500万円の減収。それに世帯別標準生計費と

いうのが、各都道府県で出されています。これは、
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１人世帯から５人世帯までの衣食住その他雑費に関

わる１か月の平均経費として出されているもので、

その北海道のデータを基にして、それを総合して人

数で割って平均を出しました。実際に異動するのは

１人世帯ないし３人世帯内のほうが多いので、５人

世帯だと家賃とかも５人で割る形になるから、若干

低く見積もった数字にはなると思いますが、それで

計算すると、年間で約７億3,000万円ほどになりま

す。となると、1,000人減った場合の網走市の損失

は、合わせて大体９億円ほどになります。税収だけ

で見ると、大体２億円弱くらいに見えますけれど

も、衣食住に関わる業者への経済打撃が総額で７億

3,000万円ということです。 

 わかりやすく1,000人減った場合とお話ししまし

たが、網走市が現在のペースで1,000人減るにはど

れぐらいの年数がかかるでしょうか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 まず先に、先ほどお答え

させていただきました一般財源総額１人当たり13万

円程度ということでお示ししていますので、交付税

も市税も含めた中での金額ですので、そこは御理解

いただきたいと思います。 

 今頂いた御質問ですが、国立社会保障・人口問題

研究所が、平成30年に公表した地域別将来推計人口

によると、網走市は2015年から2045年までの30年間

で１万3,581人が減少すると予測されております。

この予測を単純計算いたしますと、１年当たり

452.7人の減少となっており、このケースでは、

1,000人減少する年数は、おおよそ２年２か月程度

と見込まれます。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 今、人口問題研究所ということ

で、あくまで15年に出された30年の見立てだと思う

のですけれども、４月末日を基準に網走市のホーム

ページのもので見ると、2019年３万5,230人、2020

年３万4,698人で532人の減少、2021年３万4,176人

で522人の減少、2022年では３万3,676人で500人の

減少、今年の４月2023年では３万3,128人で前年度

に比べ548人の減少、毎年500人以上がここ数年見る

だけでも、たった２年で1,000人以上減っておりま

す。 

 2040年の人口目標数値は３万2,900人とされてい

ますが、現在のスピードで行くともう来年下回る段

階に来ていると思います。 

 先ほど、里見議員の話にも少し出ましたが、2025

年問題というのがあります。高齢者の第２次ベビー

ブームの世代が後期高齢、退職する年齢に入ってく

るということなのですけれども、そうなると何が起

きるかというと、都会で働いている人たちが特にで

すね、子育ても終わりました、自分も仕事が終わっ

たと。そうすると、田舎に御両親がいらっしゃるの

ですよ。その世代というのはもう80代、90代だとか

になっている。大体一人。そうなってくると自分の

近くの施設、もしくは同居として呼び寄せる。そう

すると、この人口減少、なおさら加速していく、そ

うした現実がもう始まっております。 

 今この人口減少のスピードを緩和し、今挙げたよ

うな不利益を少しでも少なくするとして、まち・ひ

と・しごと総合戦略を策定しており、当時2015年か

ら30年後を見据えて、何とか３万2,900人にとどめ

たいといった思いも込めた数字なのかなと思いま

す。 

 しかし、現実ではたった９年で目標数値を軽々と

超えてしまうようなスピードになってしまっていま

す。ということは、計画にも大きく変更を余儀なく

される大変な事態に既になっているのだと私は思い

ますが、現在の人口減少のスピードを受けて、市長

選もあり、市長も人口減少について掲げておりまし

たので、この問題、今の減少スピードをどう受け止

めてどう考えていらっしゃいますか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 まず、総合戦略につきま

しては、令和７年度が最終となっております。 

 今いろいろな指標を御紹介いただいたのですけれ

ども、基本的には国勢調査、住民基本台帳には、御

存じのとおり、農大生でも転入届出がない方はカウ

ントされない、それから前回の国勢調査で大きく減

ったというのが刑務所というのが一つありましたの

で、こうしたものを含めて国勢調査の人口で推移を

推計しているというのが、人口問題研究所も全国的

にそうした流れがあります。 

 ７年度で総合戦略の期間を終えますので、本年度

中から次期総合戦略それから国勢調査が令和２年に

終わったのですが、地域別人口というのは実はまだ

示されておりません。恐らくなのですが、コロナが

あって、なかなか統計の作業が行えなかったという

事実がありますので、そうした我々のほうにも地域

別の人口というのは示されてない状況です。これが

今年度中には示されますので、来年度をメインとし

まして新しい人口推計をし直すという作業と、それ
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に対してこれまでの取組がどうだったかという検証

をしながら、次期総合戦略を定めたい、このように

考えております。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 人口減少を止めたいという思いは

多分一緒だし、何とか人口減少、出生率を２にでき

ればしたいのですけれども、それは先進国でもでき

ていない現状であるならば、そのインパクトを緩和

したいというふうに以前ありましたので、それに向

けての取組なのだと思います。 

 このペースで網走市で３万人を割るというのはも

う本当に６年、10年以内には確実に割っていくよう

な形になっているのかなと私は感じております。 

 網走市は令和５年から８年の間で、収支不足は28

億円とされました。１年当たり７億円の不足である

というふうには概算ですけれども、これは認めてお

ります。この不足とされる28億円は、人口推移も加

味した、減少も加味した数値となっているのでしょ

うか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 当市では、中期的な視点

を持って財政運営を図るため、例年予算編成に当た

り、中期財政収支見通しを作成しております。昨年

作成いたしました令和４年度から令和８年度までの

収支見通しでは、期間中28億3,600万円の収支不足

が見込まれておりました。 

 地方交付税は国勢調査の人口を基に算定されます

が、新しい国勢調査の人口は翌年度から反映されま

す。中期財政収支見通しはこうした動向を反映しな

がら作成しております。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 人口動態も加味した数字だという

ことで、これ以上のよほど何かがない限りは大きな

数字の開きはないのかなということで、マイナスで

あることは変わりないのですけれども、これ以上開

かないという部分では少し理解しました、 

 網走市の、次に行くのですけれども、実質公債比

率、簡単にまちの資金繰りの程度を示す指標なので

すけれども、今年度は単年で見ると16.5％、令和４

年ですね。令和３年度いくと、また同じく16.5％、

令和２年度は17.1％、令和元年17.3％、30年度で

17.9％となっております。 

 この指標には18％という壁がありまして、この数

値が18％を超えてしまうと、御存じのとおり、市債

を発行するのに毎回総務省にいいかどうか、お伺い

を立てなくてはならなくなります。また、25％、

35％でそれぞれ制限がさらに厳しくなるのですけれ

ども、平成30年に17.9％と、その第１段階に最も近

くなってしまったのが、近年は解消傾向にありま

す。 

 ここ数年の人口減少に対して、歳入の減少を鑑み

ると、歳出予算を削る努力をされているのだと思い

ます。何かの事業を我慢、制限をして、公債費の悪

化を防いでいる。では、何を我慢、制限しているの

かというと、細やかな市民サービスになるのだと思

います。単年度の支出の細かいところなるべく抑え

ているからこそ収支のバランスの改善が図られてい

るのだと思いますけれども、いかがなのでしょう

か。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 平成18年以降、継続的に

行政改革に取り組んでまいりました。この間の総人

件費の抑制、アウトソーシングの推進、事務事業の

見直し、補助金、負担金の見直し、建設事業の抑制

など、こうした取組の継続により、当市は財政危機

を脱し、財政健全化法の基準もクリアしてきたとこ

ろであります。 

 実質公債費比率は、平成20年度決算の19.9％をピ

ークに、令和４年度は16.7％と減少傾向にありま

す。現状では、物価の高騰、人件費の上昇、施設の

老朽化など、行政経費全般において増加傾向にあ

り、これまでのような経費の削減は難しいと感じて

おりますが、ＤＸ、ＧＸの推進、公共施設等の総量

縮小、ふるさと納税の活用、補助金や起債など特定

財源の確保、継続した事務事業の見直しなどを図り

ながら、市民満足度の向上を目指した財政運営に努

めてまいります。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 抑制等、そういった言葉が多用さ

れているということは、やはり抑えられるところは

抑えて、なるべくしてきている。ある意味、やはり

住民サービスを我慢をしてもらっている部分がある

のだと私は思います。ぜい潤に資金があるならば、

そういったこともしなくて済むのですけれども、や

はり歳入が不足してきているという部分を考える

と、そういった部分が起きてしまっている。 

 では、この歳入不足を解消する、または収入が減

る割合を緩やかにしていくにはどうしたらよいかと

いうのが、人口減少問題なのだと思っています。こ

ういう問題の市民共有がなされていないと、これか
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らの子育て世帯や労働世帯に対する政策に対して理

解が進まなくなってしまいます。だからこそ、こう

した起こり得る問題というのを真摯に説明し、市民

に理解を深めていくことがとても大切だと思います

が、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 人口減少は当市に限らず

全国的な課題であり、社会保障の維持、経済の縮

小、人手不足など様々な課題が顕在化する中、ま

た、人口社会が問題提起されて久しくなり、市民の

皆様には一定の理解があるものと認識をしていると

ころでございます。 

 引き続き、まちづくり住民懇談会、まちづくり宅

配トーク、広報紙など様々な機会を捉えまして、人

口減少問題について理解を深めていただけるよう努

めてまいります。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 それでは、人口減少問題を考えた

ときに、大まかな解決策としてはどのようなものが

考えられるでしょうか。 

 考えられるものというのは、今どのようなものが

あるかというのを市があればお示しください。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 前段にお話をさせていた

だきましたが、まず施設については縮小になります

ので、公共施設等これインフラから箱物も全て含め

て、いかに縮小できるかということがまず一つ大き

な鍵になるかと思います。 

 それから、行政運営に当たりましては、やはりデ

ジタル化というものが今国を挙げて推進をしており

ますので、これをマストにしながら、これを進める

ことによって、すぐには人の数が少なくなるという

ことにはつながりませんが、まず、こうした事務を

効率を上げていくということが必要だと思います。 

 また、歳入環境につきましては、今ふるさと納

税、ほかに企業版ふるさと納税にも取り組んでおり

ますが、こうした外からの収入を増やすこと。それ

から、今御指摘を受けている人口減少に対していか

に緩和をできるか、そうしたことに力を入れていき

たい、そのように考えております。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 今僕がお話ししたのは、財政が少

なくなってからどうしますという話ではなくて、人

口減少問題のところだけだったのですけれども、多

分この問題を解決するには、私は大きく二つだと思

っていて、一つは今お話ありましたけれども、流入

人口の増加、近隣含め市町村からの移住の促進を進

めること。しかし、これでは根本の解決にはつなが

らず、その分ほかのまちの人口が減っているだけ

で、人口の取り合いになってしまっていると思いま

す。 

 もう一つ、出生率の増加、こちら出生率を上げる

には個々の収入の増加や子育てしやすい環境整備を

して、子供や労働世帯が暮らしやすい政策を打って

いく必要があると思います。しかしながら、財政が

逼迫している状態では国が補助金を出してくれてい

るメニューの中から、いかに使えるかという部分が

大きくなってしまい、なかなか独自の政策を打つの

が難しいという部分もあると思います。 

 細かい事業などでいえば、近隣のまちのほうが予

算をつけているところも多くありますが、なぜ労働

世帯、子育て世帯に対して強く政策を打たなくては

ならないのか。人口減少問題に対する理解を市民に

深めてもらうことで、そういった不満の解消、理解

の促進を図っていくことはとても大切だと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 例年ですが、新年度の予

算につきましては、まちづくり推進住民会議の全体

会議、それから、全戸配布の「ことしのまちづく

り」に加えまして、その年の重点項目などは、まち

づくりふれあい懇談会などでも、意見交換をさせて

いただいているところでございます。 

 引き続き、市民の皆様にまちづくりの理解を深め

ていただけるよう努力するとともに、人口減少問題

に対しては、地域医療、地域福祉、都市基盤、産

業、人材育成、文化・スポーツ、交流、デジタル、

グリーンなど、様々な分野で取組を重ねて、まちの

総合力を高めてまいりたい、このように考えており

ます。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 先ほども申し上げましたけれど

も、出生率を２以上にするというのは先進国でもで

きていないので、人口が減っていくこと自体を止め

るというのはかなり難しいのだと思います。しかし

ながら緩やかにするための一助として取り組んでい

くことが本当に大切だと思います。ここは、一致し

ている意見だと思うのですけれども、一方で子供を

産む産まないというのはその夫婦の選択だとは思い

ます。いろいろな理由の中でも、欲しいけれどもた
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めらう方に地域としてしっかり環境をバックアップ

して整備していくことが大切ではないでしょうか。 

 この例として成功しているのが、御存じだと思い

ますけれども明石市なのだと思います。こうした先

進事例がある中で、よい部分をまねすることを積極

的に取り入れていく必要があると思いますが、いか

がでしょうか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 地方自治体における政策

立案や事務事業の改善などは、自治体間におきまし

て横展開が可能であり、また近年では国からも優良

事例が積極的に示されるようになっております。 

 これまでも、他団体の参考となる事例につきまし

ては、各部署におきまして政策の立案や事務事業の

改善に生かしてきたものと認識をしております。 

 それぞれの団体の置かれた状況や環境が異なるこ

とから、他団体の成功例が当市に当てはまるとは限

りませんが、引き続き、情報収集を進め政策の構築

に努めてまいります。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 やはりマンパワーだけでサービス

の向上というのは、私は限界があると思うのです

よ。やはり資金、お金を投入してしっかりとバック

アップ体制をつくって環境整備していかないとなら

ないと。 

 これは明石市の泉市長も、子育ての資金、予算を

倍にして積極的に取り組んだ成果だとおっしゃって

おります。その中で、本当にそうだなと思う部分が

ありますが、現実的にそのお金、ではどこから来る

のかというとなかなか厳しいものもあるのかなとい

うふうに思います。 

 では、財源が厳しくて、なかなか政策が打てな

い、どうしたらいいかという中で、私は今ある制度

の中ではふるさと納税制度をうまく活用していくの

が一つだと思っております。 

 北海道のトップ３、紋別、根室、白糠町で、全国

でも４番以内に入っており、それぞれ100億円以上

の収入を取っております。ざっくりと返礼品、事務

手数料を引いてもその半分ほどは増収となっていま

す。どのようなものが並んでいるのかと見ると、イ

クラ、カニ、ホタテなどが主力です。これは網走で

もふるさと納税に並べている商品で、同じサイトに

も載せております。一方で、網走市はというと22億

円、ではなぜこのように大きな差が生まれるのか。 

 網走市は全国的にも抜群の知名度を誇っています

が、ＳＥＯと言われるネット検索対策などを行って

いるのか。また、行っているならどのような対策を

しているのでしょうか。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 ＳＥＯ対策につきまして

は、当市でも返礼品に検索需要のあるキーワードを

付す形で実施してございます。 

 返礼品の検索という点では、ポータルサイトにお

いてランキング上位となる露出機会が増え、そのラ

ンキング結果によって、新たな寄附者がランキング

の高い返礼品を求めるといった流れがあると承知し

ておりますが、昨年度などは、一時需要があるにも

かかわらず返礼品の生産が追いつかないことがあ

り、欠品が続いた結果、ランキングが低下したこと

もございました。 

 10月１日からの新たな指定対象期間から適用とな

るルールの見直しが６月末に発出されたところです

が、新たに経費として取り扱われる項目が増えたこ

とは、経費割合に関する基準をクリアするための大

きなハードルと考えておりますので、地場産品基準

の厳格化に基づき、返礼品の精査をはじめ様々な見

直しを行いながら、10月以降の新たな指定対象期間

において、効果的なＳＥＯ対策を研究し、露出機会

の増加を図ってまいりたいと考えてございます。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 ふるなびとかで検索されると、網

走市のページを見ると、先に高額の宿泊商品が表示

され、しかも品切れ中と並んでおりました。次のペ

ージから海鮮が並んでいる。そうしたところも対策

の不十分さが露呈しています。 

 また一番人気が高いイクラで検索をかけると、全

国の自治体いろいろなところが出てくる、30とかが

表示１ページでされるのですけれども、それも３ペ

ージ以降まで網走のものは登場しない。こうした現

状を踏まえると、とても取組がしっかりされている

とは、感じは受けません。 

 増収という部分で見るならば、ふるさと納税制度

はいつまで続くのかという部分もありますが、制度

の変更がある、今それをハードルではなくチャンス

と考えて、そのチャンスを生かすためにも、立ち上

げのときのように対策部署をしっかりとつくって取

組をしていただき、網走市の増収につなげることに

必要性を感じますが、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 先ほども御答弁いたしま
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したけれども、10月１日からの新たな指定対象期間

から適用となるルールの見直しが６月末に発出され

たところでございますが、経費の割合を５割以下と

することについては維持された一方で、これまで経

費計上の対象とされていなかった寄附金の受領証明

書発行やワンストップ特例申請に関する事務費、兼

任職員の人件費などが新たに対象に含まれることと

なったほか、ポータルサイト等の委託料のうち、対

象外とされていた費用も経費の対象に含まれること

となりましたので、対策部署の体制につきまして

も、人件費を含めた総務省が示す新たな経費率など

の基準に沿った対応を取りながら、今後も制度にの

っとった形で寄附の増額に取り組んでまいりたいと

考えてございます。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 ふるさと納税制度ですけれども、

総務省の担当局に問合せをして聞いてみました。 

 使い道に関して、どのようなものがということで

聞いたのですけれども、ネット等で寄附したときに

指定された使い道の寄附以外については、各自治体

の指定するところで自由との回答で、仮に市債の返

済などに繰入れする場合においても問題がないかと

いうところを聞いたのですけれども、そうした制限

は一切ないという回答を頂きました。 

 これかなり自由度、何に使ってもいいという、高

い財源となって、仮に今問題となっている重油漏え

い問題の除去費に使用するとしても、市の使い道と

して６次産業化、農商工連携の推進等のそれですと

か農水産業の振興のためとかという部分があります

ので使用可能ではあるのかなと思います。 

 飼料や肥料が高騰している酪農や農業に対して

も、国がなかなか踏み切れない部分があれば市とし

て何か少し補助をするとか、これは例ですけれど

も、そうしたやり方も選択肢としてでき得る財源な

のだなと私は思います。 

 また、昨今の中国の水産物の禁輸により、ホタテ

などの水産物をふるさと納税で応援しようという機

運もあるように記事が出ておりました。 

 今後の未来を考えたときに、自由度がかなり高い

財源としてしっかり確保していくべきであると考え

ており、頑張り方によっては今後まだまだ増やす可

能性が、網走市も全国で見ればランキングも上位の

ほうなのですけれども、同じような商品を扱ってい

るところが網走市よりも何倍も受けているところを

見ると、まだまだ増やすことが可能な財源であると

私は考えていますけれども、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 ふるさと納税制度につき

ましては、その趣旨が地域を応援するというもので

あり、今後も制度見直しや運用の適正化、地場産品

基準の厳格化があるものと考えておりますが、網走

の魅力を伝える手段の一つとして、魅力的な返礼品

を提供できるということにとどまらず、多くの方

に、網走を気にかけていただく、応援していただく

ことにつながるものと考えております。 

 ふるさと納税制度を持続的に活用するためには、

総務省が示す経費率等の基準を遵守し、寄附者ニー

ズに対応した取組を進めるとともに、地元事業者の

御協力を頂く中で経済的な効果をもたらすよう効果

的な戦略に取り組みながら、今後も寄附の増額に向

けて取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 本来の目的であれば、そのまちを

応援したいからまずそのまちに寄附して、ついでに

返礼品、この中でいいもの選ぼうかなというのがも

ともとあった形だったと思うのですけれども、内容

を見ていくと、最近多いのはやはり何々が欲しいか

らこのまちを選ぶという、品物ありきのような選び

方が多いように感じます。そうなると、そういった

ニーズもしっかりと把握した上で、戦略的にしっか

りと取り組まないと、そういったところの取りこぼ

しが起きてしまうのかなというふうに思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 先ほどもお答えいたしま

したが、この制度につきましては、地域を応援する

というものでありますけれども、確かにふるさと納

税制度によって貴重な財源を確保するという面もご

ざいますので、先ほど議員からの御指摘もありまし

たＳＥＯ対策も含めまして、今後さらに研究してま

いります。 

○平賀貴幸議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 そうした部分で網走市に生かして

プラスになって、いろいろな施策を打てる可能性を

つくる上で、私は大切な財源だと思っているので、

そこをしっかりやっていただきたいと思います。 

 次にゼロカーボンシティについて……。 

○平賀貴幸議長 古都議員、お座りください。 

 一般質問の途中でありますが、ここで、昼食のた

め暫時休憩いたします。 
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 再開は午後１時といたします。 

午前11時58分休憩 

午後１時00分再開 

○立崎聡一副議長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 ここで、議長を交代いたします。 

一般質問を続行します。 

 古都宣裕議員の質問から。 

 古都宣裕議員。 

○古都宣裕議員 次に、ゼロカーボンシティについ

て質問いたします。 

 ゼロカーボンシティとは、2050年までに温室効果

ガスの排出量をゼロにしていこうという取組です。

ということは、今年の６月に宣言を出した網走市も

あと27年以内に温室効果ガスの排出ゼロを目指して

いこう、大きく減らしていこうという取組を行って

いくということだと思いますが、まずそこは間違い

ありませんか。 

○立崎聡一副議長 田邊市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 地球温暖化の進行に伴

い、近年は猛暑日の増加、豪雨災害の頻発、自然災

害の激甚化、頻発化し、今後の自然環境への深刻な

影響が懸念されています。 

 国と北海道は、2050年までに温室効果ガスの排出

量を全体としてゼロにする2050年カーボンニュート

ラル脱炭素社会の実現を目指すとしています。排出

を全体としてゼロというのは、二酸化炭素をはじめ

とする温室効果ガスの排出量から植林、森林管理な

どによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロ

にすることを意味しております。カーボンニュート

ラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削

減並びに吸収作用の保全及び強化をする必要があり

ます。 

 当市としましても、2050年カーボンニュートラル

に向け、市民、事業者、市が一体となって、地域の

資源や特性を生かしながら、産業の振興と住民の利

便性の向上を図り、将来の世代も安心して暮らすこ

とができる社会の実現を目指すため、ゼロカーボン

シティを宣言したところです。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 今のお話ですと、排出を削減しな

がら、吸収のほう、樹木の植林だとかそういった部

分にも取り組んでいくのかなというふうに思います

けれども、現時点で具体的にどのような取組をして

いくなどの計画はありますでしょうか。 

○立崎聡一副議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 現時点における具体的な

取組でありますが、令和５年３月に地域再生可能エ

ネルギー導入戦略を策定し、2050年カーボンニュー

トラルを目指すためのロードマップなどを整理をし

ております。 

 今年度は、この戦略との整合性を取った網走市環

境基本計画の改定、また、市役所の事務事業を対象

とした網走地域地球温暖化対策実行計画の事務事業

編を策定しましたが、市民、事業者の活動も含めた

市内を対象とした同計画の区域施策編も策定し、カ

ーボンニュートラルの取組に関する事業を今年度か

ら検討していくこととしております。 

 次年度以降は市はもとより、事業者、家庭に対し

ても、省エネルギーに資する支援事業を実施してい

く必要があると考えております。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 各事業、各家庭に対してもという

ことでありましたけれども、北海道では根室市が省

エネ家電、給湯器の買換え補助金として温室効果ガ

スの排出を削減されるものの新品の買換えなどを対

象として行っております。 

 いろいろなまちでも省エネ部分でそうした補助金

制度がついております。金額も様々で、まちの電気

屋さんを使うなら金額も少し上乗せするようなもの

まで出てきております。 

 網走市は６月にゼロカーボンシティ宣言を行いま

した。そうしたところを見ると、省エネの部分でこ

うした補助金制度を進める意味があるように思いま

すが、いかがでしょうか。 

○立崎聡一副議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 先ほど答弁でも申し上げ

ましたが、カーボンニュートラルの取組として、次

年度以降は事業者、家庭に対しても省エネルギーに

資する支援事業を実施していく必要があると考えて

おります。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 そうしたほうを取り組んでいって

いただけるということなのですけれども、近年は温

暖化の影響で猛暑と言われるような気温が毎年続く

ようになりました。つい先日、網走市でも30度を超

えるような気温が１週間も続き、暑さもひとしお感

じることとなりました。 

 網走市で行われたボートインターハイにおいて

も、全国から応援にいらっしゃった家族と話しまし
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たが、鹿児島より暑いとおっしゃっておりました。 

 ８月21日から27日で熱中症となった人は北海道で

935人と全国で一番となったことや、北海道で44日

連続真夏日となっていた報道もあります。涼しい北

海道はどこへ行ってしまったのか。もともと暑さに

そんなに慣れていない北海道で酷暑を迎えるのはと

ても厳しい環境だと感じています。 

 熱中症になりやすい年齢として、大塚製薬さんの

データでは75歳以上、特に80代からの女性に多く見

られるとありますが、網走市でも高齢化が進んでい

ます。お年寄りが住むおうちの多くは昔建てた住宅

にそのまま住んでおり、夏より冬に備えた造りで断

熱性を重視し熱が籠もりやすくなっております。 

 一昔前まで、北海道は扇風機で大丈夫、そんな時

代でしたが、近年の30度を超える気温が続くのを見

ると、扇風機で乗り切るというのも限界に来ている

ように感じます。 

 暖房器具がない家は北海道ではないとは思います

が、こうした冷房器具は持っていない方もいます。

個人の家電に補助金という事業はあまり多くはない

かもしれませんが、近年のそうした状況を踏まえて

補助金を出している自治体も増えつつあり、北海道

でも室蘭市などで個人の家電も対象となっておりま

す。 

 こうした部分も踏まえて、網走市でも省エネを踏

まえてエアコンに対しても補助金を出していくこと

を考えるときに来ているのではないかと思います

が、いかがでしょうか。 

○立崎聡一副議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 家庭用のエアコンに対する

補助金制度についてでございますけれども、買換え

による省エネ補助制度ではなく、新規にエアコンを

設置される家庭も対象とする住環境向上のための整

備促進などを目的とした、住環境改善資金補助制度

を検討してまいりたいと考えております。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 住環境改善補助資金での活用等も

ありますけれども、住環境改善資金とかですと、た

しか網走市で大家さんもいらっしゃらないと、例え

ば家の持ち主が市外とかだと対象にならないような

気がするのですけれども、そうした部分の対象と

か、そういったところとかは、例えばアパートでも

大家さんが市外ですとなかなか対象にならないのか

なと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○立崎聡一副議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 現在の住環境改善資金補助

制度の中では、大家さんについては、対象として実

施をしておりますので、エアコンの今回熱中症対策

も含めた対策につきましても、同様に対象として検

討したいと思います。（発言する者あり） 

○立崎聡一副議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 大変失礼いたしました。 

 先ほど、大家さんが居住していないで、違う自治

体にいるという住宅についても対象ということでお

話をさせていただきましたけれども、本市に自ら居

住するために住宅を所有している方が対象となると

いうことですので、先ほど委員からお話があるよう

に、実際にこちらに住まわれていないという方につ

いては対象となっていないということでございま

す。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 一軒家で借家の場合とかだと、逆

に大家さんが網走市に居住してない場合も結構ある

のかなと。空き家バンクとかの活用とかを見ると、

そういった方も多いのではないかなと思うので、そ

の辺の検討も必要だと私は思うのですけれども、い

かがでしょうか。 

○立崎聡一副議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 現制度について、これまで

も取り組んできておりますので、今回新たにエアコ

ンの設置も含めた制度について検討を進めたいと思

っておりますので、今議員から御指摘がある中身に

ついても、どのような形でこの制度について取り組

むことができるかということについては研究してま

いりたいと思っています。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 わかりました。 

 さきの新聞報道でも、搬送の６割が高齢者で熱帯

夜が影響し、エアコン必須になってきている旨の記

事がありました。それを鑑みるに、各個人で導入と

いうのは家計に余裕がある方なら既に導入されてい

ると思うのですけれども、これからの導入への決断

はスムーズであるように、そうした補助金があると

いいなと思います。また、それにプラスして、高齢

者への後押しの部分で上乗せで、福祉の部分でなか

なかプラスしてというのは難しいのでしょうか。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 高齢者に対して独自の上

乗せというのは、今、全市民に対してどうしていく

かということを考えていく段階ですから、その全市
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民をまず対象にしてやるかどうか決めた上で、高齢

者をどうしていくかというような考えとなろうかと

思いますので、現時点でお答えすることはちょっと

難しいです。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 わかりました。まず一番命の危機

を感じるのはお年寄りかなという部分なので、その

辺も今後検討していただけるといいかなと思いま

す。 

 省エネのほうに戻っていきますけれども、省エネ

の規格やワット数に合わせて補助率や金額が変わっ

たり、市内の電気屋さんを使うことでまた金額の上

乗せがあったりする自治体もあります。 

 例えば、上限５万円で予算2,000万円だとすると

400件の家につけられますし、省エネの部分でゼロ

カーボンシティを進めつつ、熱中症のリスクという

部分では住環境の改善で、市民にも感謝される、そ

ういったところでやっていくと、まちの経済の活性

の部分でやはり地域、網走市内の業者に結構絞って

いくと、経済的な意味でもやる価値があるのではな

いかなと思いますけれども、そうした何か縛りとい

うのは考えているのでしょうか。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部長。 

○立花学建設港湾部長 先ほどお話をさせていただ

きました住環境改善資金補助制度、現行の制度では

そういった市内の事業者による工事を行う者を対象

としておりまして、今回のエアコンの設置につきま

しても、同様に対象とすることを検討してまいりた

いと考えております。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 インターネット等で機器だけ購入

して、工事だけ地元に投げるようではなくて、そも

そもが地元のほうに回っていくといいなと思ってお

りますので、その辺の部分で少し安心しました。 

 次に、小中学校のエアコン導入について質問いた

します。 

 小中学校のエアコンの導入についてですが、先ほ

ど述べましたとおり、この酷暑で扇風機で学校の授

業ないしテストを受けるという環境でありました。

北海道内でも、小学生が熱中症で亡くなるという痛

ましいことが起きております。 

 小中学生の熱中症のほとんどは運動によって起き

るそうですけれども、教育を受ける権利というのは

こうした学習環境の部分でも言えるのではないでし

ょうか。 

 天気を操ることはできませんが、今の技術では環

境的な温度を下げることはエアコンや暖房などによ

り不可能ではないはずです。室温が高くて黙ってい

ても汗が滴るような中で授業に集中するのは、いさ

さか酷であるようにも感じます。 

 近年、温暖化により夏の気温が下がる見通しがな

い中で、先ほど質問でもしたゼロカーボンへの取組

は喫緊の課題でもあると言えます。 

 来年度にも教室だけでもエアコンの導入の必要性

があるように思いますが、いかがでしょうか。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 小中学校へのエアコン導

入の必要性というお尋ねでございますが、先ほど議

員のお話もありましたとおり、今年の夏、道内は真

夏日が44日連続となりまして、過去最長を更新した

ところでございます。数年前までは夏季休業が終わ

る頃には涼しさが増しているところでありました

が、近年では夏季休業終了後も真夏日になるなど、

大変暑い日が続いているところでございます。 

 このような中、令和４年度に全小中学校の保健室

にエアコンを導入したところであり、学校における

避暑シェルター的な役割を果たしているところでご

ざいます。 

 しかしながら、近年の高温多湿を鑑みますと、教

室での室温、湿度調整は学習環境を整えるためにも

重要であり、冷房設備導入の必要性は高いものと認

識しております。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 必要性が高いというふうに認めて

いるということは、もう喫緊で入れるような段階で

検討されているのかなと思うのですけれども、令和

４年の文科省のデータでは、全国の小中学校の空調

冷房普及率では、普通教室で95.7％、特別教室では

63.3％となっています。北海道はというと、普通教

室で何と16.5％、特別教室で7.5％となっておりま

す。 

 建物の断熱率も載っていたのですけれども、北海

道だけと特筆して62％と、ほかの都道府県の倍以上

に高く、断熱率が高いということはすなわち内側に

熱が籠もりやすい冬型の仕様と言えると思います。 

 加えて、近年の暑さを鑑みると、北海道のエアコ

ンの導入率が極めてよろしくない。これはもう東北

でも同じかと思えば、東北で一番導入率が低いとさ

れている青森県を見ると、普通教室でも71％が導入

されており、ほかの東北６県では95％を超えており



- 41 -  

ます。 

 この学習環境をどうにかしようという思いであれ

ば、本当に来年度にも入れる必要があると、先ほど

導入の必要性は認めていたのですけれども、来年度

入れるという意思はありますでしょうか。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 まず、断熱率のお話でご

ざいますけれども、当然積雪寒冷地でありますの

で、一般住宅同様、学校においても断熱材の使用等

断熱性を高めているところでございます。この断熱

性を高めることによりまして、暖房等により温めら

れた室内空気の熱損失を防ぐことになります。現在

ではこうしたことからも、内側の熱も籠もりやすい

とも言えますが、学校では扇風機やサーキュレータ

ーの活用、窓の開閉により風通しをよくすることで

対応しているところでございます。 

 エアコンの導入という話でございますが、来年度

に向けまして、全小中学校を対象にしまして普通教

室、職員室、校長室にエアコンを設置した場合にお

ける消費電力量や受電設備容量の調査を実施しまし

て、必要関連経費の積算を行ってまいりたいと考え

ております。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 そうすると、今度は多分予算的な

問題になってくると思います。 

 学校自体も全部が新しいわけではなくて、将来的

な統廃合とかも考えるとなかなか導入に踏み切れな

い、費用対効果を考えるとなかなか難しくなってく

るような部分もあるとは思うのですけれども、セン

トラルコントロール的な大きな企業がビルとかにや

っているようなものを導入すると、多分コストが莫

大になっていくのかなとは思いますが、例えば一般

的な家庭用のエアコンみたいのを、40畳となると業

務用になってくるので違うのですけれども、20畳用

を２台つけるだとか、そういった対応をした場合と

いうので、電気屋さんに聞いたところ、ざっくり何

とも言えないけれども高く見積もってくださいとい

ったところ、一つの教室当たり150万円ほどだとい

う話で伺ってきました。 

 となると、統廃合も加味したときに、なかなか学

校自体の改修でというのは予算的に難しい場合、そ

うした対応も今後考え得るのかなというふうに思い

ますけれども、そうした予算のところも含めて考え

ていく必要は当然出てくると思うのですけれども、

そこはそうした自由発想というか、弾力性を持って

対応していただけるのでしょうか。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 現段階におきまして、小

中学校、大きさとか造りとか構造とか、それによっ

てどういうつけ方というのがちょっとまだ見えない

状況ではございます。 

 ただ、エアコンの機能というか容量というか、そ

れも学校によって異なってくるかと思いますが、ま

ずは学校においての電力の容量が足りるかどうか、

そこを調査した中で、例えば受電設備などを改修が

必要であれば、その費用も積算しなければ工事でき

ませんので、その辺をまず調査していきたいと考え

ております。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 もちろん調査を進めていって、可

能であればということなのですけれども、来年がま

た今年のような酷暑になるかといったら、可能性が

ないわけではないですけれども、なるとも言い切れ

ない。ただ、なったときに、子供たちの命のリスク

を減らすためにはなるだけ早急に導入していく必要

があると思うのですけれども、その辺はいかがでし

ょうか。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 先ほど、電気の容量の調

査もございますが、財源的なものもございます。あ

と、今後ちょっといろいろ協議しなければいけない

のが、業者の対応とか、物があるかどうかというこ

とも含まれてくると思いますので、その辺もいろい

ろ検討を進めながら、財源確保ができれば、早急に

進めたいとは一応考えておりますけれども、現段階

ではどのような形になるかというのはちょっと今明

言はできない状況でございます。 

○立崎聡一副議長 古都議員。 

○古都宣裕議員 最後になりますけれども、多分、

導入率が一番小中学校で低いのは北海道ですから、

多分全道的にきっとその導入の検討が進むのであろ

うということが予測されると思います。となると、

おっしゃるように、資材の引き合いになって、なか

なか物が決まってもなかなか物がなかったりとか、

遅れる可能性もあるので、そうなればほかの学校が

遅れればいいというわけではないですけれども、市

としては早急にどんどんと進めて、早い段階で、ど

んどん動けるような形でしていく必要があると思い

ますけれども、最後にそこだけお願いします。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 
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○北村幸彦学校教育部長 議員おっしゃるとおり、

いろいろ情勢とかも見ながら、なるべく早いうちに

整備はしたいと思っておりますが、ちょっと繰り返

しになりますけれども、現段階でどのような形でど

この学校が、どういう順番にということはちょっと

今言えない状況でございます。 

○古都宣裕議員 終わります。 

○立崎聡一副議長 ここで理事者入替えのため、暫

時休憩いたします。 

 そのままお待ちください。 

午後１時21分休憩 

午後１時23分再開 

○立崎聡一副議長 再開いたします。 

次、澤谷淳子議員。 

澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 －登壇－ 公明クラブの澤谷淳子

でございます。 

 質問がもうかなり重複してしまうのですけれど

も、一応通告どおり質問をさせていただきますので

よろしくお願いいたします。 

 今年は日本中が記録的な猛暑に見舞われ、からっ

とした暑さのはずの北海道でも湿気のある猛暑日が

続き、夜になっても暑苦しい夏でした。一部地域で

は学校を臨時休校にするほどでした。全道的に体調

不良で救急搬送される方も多く、ニュースでは熱中

症により子供を含めてお亡くなりになった方もい

て、心より御冥福をお祈り申し上げます。 

 当市も、これまでの認識を大きく変え、異常気象

の猛暑に対応した夏の暑さ対策を強化していくため

に、エアコンが必要なのはもうわかっていると思い

ますので、何点か確認させていただきます。 

 まず、熱中症と見られる救急搬送のことについて

お伺いします。 

 昨年との比較もありますけれども、この夏、熱中

症で体調不良などで救急搬送された方の人数はおわ

かりでしょうか。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部参事監。 

○永森浩子健康福祉部参事監 熱中症で救急搬送さ

れた方の人数についてでありますが、消防による情

報の速報値ではありますが、令和５年７月は９人、

８月は11人の合計20人が熱中症による症状で救急搬

送されております。 

 また、令和４年の同時期に熱中症で救急搬送され

た方の人数は４人で、昨年と比較すると５倍となっ

ております。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 やっぱり５倍って本当にすごかっ

たですね。 

 それで、多分ほかにも救急車を使わなくても、体

調不良で病院へ行ったという方も多かったとは思う

のですが、それはなかなか医療機関にそれを吸い上

げるというのがちょっとなかなかということをお聞

きしていましたので、逆に救急車を使わなくても、

体調不良で自分で病院を受診された方もいたのでは

ないかと思いますので、今年の猛暑での市民の体調

や生活の変化、また、自宅にエアコンがあるかない

かなどのアンケートの実施などは考えてはいないで

しょうか。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部参事監。 

○永森浩子健康福祉部参事監 猛暑に関するアンケ

ートの実施についてでありますが、現在のところ、

アンケート調査の実施については考えてはおりませ

んが、引き続き、子供の健診、高齢者が集う健康講

話等を活用し、熱中症予防に対する啓発を行うとと

もに、必要に応じて生活実態等の把握に努めてまい

りたいと考えております 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 それでは、市民の熱中症予防への

理解促進や危険レベルが予想される猛暑日には、市

民に対して、水分を取るようにとか外出を控えるよ

うにという呼びかけなど、救急搬送を急増させない

取組としてはどのようなものがありましたでしょう

か。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部参事監。 

○永森浩子健康福祉部参事監 救急搬送を急増させ

ない取組についてでありますが、本年の熱中症警戒

アラート発表の際には、市のホームページやお知ら

せメール、ＬＩＮＥなどにより、アラート発表及び

熱中症予防の周知を行うとともに、市内のコミュニ

ティーセンター及び住民センターを活用して、クー

リングシェルターを開設いたしました。 

 これにあわせて、広報車による市内巡回やＦＭあ

ばしりに協力を要請し、ラジオ放送による熱中症の

注意喚起やシェルター開設の広報活動を行っており

ます。 

 なお、熱中症警戒アラートの発表にかかわらず、

ホームページでの熱中症予防に関する情報提供やコ

ミュニティーセンターなどへのチラシの差し置きを

行うとともに、例年保健師が老人クラブの講話に出

向いた際には、熱中症への注意喚起を行っておりま
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す。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 私もホームページをよく見ました

けれども、逆に今回は放送車を出していただいたの

が、本当に地域の皆さんも喜んでいました。 

 しかも、ただ流して歩くだけではなくてその場に

止まって、最初何やっているのかわからなくて、ま

たもう聞こえなくなるかなと思ったら、もうかなり

長い間、エコセンとかコミセンとか、クーリングシ

ェルターですか、にしてあるということを本当に丁

寧に放送してくれて、皆さんもあれが一番、メール

などもいろいろあるのですけれども、あれが一番効

果的だったと。さっき聞きましたら100人ぐらい集

まっていたと、古田さんの質問のときにもう100人

ぐらい集まったと言っていましたので、実質効果的

だったと思っています。 

 逆に、それを流されても暑すぎてそこまで行けな

くて、でも、あるということが放送車でわかったの

で、本当によかったですと評価高かったです。あり

がとうございました。 

 それでは次に、暑さ対策に係る児童生徒の学校、

中学校、小中学校の状況についてお伺いしたいと思

います。 

 学校の体育の授業中に具合が悪くなった子供たち

は、今回はいましたでしょうか。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 体育の授業中に体調不良

となった児童生徒のお尋ねでございますが、熱中症

警報アラートが発令されました８月23日、24日にお

きましては、市内の全小中学校に対しまして、放課

後の部活動を含めた屋外での活動の自粛、空調設備

の有効活用、授業中でも水分補給を行えるような配

慮といいました児童生徒等への健康に配慮した教育

活動を行うよう通知をしたところでございます。 

 これによりまして、両日における体育の授業は屋

内の体育館や風通しのよい広い場所での実施に変更

したり、あるいは体育以外のほかの授業に振り替え

るなど、各学校で対応されたところでございます。 

 こうした中で、体育の授業中におきましては、暑

さが起因かちょっと判明はできませんが、打ち身に

より保健室を利用した児童生徒が１名おりまして、

念のため経口補水液を取らせ対応したとの報告を受

けておりますが、熱中症により医療機関に救急搬送

されるようなケースはございませんでした。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 きめ細やかにいろいろ対策取って

いただいたということでわかりました。 

 それで、逆に今回の猛暑で当市は臨時休校や授業

の短縮というのでしょうか、そういうことはなかっ

たと思います。夏ばかりでなく冬もそういう授業を

早めたりとか臨時休校したりとかいろいろあると思

うのですけれども、そういう経過というか、それを

判断をするというのは、校長先生の判断のガイドラ

インというのはある程度もう既にあるのでしょう

か。冬の吹雪のときもそうですけれども、夏の猛暑

のときも、そういうガイドラインはもう既にありま

すでしょうか。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 小中学校の臨時休校につ

きましては、網走市立学校管理規則第32条におきま

して、校長は校務の運営上やむを得ないと認めると

きは臨時に授業を行わないことができると規定され

ておりまして、臨時休校や授業短縮につきまして

は、基本的には学校長の判断となりますが、市の校

長会で協議して市内校で共通した対応を取る場合も

ございます。 

 現在、臨時休校等の判断は校長の判断になるとこ

ろでございますが、冬場の暴風雪等が予想される場

合には、前日などに観測予報を基にしながら風の強

さや降雪量の予測や警報などの発令状況、交通機関

や道路の状況等によりまして臨時休校等を判断して

いるところでございます。 

 このたびの猛暑における対応につきましては、道

教委からの通知、熱中症事故の防止に向けた対応に

ついて、これを参考といたしまして、校長会役員と

も協議しまして、先ほど申し上げました児童生徒等

の健康に配慮した教育活動を行うよう市内各校へ通

知したところでございます。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 そうしますと、校長先生１人が大

変だなという気がしたのですけれども、きちんとや

はり道教委から通知が来たり、校長会で話し合った

り、そういうこともされて決定されていくと思うの

ですけれども、このとき網走はたまたま臨時休校も

時間短縮もなかったのですけれども、もしそれを、

校長先生もやはり今日はもうみんな早く帰そうと決

定しても、児童館の子供さんが帰る先がない子供さ

ん、自宅に親がまだ帰ってないので自宅も暑いよう

な、そういうときは児童館にエアコンはあるのでし

ょうか。児童館もないのでしょうか、エアコンは。 
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○立崎聡一副議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 児童館のエアコンの設置

状況でございますけれども、現状といたしましては

市内４か所の児童館、児童センターにエアコンの設

置はございません。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 そういうのもあって、学校にいる

ほうが安全でしたし、臨時休校も時間短縮もせずに

下校まで皆さん学校にいた、風通しよくということ

も、先ほどもきめ細かく配慮していただいたという

ことで、今回は本当によかったです。 

 でも、この児童館のエアコン設置も、優先順位は

本当にあるのですけれども、何か急がれるかなとい

う思いがします。 

 今確認なのですけれども、ちょっと進みすぎてい

る考えかもしれないけれども、近い将来、今後の猛

暑対策として、暖冬傾向の冬休みを短く、酷暑の夏

休みを８月末までにするとか、新しい体制にしたい

ときは、市独自で話し合って、網走はそうしますと

いうことを校長判断でできるということでしょう

か。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 夏季休業や冬季休業の取

扱いにつきましては、先ほど申し上げました網走市

市立学校管理規則におきまして、夏季休業日は７月

20日から８月31日までの間におきまして25日以内、

冬季休業日は12月20日から翌年１月31日までの間に

おいて25日以内と定められております。 

 これらの休業日の期日と期間につきましては校長

が定めることになっておりまして、変更する場合に

おいても、校長が国民の休日を含めた夏季休業日、

冬季休業日の総日数の範囲内でそれぞれの休業日の

日数を変更したり、教育長の承認を得た中で10日以

内に限り、ほかの時期に休業日を設けたりすること

ができるということが現状の規則でございます。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 もともとそういうちゃんと日にち

が書かれていたのですね。意外とできる可能性もあ

るということですね。ありがとうございました。 

 それでは、あと公共施設のエアコンの設置状況に

ついて確認したいと思うのですけれども、先ほどか

ら出ている、これは先ほどの古田議員の質問でも教

えていただいたので、100人ぐらい利用したという

ことで、クールシェルター100人ぐらい使用したと

いうことで、ここは省きます。すみません。 

 あと今度、幼稚園、保育園などのエアコンの設置

についても、ちょっとお伺いしたいのですけれど

も、わかれば私立幼稚園もお聞きしたいのですが、

保育園とか、学校はわかりました、保育園、福祉施

設のエアコン設置状況をちょっと教えてほしいので

すけれども。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 幼稚園、保育園、認定こ

ども園及び福祉施設におけるエアコンの設置状況で

ございますが、幼稚園、保育園、認定こども園で

は、公立、民間を合わせた全８施設全てにエアコン

が設置されている状況でございます。また、へき地

保育所につきましても、全５施設にエアコンが設置

されております。 

 介護サービス事業所につきましては、入所、通所

施設24事業所のうち23事業所にエアコンが設置され

ている状況となっております。 

 障がい福祉施設については、入所、通所施設19事

業所のうち12事業所にエアコンが設置されているほ

か、２つの事業所で設置予定となっております。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 それではもう子供たちとか御高齢

の方たちは、そういう施設、みんなついているとい

うことは、まだちょっとほかにあと足りないところ

はあるけれども、もうそろそろそれもつくと思いま

した。 

 ただ、特にちょっと一部のコミセンというか、そ

れと調理室がある施設がありまして、そこで煮炊き

していた方が倒れたとお聞きしました。学校の調理

室は全てエアコンがあると聞いていたのですけれど

も、そういう例えば保育園のあるような施設とかそ

ういうところは、厨房もぜひエアコンを設置してい

ただきたいのですが、現状はいかがでしょうか。具

体的にはこれからでしょうか。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 厨房へのエアコン設置に

ついてでございますが、議員御指摘の施設の事案に

つきましては、市にも報告を受けておりますので、

当該施設と協議をしまして既にその施設について

は、エアコン設置が完了をしております。 

 そのほかの施設の調理室については、幼稚園、保

育所、認定こども園については、全てエアコンが設

置されております。 

 また、へき地保育所におきましては、一部の施設

で設置されておりませんが、状況を改めて確認し、
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設置の必要性などについて、当該運営委員会と協議

をしてまいりたいと考えております。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 本当にすばらしい早い対応をして

いただいて、本当によかったと思います。 

 それでは、ちょっとあと補助金のこともちょっと

もう一回重複になるのですけれども、すみません。 

 寒冷地といっても、新しい寒冷地スタイルで冬も

夏も暖房とエアコンというのがあれなのですけれど

も、この補助金制度、先ほどお答えいただいたので

すけれども、ちょうどこの間の住環境改善補助金の

追加補正予算のときに、実際そういう件数は取って

なかったのだけれども、エアコン設置も使えますか

というお問合せがあったと聞いていたので、それ

で、この間の補助金のときは今の今年度の分でした

ので、あれのときには全然まだエアコンの設置はま

だ駄目ですよね。まだこれからということですか。 

○立崎聡一副議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 市民向けのエアコン設置に

つきましては、今年度検討を進めて、来年度以降と

いった形でその制度を使えるかどうかということに

ついては検討してまいりたいと考えております。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 一部の方からですけれども、その

ような問合せもあったということですから、もしそ

れが来年度、新規の設置ですけれども、それが決ま

ったら本当に皆さん喜ばれると思います。 

 それでは最後に、今回のような北海道全域記録的

な猛暑を経験し、エアコン設置の加速化に向け十分

な財源の確保をお願いするため、国への陳情等はど

のようにやるのでしょうか。オホーツクエリア連携

してやる感じなのでしょうか。それとも逆に、北海

道すごい、聞いているだけでさっきも予算が莫大に

なるので、陳情してもかなり削られるとか、何かど

のように陳情するのでしょう。陳情とかあるのでし

ょうか。 

○立崎聡一副議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 昨日、全道市長会とし

て、会長の原田恵庭市長らとともに私も上京してま

いりまして、文部科学省、こども家庭庁、北海道選

出国会議員へ、小中学校、児童館、認定こども園な

どの冷房施設の整備について緊急要望してきたとこ

ろでございます。交付金や補助金の十分な予算確保

と補助率の引上げ、早急な整備を実現するための事

業採択の迅速化、補助制度の柔軟な運用を求める内

容であります。 

 また今後は、オホーツク圏活性化期成会において

も国に対して同様の要請をしてまいります。 

○立崎聡一副議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 もう昨日お済みだったということ

で、以上で私の質問を終わります。 

○立崎聡一副議長 ここで理事者入替えのため、暫

時休憩いたします。 

 そのままでお待ちください。 

午後１時43分休憩 

午後１時45分再開 

○立崎聡一副議長 再開いたします。 

一般質問を続行いたします。 

金兵智則議員。 

金兵議員。 

○金兵智則議員 －登壇－ それでは、私はさきに

通告をいたしました３項目について質問いたしま

す。 

 まず初めに、観光について質問をさせていただき

ます。 

 本年５月、私たちの生活に大きな影響を及ぼして

きた新型コロナウイルス感染症の位置づけが２類相

当から５類へ変更をされました。それまで人の移動

に対し多くの制限を受けてきましたが、これにより

人の流れが活発となり、網走市にもスーツケースを

お持ちの方を目にする機会も増えた。そして多くの

観光客がお越しいただいているというお話も伺って

おります。 

 市長の開会の挨拶でも触れられておりましたけれ

ども、現在の観光客の状況や動向についてまず伺い

ます。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 観光客の現状と動向につ

いてでございますが、さきの行政報告で市長からも

御説明をいたしましたけれども、令和５年４月から

７月までの網走湖畔４ホテルの延べ宿泊者数は３万

6,874人で前年比120％、コロナウイルス感染拡大前

の令和元年比では81％という状況になっておりま

す。なお、４月から６月までの第１四半期における

市内全体の延べ宿泊者数は、前年比103％、令和元

年比で93％となっております。 

 また、４月から７月までの網走湖畔４ホテルの外

国人観光客の延べ宿泊者数は、令和元年は8,004人

でしたが、昨年は20人、本年は5,417人となり、台

湾、香港を中心に回復傾向にあります。 
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 次に、４月から７月までの主な観光施設の入館者

数ですが、オホーツク流氷館は４万3,686人で前年

比141％、令和元年比で78％、博物館網走監獄は８

万1,606人で前年比113％、令和元年比74％という状

況になっております。 

 新型コロナウイルス感染拡大前の水準には達して

いないものの、入り込み、宿泊数とも堅調に回復し

てきている状況となってございます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。 

 昨年も国内の移動については、少しずつではあり

ますけれども動き始めていましたので、急激な伸び

を見せたというのは外国人観光客だったなというこ

とがわかりました。 

 ただ、様々４年ぶりの開催などと言われることが

多いイベントなどについては、大変多くの方々が来

場している様子も見受けられます。これは、これま

で止まっていた人の流れが急に活発した状況と言っ

ていいのだというふうに思いますけれども、ある人

によっては、今の状況は動きが止められたことによ

る反動で、少しずつ収まっていくのではとも言われ

ております。 

 そのような中で、網走市としては現状を踏まえ、

今後はどのようになっていくと考えているのでしょ

うか。 

 また、活発化したことにより、移動手段や宿泊費

の高騰なども言われています。さらには、網走市内

の宿泊施設が足りないなどの声もありますけれど

も、課題についてはどのように捉えているか伺いま

す。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 当市におきましても、５

月に開催された春カニ合戦や７月に開催されたあば

しりオホーツク夏まつり、夕市まつり、先日開催さ

れた七福神まつりでは、多くの市民や観光客でにぎ

わいを見せ、新型コロナウイルス感染拡大前と変わ

らない状況であったと認識しております。 

 一方で、昨年４月に知床沖で発生した観光船事故

の影響もあり、知床方面を目的とした観光客の回復

が思うように伸びず、特にゴールデンウイークをは

じめ、４月、５月における当市の主要観光施設の入

り込みも非常に苦戦を強いられました。 

 知床と網走の観光は互いになくてはならない存在

であることから、一刻も早く知床のイメージが払拭

され、網走、知床を中心とした観光需要が回復して

いくことを願っております。 

 また、７月には、インターハイボート競技が開催

されたほか、ホクレン・ディスタンスチャレンジや

北海道陸上競技選手権大会、スポーツ合宿などの受

入れなどにより、議員お話しのとおり、宿泊施設の

予約が取れないという状況も時期によってはござい

ました。 

 また、航空事業者は、ＡＩなどを活用し宿泊事業

者が需要と供給の状況に応じて弾力的に価格を決定

する事業者もあることから、航空運賃や宿泊費が高

騰する状況も起きております。 

 価格の上昇につきましては、事業者の経営判断に

よって左右される部分が大きいと思いますが、観光

客に対して著しいマイナスイメージにならないよ

う、状況を注視してまいりたいと思っています。 

 また、宿泊施設の不足についてでございますが、

2025年以降に市内において大型ホテルが開業する記

事が新聞報道されておりました。コロナ禍以降、市

内の一部宿泊施設においては、スタッフ不足により

客室の稼働率を制限しているという状況も聞いてお

りましたが、このような動きは大変ありがたいと思

っております。 

 今後も新たな投資が生まれ、市内のキャパシティ

ーが広がることに期待をしております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。 

 課題については解決できるような状況もあるかも

しれないということですし、それぞれ細やかな分析

も行われているということが今の答弁でわかったの

かなというふうに思います。 

 また知床の事故の関係でまだまだ完全には戻って

きてないという状況もわかったところでありますけ

れども、ただやっぱり網走市の重要な基幹産業の一

つでもある観光業に復活の兆しが見られるのは大変

喜ばしいですし、ありがたいことだなというふうに

は思います。 

 しかしながら、先に述べたとおり、現在の状況は

反動ということで落ち着いてしまうということも考

えられます。 

 今議会でも補正予算が提案されるなど、現在も閑

散期対策やインバウンドの対策などが行われている

ということは承知しております。今後も観光商品の

高付加価値化などの取組を進めていかなければなら

ないというふうにも考えます。 

 そのための財源として、観光客を対象とした法定
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外目的税、いわゆる宿泊税というものがあります。

現在、市町村独自の宿泊税は倶知安町が道内で唯一

2019年11月に導入をしているといったところだった

と思います。 

 ７月下旬、新聞紙上に宿泊税に関する記事が掲載

をされました。その記事によりますと、各市町村に

アンケートを実施した結果、宿泊税を導入する予定

または検討中と回答したのは、札幌市や小樽市、北

広島市など23市町村あったそうであります。その記

事を読んだところでは、網走市のアンケート結果は

不明でございましたけれども、財源確保手段の一つ

である宿泊税の導入に関して、網走市の見解を伺い

ます。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 宿泊税につきましては、

観光振興に活用できる貴重な財源になり得ると考え

てございますが、市民や観光客など、納税者の理解

のほか、使途の明確化、税を徴収する宿泊事業者の

負担増や北海道との調整など一定の課題があると認

識しております。 

 昨年12月には網走市観光協会からの令和５年度予

算要望の際、宿泊税の導入に対し、さきの課題など

の状況を注視しながら、今後の議論に向けて検討を

お願いしたいとの要望を受けているところでござい

ます。 

 宿泊税につきましては、他の都府県などでも導入

され、道内においては、御案内のとおり倶知安町で

2019年から定率制による宿泊税が導入されるなど、

それぞれの地域においてルールづくりを精査する上

で課題があると認識しております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 ただいまの答弁では、宿泊税につ

いては有効的なものであるというふうには思ってい

るけれども、課題があるのもわかっているという答

弁までだったのかなと。それを踏まえて、網走市は

どうしていくのかという答弁があったらよかったな

というふうに思うのですけれども、この後もう一回

聞きますね、そうしたらね。 

 まず、今考え方をお伺いしましたけれども、その

ような中、北海道はコロナの影響によって中断して

いた法定外目的税、北海道では観光振興税というふ

うに言っていたのかなと思いますけれども、その観

光振興税の導入に向けた有識者らによる懇談会の初

会合を８月１日に行ったそうです。懇談会は2020年

の専門家会合の提言を踏まえ、定額制を軸に検討

し、年内にも徴収額を含む方向性をまとめることで

一致されたそうであります。 

 2020年のときの会合では、１人１泊100円を宿泊

者から徴収し、市町村独自に上乗せすることも可能

とする案を望ましいというふうにしていたそうです

けれども、今回の会合では、１人１泊200円という

意見もあったとのことであります。 

 さきにも述べました新聞社が行ったアンケートに

よると、北海道の宿泊税導入に関して４割が賛成と

答えた一方で、独自に宿泊税を検討している市町村

からは懸念の声もあり、反対と答えられたところが

１割あったそうです。その理由としては、先ほど答

弁の中にもありましたけれども、宿泊客に対して二

重の課税となること、税徴収を担う宿泊業者の事務

負担が増加してしまう可能性があることなどが考え

られるということが挙げられたそうです。 

 そのような状況の中、網走市としては、北海道が

導入を検討している宿泊税についてはどのように認

識し、どのように考えていくのか。宿泊税について

どのように考えていくのか、見解を伺います。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 宿泊税につきましては、

宿泊される方に対して課税される法定外目的税でご

ざいますが、一般的にはまちの魅力を高めるととも

に観光振興に要する費用に充てることを目的として

いると認識しております。 

 北海道の有識者会合では、定額制を軸に宿泊税を

検討すると報道されておりましたが、この方式につ

いては、安価な宿泊費に対しては負担割合が大きく

なるものの、納税者にとってはシンプルで、また宿

泊事業者の負担も小さいことがメリットとして挙げ

られると思っております。 

 一方で、納税者目線に立ちますと、消費税、入湯

税、宿泊税と複数の税を負担することにつながりま

すので、新たな税の導入には目的と使途を明確に

し、納税者の理解を得ることが重要であると考えま

す。 

 宿泊税につきましては、引き続き北海道や他の自

治体の動向を注視し、観光協会からの要望も踏まえ

つつ、研究してまいりたいと考えております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。 

 これからという答弁だったのかなというふうに思

いますので、またタイミングを見て、違う場面でや

り取りさせていただけたらなというふうに思いま
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す。 

 次に２項目、ふるさと納税について……。 

○立崎聡一副議長 金兵議員の質問の途中ですが、

ここで暫時休憩いたします。 

 再開は２時10分。 

午後１時58分休憩 

午後２時10分再開 

○立崎聡一副議長 再開いたします。 

一般質問を続行いたします。 

金兵議員の質問から。 

金兵議員。 

○金兵智則議員 それでは次に２項目め、ふるさと

納税について伺います。多少重複するところはあり

ますが、御了承いただければというふうに思いま

す。 

 2022年度のふるさと納税の結果が総務省より公表

をされました。それによると、全国の寄附総額が

9,654億円と、前年度から約1.2倍に増えました。網

走を含むオホーツク管内を見てみますと、紋別市が

約194億3,000万円で、前の年の全国１位から２位と

順位は下げましたが、受入額は約40億円ほど増加を

しております。北見市が約26億5,000万円とオホー

ツク管内では２番目の規模となりました。網走市は

約21億8,000万円と、多くの御寄附を頂き大変あり

がたいことでありますけれども、受入額としては21

年度より約6,000万円の減少をしています。 

 このような受入額の状況を市としてどのように捉

えているのか、まずお伺いいたします。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 ふるさと寄附につきまし

ては、当市の魅力などを広く発信するとともに返礼

品のラインナップ拡充など、返礼品を取り扱う事業

者の皆様の御協力を頂きながら、継続して取組を進

めてきております。しかしながら、昨年度につきま

しては、一時需要があるにもかかわらず返礼品の生

産が追いつかないことがあり、寄附者のニーズに十

分お応えできない時期がございました。 

 こうした要因もあり、最終的な給付額が前年度か

ら減少したと捉えておりますが、全国の皆様から、

網走への応援の声、たくさんの御支援を頂き、最終

的には２年連続で20億円を超える御寄附額となった

ところであり、大変感謝をしているところでござい

ます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 私自身も大変ありがたいことだな

というふうには思います。 

 今年度の予算では、歳入でふるさと寄附金として

22億円が計上されておりました。今年度はまだ半分

も経過していない状況ではありますけれども、今年

度どのような状況でしょうか。 

 あわせて、2020年度19.4億円、19億4,000万円、

21年度22億4,000万円、そして、先ほども言いまし

たけれども昨年度21億8,000万円と20億円前後の寄

附金となっておりますけれども、今後市としてはふ

るさと納税の受入額についてはどのような考えを持

っているのか、見解を伺います。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 まず、今年度のふるさと

寄附額の状況についてでございますが、令和５年４

月から８月までの５か月間で、件数にして１万

5,958件、２億5,888万円の御寄附を頂いており、前

年同期比で107.2％という状況でございます。 

 ふるさと寄附は地場産品のＰＲをはじめとしたシ

ティプロモーションや、市内事業者の売上向上など

地域経済の活性化のほか、市の財源確保に寄与する

重要な制度であると考えており、ふるさと寄附返礼

品を取り扱う事業者もしくは返礼品を提供する見込

みのある事業者に対し、生産設備向上など工場等新

設・増設に係る設備整備に対する支援として、本年

度から補助制度を設けたところでございます。 

 今後も事業者との意見交換や御協力を頂きなが

ら、寄附額の増額に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 昨年同時期で見てみても、今年度

はいい傾向なのかなというふうに思いますし、網走

市としても増額に向けてということが、先ほどの古

都議員のときにもありましたので、改めてになって

しまいますけれども、その考え方を持っているとい

うことで理解をいたします。 

 それで、各サイトを見てみますと、様々な商品が

掲載されているということが僕もいろいろ見てみま

した。その中には期間限定品などもありましたの

で、おおよそで構いませんが、現在網走市の返礼品

は何品目あり、それは何事業者から提供をされてい

るのか。また、網走市には網走ふるさと納税特設ペ

ージというホームページを開設しておりますけれど

も、そのサイト、閲覧数的にはどのぐらいあるの

か、お伺いしたいというふうに思います。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 
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○伊倉直樹観光商工部長 現在、網走市がふるさと

寄附の返礼品として取扱いをしている品目数は、８

月31日現在で12サイト、延べ2,238品、登録の事業

者数は49事業者となっております。 

 また、市のふるさと納税特設ページの閲覧数は、

昨年末の２か月間、これは11月から12月になります

が、このピーク期では１万3,000以上、また、今年

度の４月から９月６日までの期間で2,996件の閲

覧、アクセスの状況となってございます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。 

 返礼品の数12サイト、2,238品目、これは単体で

見ていいものなのですか。サイトごとに同じ商品は

載っているということは、それぞれでカウントして

いるという意味なのですか。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 今お示しした2,238とい

うのは延べになりますので、サイトで重複している

ものも含まれてございます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 ですよね。何かすごい多いなとち

ょっと思ったものですから。それはちょっと、では

その辺を差し引いて何品目というのは、ちょっとわ

かりかねるのかなと思いますので、その辺はわかり

ました。理解をしたいと思いますけれども。 

 今回、10月からふるさと納税のルールを変更する

ことが総務省から発表されております。内容につい

ては、さきの答弁の中にもありましたので割愛をさ

せていただきますけれども、それらのこのルール変

更によって、今までのように出せない返礼品が生じ

てしまうであったり、金額をこれまでよりも高額に

しなければならなくなる返礼品が出てくるといった

ルール変更による影響があるのかないのか、お伺い

したいというふうに思います 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 ふるさと寄附につきまし

ては、総務省のふるさと納税指定制度に基づき取組

を行っております。御承知のとおり、この制度にお

いては、返礼品に関する地場産品基準や募集に係る

経費割合などが定められており、その基準などを満

たすことにより、制度にのっとった自治体として指

定を受け、ふるさと寄附の受入れが可能となるもの

でございます。 

 10月１日からの新たな指定期間、対象期間から適

用となるルールの見直しが６月末に発出されたとこ

ろでございますが、経費の割合を５割以下とするこ

とについては維持された一方で、これまで経費計上

の対象とされていなかった寄附金の受領証明書発行

やワンストップ特例申請に関する事務費、兼任職員

の人件費などが新たに対象に含まれることとなった

ほか、ポータルサイトなどの委託料のうち対象外と

されていた費用も経費の対象に含まれることとなり

ました。 

 新たに経費として取り扱われる項目が増えたこと

は、経費割合に関する基準をクリアするための大き

なハードルと考えておりますが、地場産品基準厳格

化による返礼品の精査を含め様々な見直しを行うこ

とにより、10月以降の新たな指定対象期間において

も、ふるさと寄附の受入れが可能となるよう、対応

を進めてまいりたいと思っております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 それは先ほどの古都議員のときに

もそうやって答えていたので、それはわかっている

のですけれども、それによって結果、例えば今まで

経費の中に含まれなかったものを入れてしまうと、

それが５割を超えてしまうので、それを５割にする

ためには寄附額をアップしなければいけないという

ようなものが出てくるのか出てこないのか。もう来

月からスタートですので、それを今、その答弁では

困るのですけれども。あるのかないのか、お伺いし

ているのです。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 基準の見直しによりまし

て、今までの商品の出し方ですと返礼品の基準、今

回の基準にはオーバーするケースがありますので、

そこは影響がある部分については返礼品の見直し、

金額の見直しですとか、あとはふるさと寄附自体の

金額の見直しというのは出てくるというふうに思っ

ております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 そうしたら、このルール変更によ

って、網走市としても多少なり影響が出てきてしま

うということなのですね。はい、わかりました。 

 そういったこともありますけれども、あと、ふる

さと納税の話を市民の皆様とすると、必ずといって

いいほど言われるのが、紋別市と網走市になぜここ

まで差が出ているのだという話をされます。 

 さっき古都議員のほうからもありましたけれど

も、取り扱っている商品にも大きく差があるわけで

はないのに、金額的には約10倍ほどの差がついてし
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まっています。これは、市民の皆さんもそのように

思っているのですけれども、この現状について、網

走市はどのように分析をされているのか、お伺いを

いたします。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 寄附者の傾向といたしま

して、海産物であれ、果物であれ、個別ブランド化

がされていない同類の返礼品であれば、価格や内容

の量、返礼品の評価、レビューを比較して選択して

いるケースが多いと考えております。 

 そうした中で、当市においては、海産物の人気が

高く、高品質で低価格の返礼品をいかに多く用意で

きるかがポイントになると考えておりますが、先ほ

ど申し上げましたように、昨年度は一時期、需要が

あるにもかかわらず返礼品の生産が追いつかないこ

とがあり、寄附者のニーズに十分お応えできない時

期がございました。 

 返礼品の検索という点では、ポータルサイトにお

いてランキングが上位になると露出機会が増え、そ

のランキング結果によって新たな寄附者がランキン

グの高い返礼品を求めるといった波及効果が生ま

れ、寄附増額につながるものと考えております。 

 さらに、返礼品を取り扱う事業者の方もそれぞれ

販路をお持ちであることから、ふるさと寄附に向け

る商品の量について、経営上適切に御判断されてい

ることと思いますが、こちらも、先ほど申し上げま

した事業者への生産設備、工場等新設・増設に係る

設備整備に対する補助制度を御活用いただくこと

で、さらなる生産性の向上を図り、返礼品の供給量

を増やしていく取組を進め、欠品のリスクを回避す

ることにより、給付額の増額に向けて取り組んでい

きたいと考えております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。わかりましたとい

うか、昨年度の状況でいえば、やっぱり欠品という

ことが続いたというのが理由の一つ、減ってしまっ

た、差が広がってしまった理由の一つなのだという

認識があるということですので、そのような状況を

回避するために、先ほど来、今年度、補助金を創設

されたということの御説明がありました。現在のと

ころ、それがどのような状況になっているのか、お

伺いしたいというふうに思います 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 令和５年度より実施をし

ております、地場産品生産性向上設備整備補助金で

ございますが、ふるさと寄附返礼品を取り扱う事業

者もしくは返礼品を提供する見込みのある事業者に

対し、生産設備、工場等新設・増設に係る設備整備

に対する支援を行うものでございまして、事業認定

に当たりましては、資金計画や生産性向上が見込ま

れる事業計画の提出を求め、専門的な知見を有する

金融機関や商工会議所などで構成する審査会におい

て審査を行っております。 

 ８月末の時点でございますが、一つの１事業者に

ついて事業認定をしているほか、今年度の申請が見

込まれている事業者が３件、現時点では相談のみ、

または次年度以降の活用を検討している事業者が２

件という状況になってございます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 すばらしい事業なのかなというふ

うに思います。これによって欠品が少なくなったり

していくことが増額に寄与していくのかなというふ

うに思います。 

 海産物、特にホタテに関してですけれども、現在

福島第一原発の処理水放出を受け、中国などによる

禁輸が行われ大量の在庫を抱える企業もあるという

ふうに伺っています。その一方で、ホタテの返礼品

が急増しているといったようなありがたい報道もあ

りました。 

 網走市の状況は現在どのようになっているのか。

また、対応策に関しては、返礼品の強化といったも

の以外で何かお考えがあるのか、お伺いしたいとい

うふうに思います。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 ふるさと寄附の関係につ

いて御答弁申し上げます。 

 ポータルサイトにおきまして、中国が日本産水産

物の禁輸を開始した令和５年８月24日以降29日まで

の期間で、返礼品にホタテを選んだ方の寄附が前年

同期比で1.7倍に増えている状況でございます。 

 網走市が提供しているホタテ返礼品の中では、９

月４日までの１週間では前週比で２倍以上の申込み

があるものもあり、多くの方にお選びいただいてい

る状況と認識をしております。 

 また、ポータルサイトでは、既に網走市のホタテ

を掲載しているものもございますが、処理水放出の

影響を受ける海産物の緊急支援キャンペーンが広が

りつつあることから、ふるさと寄附の返礼品として

取扱いを販路の一つとして御活用いただけるものと

考えているところでございます。 
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○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 返礼品の強化といった部分での答

弁は頂いたのかなというふうに思いますけれども、

本当言えば、今その辺がどうなっているのかという

答弁もちょっと頂きたかったのですけれども、多分

他の議員のところで出てくると思いますので、そこ

は省略をしたいというふうには思います。わかりま

した。でも、大変ありがたい状況なのかなというふ

うには思っております。 

 網走市を訪れる観光客はコロナ禍で大きく減少し

たものの、先ほどもやり取りをさせていただいたと

おり、大きく戻りつつあると認識をしております。 

 観光税でという形で負担をいただき、観光財源と

して生かす観光税の方法も一つですけれども、もう

一つの手法として、ふるさと納税を活用する方法も

あると思います。 

 ＯＴＡと連携してホテルの宿泊に活用できるふる

さと納税クーポンは、既に網走市でも実施されてお

りますけれども、網走市を訪れた観光客がその場で

ふるさと納税ができる仕組みは、網走市ではまだ取

り入れられていないというふうに私自身は認識をし

ております。 

 定住自立圏を構成する大空町では、現地決済型の

ふるさと納税を導入し、道の駅または女満別空港の

アンテナショップなどで返礼品を受けることができ

る取組を始めておりますけれども、網走市でも同様

の取組ができるというふうに考えますが、見解を伺

います。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 現地決済型のふるさと寄

附についてでございますが、様々なサービスが展開

されている中で、必要コストを含む実現可能性を勘

案しながら、システムの導入を現在検討していると

ころでございます。 

 その中で、現在のところ、オホーツク流氷館の入

場料を返礼品として取り扱う検討を行っております

が、一方で、総務省から示されている地場産品基準

により、返礼品にすることができる物、事には一定

のルールがありますことから、市ではこれまでも内

部の審査で、とりわけ物に関しては、地場産品基準

に適合しているかを一品ずつ確認しながら進めてい

るところでございます。 

 今回もルールの見直しがあり、地場産品基準が厳

格に適用される部分があることから、現地決済型の

ふるさと寄附を導入する場合においても、導入先や

提供する返礼品、とりわけ物に関しては、引き続き

精査をしながら対応してまいりたいと考えてござい

ます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。その辺がクリアで

きればといったような答弁だったのかなというふう

には思います。 

 もう１点、ホテルや観光施設でふるさと納税を行

いクーポンを受け取る形で、網走市内でのお土産購

入や飲食に使える手法の導入というのも考えられま

す。多くの観光客が訪れてくださるからこそ、観光

客の皆様の１割の方でも寄附を頂くことができれ

ば、大幅にふるさと納税の増加を図ることが可能に

なると同時に、クーポンの活用で地域経済の刺激に

もつながります。 

 さらに、これまでは手数料として大きな金額を網

走市の外の企業であるふるさと納税取扱事業者に支

払うことがほぼ不可欠でありましたけれども、ふる

さと納税を市内の観光施設や宿泊施設で直接できる

仕組みを導入することができれば、手数料も網走市

内の事業者の収入とすることが可能となります。 

 このような仕組みの導入を検討するべきというふ

うに思いますけれども、見解を伺います。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 クーポンの返礼品につい

てでございますが、先ほど申し上げた総務省の地場

産品基準によりますと、クーポンを活用する場合で

も最終的に交換されるものが返礼品としての地場産

品基準に合致している、適合している必要がござい

ますので、店頭で対象となるもの、ならないものを

明確にしながら、陳列やレジ精算のオペレーション

が必要になることから、対応や導入の可否を含めて

研究してまいりたいと思っております。 

 また、手数料を市内事業者へ還流する仕組みの検

討とのことでございますが、観光施設、宿泊施設な

どが寄附を受領するポータルサイトの役割を担い運

用していくためには、基本的な取扱いとしては、寄

附者情報の新規登録や管理、クレジットカードやマ

ルチペイメントなど、各種決済方法への対応など、

寄附から精算までの一連の事項について、寄附者と

ともに同一のスキームで使用できるインターネット

を介したシステムを整えていくことが必要不可欠で

あると考えておりまして、現在では困難な部分が多

いというふうに考えてございます。 

 さらに、返礼品の割合について、寄附額の３割が
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上限とされていることから、経費が節減できた部分

を市内事業者が直接手数料として受け取ることにつ

きましても、総務省が示す経費率等のルールに抵触

しないよう対応する必要があると考えておりますの

で、引き続き研究をしてまいりたいと考えてござい

ます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。ちょっと難しいと

ころも多々あるよというところだったというふうに

思いますが、引き続きの研究ということで、また何

か方策があれば、こちらからも提案していければな

というふうには思っております。 

 最後ですけれども、やはりふるさと納税の受入額

の増加ということについては、やはり担当職員の増

強、ちょっと経費になってしまう可能性も今後出て

くるのかなというふうに思いますけれども、体制の

強化を図るべきということで、様々な場面で訴えて

きているというところですけれども、市の見解を最

後に伺います。 

○立崎聡一副議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 先ほども御説明をさせて

いただきましたが、10月１日から適用となるルール

の見直しでは、これまで対象とされていなかった兼

任職員の人件費も新たに対象に含まれることとなっ

たほか、ポータルサイトなどの委託料のうち、対象

外とされていた費用も経費の対象に含まれることと

なりましたが、御承知のとおり、返礼品に関する地

場産品基準の遵守、寄附額に対する返礼品の割合や

経費の割合が定められているところでございます。 

 ふるさと納税制度については、その趣旨が地域を

応援するというものでありまして、今後も制度見直

しや運用の適正化、地場産品基準の厳格化があるも

のと考えておりますが、網走の魅力を伝える手段の

一つとして、魅力的な返礼品を提供できるというこ

とにとどまらず、多くの方に網走を気にかけていた

だく、好意を持っていただくことにつながる機会に

なると考えてございます。 

 今後も、制度を活用していく上ではそうした機会

を逸しないためにも、人件費を含めた総務省が示す

経費率などの基準に沿って対応を取りながら、寄附

の増額に向けて取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 ふるさと納税に関する総論的な、

最後答弁を頂いたのかなというふうに思いますけれ

ども、体制強化をするにも経費になる可能性がある

ので、もうちょっと待っていてくださいという答弁

だったと理解をさせていただきますけれども、ふる

さと納税やっぱりいつまでこの制度が行われるかわ

からないですけれども、ありがたい財源であります

し、やはりせっかくいい返礼品が網走にはあるとい

うことですので、これがやっぱり全国の皆さんに網

走の魅力が届くように、強化をしていっていただき

たいなというふうに思います。 

 最後に、猛暑対策について伺います。 

 これについては、ちょっと重複する割合が高いと

いうふうに思いますけれども、重複した場合は御了

承ください。何とかスムーズに流れるようには質問

していきたいなというふうには思っております。 

 今年の夏は皆様がおっしゃるとおり、思っていら

っしゃるとおり、全国的にとても厳しい暑さが続

き、気象庁と環境省が共同で発令する熱中症警戒ア

ラートが毎日のように全国各地で発表されておりま

した。本日も発表されておりましたし、これまでは

涼しいと言われていた北海道も例外ではなく、最高

気温が30度以上となる真夏日が続くこともあり、35

度以上となる猛暑日もありました。 

 平年と比べても、厚さが確実に厳しくなっている

ように感じるのは僕だけではない、皆さんもそうだ

というふうに思いますけれども、この気温上昇につ

いて、網走市はどのように認識しているのか。ま

た、この気温上昇に伴い、生活や産業への影響につ

いてはどのように認識されているのか伺います。 

○立崎聡一副議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 気温上昇の認識でありま

すが、世界気象機関と欧州委員会の気象情報機関コ

ペルニクス気象変動サービスは、今年の７月27日

に、2023年７月が人類史上最も暑い月となると発表

しました。網走市も例外ではなく、今まで経験した

ことのないとても暑い夏であり、９月に入った現在

も暑さが続いていると認識しております。 

 気象台の観測データからも、７月と８月の平均気

温は上昇傾向にあり、最高気温が30度を超えた日は

令和４年では１日であったのに対し、今年は10日

と、９日も増えています。このうち33度を超えた日

は４日となっており、急激に暑くなっていることが

うかがえます。 

 このような気温上昇に伴う生活への影響として、

人々が感じる熱ストレスや熱中症リスクが増大する

などの健康被害、気候変動に伴う豪雨による土砂災
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害、浸水災害の激甚化、頻発化や農作物など食料生

産への影響による商品価格の高騰、食糧不足など、

生命に関わる影響が懸念されています。 

 また、市内産業への影響についてでありますが、

漁業では８月中旬よりホタテ漁業に関わる稚貝の分

散作業が開始されておりますが、連日の猛暑により

水量も上昇しているため、網走漁協及び西網走漁協

ともに、気温、水温が高い日は作業を中止している

とのことであります。 

 また、農業では６月から８月までの平均気温、日

照時間、降水量が平年より高かったことにより、今

後、防除回数を増やすなどにより、丁寧な対応が必

要な状況となっているとのことであります。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 詳しい御説明をありがとうござい

ました。 

 本当に急激にといった、今答弁ありましたけれど

も、その言葉がふさわしいような本当に暑さだった

というふうに思いますし、生活や産業にも多大なる

影響を与えているのだなというふうに思います。 

 僕も気象庁のほうのデータを調べてみました。

1991年から2020年まで30年間で平均気温、８月が

19.6だったものが、今月、今年の８月は23.3度と、

もう３度、４度ぐらい上がっているのですね。最高

気温だけ見たら、８月26.9度が平均だったそうで

す。25度超えたら暑いと言われている網走の平均気

温ですからね。最高気温の平均ですけれども、平均

気温が26.9度と、本当に恐ろしい暑さだったなとい

うふうに思います。 

 命に関わるというような今答弁もありましたけれ

ども、やはり熱中症というのが皆さん本当にかかっ

てしまう可能性が高くなってしまいました。この熱

中症を予防することを目的として、1954年にアメリ

カで提案された指標に、暑さ指数、ＷＢＧＴと、今

皆さんがニュースなどで見ている指数があります。

この暑さ指数の予測に基づき、2021年から熱中症警

戒アラートの運用が始まりました。 

 暑さ指数に関する市の認識と、暑さ指数を計測す

るための機器は各種ございますけれども、網走市に

ある公共施設において暑さ指数計が設置されている

施設があるのか、お伺いしたいというふうに思いま

す。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 ＷＢＧＴに関する市の認

識と計測器の設置状況についてでございますが、Ｗ

ＢＧＴは暑さ指数であり、気温とは異なりまして、

人体と外気との熱のやり取りに着目した指標である

と認識をしております。 

 具体的には人体の熱収支に与える影響が大きい湿

度、日射、輻射などの周辺の熱環境、そして気温の

三つを取り入れた指標であり、日常生活に関する指

針では、25以上28未満で警戒、28以上31未満で厳重

警戒、31以上で危険とされています。 

 熱中症警戒アラートはＷＢＧＴが33を超えると予

想される場合に発表されるもので、その際には、例

えば外出を控える、エアコンを使用するといった熱

中症の予防行動を積極的に取ることが推奨されてお

ります。 

 また、ＷＢＧＴ計の設置状況につきましては、全

ての公共施設調べたものではございませんけれど

も、市内の集会施設、あるいは公立の福祉施設、社

会教育施設、体育施設等には設置されておりません

が、保健センター内には備付けがございまして、現

在は薬品等の保管庫の管理に使用しております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。ほぼほぼ設置をさ

れている施設がなく、保健センターの薬品の管理の

ためにあるのが、今現在だということを認識をさせ

ていただきます。 

 先ほども救急搬送の話がありました。熱中症や熱

中症が疑われる人数は先ほど答弁がありましたけれ

ども、状況、例えば年代ですとか、その辺もし詳細

なものをお持ちでしたら御答弁をお願いいたしま

す。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部参事監。 

○永森浩子健康福祉部参事監 今年７月と８月に熱

中症で救急搬送された20名の詳細についてでありま

すが、年代別では10歳未満が１名、20歳代が１名、

40歳代が２名、50歳代が３名、60歳代が１名、70歳

代が５名、80歳代が６名、90歳代が１名で、搬送さ

れた方の６割が70歳以上となっております。 

 症状については、軽症者が11名、中等症者が８

名、重症者が１名となっております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。やはり高齢者の

方々に多いということと、軽症、中等症がほぼだっ

たけれども、重症の方も１人いらっしゃったという

ことがわかりました。 

 これからはこの厳しい暑さに対応策していかなけ

ればならない時代になりました。網走市では警戒ア
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ラートが発表されたときには、ホームページ、フェ

イスブック、ＬＩＮＥなどのＳＮＳ、マ・メール、

そして先ほど来評判がいい広報車など、あらゆる媒

体を用いて発表すること、お知らせするとともに、

外出を避け涼しい環境の室内にいてください、運動

を控えてください。そして、クーリングシェルター

を開設しておりますという情報提供をしておりまし

た。 

 網走市を含めた北海道はエアコンの設置率がまだ

まだ低いため、コミセンなどで開設しているクーリ

ングシェルターの情報提供は特に重要だというふう

に考えます。家にエアコンがない方などは積極的に

利用していただきたいというふうに思いますけれど

も、クーリングシェルターの利用状況としては100

名ということでありました。 

 このクーリングシェルターの開設はあくまでも警

戒アラートが発表されたものと考えていいのかどう

か、この開設の基準というのを改めてお伺いしたい

というふうに思います 

○立崎聡一副議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 クーリングシェルターの

開設基準でございますが、前日の午後５時または当

日の朝５時に環境省から網走地方に熱中症警戒アラ

ートが発表された場合に、シェルターを開設するこ

ととしております。 

 開設時間は午前10時から午後５時まで、コミュニ

ティセンター、住民センターの休館日は開設しない

という基準で基本的な運用をしております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。あくまでもアラー

トが基準で、基本的な運用は今おっしゃられた答弁

で行われているというふうなことで理解をいたしま

す。 

 クーリングシェルター、いわゆるコミセンなどの

近くにお住まいの方などは、熱中症に注意しながら

シェルターまでの移動を求めることができますけれ

ども、近くにお住まいでない方は、徒歩でシェルタ

ーに移動するようなことがあれば、逆に危険性が増

してしまうということが考えられます。そのような

方々は、各地、確実にいらっしゃいますので、対応

策として、例えば先日のフリーペーパーにもありま

したけれども、既にエアコンの設置されているエコ

ーセンターをクーリングシェルターの位置づけにし

たり、例えば町内会館などを利用しながらエアコン

の設置を検討し、シェルターの場所を増やすであっ

たり、例えばですけれども、大型バスに空きがある

場合は、バスをシェルターとして活用するため、市

民の方々に危険を冒して移動してもらうのではなく

て、コミセンなどが近くにない場所にこちらからバ

スを持っていくといった方法を探るなど、より多く

の方が避難できる体制の整備も必要と考えますが、

見解を伺います。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 シェルターの増強などの

体制整備についてでございますが、先ほど来申し上

げていますとおり、現時点においてはクーリングシ

ェルターは市内８か所のコミセン、住民センターで

すが、そこへの移動に課題があるということは認識

をしております。 

 また、議員御指摘の大型バスの活用に関しまして

は、移動できるという利点はありますが、場所の選

定や運転手を長時間拘束することになり、人員確保

の課題があるというふうに考えております。 

 こうした課題も含めて、今後、今年の市としての

取組について改めて検証を行って、シェルターの

数、市民周知の方法など、次年度以降の取組につい

て、具体的な検討を行ってまいりたいと考えており

ます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。 

 次に行きます。 

 今年の網走市は、警戒アラートが２日続いた日が

ありました。 

 そのようなときは夜であっても気温が下がらず、

朝になっても、前の日の暑さが残り気温が下がって

いないなどということもありました。 

 先ほどシェルターの開設時間、基本的には10時か

ら17時という時間設定になっておりましたけれど

も、これで本当に適切なのか。また、今年もコミセ

ンの臨時休館にアラート発表日が重なってしまうと

いう状況も一部見受けられましたが、休館日にアラ

ートが発表されてしまった場合などはシェルターは

開設できないのでしょうか。 

 今年のような危険な暑さになってしまった場合な

どは、猛暑を災害的なものと捉えてシェルターも避

難所のような対応を取る必要があるというふうに思

いますけれども、見解を伺います。 

○立崎聡一副議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 コミュニティーセンター

等でのシェルター開設時間については、気温が日中
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上がり夕方には下がってくるといった状況や、夕方

からの利用状況を踏まえ、各運営委員会の意見も聞

きながら、平成23年度の当初開設した際に10時から

17時と設定してきたところです。 

 この夏のシェルター開設では、利用者は17時以前

に退館している状況と各コミュニティーセンター等

から聞いており、ただ体調が優れないなどの理由で

17時以降も引き続きシェルター利用した方が１名い

ましたので、各コミュニティーセンター等では事情

により、17時以降のシェルター利用にも配慮いただ

いていた状況です。 

 また、８月下旬は連続して熱中症警戒アラートが

発表または発表の可能性があったことから、途中よ

り休館日にもシェルターを開設する取扱いで準備を

していたところです。 

 今後も、休館日のシェルター開設は必要と考えて

おりますので、各施設の運営委員会と、その場合の

体制の協議をしてまいりたいと考えております。 

 シェルターの開設に当たっては、熱中症警戒アラ

ート発表により、庁内関係部署と連携をして開設準

備体制を取っているので、避難所開設に準じた対応

となっているところです。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 休館日の対応など、臨機応変とい

う言葉がいいのかどうか、対応していただけるよう

な、対応を取ろうとしてくれていたという答弁もあ

りましたので、今後とも続けていただけたらなと思

いますし、ありがたい対応だなというふうには思っ

ております。 

 それで、熱中症対策のためのエアコンの機器購入

の補助制度の構築の話は先ほど来出ておりましたの

で、この部分は割愛をさせていただきますが、高齢

者などが多く入居されている市営住宅についても、

対策をしていかなければならないのかなというふう

に考えますけれども、市としての見解を伺います。 

○立崎聡一副議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 市営住宅へのエアコン設置

につきましては、入居者が設置を望む場合、エアコ

ン専用電源の増設や室内の一部改造を認め、自己負

担による設置としてございます。 

 今後の市営住宅建設においては、あらかじめエア

コン専用電源の設置や配管などの開通部分などを設

けておくことは検討しているところでございますけ

れども、市において市営住宅へのエアコン設置につ

いては現在ところ考えておりません。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 市のほうで市営住宅のエアコンの

設置は考えていないということですが、設置をでき

る環境は整えていくということでありますけれど

も、市営住宅、古いから籠もらないのかといったら

そんなこともないですよね。暑さ籠もりやすい建物

の一つでありますので、今後様々な対応をしていく

中で考えていかなければ、何か起こってからではと

いうことがないようにしていかなければならないと

思いますし、市営住宅の方がさっきの住宅補助制度

を使えるわけも多分ないと思いますので、何もな

い。市営住宅に入る人が自分でつけられるなら市営

住宅でなくてもいいのかななんてことも考えられま

すので、これはやっぱりもう少しちょっといろいろ

考えていかなければならないのではないかなと思い

ますけれども、その辺の認識についてはいかがです

か。 

○立崎聡一副議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 今年の暑さの影響から、今

年につきまして２件、市営住宅にエアコンをつけた

いという申出がございました。最近、１年には１件

２件程度のそういった設置を望む声というのは頂い

ているところでございます。 

 また簡易的なエアコン的なものも、実際にはつけ

ている入居者としてはいらっしゃいますので、今後

どのような形で、そういったニーズに応えていける

かどうかについては、もう少し検討を進めていきた

いと思っております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。 

 何か相談があったときには、相談に乗ってあげて

いただきたいなというふうには思います。 

 続いて、学校関係について伺います。 

 先ほど網走市全体において熱中症や熱中症が疑わ

れる人数や状況を把握しているのかを伺いました。 

 学校関係については、先ほど体育で体調不良にな

った方は１名だということが答弁がありましたけれ

ども、熱中症や熱中症が疑われる方などの人数や状

況について、学校関係はどうなっているのか、お伺

いしたいというふうに思います。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 学校におけます児童生徒

の熱中症や熱中症が疑われる人数の状況についてで

ございますが、学校内で熱中症の疑いや暑さからの

一時的避難をする場合には、冷房設備のある保健室
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において状況の確認と休息を取ることとしておりま

して、さらに対応が必要な場合には医療機関への救

急搬送を行っているところでございます。 

 保健室への児童生徒の来訪者数、来訪人数につき

ましては、熱中症対策にかかわらず常に各学校にお

いて把握をしているところでございますけれども、

先日のオホーツク管内に熱中症警報アラートが発令

されました８月23日、24日の両日におきまして、全

小中学校で延べ人数で277人の児童生徒が体調不良

のほか、休憩や相談などにより保健室を利用してい

ると確認しております。熱中症や熱中症疑いを限定

とした保健室の利用者数につきましては、正確に把

握できておりませんけれども、通常時よりも多くの

児童生徒が利用されていると確認しております。 

 先ほど澤谷議員にも答弁をいたしましたが、病院

へ救急搬送された児童はいなかったという状況でご

ざいます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。２日間で延べ277

名が保健室を使った。みんながみんな具合が悪かっ

たわけではないけれどもということなのだと思いま

すけれども、これちなみにですけれども、今回この

質問をしたので、答弁を用意していただいたと思う

のですが、この例えば熱中症警戒アラートが起こっ

たときなどは、こういうのというのは、教育委員会

に各学校から、例えば23日うちの学校はこの人数で

したよというのが来るものなのか。そういう報告義

務というか、報告状況というのはどのようになって

いるのですかね。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 今回発令されました熱中

症警報アラートの時期におきまして、特段学校から

こういう形で報告してくださいというような指示は

なかった状況でございます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 学校側から指示がなかった。どう

いうことですかね。ちょっとわからないですけれど

も。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 申し訳ございません。 

 教育委員会から学校に対して、指示はしていない

ということでございます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりました。では、わざわざこ

のために調べていただいたのだなというふうに思い

ますけれども、そういう指示はしていないというこ

とで理解をさせていただきます。 

 これも先ほど公共施設のところで伺いましたけれ

ども、暑さ指数計については各学校に設置されてい

るのでしょうか。 

 もしされてないのであれば、今後設置するという

考えがあるのかどうか、併せて伺います。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 暑さ指数計の設置状況で

ございますが、現在、全部の学校ではありませんけ

れども、小学校で８校で63台、中学校４校で13台を

各学校の配当予算などで購入し設置されている状況

でございます。 

 こちらにつきましては、気温がそれほど高くなく

ても湿度が上がれば暑さ指数も上がりまして、厳重

警戒や危険とされる場合もございます。 

 このようなことから、市内におきましても、市街

地や郊外地区での気温差や教室面積に対する児童生

徒の人数により室温が変化するものと考えられます

ので、教育活動における熱中症事故防止を図る上で

も、必要な場所に暑さ指数計の設置について、検討

してまいりたいと考えております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 おっしゃるとおりだというふうに

思いますので、設置されてない部分については早急

に準備をしていただけたらなというふうに思いま

す。 

 ８月22日、伊達市内の小学校において２年生の女

児が体育の授業後に倒れ病院に搬送されましたが、

命を落としてしまうという痛ましい事故が起きまし

た。23、24と、網走市にアラートが発表されたこと

により、先ほど来、他の議員のところの答弁にもあ

りましたけれども、教育委員会は屋外での活動を自

粛すること、水筒を持たせること、熱中症対策グッ

ズを持参することなどを認めるなど、対策を行うこ

ととして、通常どおり登校。下校については、休み

時間を短縮したり部活を中止することで、下校時間

を早める対応を行ったということは私自身承知して

おります。 

 一方で、北見市や美幌町などは、子供の安全を考

慮し臨時休校の措置を取った学校もありました。 

 そこでお伺いしますけれども、教育委員会として

は道教委からの通知でということでさっき答弁もあ

りましたけれども、それで網走市としての対応を決

めたということでよろしかったのか。また、猛暑時
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に他市町村で行った臨時休校を、網走市でも行う行

わないの判断は今後はどうしていくのか、改めてお

伺いしたいというふうに思います。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 暑さ対策における学校の

判断基準ということでございますが、先ほど澤谷議

員に答弁もしたように、道教委からの熱中症対策の

防止に向けた対策についての通知を参考としなが

ら、市といたしましては、繰り返しになりますが、

放課後の部活動を含めた屋外での活動の自粛、空調

設備の有効活用、授業中でも水分補給を行えるよう

な配慮といったことを留意していただくように通知

をしたところでございます。 

 暑さ対策によります臨時休校措置の判断基準につ

きましては、例えば翌日の予想気温が何度以上にな

った場合とか、暑さ指数が何度以上になった場合と

いったような具体的な判断基準というのは現在持ち

合わせておりません。現状では各学校における立地

条件や環境などを勘案いたしまして、児童生徒の健

康上の安全確保を考慮した上で、臨時休校措置につ

きましては学校長が判断するというような現状でご

ざいます。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 各学校で判断をしていただくとい

うことの答弁だったのかなというふうに思います。 

 では、今回行った対応策についてお伺いしますけ

れども、23日の時点で各学校からは水筒の中身を水

を持ってきてくださいということで指定をされてお

りました。翌日には、水かお茶に加えてスポーツド

リンクを可とした学校と水じゃなければいけないと

した学校と対応が分かれました。これも学校長判断

なのかもしれませんけれども、熱中症のときに水を

取りすぎると水毒症ということで、血液中の塩分が

足りなくなるので逆に危ないといったような研究結

果もある中で、そのような対応をしている学校の対

応が分かれておりました。 

 また、授業を１時間繰り上げた学校などもあり、

対応としては各学校に任せている感、先ほど来そう

いう答弁なのですけれども、僕の感じとしてはもう

学校に任せている感じというのがもう否めないので

すけれども、教育委員会としては、どこまで対応す

るべきかということについて、お伺いしたいという

ふうに思います。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 学校ごとの暑さ対策の対

応についてでございますが、市内小中学校におきま

しては、先ほど申し上げましたが、学校の立地条件

や校舎の建物の大きさ、在籍児童生徒数なり、それ

ぞれ条件が異なりますので、基本的な暑さ対策につ

きましては、教育委員会より通知いたしますけれど

も、それ以外については学校長の現場の判断により

まして都度対応いただいているところでございま

す。 

 水分補給のための児童生徒が持参する水筒の中身

の件に関しましては、確認したところ、議員御指摘

のとおりの実態がございましたので、水以外にも熱

中症対策に適した飲料の持参について認めるなど、

市内各学校で共通した取扱いとなるよう、指示を行

ってまいりたいと考えております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 お願いをしたいというふうに思い

ますけれども、校則のときもちょっと言いましたけ

れども、中身水じゃなければいけないとか、ちょっ

と理不尽ですよね、学校現場は。ごめんなさい、言

い方ちょっと汚いかもしれないですけれども、くだ

らないです、決まりが。それでなければいけない理

由もわからないですし、それ以外持ってきていけな

い理由もわからないですし、別にそこを教育委員会

責めてもしようがない話ですけれども、何かもう少

し子供たちの安心・安全を守るという観点で、何か

物事を決めていってほしいなというふうに思うので

すけれども、いかがでしょう。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 議員お話のとおり、その

ように私も思っておりまして、今回水分補給をでき

るような配慮ということで各学校に通知いたしまし

たけれども、それについて市教委からも、もうちょ

っと丁寧な形で御説明すればよかったなということ

も反省しております。 

 今後、このようなことがないように、市教委から

もしっかりと指示をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 対応策についてもう１点。 

 三重県では暑さ指数が31度以上の場合、部活を中

止するという熱中対策を各学校に求めています。こ

れまで暑さ指数31度以上のときは、運動は原則中止

してくださいといったものを原則という文字を外し

たということです。三重県では特に混乱もなく対応

されているとのことですけれども、この部活動の中
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止といった部分についても、各学校の判断に任せて

いるといったところでよかったでしょうか。 

○立崎聡一副議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 暑さ対策としての部活動

の中止でございますが、このたび発令されました８

月23日、24日の熱中症警戒アラートが出たときに

は、市教委から、放課後の部活動を含めた屋外活動

の自粛ということで学校に通知しております。この

ことを受けまして、学校側としても部活動を中止し

たところでございます。 

 今後も児童生徒の健康上の安全を第一に考えまし

て、学校側とも調整を図りながら、適切に対応して

まいりたいと考えております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 わかりましたというか、熱中症警

戒アラートはたしか暑さ指数が33度以上だったです

よね。三重県では31度というところで、そこを境目

にして対応しているらしいですよ。なので、アラー

トが出る出ないではなくて、暑さ指数が31度と発表

されたときにはそのようにしているということを、

三重県、これ県ですから、道立高校というような形

になるのかなと、市とはちょっとわけが違うのかも

しれないですけれども、そういったことを教育委員

会で検討というか、協議した上でこのような対応を

取っているということですので、一定の基準という

ものがあってもいいのかなというふうに思いますけ

れども、都度いろいろと対応していくといった協議

していく中で、今の話もちょっと参考にしていただ

けたらなというふうには思います。 

 学校では部活の中止、そして前倒し下校などの対

応等を行ってきたというのはさきにも述べました。

学校から早く下校させるといった判断について否定

するものではありませんけれども、家に帰れない子

供、特に小学校で放課後児童クラブ、先ほどありま

したけれども、いわゆる児童館に行く子供がいま

す。しかし、児童館にエアコンは設置されていない

という答弁でありました。 

 であるならば、エアコンの設置や今後の対応とい

うことを考えていかなければならないと思うのです

けれども、いかがでしょうか。 

○立崎聡一副議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 児童館へのエアコンの設

置でございますが、設置状況につきましては、先ほ

ど澤谷議員に対して御答弁申し上げたとおりでござ

います。 

 その中で、熱中症の対策といたしましては、既設

の扇風機のほかに数台の扇風機を増設をしまして、

おおむね１部屋当たり３台の扇風機を現在設置をし

ている状況でございます。 

 また、気温が高い日には体育室での運動を中止

し、児童館職員が小まめな水分補給などについて声

かけなどを行っている状況でございます。 

 しかしながら、児童館、児童センターにつきまし

ては、学校から帰宅しても保護者のいない留守家庭

児童のための学童保育の施設でもあるということか

ら、今後エアコンの設置について検討を行ってまい

りたいと考えております。 

○立崎聡一副議長 金兵議員。 

○金兵智則議員 検討していただいて、早期につけ

ていただけたらなというふうに思っております。 

 学校へのエアコン設置については、何名かから出

て、とても前向きな答弁だというふうに私自身は捉

えておりますので、よろしくお願いしたいというふ

うに思いますけれども、最後に市長へ質問をさせて

いただきます。 

 市長もＳＮＳで発信し注意を呼びかけるなど、今

年の猛暑は本当に大変な状況でした。エアコンの学

校や児童館への設置、エアコン普及のための補助な

ど検討していただけるという前向きな答弁が多かっ

たのかなというふうに思いますけれども、そのため

にはやっぱり財源が必要になってくるのだというふ

うに思います。 

 先ほどの市長の答弁では、国のほうにも要望活動

にも行っていただいているというふうにおっしゃっ

ておりましたけれども、やはりやらなければいけな

いことは早期にやらなければいけないのだというふ

うに思います。 

 例えばさきに質問したふるさと納税の強化を積極

的に、より積極的に行うことによって、財源を確保

し暑さ対策を進めていくということは、もう市とし

て来年に向けて取り組んでいかなければならないと

いうふうに思いますけれども、市長の見解を最後に

お伺いいたします。 

○立崎聡一副議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 金兵議員の御質問でご

ざいますが、財源確保につきましては、先ほど澤谷

議員にもお答えをいたしましたように、それぞれ学

校関係は文部科学省でありますし、児童館の関係に

ついてはこども家庭庁とかになりますので、それぞ

れの役所において、現状をお話を申し上げ、補助金



- 59 -  

の確保、補助率の引上げ、事業採択の迅速化、柔軟

な運用について緊急な要請を北海道市長会として行

ってきたところでございます。 

 この暑い状況の中でクーラーをつけてくださいと

いうのはもう、今日も市会議員の皆様方からいろい

ろ御意見いただいて、当然の議論だというふうに思

っております。 

 一方で、教育委員会のほうからもお話がありまし

たように、電気が足りないという現状の問題もござ

いますので、そうしたことをしっかりと調べた上

で、どこまでできるのかというのは若干時間かかる

のではないかというのが教育委員会の答弁でありま

した。このことは、マンパワーであり施設の確保で

あり、工期の問題というのはありますけれども、こ

のことについては、認定こども園についてはもうク

ーラー完備されておりますので、児童館、小中学校

など、また違った立てつけでありましたけれども、

市民活動のほうからはコミセンの問題も出ておりま

したので、様々な関係機関とよく協議をしながら、

この部分については、クーラーも含めて、どのよう

に、いわゆるしゃっこくするというか、何というの

でしょうかね、きちんと快適に過ごせる空間ができ

るかということをきちんとやっていくということだ

というふうに思っておりますので、金兵議員の御指

摘については真摯に受け止めて取り組んでまいりた

いと、このように思っているところでございます。 

○金兵智則議員 終わります。 

○立崎聡一副議長 一般質問の途中ですが、ここで

暫時休憩いたします。 

 再開は15時20分といたします。 

午後３時11分休憩 

午後３時20分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 ここで、議長を交代いたします。 

一般質問を続行いたします。 

 永本浩子議員。 

 永本議員。 

○永本浩子議員 －登壇－ 公明クラブの永本でご

ざいます。 

 私はさきに通告させていただきました３項目につ

いて質問させていただきます。 

 それではまず、大変暑い中ではございますが、除

雪体制についてお伺いいたします。 

 本年３月に行った当会派の代表質問においても、

除雪体制について取り上げさせていただきました

が、除雪に関する地域の課題としては、高齢単身者

の増加と年々増加する間口除雪の要望、除雪事業者

の課題としては、人手不足、高齢化、技術の継承、

そして天候に左右される不安定な労働環境を挙げさ

せていただきました。 

 今回一般質問をさせていただくに際しまして、近

隣自治体の状況や市内の除雪事業者の現場の声も伺

い、調査をしてみました。 

 まず、間口除雪を行っている美幌町と紋別市です

が、美幌町は２年間の実証実験を経て、令和２年度

から戸別間口の除雪を大型除雪車と小型除雪車のセ

ットで運用を開始いたしました。そのために、午前

３時からだった除雪開始時間を午前零時に繰り上げ

て朝６時までに変更、民間７社と直営で行ってお

り、町民からの評判はいいが除雪事業者の負担は大

きく、人員の確保、特にオペレーターの不足と高齢

化に苦慮しているとのことでした。 

 紋別市は、平成22年頃からできるだけ間口に雪を

置かないようにする間口軽減対策を事業者にお願い

し、平成25年度より間口の除雪を指示して雪の除去

を行う、現在の間口除雪になっているそうで、午前

１時から除雪を開始し、全ての路線での作業完了は

昼前後、全戸の間口除雪はできておらず、市街地を

中心に市道に面しているところのみ、事業は紋別維

持管理事業協同組合に委託しており、23社260人、

除雪車両154台と、その数の多さに驚きました。し

かし、紋別市もやはりオペレーター等の高齢化、人

手不足が問題であり、現状の除雪体制を維持できる

かは不透明であり、今後の検討課題ということでし

た。 

 美幌町の人口は７月末で１万7,889人9,356世帯、

紋別市は２万541人１万1,830世帯、網走市は３万

3,024人１万8,053世帯なので、美幌町は網走の約半

分、紋別市は約65％となりますが、除雪体制は美幌

が７社プラス直営、紋別は23社260人体制、網走が

委託している道路管理協同組合は、残念ながら１社

抜けて、現在は組合員４社、賛助会員５社の合計９

社体制だと思います。 

 美幌も紋別も網走に比べると、人口も世帯数も少

ないわけですが、除雪体制は網走より充実している

ことがわかりました。特に紋別市の23社260人は非

常に多いと驚きましたが、網走の作業員数や年代、

車両台数はどのようになっているのでしょうか。ま

た、当市の除雪体制の現状と課題に対する市の見解
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をお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 当市の除雪体制の昨年度の

現状についてでございますけれども、オペレーター

数では108名、除雪作業員10名、合わせて118名で、

除雪事業者の正社員のほか、農業者、漁業者、塗装

業者などの臨時職員で構成をされております。 

 オペレーターの年代については、郊外地区は40代

の割合が高く、若干若い世代がいるのですけれど

も、市街地区におきましては60代以上の占める割合

が高く、高齢化が進んでいる状況でございます。 

 車両台数につきましては、官貸車両、借上車両含

めまして84台体制で除雪業務を行っているところで

ございます。 

 課題といたしましては、先ほど議員からもお話あ

るように、除雪従事者の担い手確保、オペレーター

技術の継承などが挙げられますけれども、課題解決

のために新たな除雪事業者の発掘や除雪事業者の除

雪車両の更新に係る経済的負担軽減に取り組んでい

るところでございます。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 ただいま具体的な数をお聞きいた

しまして、作業員数が118人ということは、紋別の

約半分、同じく運転する人の数ですので車両台数も

84台で半分という、網走の除雪体制は非常に厳しい

状況だということを確認させていただきました。ま

さに除雪事業者の増員が急務という状況だと思いま

す。 

 ただいまの答弁にも新たな除雪事業者の発掘とあ

りましたが、６月の一般質問で栗田議員の質問への

答弁で、他業種の業者にもアンケートを取っている

ところだと言われていたかと思います。 

 アンケートの結果と今後の除雪体制にどのように

生かしていけるのかお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 今回行いましたアンケート

では、実際に今携わっている土木業者以外の土木業

者、それから建築業者、電気業者、設備業者、塗装

業者、測量業者など84社に道路及び公共施設敷地の

除雪について調査を実施をいたしました。 

 調査の結果、８社が興味を示してくださり、うち

６社と公共施設敷地の除雪について現在協議を進め

ているところでございます。 

 これにより、これまで道路除雪と併せて公共施設

の除雪を行っていたオペレーターの作業量が減り、

体力的、精神的にも負担軽減されることにつながる

と期待しているところでございます。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 今回お話を伺った除雪業者も、人

手不足で２年前から学校の駐車場などの施設の除雪

はもうできなくなっているというお話でしたので、

６社の方がそうした施設の除雪を請け負っていただ

ければ、大変ありがたい話だと思いますので、ぜひ

この協議を進めていただきたいと思います。 

 また、興味を示してくださった残りの２社にもぜ

ひ丁寧にアタックをしていただきたいと思います

が、この点はいかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 今回アンケートを実施し

て、興味を示された業者さん、今回２社については

まだ現実ちょっと難しいというお話なのですけれど

も、その２社以外にも、今回のアンケート以外でお

声かけをしながらも、さらに担い手を確保できるよ

うな試みについては進めていきたいと思っておりま

す。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 ぜひ幅広に取り組んでいただきた

いと思います。 

 また、先ほどから話も出ておりますが、団塊の世

代の方々が全員75歳以上になり、一気に後期高齢者

が増える2025年まであと１年半となりました。地域

課題の解決には、それまでに間口除雪の体制が整え

られれば最高なわけですが、今回美幌や紋別のお話

を伺い、網走よりも小さい自治体にもかかわらず、

除雪体制は網走より充実しており、それでも除雪に

かかる時間は網走の数倍かかっておりました。 

 しかも、紋別は平成22年から13年間かけて徐々に

今の体制を築いてきたとのことでした。今、網走が

早急に間口除雪に取り組むことは、ともすれば、除

雪体制の崩壊にもつながりかねないと危惧している

ところでございます。 

 北見市も間口除雪の要望は多いが、時間がかかり

オペレーターが不足していて、雪置場もないため、

体制が整えられないとのことでした。 

 しかし、間口除雪の要望は増える一方だと思いま

す。そこで、間口除雪に関しては、当面は介護福祉

課が独居高齢者を対象に行っている間口除雪をまず

充実させ、一方で、除雪従事者の確保を急ぐととも

に雪置場の拡充などの負担軽減策を講じ、盤石な除

雪体制を築いていく中で、徐々に間口軽減対策から
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間口除雪に取り組んでいくことが必要なのではない

かと思っております。 

 そこで、高齢者等除雪サービス事業についてお聞

きいたします。 

 以前は、シルバー人材センターと民間は１社のみ

で請け負っているとお話をお聞きしまして、私も驚

いて、令和３年３月の予特において、早急に請負先

を広げることをお願いいたしました。その結果、７

社にまで広がったと聞いております。また、現在は

町内会にも委託しておりますが、今後の高齢社会を

考えると、さらなる拡充が必要だと思います。 

 現在の利用登録人数と、2025年問題を踏まえた今

後の利用者の増加見込みに対する市の見解と拡充対

策をお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 高齢者等除雪サービスに

ついてでございますが、令和４年度におきまして

は、シルバー人材センター、民間事業者７社に加

え、地域における支え合いとしまして17の町内会へ

の委託により実施をしてきたところでございます。 

 令和４年度における利用登録世帯数は、民間事業

所分が165世帯、シルバー人材センター分が105世

帯、町内会実施分が79世帯の合計で349世帯となっ

ておりまして、令和３年度の合計325世帯から24世

帯増加している状況でございます。 

 近年の利用希望の高まりを受け、令和３年度より

民間事業者の拡充を図り、登録者の増加分の多くは

民間事業者において受持ちを増やしていただくこと

により対応してきたところです。 

 現時点においては、利用希望を賄う体制は取れて

いるものと考えておりますが、今後、利用者の増加

が想定されることから、実施体制の充実が必要であ

るとの認識には立っております。 

 一方で、シルバー人材センターの会員数や民間事

業者の対応可能件数に課題もあり、今後、サービス

ニーズに対応するためには、町内会委託により担い

手を確保する必要があると考えております。 

 このため、今年度はまちづくりふれあい懇談会に

おいて、町内会委託の周知と協力の依頼を行ってま

いりました。 

 今後におきましても、広報あばしりにおける周知

や単位町内会への募集案内を行うほか、生活支援体

制整備事業における協議の場など、様々な機会を通

じて周知を図って、担い手の確保に努めてまいりた

いと考えております。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 体制も徐々に広がっていることも

よくわかりました。 

 ただ、2025年になると一気に後期高齢者が増えま

すので、そのときのことを考えて、今から手を打っ

ていくことが大切かと思います。 

 また、最初にお話を伺った、民間１社でやってい

ただいていたところのお話を聞いても、やってくれ

ている人自体が高齢化していて、この先が心配だと

いうことをおっしゃっておりましたので、規模に関

してもこれからもまた拡充できるところはぜひやっ

ていっていただきたいと思います。 

 また今回、委託業者にお話を聞かせていただいた

中で、金額的にこれでは割に合わないという率直な

お声もいただきました。６月には、オペレーターの

人件費等の質問もありました。当市は除雪業務が降

雪状況によって稼働状況が大きく左右される不安定

な側面があることから、暖冬や少雪で稼働時間が少

なくても一定の費用を支払う最低保証制度を導入し

ていることは承知しております。 

 しかしながら、除雪機械の減価償却費、点検費、

税金等の固定的経費などの維持管理費や、昨今の物

価高騰、燃油代の高騰など、時代の変化とともに状

況は大きく変わってきております。こうした状況を

踏まえて、除雪単価の見直し等の委託業者との話合

い、意見交換の場は持たれているのでしょうか。 

 今後、除雪事業者を継続的に確保していくために

も、定期的な話合いの場が必要と思いますが、いか

がでしょうか。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 除雪単価の見直し等の受託

者との意見交換についてでございますけれども、最

低保証制度の導入時や作業員への待機費、それから

除雪車両の維持管理費等の一部負担について、その

都度、網走市道路管理協同組合と協議をしながら進

めてきたところでございます。 

 また、網走市道路管理協同組合の総会などにも参

加させていただきまして、意見交換をさせていただ

いてきておりますけれども、今後は除雪事業者との

意見交換できる機会を増やしまして、実態を把握す

るとともに、除雪事業者が除雪業務を継続的にでき

るような環境づくりに努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 ぜひそういった取組、時代の流れ
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が大きく変わっておりますので、やっていっていた

だきたいと思います。 

 また、今回お話を聞かせていただいた中で驚いた

ことがありました。それはチビロータリーと呼ばれ

ている除雪重機の購入に際して、いつもと違うメー

カーの重機が購入されてしまい、メーカーによって

操作方法が違うため、オペレーターへの負担が増し

て操作ミスにもつながってしまう。驚いて市にもど

なり込んだが、こういうことは今後起きないように

してもらいたいという内容でした。これは、予算を

通した私たち議員の責任でもあります。私も大変申

し訳ありませんでしたと謝りました。 

 除雪重機は決して安い金額ではありません。今後

の再発防止策として、市はどのような対策を取って

いるのかお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 重機購入の際の留意点につ

いてでございますけれども、重機購入においては、

議員からお話あるように、やはりオペレーターの負

担を軽減するために操作方法を統一することや、故

障等発生した場合に早期に対応していかなければな

らないという観点から、購入要件となる仕様書に型

式、性能、保証を明記して対応してまいりたいと考

えております。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 私たち議員も、どうしても入札金

額に目を奪われがちですが、操作方法の統一という

大変大事な観点を今回教えていただいたと思ってお

ります。今後市の担当者が変わっても、きちんと受

け継がれていく体制づくりをお願いしたいと思って

おります。 

 また、紋別市はアダプト制度を使って市民ボラン

ティアによる近隣の除雪も推進しております。 

 アダプト制度とは、市民が道路、公園等の公共施

設の里親となってボランティアで清掃活動などを行

っていく制度で、網走のはな・てんともこの制度を

使って市民の皆様に花畑の里親になっていただいて

管理しております。 

 紋別市では、地域住民で組織する団体が自主的に

道路等の除排雪を行う際に、小型除雪機械（0.4立

方メートルタイヤショベル）を市が貸出しをして、

燃料費として軽油300リットルまで支給するという

もので、現在10から11の町内会やボランティア団体

が参加しているとのことでした。効果の検証として

は、委託事業者に頼むよりコストが削減され、地域

からの苦情も減ったとのことでした。 

 先ほどのひとり暮らしの高齢者を対象とした介護

福祉課の事業とはまた別に、年齢とは関係なく近隣

の除雪をやっていただく、こうした手法も検討の余

地があると思いますが、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 アダプト制度の導入につい

てでございますけれども、近年小型のタイヤショベ

ルをお持ちの方が近所の間口を除雪したり、軽トラ

ックを改造し雪を積んで排雪を行っている方が多く

見受けられる状況となっております。 

 このような方々が近隣の除雪をやってもらう方法

として、先ほど紋別市さんのような先行自治体の取

組事例等を参考にしながら、町内会ともよく相談し

検討を進めてまいります。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 ぜひこういった取組、大事な取組

だと思います。 

 小型のタイヤショベルだと、道路除雪後の硬くて

重い雪の塊もどけることができます。機械を貸して

くれるならやってもいいと言ってくれる方もいるか

もしれません。苦情も減ると思います。ぜひ検討し

ていただいて、導入していただければと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 また、雪置場の確保については、市もこのたび間

口残雪の排雪場所として公園等を地域の雪置場にす

る取組を今年度から導入するとのことで、大変よい

取組だと評価いたしております。 

 ３月の代表質問で、個人所有の空き地を無償で雪

置場に提供した場合、翌年の固定資産税と都市計画

税を減免するという提案を当会派からさせていただ

いた際、答弁の中に、個人所有の空き地の利活用を

望む声が22町内会から寄せられたとありました。 

 また、今回の雪置場の想定の中にも、市の考えに

賛同してくれる市民所有の私有地も含まれるような

報道もありました。雪置場がさらに増えれば、除雪

従事者の負担軽減にもつながると思います。 

 市といたしましては、民間の私有地の活用に当た

ってはどのようにお考えなのか、お伺いいたしま

す。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 私有地の雪置場の活用に当

たっての考え方でございますけれども、私有地、個

人の空き地になりますけれども、市において雪置場

として提供していただける土地を公募いたしまし
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て、雪置場として活用可能な土地があった場合、そ

の土地に属する町内会などに情報提供し、活用につ

なげていきたいと考えているところでございます。 

 また町内会側のほうで、雪置場としたい土地があ

った場合、市が土地の所有者と調整した上で、活用

につなげていきたいということでも考えているとこ

ろでございます。 

 先行事例では、雪入れ方法など町内会と土地所有

者が協議した上で、使用契約等を結んでいただき活

用する手法がありますが、具体的な使用については

これから町内会と協議をして進めていきたいと考え

ているところでございます。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 具体的に進めていただいていると

いうことですので、よろしくお願いいたします。 

 今回、除雪事業者にお話を伺った際に、以前、無

償で土地を雪置場に提供していただいたことがある

けれども、貸してやっているのだからその分、家の

前の除雪をもっと丁寧にしてほしいなど、要求がど

んどんエスカレートしてかえって大変になってしま

ったというお話もお聞きしました。なので、減免等

何らかの形で、この土地提供に対するに見返りはそ

こで完結させて、その上でその後のルールづくり

等、町内会、地元との協議、周知等をしっかりして

いくことが大切だと考えております。町内会との協

議の際は、その点もぜひよく話し合っていただきた

いと思います。 

 また、除雪事業者の皆様にお話を伺う中で、異口

同音に言われていたことが、市民からの苦情、文句

が一番こたえるということでした。除雪従事者の皆

さんは、冬場の４か月間はどこにも行けず、家族に

もそういう思いをさせ、天気予報とにらめっこ、雪

が降り出すと好きなお酒も飲まずに寝ないで待機、

いざ出動となると寒くて暗い夜中からスタートし

て、市民生活を守るために頑張っているのに、現場

に行くと、待ち構えていた住民からどなられたり、

スコップやほうきを投げつけられたり、税金泥棒と

言われたこともあるというお話も聞きました。 

 私の友人の息子さんは、除雪の仕事は市民のため

になるいい仕事だと思ってやり始めたのに、住民か

らどなられて、こんな仕事だとは思わなかったと、

１日で辞めてしまったそうです。せっかく40代の若

者がやる気になってくれたのに、これを聞いたとき

は私もショックでした。 

 除雪車が置いていく硬い雪の塊には誰もが苦労し

ておりますが、文句を言う前に除雪してくれている

人の苦労を知り、理解し合うことが必要なのではな

いでしょうか。まして文句を言ったことで、せっか

く除雪に従事してくれた人を辞めさせてしまえば、

今度は除雪してもらえなくなるのだということ。そ

うなったら、仕事にも学校にも行けず、急病人が出

ても救急車も来てもらえなくなり、命に関わるのだ

ということを、市民の皆さんにも理解していただか

なくてはいけないと思いました。 

 そういう意味でも、行政と除雪従事者と市民とが

互いに理解し合いながら、これからの除雪について

考える官民協働の取組が必要なのではないでしょう

か。市の見解をお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 官民協働による取組の必要

性についてでございますけれども、除雪事業者に携

わる作業員は、議員お話のとおり、冬場の４か月間

どこにも行けず、家族サービスもできない、お酒も

飲めないなど、市民生活を守るために一生懸命働い

ております。そういった働いている方の状況をやは

り市民に理解をしていただくことは非常に大切だと

いうことも、私たちも認識をしているところでござ

います。 

 広報を通じた除雪の実態をわかっていただくため

の瓦版の作成や、市と除雪事業者と市民とが互いに

理解し合える懇話会などの取組を検討したいと思っ

ているところでございます。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 本当にそういった取組を通して、

除雪に来てくれた従事者の皆さんに御苦労さま、あ

りがとうの一言がまず出る、そういった文化をこの

網走に育てていくことが大切だと考えますので、ぜ

ひいろいろな角度から進めていっていただきたいと

思います。 

 そうした、その懇話会ですけれども、この取組を

具体的に進めるにはどうしたらいいのか。具体的な

ことを考えると悩むところだと思いますが、網走開

発建設部が行った紋別地区における官民協働による

冬期安全対策の取組が参考になると思います。 

 それは、紋別防雪事業の推進に向けた取組の一つ

として、地域との協働を意識した情報交換の場とし

て設置された「女性の視点を生かした道づくり懇談

会」です。 

 みちネットの会の女性部会を中心に、市や商工会

議所の職員で構成され、回を重ねるごとに様々な意
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見や質問が飛び交い、女性の視点での道路の除雪、

道路標識、情報提供等、地域と一体となって道路事

業を考えていく、重要なきっかけになったと言われ

ております。 

 そして、地域住民との協働による砂まき用ペット

ボトルの砂詰めや、わかりやすい冬道の運転方法の

パンフレット、危険箇所や砂箱の設置場所が一目で

わかるマップの作成、そしてそれらを流氷まつりや

スキー場で市民や観光客に女性の会のメンバー自ら

配布するなど、大きな成果を残しました。 

 当市におきましても、女性の視点を生かした除雪

の在り方や除雪従事者との意見交換会などをもっ

て、理解を深めながら市民への発信と周知も図り、

官民協働の除雪体制を構築していっていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 女性の視点からの雪対策に

ついてでございますけれども、議員お話のとおり、

女性の視点から除雪の在り方について意見交換する

ことは大変有意義なものと考えますけれども、紋別

のように、網走は道路に関わる女性が母体となる団

体がございませんので、様々な町内会であるとか団

体等と女性だけではなく、情報交換の機会を増やし

ながら積極的に参加をして、除雪の在り方や現状に

ついて意見交換をしていきたいと考えているところ

でございます。 

 このような取組を行うことが、市民の理解度が深

まり、官民協働の除雪体制につながってくれればと

考えているところでございます。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 残念なことに、そういうみちネッ

トのような母体となる団体が網走には今のところは

ないということですけれども、様々なそういった場

を通して女性の率直な意見を聞く場等も心がけてい

ただきながら推進していっていただきたいと思って

おります。 

 また、先ほど除雪単価の見直し等も提案させてい

ただきましたが、一方では、「お金も大事だがお金

だけではない。結局は自分たちがやらなければみん

なが困るからやるんだ。除雪の仕事は責任感がなけ

ればできない仕事なんだ」ということも言われてお

りました。本当にそのとおりだと思います。 

 こうした責任感、使命感を訴えた除雪人材の確保

が大切なのではないかと思います。 

 例えば、冬場に仕事が少なくなる業種の皆さん

に、除雪は冬の網走を根底から支える大切な仕事、

その使命感に燃える人材を求むという、そういう角

度で訴えるチラシや動画などを作成し、人材確保の

取組をしてみることも大切だと思いますが、いかが

でしょうか。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 除雪従事者の苦労への理解

促進と確保の対策についてでございますが、市で

は、ホームページにおいて、市民生活を守るために

昼夜問わず一生懸命働いている除雪作業員の除排雪

作業の動画や、除雪車両の紹介を行っているところ

でございます。 

 今後、動画配信していることの周知や人材確保の

取組として、どのような手法、どのような広告が人

材確保に効果的か検討してまいりたいと考えており

ます。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 既にそういった動画が配信が行わ

れているということを知らなくて、大変申し訳ござ

いません。今度しっかりチェックさせていただい

て、使命感に燃える、そういう内容になっているか

どうかも見させていただきたいと思います。 

 また、私のように知らない方も多いかと思います

ので、周知のほうも、せっかくつくったものですか

ら、しっかり皆さんに見ていただけるように力を入

れていっていただければと思います。 

 最後に、市は、本年４月、20年以上除雪業務を担

ってくれた企業や団体、個人を表彰されました。除

雪に関わる皆さんの意欲の向上や後継者の育成にも

つながる大変すばらしいことだと評価いたしており

ます。 

 市内の除雪事業者は、ほぼ全員が50代以上ではな

いかと思います。郊外は40代というお話がありまし

たが、私が伺ったところは、ほぼほぼ全員が50代以

上というお話でした。 

 今真剣に後継者づくりに取り組まなければ、網走

の除雪の未来はありません。後継の人材を育てるた

めには、除雪の仕事は大変だという側面だけでな

く、もっと明るく楽しく誇りを持って仕事ができる

ようにしていくことが大切ではないかと考えます。 

 例えば、除雪の技術を競う大会を開催して、優秀

者を表彰し、その様子を市民にも若者やお子さんに

も見てもらうなど、除雪に頑張るお父さんの姿を

「かっこいい」「自分もあんなふうになりたい」と

思う子供をつくっていくことが後継者づくりにつな
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がるのではないかと思います。 

 実際には、そのような大会は開催は難しいかもし

れませんが、そうした誇りを持てる方向を目指して

いくことが大切だと思いますが、この点はいかがで

しょうか。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 除雪技術を競う大会の開催

等による従事者の育成についてでございますが、技

術を競う大会の開催は難しいと考えますけれども、

子供たちが直接触れたり、乗車したりなど、少しで

も興味を持っていただくイベントの開催や、ベテラ

ンオペレーターから若手のオペレーターへの技術継

承など、どのような形で継承していくべきかという

ことについて検討してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○平賀貴幸議長 ここで申し上げます。 

 やがて定刻になりますが、会議時間を延長します

ので、御了承願います。 

 永本議員の質問を続行いたします。 

 永本議員。 

○永本浩子議員 様々工夫していただきながら取り

組んでいただきたいと思います。 

 今後の少子高齢化、人口減少を考えると、このま

まの除雪体制だと10年後には除雪従事者は半減し、

20年後には体制そのものが成り立たなくなるのでは

と危惧するところでございます。 

 様々申し上げましたが、今からあの手この手で対

策をしていくことが大変重要になってくると思いま

すので、衆知を集めた真剣な取組をお願いしたいと

思います。 

 それでは次に、２項目めの質問、今後のまちづく

りについて質問させていただきます。 

 新庁舎の建設工事も進み、令和６年11月の供用開

始まであと１年ちょっととなりました。市民の皆様

からは、これまでは新庁舎に関する質問や御意見が

多かったのですが、最近は引っ越し後の本庁舎の使

い方などに関する質問をいただくようになりまし

た。 

 新庁舎に引っ越した後は、現本庁舎、西庁舎、保

健センターが空くわけですが、まず、本庁舎と西庁

舎は築年数、耐震診断の結果から見ても、どこかに

貸し出すには難しいと考えますが、いかがでしょう

か。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 新庁舎建設後の本庁舎や西

庁舎の使い方についてでございますけれども、それ

ぞれ本庁舎、西庁舎とも60年を超えるような建物で

ございます。 

 耐震診断では、震度６強、７の地震で倒壊する危

険性が高いと判定されたことなどから、市民の方や

団体に貸し出すことは考えておりませんが、当面の

使い方としては、一部の公用車駐車場として活用す

る予定でございます。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 まさにおっしゃるとおり、特に本

庁舎は平成27年の耐震診断で震度６強から７の地震

で倒壊の危険性が高いとされる0.3をはるかに下回

る0.078という箇所がありました。 

 既に耐震診断から８年がたち、引っ越し後はさら

に危険な状況ですから、貸出しはあり得ないと私も

お答えさせていただいております。 

 また、現駐車場は公用車駐車場として活用すると

いうことで確認させていただきました。 

 次に、引っ越し後に残った備品類の利活用につい

てお伺いいたします。 

 新庁舎のスペースや機能面から考えても、持って

いけずに残る備品類はかなりあるかと思われます。

まだまだ使えるものもあると思います。できるだけ

利活用すべきと考えますが、備品類の利活用はどの

ようにお考えでしょうか。 

○平賀貴幸議長 新庁舎開設準備室室長。 

○武田浩一新庁舎開設準備室長 新庁舎へ移転後の

備品類の利活用についてでございますけれども、市

の施設全体では、築年数が経過している施設も多

く、開設時などに購入した備品にも老朽化が進んで

いる状況にあると認識しているところでございま

す。 

 このため、旧庁舎で使用していた備品につきまし

ては、利用可能なものは市の施設全体で再利用を図

っていこうと考えているところでございます。その

後、公共的、公益的な立場の団体などや市民の皆様

の順に、再利用して有効に活用していただくことも

検討しているところでございます。 

 引き続き、備品類の利活用について検討してまい

ります。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 まずは市の施設、次に公共的、公

益的、そして最後には市民の皆様にも利活用をして

いただけるようにということで、ぜひそういった方

向性で検討を進めていただきたいと思います。 
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 また、この備品の整理も終わり、いよいよ解体と

いうことになるかと思います。解体にもかなりの予

算が必要です。現本庁舎と西庁舎の解体に関する試

算やスケジュールはいつ頃示すつもりなのか、お伺

いいたします。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 現本庁舎と西庁舎の解体費

やスケジュールにつきましては、現在進めている都

市機能誘導構想検討協議会で取りまとめられた内容

により、具体的な利活用が見えてきた時期に、解体

費や解体時期を示してまいります。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 なかなか具体的には示すのは今の

段階では難しいのかと思いますけれども、了解いた

しました。 

 現本庁舎の敷地面積は約5,570平米と、かなりの

広さがあります。解体後、ここに何を持ってくるか

は、今後の網走のまちづくりにおいて大変重要な問

題だと考えます。 

 築56年の市民会館、52年の消防本部、47年の総合

体育館は以前から建て替えの検討にはなっておりま

すが、市内には開発や税務署などの国の施設や総合

振興局や警察署などの道の施設も多数あり、築年数

がかなりたっていて、建て替えを検討しているもの

もあるかと思います。 

 本庁舎跡地に何を持ってくるのか。または、全く

違う使い方を考えていくのかで網走の未来は大きく

違ってくるのではないでしょうか。 

 さらに、まだ使用可能な施設、例えば保健センタ

ーなどはどのような使い方を考えていくのかという

ことも大切なポイントだと思います。 

 また、高規格道路も本年２月に第２回目の住民ア

ンケートが行われ、女満別空港から網走間の市街地

アクセスルートと、一部現道改良ルートの２案が示

され、いよいよ現実味が増してまいりました。どち

らになるのか、今年度中には結論が出るものと思わ

れますが、いずれにしても、終着点は網走市街地に

なっております。 

 この北海道横断自動車道が完成すると、黒松内町

を起点として、札幌、帯広、北見を経由して網走に

至るわけで、人の流れや物流も大きく変わるものと

期待が膨らみます。 

 こうしたことを加味した上で、網走のまちづくり

を検討するために、先ほどの答弁にもありました、

都市機能誘導構想検討事業が本年からスタートした

ものと考えます。この都市機能誘導構想検討事業の

進捗状況と今後のまちづくりに対する市のお考えを

お伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 都市機能誘導構想検討事業

の進捗状況についてでございますが、学識経験者や

主要団体の代表、一般公募などから構成される18名

の委員により都市機能誘導構想検討協議会におい

て、更新時期を迎える市の施設や、国、北海道の施

設が複数存在すること、北海道横断自動車道網走

線、女満別空港網走間の概略ルートが今年度中に示

される見込みであることなどを踏まえ、20年後の将

来のまちづくりとして、都市機能施設の在り方や、

どのエリアにゾーニングすべきかの議論をスタート

したところでございます。 

 第１回の協議会は７月３日に開催をいたしまし

た。協議会の目的や都市機能施設の現状を説明させ

ていただき、委員からは国や北海道の施設につい

て、他の市町村の施設と合併され網走市以外へ出て

いってしまわないように働きかけが必要という御意

見や、本庁舎跡地は市有地だから市単独施設で考え

るのでなく、国や北海道の施設など複数の機関が集

約され複合的に利用されるのがよいのではないか。

保健センターなど既存施設でまだ再利用できる施設

は有効活用されるべきだなど、御意見を頂いたとこ

ろでございます。 

 現在、第１回で頂いた意見などを踏まえ、10月初

旬を予定している第２回の協議会に向けて準備を進

めているところでございます。 

 その後、第３回の協議会で、施設の在り方や機能

別ゾーニング案を整理し、パブリックコメントを行

い、本年度末までに全体取りまとめを行う予定でご

ざいます。取りまとめられた将来都市像を想定した

まちづくりの方向性、各種機能のゾーニングの内容

は、更新時期を迎える国、北海道、市、それぞれの

施設建て替え計画に反映していただくために、市関

係機関との情報共有や国、北海道への要望など働き

かけを行ってまいります。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 協議会の委員の皆様からは大変貴

重な御意見を頂いていると思いました。 

 網走にとっては、開発や総合振興局など国や道の

施設があるおかげで一定の人口が保たれている面が

あるわけでして、網走以外に持っていかれてしまっ

たら非常に大きな損失になると考えております。 
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 聞くところによりますと、開発は一部築69年たっ

ている箇所もあり、税務署や警察署も60年近くたっ

ているというふうにお聞きしております。まさに、

建て替えを考えている時期なのではないかと思いま

すので、機を逸することなく、ぜひ積極的な働きか

けをお願いしたいと思っております。 

 また、もし複数の施設が、本庁舎跡地に集約でき

れば、利便性が格段に上がるだけでなく、集約後の

各施設の跡地利用も新しく展望が広がるかと思いま

す。さらにまた、高規格道路開通による網走市の魅

力向上を全面に打ち出した企業誘致等も可能になる

のではないかと考えます。ぜひ先々を見越した希望

あふれるまちづくりをお願いしたいと思っておりま

す。 

 次に、新庁舎関連ではありませんが、令和２年12

月の一般質問で、道立網走高等看護学院の校舎の利

活用として、網走の食材を生かし若者が夢を持って

地元に残り、他の地域からも呼び込むことができれ

ばと、栄養短大や調理師専門学校の誘致を提案させ

ていただきました。担当課からは、今後の学生の確

保は困難、非常にハードルが高いとの、私にとって

は大変残念な答弁でございました。 

 あれから３年がたとうとしておりますが、いまだ

に学院は空いたままになっております。この看護学

院の利活用もまちづくりには大事な要素になると思

います。2000年に新築された校舎はまだまだ立派で

十分使えると思いますが、どんな建物も使わなけれ

ばどんどん劣化が進みます。早く次の使い道が決ま

ることを願っております。道の持ち物なので、市が

自由にできないことは承知しておりますが、市とし

てはどのような考えを持っているのか、その後、道

とはどのような協議が行われているのか、今後の方

向性が見出されているのか、お伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 旧高等看護学院校舎につ

いてでありますが、昨年８月に北海道から市に対し

て、道が旧校舎を利活用した上でなお余剰部分が生

じる場合に、市での利活用について打診がございま

した。 

 当該施設は、平成11年建設の鉄筋コンクリート３

階建て、建物の総面積は2,551平米、敷地は6,230平

米でございます。 

 当市といたしましては、施設が比較的新しいこ

と、エレベーターがないこと、こうしたことを踏ま

えまして、１階部分であれば利活用が可能である旨

伝えております。 

 現在、北海道の利活用方針が決定していないた

め、具体的な議論には至っておりませんが、引き続

き、道との情報交換に努め、市といたしましても、

道の資産ではありますが有効に活用されるよう努め

てまいります。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 話は、着々とまではいかないかも

しれませんが、道との協議は進んでいて、さらに、

市としても利活用させていただけるという話も出て

いるということを確認させていただきました。 

 昨年の８月ということは、もう既に１年以上がた

っているわけですので、ぜひこういったところも、

話をこちらからまた積極的にも進めていただきなが

ら、一つ一つ明確にしながら、まちづくりを行って

いっていただきたいと思います。 

 それでは、最後の質問に移ります。 

 最後は、高校生まで医療費無償化をということで

質問させていただきます。 

 子供医療費の無償化につきましては、これまでも

何度も発言させていただきましたが、昨年８月から

中学３年生まで所得制限なしの完全無償化となり、

お子さんをお持ちの保護者の皆様はもちろん、お孫

さんが無償になる祖父母の皆様からも喜びの声をた

くさん頂き、私も大変うれしく思っております。 

 特に急激な物価高となり、何もかもが値上がりす

る中での無償化はより一層ありがたみが増したので

はないでしょうか。 

 無償化するに当たって、一番の懸念材料となって

いたのは、いわゆるコンビニ受診が増え、それによ

ってドクターへの負担が増大し、ただでさえ不足し

ている医師の確保がさらに難しくなるのではないか

ということだったかと思います。 

 無償化になってちょうど１年たったところです

が、このコンビニ受診は実際に増えているのでしょ

うか、状況をお伺いいたします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 中学生までの医療費完全

無償化後のコンビニ受診の状況についてであります

が、現在の医療費の無償化については、令和４年８

月より所得制限を撤廃をして中学生までの医療費を

無償化しているところであります。 

 子供医療助成の受診件数についてですが、令和３

年度が３万6,044件、令和４年度が４万2,111件とな

っており、6,067件、約16.8％増えております。 
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 細かな分析は行えておりませんが、増加の要因と

しましては、無償化対象者が拡大したことや新型コ

ロナウイルス感染症の影響による受診控えが一定程

度解消されたこと。加えて、令和４年度の冬場から

は、前年と比較して季節性インフルエンザの罹患が

増えたことなどが考えられます。 

 これらのことから無償化の拡大により、コンビニ

受診が急激に増えている状況にはないと考えており

ます。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 実際には受診の数は増えてはいる

けれども、要因等を考えると急激なものではないと

いうことで、今のところはちょっと安心をさせてい

ただきました。引き続き、そういった観点でも監視

していただければと思います。 

 またもう一つ、子供の医療費の無償化に当たって

ネックとなっていたのが、国庫負担金の減額措置か

と思います。国は限られた財源を公平に配分する観

点から、子供医療費を自治体が独自で無償化する

と、国民健康保険の国庫負担金から医療費の増加分

を減額するという、いわゆるペナルティーを課して

きたわけでございます。 

 しかし、少子化が加速する中、子供医療費に対す

る独自の負担軽減策を取る自治体が増えたことか

ら、本年この減額措置を廃止する方針が打ち出され

ました。 

 公明党といたしましても、長年子供医療費の無償

化を訴えながら、同時にこのペナルティー措置の軽

減も訴えてきただけに、私としては大変喜ばしいこ

とだと歓迎いたしましたが、市の評価をお伺いいた

します。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 市としていたしまして

も、長年北海道市長会を通じ、廃止を求めてきまし

たので、大変うれしく思っております。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 私と同じ感想ということで安心い

たしました。 

 今回の減額措置廃止に当たって、厚労省は自治体

のこども医療費助成の取組状況を見ると、新生児か

ら高校生までだと人口比で９割が対象になっている

として、高校生までを想定した減額措置を廃止する

としております。 

 全国的にも、こども医療費無償化を高校３年生ま

でに拡充している自治体が増えております。また、

市民の皆様からも、「高校生になると部活や受験対

策にお金がかかる」「大学に合格した後のお金もた

めなくてはならない」「中学生だけでなく高校生も

医療費を無料にしてほしい」とのお声を頂いており

ます。 

 当市といたしましては、昨年中学３年生まで完全

無償化したばかりではありますが、高校３年生まで

無償化拡充も視野に入れていくべきではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 高校生までの医療費無償

化拡充の見通しについてでありますが、本年６月に

策定された国のこども未来戦略方針では、医療費等

の負担軽減として、地方自治体で実施されているこ

ども医療費助成について、国民健康保険の国庫負担

の減額調整措置を廃止するとの方針が示されており

ます。具体的には、議員御指摘のとおり、高校生ま

でを想定した措置の廃止と承知をしております。 

 これまでも全国、全道的に高校生までの医療費無

償化を実施する自治体は増加傾向でしたが、この措

置によりまして、さらに多くの自治体において、実

施されることも予想されます。 

 医療費の無償化は、子育て世帯全体に対する経済

的負担軽減に有効な施策であると考えておりますの

で、ほかの自治体の例を参考として、高校生までの

医療費無償化を検討してまいりたいと思います。 

○平賀貴幸議長 永本議員。 

○永本浩子議員 ぜひお願いしたいと思います。 

 先日行われました北見市長選でも、この医療費の

無償化が一つの争点になっておりました。公約実現

のためにも、そう遠くない時期に北見市も18歳まで

の無償化が実現されるものと思われます。網走市も

ぜひ近い将来に実現していただき、子供を産み育て

やすいまち網走をつくっていただけますよう、お願

いいたします。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございます。 

○平賀貴幸議長 一般質問の途中ですが、ここで暫

時休憩いたします。 

 再開は午後４時25分といたします。 

午後４時16分休憩 

午後４時25分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 一般質問を続行いたします。 



- 69 -  

 村椿敏章議員。 

 村椿委員。 

○村椿敏章議員 日本共産党議員団の村椿敏章で

す。 

 通告に従い質問いたします。 

 まず一つ目ですが、国保料についてです。国保の

現状について伺いたいと思います。 

 日本の公的医療制度では、公務員、それから会社

員とその扶養家族は協会けんぽ、組合健保、共済組

合などの被用者健康保険、いわゆる健保に加入し医

療を受けます。 

 また、75歳以上の高齢者と65歳から74歳の障がい

者は後期高齢者医療制度に加入させられます。 

 国保は、これらの制度に入らない全ての国民のた

めの医療制度です。 

 現役世代に健保に入っていた人も、年金生活者に

なると多くは国保に加入します。国保は誰もが一度

はお世話になる医療保険であり、国民皆保険を土台

から支える制度と言えます。 

 現時点では、被保険者は全国で2,600万人になり

ます。国保の保険料は市町村ごとに決められ、世帯

単位で徴収されます。この保険料が高すぎて払えな

いことが全国各地で問題になっています。 

 そこでお聞きしますが、網走市が保険料を示す資

料では、夫婦と子供２人の４人世帯では41万6,400

円となるとしております。同じ世帯が中小企業の労

働者が加入する協会けんぽの場合、幾らになるのか

伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 協会けんぽに加入してい

る場合の保険料の比較ですが、他保険者の保険料の

計算方法につきましては市では把握はしておりませ

ん。 

 協会けんぽをはじめとする、いわゆる雇用されて

いる人が加入する被用者保険と国保については、保

険料の算出方法をはじめ、事業主負担や各種手当金

などの給付の有無など、制度的に異なりますので、

一概に比較することは難しいものと考えます。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 算出方法とか違うということで把

握していないということですが、私が他の自治体の

状況を調べると、札幌市は20万780円、大阪市が20

万4,400円、福岡市は20万4,200円と、協会けんぽの

保険料は労使折半となっていて、本人負担は約20万

円ですから、国保の高さは明瞭です。 

 網走市でも同じようになると思いますが、同じ年

収、家族構成で、倍の保険料になるのは、制度の格

差、不公平と言えると思います。 

 この高すぎる保険料を払えない滞納は、2021年６

月時点では全国で208万世帯、全加入世帯の12％に

上ります。法定の軽減制度がある中で、この事態は

深刻です。そこでお聞きします。 

 網走の滞納世帯数の状況はどうなっているのか。

その推移はどうなっているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 滞納世帯の状況及び推移

ですが、令和２年度406世帯、割合は7.2％、令和３

年度339世帯、割合は6.2％、令和４年度323世帯、

割合は6.0％と、世帯数、割合とも減少している状

況となっています。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 令和４年度が320世帯と、年々減

少になっているということですが、所得が増えたと

か、また、なぜこう減ってきているのか、その理由

がありますか、伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 滞納世帯数の減の理由で

すけれども、納付相談の際には細やかな対応を行

い、年度内完納を基本とした納付折衝や、未納者に

対しては電話及び文書等による積極的な督励を行

い、新規滞納者の増加を抑制するなどの取組の成果

として考えております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 納税の取組を強化しているという

ことですね。理解しました。 

 網走でも、それでも要は340世帯の方が滞納をせ

ざるを得ない状況であります。また、滞納に至らな

くても大変苦労されていて納付している状況だと思

います。 

 国保には滞納世帯から正規の保険証を取り上げ、

３か月などの期限を区切った短期保険証や医療機関

の窓口で医療費を全額支払わせる資格証明書に置き

換えるペナルティーがあります。21年６月時点で

は、短期保険証は全国で47万7,000世帯、資格証明

書は９万9,000世帯となっています。 

 そうした中、無保険になった人が受診遅れのため

に死亡した事例が、全日本民医連に加盟する医療機

関だけでも１年間に45人に上る深刻な事態になって

います。 

 網走市の短期保険証、それから資格保険証の件数
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は何件あるのか。またその推移はどうなっているの

か、伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 短期保険証及び資格証明

書の件数ですが、令和２年度では短期保険証が237

世帯、資格証明書が28世帯、令和３年度では短期保

険証が223世帯、資格証明書が17世帯、令和４年度

では短期保険証が187世帯、資格証明書が16世帯と

なっております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 令和４年度が187世帯とかなり減

っていると思いますが、その減った理由というのは

何なのか、伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 短期証が減った理由であ

りますけれども、短期証につきましては滞納者との

接触が図られ、納入相談につながったことにより減

ったというふうに考えております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 ここもやっぱり納税の相談で減っ

ているということですね。理解しました。 

 こうした短期保険証、資格証明書が発行されるな

どに至るこうした問題がなぜ起きるのか。この国保

料の高騰を招いた大きな要因は、国の予算削減と加

入者の貧困化、高齢化、重症化だと考えます。 

 国保制度がスタートした1961年ですが、その当時

は保険料を低く抑える必要があるという考えがあり

ました。そして相当額を国庫が負担する必要がある

として、総医療費の45％を国が負担していました。

しかし、自民党政権は、1984年に法律を変えて総医

療費の38.5％に国庫負担を削減しました。 

 そしてその一方で、国保加入者の状況が大きく変

化しました。1960年代、国保加入世帯の構成は、農

林水産業が４割を超え、二、三割が自営業で７割を

占めておりました。しかし、2020年度は年金生活者

など無職が43.5％、非正規労働者などの被用者が

33.2％で、合わせて８割弱となっています。 

 網走市の国保加入世帯の構成の状況がどう変化し

ているのか、伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 議員御案内の数値は、国

で実施している国民健康保険実態調査の令和２年度

の全国の数値と思いますが、この調査は、当市では

国保加入の約5,000世帯のうち100世帯を抽出して回

答する方法であり、全世帯の業種を集計したもので

はないため、実際の数値とは異なる可能性はありま

すが、当市が回答した数値は農林水産業が100世帯

のうち７件、その他自営業が11件、被用者が43件、

無職などが37件となっております。 

 なお、国保では業務を行う上で、業種による制度

や給付の内容に違いがないため、全世帯の業種の集

計はしておりません。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 やはり網走の状況も農林世帯が７

世帯、また自営業者が11世帯とかなり減っている状

況だと思います。 

 そして、こうした中で加入世帯の平均所得、これ

も全国の調査ですが、1990年度は240万5,000円でし

た。2020年度は136万円となっています。網走の場

合はどう変化しているのか、伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 平均所得の変化ですが、

国保では所得から基礎控除を差し引いた基準総所得

金額を使用していますことから、基準総所得金額の

変化でお答えをさせていただきます。 

 基準総所得金額は1990年度、令和２年度219万460

円、2020年度、令和２年度では182万5,263円となっ

ています。 

 すみません、1990年度、平成２年度290万460円、

2020年度、令和２年度182万5,263円となっていま

す。また、令和３年度は195万3,350円、令和４年度

248万7,935円となっており、現在は上昇している状

況にあります。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 現在は上昇しているというのは、

やはり農業関係者や漁業関係者の方の収入が上がっ

ているという部分もあるのかなと思いますが、平成

の290万円のところから182万円まで落ちてきている

というところでいくと、やはり加入者の平均所得と

いうのは下がってきているのではないかと思いま

す。 

 加入者の多数が年金生活の高齢者となることで、

また医療給付費は高齢者となることで年々増加して

います。現役世代でも、会社員として健保に加入し

ていた人が病気で辞めざるを得なくなったときに加

入するのが国保であることなどもあり、神経系の疾

患や精神及び高度の障がいで受診する人の割合は、

国保は健保の数倍となっています。 

 網走の医療給付費の推移は１人当たりでどうなっ

ているのか伺います。 
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○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 先ほど答弁しました基準

総所得金額の1990年度、平成２年度の金額ですけれ

ども219万460円でありますので、訂正をいたしま

す。 

 医療給付費の推移でありますけれども、平成31年

度で１人当たり37万6,109円、令和２年度34万9,598

円、令和３年度36万1,837円、令和４年度36万4,367

円となっており、令和２年度では新型コロナウイル

ス感染症による受診控えの影響で下がっております

が、その後は徐々に戻りつつあります。 

 医療費の上昇は、被保険者の高齢化や高額な新薬

などの医療技術の進歩など、様々な要因があると考

えております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 やはり高齢化、それから技術進歩

ということで、医療費は上がっているということで

す。 

 私たち日本共産党は、1980年代以来、高すぎる国

保料が住民の暮らしを圧迫し多くの滞納者を生み出

していること、それから保険証の取上げや差押えな

ど悲惨な実態を引き起こしていることを国政地方政

治の大問題として追求してきました。そして、民商

などをはじめとする業者団体、医療社会保障の関係

団体、貧困打開を目指す市民運動などと共同しなが

ら、高すぎる保険料の引下げと無慈悲な保険証の取

上げや非道な差押えの中止を求める論戦と運動に取

り組んできました。 

 自公政権の構造改革によって格差と貧困が社会問

題化した2000年代後半には、保険証の取上げが国民

の強い批判を浴び、政府厚労省も従来のやり方を軌

道修正する通達事務連絡を出さざるを得なくなった

ということです。 

 そこで、次に国保の課題についてですが、今年度

の国保料金は所得割の率が0.25％上昇し、１人当た

り9,500円、１世帯当たり１万2,000円の上昇となる

という答弁が先日の文教民生委員会でありました。 

 私は、今でも国保料が高いことから基金を使うべ

きではと文教民生委員会で発言しましたが、市は北

海道の示す標準率は12％だとし、今回10.2％にした

ことが、この後12％にしていくために、急激に上げ

ることのないように少しずつ上げていくという方針

を示しました。今回の上昇により被保険者の負担は

さらに増すばかりです。 

 このままで行くと、未納者が増え国民健康保険制

度の継続が危ぶまれることになるのではと考えます

が、今後の国保の課題について市の認識を伺いま

す。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 今後の国保の課題につい

てでありますが、さきの答弁で申し上げたとおり、

当市の未納者については近年減少傾向にあり、議員

のおっしゃっている未納者の増加を要因とは考えて

おりませんが、制度継続に対する課題は感じている

ところです。 

 今後、人口減少、他保険制度の加入資格拡大によ

り、被保険者数は減少してまいりますが、反対に１

人当たりの医療費は上昇傾向にあることから、市町

村などの小さい単位では、制度の維持に限界があ

り、その課題を解決するため、平成30年度から北海

道全体で都道府県化を実施しているところでありま

す。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 2014年に国保の都道府県化に向け

て、国と地方の代表が国保の制度改革を議論する

場、ここでは全国知事会、全国市長会、全国町村会

などの地方団体から、加入者の所得の低い国保が他

の医療保険より保険料が高く、負担が限界になって

いるのは国保の構造問題であるとし、国保を持続可

能とするには、被用者保険との格差、健保との格差

を縮小するような抜本的な財政基盤の強化が必要と

いう主張が出されました。 

 全国知事会はその議論の中で、国保料を協会けん

ぽ並みに引き下げるため１兆円の公費負担を行うよ

う、政府与党に要望しました。網走市も同じ考えだ

と思いますが、見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 国への要請事項について

でありますが、当市としても、被保険者の高齢化に

伴う医療費の増加や所得の減少などは国保の構造的

な問題と捉えており、財政は引き続き厳しい状況で

あることから、他制度との負担の公平を図り、また

さらなる財政基盤の強化を図るための財政支援を引

き続き全国市長会を通じて要望してまいります。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 私たちと、そこは同じ考えだとい

うことだと思います。引き続き、要望していただき

たいと思います。 

 そこで、持続可能な保険事業にしていくために

は、被保険者の負担を下げることが必要だと思いま
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す。先ほどの答弁では、未納者の世帯数、率、未納

額の世帯数、率などになっているとのことですが、

そのうち子育て世帯の世帯数、率はどのようになっ

ているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 子育て世帯の未納世帯数

についてでありますが、令和３年度で54世帯、割合

で15.9％となっております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 子育て世帯が54世帯で、滞納者の

15.9％になるということですが、令和３年度の未納

者339世帯、これは全世帯数5,492世帯の6.2％であ

ります。子育て世帯は、今度滞納者の15％になって

いる。そして54世帯もあるということは、子育て世

帯への負担が重いと考えていいと思います。 

 国保料は所得に保険料率を掛ける所得割、そして

世帯員に掛ける均等割、各世帯に掛ける平等割を合

算しています。その均等割が重くのしかかっている

と思います。子育て世帯の負担を減らすべきと考え

ますが、市の認識を伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 子育て世帯の負担軽減に

ついてでありますが、国保としては令和４年度から

未就学児の均等割の半額を開始をしております。 

 また、医療費の負担軽減としては、中学生以下の

医療費の無償化を行っており、それ以外にも給食費

の無償化など、子育て世帯への支援として市全体で

様々な施策を行っているところであります。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 子育て世帯への支援が様々されて

いるということはわかります。それでも滞納者がい

て、そして子育て世帯に負担がやはりかかっている

と、私たちは受け止めているところです。 

 今年６月７日に全国市長会が決定した国民健康保

険制度などに関する重点提言には、４番目に、子供

に係る均等割保険料を軽減する支援制度について

は、必要な財源を確保し、対象年齢や軽減割合を拡

大するなど、制度を拡充することとしています。 

 市長、全国市長会の重点提言を実現するときでは

ないでしょうか、見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 全国市長会の重点提言の

見解についてでありますが、市としては、子供の均

等割の減免につきましては、国が制度として整備す

べきもので、市単独で実施するべきではないと考え

ておりますので、これまでも市長会を通じて国に要

請をしているところです。 

 また、国も対象範囲の拡大については、財源等の

課題があると認識しており、地方団体の皆様と引き

続き協議を行いたいとしていることから、今後も引

き続き子供の均等割軽減の対象範囲拡大につきまし

ては、市長会や北海道国民健康保険団体連合会を通

じて国に働きかけてまいります。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今の答弁では、今までどおり、国

に対して要請を出していくと、引き続き要請してい

くということでありますね。 

 そこで、私たちが提案していきたいなと思ってい

るのは、国保法77条、ここでは被保険者に被災、病

気、事業の休止など特別の事情がある場合に、市町

村が条例を定めて国保料を減免できることを規定し

ています。何を特別な事情とみなすかは政令省令の

定めはなくて、自治体の首長の裁量に委ねられてい

ます。 

 条例減免を行うための自治体の公費投入は、政府

の区分では、決算補塡など目的以外の法定繰入れと

扱われます。すなわち、国保運営方針でいう削減・

解消するべき赤字とはみなされません。保険者努力

支援制度の減点の理由にもならないことになりま

す。 

 18歳までは無料にすると条例で定めることができ

ると考えますが、市の考えを伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 均等割の18歳までの無料

化についてでありますが、国保法で定める減免基準

は、議員がおっしゃるとおり、被災、病気、事業の

休止などであり、市としては子供の有無がこれらと

並ぶ特別な事情に該当すると判断は難しいと考えて

おります。 

 しかし、国が示しております未就学児の均等割保

険料の軽減措置に関わる考え方では、国民健康保険

では全ての世帯員が等しく保険給付を受ける権利が

あるため、原則として均等割保険料として世帯の人

数に応じた応分の保険料の御負担をいただく必要が

あるとしており、市としても基本的な考え方は国と

同様であります。 

 また、市独自の対象年齢や軽減割合を拡大するこ

とは国保料に影響があると考えますことから、国が

制度を改正して必要な額を補塡していただくことが

必要と考えております。このことから、市長会等を
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通じて国に働きかけをしてまいります。 

 なお、保険者努力支援制度の減点対象とはなりま

せんが、令和９年度から減免制度も道内で統一され

る予定であり、オール北海道で取り組んでいる観点

でも、網走市単独での減免制度は望ましくないと考

えているところです。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 まず、子供がいるということを特

別な事情として扱わないという考えがあるというこ

とですね。ただそういう部分で、適切ではないとい

うところで言っておりますが、それは厚労省の考え

にすぎません。自治体にそれを押しつける法的な根

拠はないわけです。条例減免の対象を決める裁量は

自治体の首長にあり、国は介入することができませ

ん。ぜひ検討していただきたいと思います。 

 国保を利用する世帯に子供は何人いるのか、伺い

ます。もし、18歳まで均等割をゼロにした場合、一

体幾らの予算が必要なのか伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 18歳まで均等割を無料化

した場合についてでありますが、18歳までの子供の

数は約780名となっており、予算額は2,497万5,000

円となります。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 約2,500万円あれば、この均等割

をなくすことができるというふうに認識します。 

 先ほど都道府県化のほうで道と合わせていかなけ

ればならないというようなことですが、やはり前回

の文教民生委員会で言っていた、令和12年度までに

率を12％していくという考えがあります。これによ

って、大幅な国保料の値上げは必至となります。住

民の生活、そして命を守るという自治権を奪うこと

になってしまうのかと思います。これは都道府県化

の弊害です。 

 国保料金軽減のため、引き続き、子供均等割の減

免を求めて、私たちは行くことを表明してこの質問

は終わります。 

 次の質問に行きます。２項目めは交通安全につい

てです。 

 交通事故の現状について伺います。 

 ５年ほど前に、錦町の市道を横断中のお年寄りが

交通事故により死亡する事故がありました。スピー

ドの出しやすい道路で、夕方だったことなどが重な

ったものと思われますが、現在このような交通事故

は起きていないのか伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 市内での死亡事故につい

てでありますが、平成29年９月14日に錦町で道路横

断中の高齢女性が自動車にはねられ亡くなる死亡事

故以降は、令和４年９月28日に能取の国道で乗用車

が路線バスと衝突により、乗用車に乗っていた大学

生が亡くなる死亡事故が発生しております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 了解しました。 

 この交通事故があった横断歩道のところですが、

私は町内会の要望を受けて、2019年の６月議会で横

断歩道に信号機を設置するよう求めたところです。

そのときは、公安委員会の所管ということでした。

その後、横断歩道の改善はされたのか、伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 信号機の設置につきまし

ては所管が公安委員会になりますが、当該箇所につ

きましては、地域の要望を受け、網走警察署を通じ

公安委員会に対し押しボタン式信号機の設置を要望

しておりますが、設置には至っておりません。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 それは交通量が少ないからとか、

何かそれが進まない理由というのはあるのでしょう

か。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 警察からは特にその辺の

理由については何も聞いておりません。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。特に理由がない

と。理由というか、説明がないということですね。 

 そこで、信号機のない横断歩道についてお聞きし

ますが、信号機のない横断歩道は網走市内に何か所

あるのか。ここで、歩行者優先が守られているの

か、調査をしたことはありますか、伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 市内の信号機のない横断

歩道につきましては、67か所あることを確認してお

ります。 

 地域要望において、歩行者の交通事故リスクが高

いとの指摘を受けた箇所について、通行する車両数

や歩行者数の調査は行っておりますが、信号機のな

い横断歩道において、歩行者優先が守られているか

どうかということの調査はしておりません。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 信号機のない横断歩道で止まる車
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の調査はしていないということですね。 

 そこで、ＪＡＦの毎年の調査の結果ですが、ＪＡ

Ｆでは信号機のない横断歩道で止まる車の調査をし

ています。これは全国的に行ったものですが、この

ことについて、網走市としてどのように考えるのか

伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 ＪＡＦの調査によると、

信号機のない横断歩道における車の一時停止率は平

成30年、2018年の調査では全国平均で8.6％、北海

道で4.2％、都道府県順位は36位。令和４年、2022

年の調査では全国平均で39.8％、北海道で25.2％、

都道府県順位43位となっており、北海道での一時停

止率は年々上がっているものの全国平均を大きく下

回っているというふうに認識しております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今お答えあったところで、年々上

がってきているということはあると思います。しか

し、北海道の順位は43位と非常に低い状況です。 

 上がってきているという理由としては、やはり道

路交通法第38条の歩行者を優先しなければならない

という法律、これを各地の自治体が周知をしたこと

によると考えます。網走市も周知するべきと考えま

すが、そこについて伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 交通安全の啓発では、運

転者、歩行者の双方の道路交通法に定める違反をし

ない意識と安全意識の向上を図っており、特に年６

期60日間の交通安全運動期間では、重点的な取組を

警察をはじめ交通安全関係団体により実施をしてき

ているところです。 

 今後も交通安全の啓発運動期間に、信号機がない

横断歩道での歩行者優先ルールの周知について実施

していきたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 ぜひこの点についても、しっか

り、歩行者それから運転手に周知していっていただ

きたいと思います。 

 そして、この止まるかどうかというのはマナーの

問題ではありません。道路交通法の38条に書かれて

いることで交通違反になります。警察が取り締まろ

うとすればできることであります。 

 市はこれまで警察にこの取締りをするよう求めた

ことはありますか。求めたのであれば、その結果、

取締りは何回行われたのか伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 平成29年の死亡事故以

降、信号機設置の地域要望が毎年あり、警察に対し

ては信号機の設置と併せ、設置までの間の取締り等

の対応を要請しているところです。 

 警察署からは取締り回数の回答はありませんでし

たが、該当箇所を含め、パトロールや交通違反の取

締まりを強化したとの回答を頂いております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 やっぱりこういう部分についての

取締りが何回行われているというのは、把握されて

いないということがわかりました。 

 そして、やはり止まれるかどうかというところで

提案したいことがあります。 

 私も横断歩道のあるところで人がちょうど渡ろう

としているときに、つい見逃してしまうようなとき

があるのですけれども、そうならないようにするた

めに、ぜひこういうことがあるということを提案し

たいと思います。 

 電光掲示板、またはＬＥＤライトが光ってドライ

バーに知らせる、そういうものがあります。 

 愛知県の豊田市では３年前、同市の下林町に県内

で初めて「ぴかっとわたるくん」というのを導入し

ています。以降、市街地や通学路といった場所に設

置して、現在９か所で稼働しているということで

す。これまではＬＥＤライトのみで歩行者の存在を

認知させてきたものでしたが、市民から何の光かわ

からないという声が多く寄せられたことから、電光

掲示板のついたタイプを採用しているということで

す。運転者も安全に止まれるようにするためにも、

この電光掲示板を設置することが望ましいと考えま

すが、見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 錦町の信号機のない横断

歩道につきましては、押しボタン式の信号機の設置

を地域から要望されておりますので、継続した要望

を網走市警察署を通じて公安委員会にしていくこと

としております。 

 また、御案内の信号機のない横断歩道への電光表

示板については、効果があるという報道情報がある

一方、道内での設置情報が聞かれないことなどか

ら、今後情報の収集に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、信号機のない横断歩道で歩行者が安全に横

断できるよう、車両の一時停止率が上がるよう、引



- 75 -  

き続き、警察、交通安全関係団体と取組を進めると

ともに、網走警察署へパトロールや違反取締りの強

化を要請してまいります。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 引き続き、状況を確認していきた

いということなのでしょうけれども、私、今年北海

道議会のほうに行って、道庁交渉というものをして

きました。 

 そのときに北海道公安委員会に、この電光掲示板

を自治体が設置する場合、警察との協議、こういう

ものは必要なのかという質問をしましたところ、公

安委員会は、自治体とまた道路管理者が設置につい

ては了解していればこれは設置できるという回答で

ありました。ですから、ここについては網走市の市

道ですから、市がこれを設置すると決めればできる

ことだと思います。ぜひ検討していただくよう求め

て、この件を終わります。 

 次に、除雪事業について伺います。 

 公園用地の活用についてです。 

 先ほども、永本議員から質問などありましたが、

私もちょっと重複しますがよろしくお願いします。 

 網走市は公園を活用する考えを示したところで

す。多くの市民から要望があったからと思います

が、市は市民が冬を快適に暮らすために必要だと判

断したのだと受け止めたいと思っております。 

 今までは公園に雪を置かないという方針、これを

変えた理由は何か伺います。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 これまで公園敷地内への雪

入れは、遊具やフェンスなどが破損するおそれなど

があることから禁止しておりましたが、雪置場に苦

慮されている市民の声が多数寄せられていること、

また、公園再編により遊具を設置しない公園などが

計画されたことから、一定のルールを設け公園を雪

置場として活用していきたいと考えたところでござ

います。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 この方針は、市有地、そして個人

の空き地も含まれるということでしょうか。 

 町内会で利用したい要望があれば、市は積極的に

受け入れると考えていいのか伺います。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 公園以外に網走市の市有

地、個人の空き地の活用も検討していきたいと考え

ております。 

 市の市有地につきましては、売却用地以外の土地

を想定をしているところでございます。 

 個人の空き地につきましては、雪置場として提供

いただける土地を広報などにより公募することや、

町内会で利用したい土地があれば、その土地所有者

と調整し雪置場の活用につなげていきたいと考えて

おります。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 個人の空き地については公募など

も考えているということで、広く市民に知らせてい

きたいという部分はあると思いますが、それをもう

少し具体的に、どういうやり方でやろうとしている

のか、またいつから始めようとしているのか伺いま

す。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 市の市有地の雪置場につい

ての使い方でございますけれども、公園それから個

人の空き地と併せて、現在町内会連合会と雪置場の

活用ルールを協議をしておりますので、どのような

手続等が必要か検討を進めてまいります。 

 今シーズンにつきましては、モデル地区を設け

て、様々な課題を整理しながらルールづくりを行っ

ていきたいと考えているところでございます。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 もう既に町内会連合会と進めてき

ていると。今年の除雪から、そこをモデル地区とし

て選んでいきたいということだと理解しました。 

 とにかく冬の除雪問題、雪置場があるかどうかが

大きな違いとなると思います。ぜひ推進していただ

きたいと思います。 

 また、今回モデル地区ということですが、それだ

けにとどまらず、町内会の要望などを聞いて推進し

ていただきたいと思います。 

 前回、私が市の除雪で間口除雪の実現を求めたと

きに、空き地の利用をぜひしてくださいと、そうい

うやっている、実現している例、先ほど永本議員も

言っていました紋別市などは、そういうふうな例を

挙げさせてもらったのですが、その一歩となるよう

に取り組んでいただけたらと思います。 

 次に、高齢者除雪について伺います。 

 網走市は高齢者の除雪事業を行っていますが、こ

の間の利用者の推移を示してください。事業内容ご

とにお願いします。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 高齢者等除雪サービスの
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利用者の推移についてでありますが、登録世帯数は

令和２年度は民間事業者実施分が130世帯、シルバ

ー人材センター実施分が112世帯、町内会実施分が

54世帯の計296世帯、令和３年度は民間事業者149世

帯、シルバー人材センター104世帯、町内会72世帯

の計325世帯、令和４年度は民間事業者165世帯、シ

ルバー人材センター105世帯、町内会79世帯の計349

世帯と年々増加している状況でございます。 

 一方、実利用世帯につきましては、令和２年度は

民間事業者実施分が91世帯、シルバー人材センター

実施分が91世帯、町内会実施分が54世帯の計236世

帯、令和３年度は民間事業者117世帯、シルバー人

材センター90世帯、町内会68世帯の計275世帯、令

和４年度は民間事業者107世帯、シルバー人材セン

ター83世帯、町内会73世帯の計263世帯となってお

ります。 

 令和３年度の実利用世帯が多いのは、ほかの年度

と比較して降雪が多い年であったことが要因であ

り、この実利用世帯はその年の降雪状況によって変

動しております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 年々増加傾向にはあるということ

ですが、どちらかというと、まだ横ばいの感じなの

かなというような気がします。 

 ところで、町内会の町内会除雪、この実施団体数

は増えているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 町内会除雪の受託団体に

ついてでありますが、令和２年度が16団体、令和３

年度が17団体、令和４年度も同数の17団体となって

おります。 

 令和３年度から令和４年度の比較では、新たに受

託した団体が２団体ありましたが、対象高齢者がい

なくなったことを理由に受託を取りやめた団体が２

団体あり、結果として増減がなかったものです。 

 利用者がいなくなるという事情を除けば、実施団

体は増えていると認識をしております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 やはり少し増えていると、実施団

体は増えているということですが、それにしても17

団体というのは少なすぎるのだなと認識します。 

 これについてはこの町内会除雪の周知の仕方がや

はり問題があるのではないか。また、この制度自体

が使いづらいものなのではないかと感じています

が、そこについてどう認識しているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 制度への認識についてで

ございますが、現在、町内会除雪を受託していない

地域においても、地域の助け合いとして御近所の高

齢者宅などの除雪を行っているという実態があると

いうことは承知をしております。 

 こうした中で、町内会除雪を受託すると、これま

で自らの都合に合わせて協力をしていた高齢者宅の

除雪が義務的になってしまうという、心理的な負担

感もあるとの意見は聞いております。 

 こうしたことから、制度の周知に当たっては、委

託料の説明に併せて、町内会において除雪作業を分

担していただくことや、除雪方法は町内会に任せる

などの面についても説明を実施しているところでご

ざいます。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 そうですね。やはり私も町内会に

いたときにはやらなければならないという、そうい

う切迫感があって、それではできないという、ほか

にも様々ありますが、一つ一つそうやって町内会の

不安を解消していってもらえたらなと思います。 

 ただやはり高齢化が進んでいるわけです。もっと

もっと高齢者の負担が増えるわけですよね。 

 今年のまちづくり懇談会でも説明したということ

ですが、さらに利用しづらい部分がないのか、制度

を見直す必要がないのかというところで、町内会に

入って説明などをしていく必要もあるのかと思いま

すが、市の見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 この事業の実施につきま

しては、町内会委託の募集も含めて、広報あばしり

における周知のほか、町内会連合会役員会での事業

説明、単位町内会への受託募集案内を送っていると

ころであります。 

 また、生活支援体制整備事業における各地区での

協議の場など様々な場面において、周知、説明を実

施をしているところでございます。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 私、この高齢者除雪の受付につい

ては、または広報への周知というところでは、11月

号に、また11月頃に受付するということなのです

が、その頃にやったほうがいいのか、それとももう

少し早めに相談を受けていくとか、そういうことも

必要なのかなと思うのですが、どうでしょうか。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 
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○結城慎二健康福祉部長 議員御指摘のとおり、や

はり早い段階から動くということは重要だと思いま

す。そういうこともございまして、今回暑いさなか

に行われているまちづくりふれあい懇談会の中でも

説明をさせていただいているということでございま

す。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 説明は夏にしていただいたという

ことですが、受付も資料の送付とかそういうのもぜ

ひ早めていただけたらと思います。 

 市の除雪が入らない細い道路、そういう道路があ

ります。そこについても、高齢者が住んでいれば、

町内会除雪はできると考えますが、市の見解を伺い

ます 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 市の除雪が入らない道路

に対する町内会除雪の取扱いでございますが、高齢

者等除雪サービスにつきましては、外出のための通

路確保や災害時における避難路の確保を目的として

いるものであり、玄関から歩道まで、または道路ま

での敷地内を範囲としているところでございます。 

 除雪が入らない私道の除雪対応につきましては、

原則として当該土地の所有者の責任になると考えて

おります。 

 ただし、何らかの事情により当該土地所有者の協

力が得られず、かつ玄関からの除雪の延長として通

路確保の必要があると判断できる場合、土地の所有

者の同意があり、町内会など除雪の実施側において

対応可能な場合は、個別事案ごとに現地の確認の

上、高齢者等除雪サービスとして取扱いができるか

を判断させていただきたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 個別の事案などとして相談を受け

るということですが、ぜひここについても高齢者除

雪ができるようにしていただきたいと思います。 

 やはり高齢者の負担を少しでも減らしていくため

に、私も様々これから相談させていただきたいと思

いますし、一緒に取り組んでいきたいと思います。 

 また、今回除雪事業はオペレーター不足、それか

ら高齢化と危機的な状況であるということは、私た

ちも、それから市も認識していると思いますが、や

はりこの町内会除雪の利用拡大、それからオペレー

ター確保にも、これを利用拡大をつなげていければ

いいのかなと、そういう可能性もあると思います。 

 そういうことを私の考えとして、次の質問に移っ

ていきたいと思います。 

 最後の項目です。熱中症対策についてでありま

す。 

 さきに４人の議員の方から質問がありましたが重

複する部分もあると思いますが、御容赦願いたいと

思います。 

 今年、グテーレス事務総長が「地球は沸騰してい

る」と発言したように、地球の温暖化が急激に進ん

でいます。北海道は涼しい夏と言われますが、30度

を超える日、高い湿度の日が今年は本当に例年にな

く多い年となり、網走でも８月には４回の熱中症警

戒アラートが発令しました。 

 今年、網走市はこれについてどのように対応した

のか伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部参事監。 

〔「休憩をお願いします」と呼ぶものあり〕 

 暫時休憩いたします。 

午後５時20分休憩 

午後５時22分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 村椿議員の質問に対する答弁から。 

 健康福祉部参事監。 

○永森浩子健康福祉部参事監 先ほど澤谷議員のと

ころでも答弁させていただきましたが、本年の熱中

症警戒アラートの発表の際には、市のホームページ

やお知らせメール、ＬＩＮＥなどにより、アラート

発表及び熱中症予防の周知を行うとともに、市内の

コミュニティセンター及び住民センターを活用し

て、クーリングシェルターを開設いたしました。 

 これに併せて広報車による市内巡回や、ＦＭあば

しりに協力を要請しラジオ放送による熱中症の注意

喚起やシェルター開設の広報活動を行っておりま

す。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 広報車も使って広く周知していた

だいて、本当によかったと思います。ぜひこれから

もそういう体制をつくっていただきたいと思いま

す。 

 また７月末から、私が調べたところでは８月初旬

までの２週間で、熱中症の疑いで救急車出動は10人

となっていました。先ほどの答弁では８月までには

20人ということで、やはり多い状態だったのだなと

思います。 

 熱中症は、高温多湿な環境に長時間いることで、



- 78 -  

人間の体の体温調節がうまく働かなくなって、体内

に熱が籠もった状態を指しています。気温の高い日

や熱中症警戒アラートが出ている日などは特に熱中

症予防が大切です。小まめな水分、そして塩分の補

給、扇風機やエアコンの利用などの熱中症の予防を

しなければなりません。 

 熱中症についての市の見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 熱中症に対する市の認

識、見解でございますけれども、熱中症は暑さによ

って生じる熱失神、熱けいれん、熱疲労、熱射病な

どの総称で、その症状にはめまい、脱力感、倦怠感

やけいれん、意識障害などがありますが、議員御指

摘のとおり、水分や塩分の補給や行動、服装の工

夫、温度管理などの適切な対処によって防ぐことも

できるものであると認識をしております。 

 予防のためには、対処策などに関し正しい知識を

持つことが重要ですが、市としてはその内容等につ

きまして、チラシやホームページなどにより市民周

知を図ってまいりました。 

 一方、国は環境省と気象庁が熱中症予防策に資す

る効果的な情報発信として、令和３年４月からは全

国を対象に熱中症警戒アラートの運用を開始しまし

た。この運用以降、網走地方では熱中症警戒アラー

トが発表されたことはなく、本年が初めての発表と

なりました。発表を受けての市の取組は先ほど答弁

したとおりでございますが、その内容を受け、次年

度以降の取組を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 チラシなどを使って周知を図ると

いうことです。非常にいいと思います。 

 やはり熱中症でけいれん、意識障害とかそういう

ことで、最後には命を落とすということになりかね

ませんので、しっかり周知をしていただきたいと思

います。 

 次に学校での対策について伺います。 

 伊達市では小学２年生の女子児童が熱中症で病院

に運ばれ亡くなるという、学校現場にあってはなら

ない事故が起きています。 

 そこで、網走市の夏の学校の状況について伺いま

す。 

 今暑さ対策ということで扇風機が各教室に設置さ

れていると思います。この扇風機、どのように利用

しているのか。学校全体で風通しをよくする、そう

いう工夫などはされているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 学校での扇風機などの利

用状況、また風通しをよくする工夫についてでござ

いますが、扇風機につきましては、各学校ともにお

おむね普通教室１部屋につきまして１台から２台を

稼働させているほか、各学校の施設や規模や児童生

徒数に応じまして、サーキュレーターや冷風機、換

気扇を併せて利用しております。 

 そのほか、窓や出入口の開放はもちろんのこと、

廊下に大型扇風機を設置したりスポットクーラーを

設置するなど、各学校において様々な工夫をしなが

ら暑さ対策を行っているところでございます。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 様々工夫されているということが

わかりました。 

 現在、クーラーが設置されているというのは、保

健室だけということでありますが、熱中症の疑いで

保健室を利用した生徒は何人いたのか、伺います。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 先ほど金兵議員の際にも

答弁いたしましたが、各学校におきましては保健室

に来訪した児童生徒数の数は常時把握しております

けれども、熱中症もしくは熱中症の疑いに限った数

というのは把握していない状況でございます。 

 熱中症警戒アラートが発令されました８月23日、

24日の両日につきまして、市内各校の保健室の来訪

者数の合計は、２日間で延べ277名ということを確

認しております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 すみません、先ほど答えありまし

たね。 

 ただ、やはり体調不良ということで277人が保健

室に入っているということは、やはり熱中症に関わ

ってもかなりあるのではないかなと思いますので、

熱中症の疑いとは言えないけれどもと言われます

が、やはりかなりの方が、かなりの生徒が大変だっ

た状況だったのだろうなと思います。 

 それでは、次の質問に行きます。 

 北海道の小中学校のクーラーの設置状況は16.5％

とまだまだですが、津別町、小清水町、清里町など

では学校の全クラスにエアコンが設置されていると

いいます。網走市もぜひエアコン設置の検討をすべ

きと考えますが、見解は先ほど言われていますが、

ぜひここを求めていきたいと思っております。 
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 また、次の質問が、４番目に質問しようとしてい

た冷風機というのを言っていたのですけれども、エ

アコンの設置を検討しているということであります

ので、ここについては割愛いたしたいと思います。 

 最後に、網走市は海があるから涼しいというのが

今まででありました。今年はオホーツク海沿岸の海

水温が急激に上昇、これは４度も上昇している状況

です。このことも網走市が暑かった、こういう影響

を与えたのではないかと思います。 

 今後の温暖化による市民生活の影響や、温暖化の

見通しについて、市の見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 市民環境部長。 

○田邊雄三市民環境部長 温暖化に伴う生活への影

響として、人々が感じる熱ストレスや熱中症リスク

が増大するなど健康被害、気候変動に伴う豪雨によ

る土砂災害、浸水被害の激甚化、頻発化や、農作物

など食料生産への影響による商品価格の高騰、食糧

不足など生命に関わる影響が懸念されます。 

 温暖化の見通しについてでありますが、地球温暖

化に関する研究を実施している気候変動に関する政

府間パネルＩＰＣＣは、2022年２月に発表した報告

書において「人為起源の気候変動は、極端な自然現

象が発生する頻度と強度を増加させながら、自然と

人間に対して、広範囲にわたって悪影響とそれに関

連した損失と損害を及ぼしており、もはや自然の気

候変動の範囲を超えている」と指摘しています。 

 このようなことから、今後も気温の高い状況が継

続するものと考えております。 

○平賀貴幸議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 そういう意味では、やはり来年に

向けて、熱中症にならないようにぜひしっかりと検

討していただきたいと思います。 

 そして、先ほどほかの議員からあったゼロカーボ

ンシティの宣言を網走市もしたわけですし、あばし

り電力の取組、それから温暖化対策の計画を定めて

いるなど、やはり今行政が動くときではないのかな

と。そして、市民も一緒になって、市民的にも動い

ていく必要もありますし、温暖化を止めるためにも

ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 私も頑張ります。 

 これで質問を終わります。 

○平賀貴幸議長 ここでお諮りいたします。 

本日の議事日程であります一般質問はまだ終了し

ておりませんが、本日はこの程度で延会とし、明日

一般質問を続行することにしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本日はこれをもって延会

といたします。 

 再開は、明日午前10時としますから、参集願いま

す。 

 御苦労さまでした。 

午後５時33分延会 
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○議事日程第４号 

令和５年９月13日午前10時00分開議 

日程第１ 一般質問 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 一般質問 （石垣議員、小田部議員、山田議員、

松浦議員） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

栗 田 政 男 

里 見 哲 也 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    田 邊 雄 三 

 健康福祉部長    結 城 慎 二 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 新庁舎開設準備室長    武 田 浩 一 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 職 員 課 長    寺 口 貴 広 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

 企画総務部参事    山 縣 叔 彦 

 社会福祉課長    清 杉 利 明 

 水産漁港課長    渡 部 貴 聴 

 観 光 課 長    井 上 博 登 

 商工労働課長    中 村 幸 平 

 観光商工部参事    田 端 光 雄 

 観光商工部参事    野 口 公 希 

 建 築 課 長    小 原   功 

 建設港湾部参事    渡 辺   昭 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    北 村 幸 彦 

 社会教育部長    吉 村   学 

 学校教育部次長    大 垣 正 紀 

 学校教育課長    高 橋 善 彦 

 学校教育課参事    里 見 達 也 

 美 術 館 長    古道谷 朝 生 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次     長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○平賀貴幸議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

ます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 本日の会議録署名議員として、永

本浩子議員、山田庫司郎議員の両議員を指名いたし

ます。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 本日の議事日程は、お手元に配付

した第４号のとおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

令和５年第３回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ４ 日 

令和５年９月 13日（水曜日） 

 



- 82 -  

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 日程第１、昨日に引き続き一般質

問を続行いたします。 

 石垣直樹議員。 

 石垣議員。 

○石垣直樹議員 －登壇－ おはようございます。

希政会、石垣直樹でございます。通告に従い、質問

をさせていただきます。 

 現在、子供たちは小学生の頃からスマートフォン

を使い、ＳＮＳでコミュニケーションを図っていま

す。代表的なものはＬＩＮＥが挙げられるかと思い

ます。クラスでＬＩＮＥができるなど、子供たちは

書く力が未熟なうちからＳＮＳを使いコミュニケー

ションを行う時代になっています。この書く力が未

熟なため要らぬ誤解を招く、これもしばしばあるそ

うです。現に、大人の間でもこのような事態は起こ

っています。私は、知人からこう言われました。

「大事な話は目と目を見て話さないと駄目だ」。 

 ＳＮＳによるコミュニケーションを行う上で、や

はり書く力は、幼少期より育むことがこれからの子

供たちにとり非常に大事だと思っています。 

 そこでまず、読書、本を読むこと、小中学生の読

書状況についてお伺いいたします。 

 現在、網走市内における小中学校において設置し

ている図書室の貸出冊数、または北海道、全国平均

と比べた数値があれば、比較できるものがあれば、

状況についてお示しください。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 小中学生の読書状況につ

いてでございますが、文部科学省が令和２年に実施

しました学校図書館の状況に関する調査では、全国

の公立学校図書館における１人当たりの年間貸出冊

数は小学校で49冊、中学校で９冊となっておりま

す。 

 今年度市内校の４月から７月末日までの貸出冊数

が小学校９校の合計で１万2,825冊でありまして、

１人当たりの平均貸出冊数は9.2冊となっておりま

す。中学校６校の合計は3,516冊でありまして、１

人当たりの平均貸出冊数は4.5冊となっておりま

す。 

 ここから１年間の予想貸出冊数を算出しますと、

小学校が約27.6冊、中学校が約13.5冊となる計算と

なります。 

○平賀貴幸議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 ありがとうございます。現状がわ

かったかと思います。 

 読書を通して、子供たちは人とのコミュニケーシ

ョンの基礎や他者への思いやりの心を育むことがで

きます。また、多くの知識を得ることや多様な文化

や考え方に触れることで、学ぶ楽しさや知る喜びを

得ることもできます。 

 読書は子供たちの成長にとって大きな意義を持つ

ものであり、自立した一人の人間として人格形成に

大変重要なものです。 

 では、読書をめぐる国の動向はどうなっているの

か、ざっくりとではございますが説明したいと思い

ます。 

 平成13年、子どもの読書活動の推進に関する法

律、平成14年、子どもの読書活動の推進に関する基

本的な計画、平成18年、教育基本法を改正し「幅広

い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養

い、豊かな情操と道徳心を養う」、平成20年、子ど

もの読書活動の推進に関する基本的な計画の策定、

学校指導要領の告示、言語活動の充実を図ることと

した読書活動の充実を規定されております。平成26

年には学校図書館法の改正、学校司書の法制化、学

校司書への研修等の実施についてを規定しておりま

す。等々、様々な動向がうかがえます。 

 そこで伺います。網走市の小中学校児童生徒にお

ける読書の有用性、読書についての認識について、

網走市のお考えをお示しください。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 議員のおっしゃられると

おり、学校教育の中でも読書は重要な教育活動とさ

れており、読書習慣を身につけることは国語力を向

上させるばかりでなく、一生の財産として生きる力

ともなり、人生を豊かにするものとされておりま

す。 

 昨年度、市の校長会によって新たに策定された網

走市学校教育推進プランでは、読書活動の充実を示

した上で、子供たちが身につけるべき資質、能力と

して、読書活動が考える力、感じる力、想像する

力、表す力、国語の知識等の力を育てる上で中核に

なるものとし、特に全ての活動の基盤となる教養、

価値観、感性などを生涯を通じて身につけていくた

めには極めて重要なものと位置づけております。 

○平賀貴幸議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 教育活動における重要なものとい

う、同じ認識であると思います。 

 次に、小中学校の読書習慣を身につけるための読
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書活動の現在の取組についてお伺いいたします。 

 私が知る限り、読書感想文、図書館司書の配置、

図書館のレイアウトに工夫を凝らす等、様々な取組

が見てとれます。 

 現状の取組についてお示しください。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 網走市では、学校力向上

の取組として、毎年読書感想文コンクールを実施し

ており、市内校から多く出展されております。 

 そのほかにも市内校では、読書活動の推進に向

け、学校図書館の計画的な整備として、図書館司書

の配置や学校向上フォーラムにおいてのワークショ

ップの発表、学校教育における読書の位置づけとし

て朝読書の充実、望ましい読書指導の在り方として

読書感想文への取組や図書サークルなどの外部団体

と協力した読み聞かせ活動、子供たちが読む本の質

的、量的な充実としまして、学校推薦図書の選択、

掲示や中学校でのブックトークの実施などに取り組

んでおります。 

○平賀貴幸議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 私も潮見小学校の図書室を拝見さ

せていただいて、本当にレイアウトが工夫を凝らし

ていて、お勧めの本ですとか読んでみたいなという

本が多数ございました。 

 次に進みます。 

 読書通帳、読書通帳機というものがあります。実

はこれは、自分が借りた本を預金通帳、銀行の通帳

のようなものに記帳する機械でございます。借りた

本の金額までも印字されるものです。貸出履歴を利

用者が自分で通帳に記帳するシステム。読書履歴を

見える形にすることで、利用者の読書意識を推進す

る。もっと読みたいという意識を推進し、図書館利

用の活性化につながるものでございます。 

 山口県の下松市では、母子手帳交付時に読書通帳

をお渡しし、赤ちゃんの頃に読んでもらった絵本を

記入してもらい、記帳してもらい、一生の宝物にし

ていただく取組をしているそうです。赤ちゃんと家

族が絵本を介して幸せな時間を過ごせる場として、

図書館を利用していただく目的だそうです。 

 また、山口県萩市では、胎児のときから読み聞か

せや声かけを促し、その記録を残していただくもの

としているそうです。 

 近年の読書環境は変化しております。スマートフ

ォン等の普及、またそれらを活用したＳＮＳ、情報

通信手段が多様化しており、利便性が向上した半

面、それらの利用に多くの時間を費やす子供が増

え、読書の時間が減少するなど、読書環境に大きな

影響を与えています。 

 再度申し上げます。 

 現在、子供たちのコミュニケーションはスマート

フォンが使われ、ＬＩＮＥが使われ、デジタルによ

るコミュニケーションが行われていますが、最終的

には文字、言葉でのコミュニケーションが図られて

おり、対面ではないスマホの画面を通したコミュニ

ケーションでは、記載した人と受け取る側のニュア

ンスのずれが生じ、要らぬ感情、不要な感情が生ま

れトラブルに発展することもしばしば。 

 スマホ使ったコミュニケーションは書く力が未熟

な子供たちにとって、人の命をも奪いかねない凶器

になり得ます。ひょっとしたら、もしかしたら、市

内における現在起こっているいじめも防がれるかも

しれません。 

 情操教育という観点からも、私は子供たちの読書

習慣、読書活動の推進を強く求めます。ぜひとも、

読書通帳、読書通帳機などの様々なツールを利用

し、読書習慣、読書活動のさらなる推進を求めます

が、網走市のお考えはいかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 社会教育部長。 

○吉村学社会教育部長 子供の読書活動の推進につ

きましては、教育委員会では、令和２年度から６年

度を期間といたしました第４次網走市子ども読書推

進計画を策定し、子供の発達段階に応じた様々な事

業に取り組んでいるところでございます。 

 議員お示しの読書通帳につきましては、自分の読

書量やどんな本を読んだかなど可視化できるもので

ございまして、さらなる読書意欲の向上や知的好奇

心の増進など、読書活動の推進に効果のあるツール

の一つと認識しております。 

 この読書通帳と同様の効果、役割を果たすものと

いたしまして、図書館では、読書ノートを作成、発

行しているところでございます。 

 読書ノートは、図書館での貸出しの際に発行され

るレシートを添付する、または御自身の記入により

読書記録を残していただくもので、図書館のカウン

ターで無料配布しているほか、図書館のホームペー

ジからもダウンロード可能となっております。 

 読書ノートは、平成27年にサービスをスタートし

ておりまして、小学生向け、中高生向け、一般向け

と各世代ごとになっておりまして、市内の学校でも

読書活動の推進に活用されていると伺っておりま
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す。 

 また、令和２年度から導入しました電子図書館で

は、希望する小中学校にＩＤ、パスワードを交付い

たしまして、学校でタブレットを活用し、電子書籍

を読書活動に利用しているところでもございます。 

 議員お示しのとおり、子供たちに本の楽しさに触

れてもらい、読書意欲を高めていく取組は大変重要

であるというふうに考えておりますので、現在取り

組んでおります読書ノートや電子図書館の活用な

ど、学校との連携による利用効果なども検証しなが

ら、その中で、議員のおっしゃるような様々なツー

ルの利活用も勘案しながら、引き続き子供たちの読

書環境の整備と読書活動の推進に努めてまいりたい

と考えております。 

○平賀貴幸議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 網走市はデジタルファースト宣言後、この状況に

ついてお伺いいたしたいと思います。 

 令和３年９月１日に、人口減少、少子高齢化に伴

う働き手の減少など様々な地域課題に対応し、ウィ

ズコロナ・ポストコロナ時代においても、継続的、

安定的に公共サービスを提供していくためには、行

政のデジタル化を進める必要があります。 

 この宣言を契機として、関係人口創出、市民サー

ビス、行政運営において、デジタル技術を積極的に

利活用し、人口減少や新たな日常に対応した持続可

能なまちづくりを推進しますと宣言されておりま

す。本宣言は三つの取組分野、三つのデジタルファ

ーストが規定されておりますので、それぞれ進行状

況、現状についてお伺いしていきたいと思います。 

 まず一つ目は、関係人口創出のデジタルファース

トについてです。 

 デジタルを活用したマーケティングやプロモーシ

ョンで網走市の魅力を発信し、訪れたいまちを目指

しますと宣言され、三つの項目がございます。 

 デジタルマーケティングの強化、観光プロモーシ

ョンの改革、デジタルコンテンツの充実、上記三つ

の現状と今後についてお示しください。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 デジタルマーケティング

の強化につきましては、デジタル化推進参与による

デジタルマーケティング研修の実施などにより、職

員の意識改革を図ってきております。 

 今後も、参与の協力を得ながら継続的に研修を重

ね、デジタルマーケティングの強化を図ってまいり

ます。 

 次に、観光プロモーションの改革につきまして

は、戦略的な観光プロモーションとして、メインタ

ーゲットを関東、関西在住の20代から40代の男女と

したＳＮＳ広告の発信を行っており、春のプロモー

ション、夏のプロモーションのデータ分析も始まっ

ております。 

 これまでの主な実施状況といたしまして、春のプ

ロモーションでは、インスタグラム広告、グーグル

ディスプレイネットワーク広告、ＹｏｕＴｕｂｅ広

告において、3,061万回を超える表示回数で約15万

回のクリックを獲得し、リニューアルした観光ウェ

ブサイトへの流入を図ることができております。 

 このプロモーションでは、表示回数、クリック

数、クリック率、クリック単価、動画視聴回数とも

に、予算面から想定をしておりました数値を超えて

おり、質の高いプロモーションを実施することがで

きたのではないかと思っております。 

 夏のプロモーションについては、インスタグラム

広告、ＹｏｕＴｕｂｅ広告の二つの媒体で2,179万

回を超える表示回数で、３万8,000回ウェブページ

への流入を図ることができております。 

 春夏ともにＹｏｕＴｕｂｅ関連が特に多く再生さ

れ、昨年度制作した春のショート動画は410万回、

同じく夏のショート動画は490万回の実績となり、

季節ごとの網走の魅力を訴求できていると考えてお

ります。 

 今後の展開といたしましては、秋冬のデジタルプ

ロモーションと広告配信データやウェブサイトへの

来訪者データの分析により、ターゲット、広告内

容、サイト内での動線などの検証を行い、例えば、

インスタグラム広告はクリック率の低下が見られる

といった課題が見えてきましたので、デジタルマー

ケティングとプロモーションの最適化を図っていく

とともに、インバウンドへの展開も含めた施策の展

開について、関係機関との協議を進めてまいりま

す。 

 次に、デジタルコンテンツの充実でございます

が、令和４年度に観光ウェブサイトのリニューアル

と観光動画の制作を実施をし、コンテンツの充実を

図っております。 

 今後につきましては、インバウンド向けに多言語

化の仕様を追加することや、データ分析に基づくウ

ェブサイトのコンテンツ強化・修整や動画編集の実
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施、観光客のニーズに合ったコンテンツの制作など

に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○平賀貴幸議長 石垣直樹議員。 

○石垣直樹議員 今お示しのとおり、3,061万回の

再生、2,079万回の再生、ショート動画では410万

回、490万回の再生と物すごく再生されて、効果が

出ていると感じます。思ったよりも本当に効果が出

て、すばらしい事業であるというふうに感じており

ます。 

 また、ウェブサイトのリニューアル、多言語化で

ございますが、実は日本でワールドカップが行われ

た際に、ＪＡＷＯＣ、札幌のＪＡＷＯＣサイトの多

言語化をやったことがありまして、本当に苦労しま

した。当時は画像で文字を貼り付けたりしたのです

けれども、ぜひとも取り組んでいただいて、今市場

はインドという話もございますので、様々な国にア

プローチしていただければと思います。 

 次に移ります。 

 市民サービスのデジタルファーストについてお伺

いいたします。 

 デジタルの力でもう一つの市役所をつくり、「手

のひら行政」を目指しますと宣言された四つの項目

があります。 

 行政手続のオンライン化、証明書等のコンビニ交

付、キャッシュレス決済の導入、高齢者等のデジタ

ル活用支援、この上記四つの現状と今後についてお

示しください。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 初めに、行政手続のオン

ライン化についてでありますが、令和４年度に公共

施設のオンライン予約システム、電子申請システ

ム、書かない窓口を導入し、公式ＬＩＮＥとの連携

も図りながら、利便性の向上に努めているところで

ございます。引き続き、さらに利用促進につながる

よう、利用者目線に立ったサービスの充実、改善を

図ってまいります。 

 次に、証明書等のコンビニ交付についてでありま

すが、全国のコンビニなどに配置されているマルチ

コピー機からマイナンバーカードを利用して、各種

証明書の取得が可能となっております。 

 令和５年３月27日の運用開始から７月31日までの

コンビニでの交付実績は1,603通、これは証明書等

の全交付枚数の9.2％となっております。引き続

き、利用促進を図るため周知に努めてまいります。 

 次に、キャッシュレス決済の導入についてであり

ますが、現在、市民係窓口、総合体育館、モヨロ貝

塚館での今年度中の運用開始に向けて作業を進めて

おります。 

 また、市税では４月から個人住民税の普通徴収

分、軽自動車税、固定資産税におきまして、ＱＲコ

ード決済を導入しております。現在、新庁舎の供用

開始に合わせ、会計課への導入について検討を進め

ているほか、その他の料金につきましては、地方税

共同機構が運用するｅＬＴＡＸでの活用拡大が検討

されておりますので、こうした国の動向を注視しな

がら導入を進めてまいります。 

 次に、高齢者等のデジタル活用支援についてであ

りますが、高齢者ふれあいの家やイベント会場など

で、高齢者向けスマホ教室を開催しております。 

 現在、携帯キャリアとの連携により、ＬＩＮＥや

アプリケーションの使い方などを内容とした教室の

開催を検討しているところでございます。 

○平賀貴幸議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 引き続きお願いしたいと思います

が、高齢者のデジタル活用支援については、各携帯

会社の窓口に高齢者がよく殺到していて、非常にお

時間を取られている姿を見かけますので、ぜひとも

この活動をさらに広げていって、高齢者のデジタル

化も進めていただきたいと思います。 

 次に、デジタルを活用した業務の効率化、持続可

能な行政運営を目指し、宣言された三つの項目につ

いてお伺いいたします。 

 この項目は、ペーパーレスの推進、ウェブ会議・

テレワークの導入、ＡＩ・ＲＰＡ等の先端技術の活

用、この三つの現状と今後についてお示しくださ

い。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 初めに、ペーパーレス化

の推進についてでありますが、タブレット端末を令

和３年度から部長職以上に、令和５年度からは課長

職以上に導入し、部長会議、政策検討会、予算編成

会議にて活用しながら、ペーパーレス化と業務の効

率化を進めてまいりました。 

 現在、新庁舎の供用開始に合わせ、電子決済の導

入について検討を進めており、これによりより一層

のペーパーレス化を推進してまいります。 

 次にウェブ会議とテレワークの導入についてであ

りますが、新庁舎では担当職員へのクロームブック

の導入により、業務のクラウド化とともにモバイル

ワークが可能となるよう進めております。 
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 なおテレワークにつきましては、セキュリティー

対策、労務管理上のルールづくり、運用などに課題

がありますので、対象を限定した中での試験的な導

入について検討しているところでございます。 

 次に、ＡＩ、ＲＰＡ等の先進技術の活用について

でありますが、昨年、株式会社ＨＢＡとの連携協定

により、どのような事務事業がＡＩやロボットによ

る作業自動化に適しているのかを把握するため、全

庁調査を実施しております。 

 この調査結果を踏まえ、現在二つの部署を対象

に、事務事業の現状把握と問題事象の抽出を行って

いるところであり、今後、先進技術を活用したソリ

ューションの導入について検討を進めてまいりま

す。 

 このほか、保育園では７月から業務支援システム

の運用を開始したところであり、現在、登降園管

理、欠席連絡、保育日記の作成、保護者アンケー

ト、各種お知らせの配信に活用しております。 

 今後は、保護者との連絡帳や保育計画の作成など

も活用し、市民の利便性の向上と業務の効率化を図

ってまいります。 

○平賀貴幸議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 様々進んでいるとお伺いいたしま

した。 

 事務事業の効率化、これは本当に今後必要なもの

だと感じております。 

 次に移らせていただきます。 

 現在、網走市は外部の専門人材をデジタルフェロ

ー及びデジタル化推進参与として任用し、デジタル

化推進について支援、助言を頂いております。 

 デジタルフェロー、参与から様々な知見、研修を

得て、市民サービスのデジタル化が今後図られるか

と思います。 

 それに伴い、網走市と業務連携、提携をされてい

る市内事業者、業務委託先等、様々な市内企業との

関わりの中でやり取りが行われているかと思います

が、こちらのデジタル化はどのようなものになって

いるのか、お伺いしたいと思います。 

 例を二つ挙げます。 

 いまだに日報報告書はペーパーを使い、１か月ご

とに報告書をつづり、市役所担当課まで持ってい

く。また、とあるごみ収集業者では、営業終了後１

時間かけて手書きの日報報告書をつくり、運行ルー

トを書いて、翌日市役所担当課までお届けしている

そうです。いまだにそのような手続が続いている。 

 ワード等文書作成ソフトを使い、メールで送信す

る、これだけで済んでしまいます。送信履歴も残

り、ペーパーレス、届ける手間、自動車を使わない

ことによる二酸化炭素排出の抑制にまで資する。デ

ジタル化するだけで、受注者も、市役所側も、ひい

ては地球環境にもメリットがあるかと思います。 

 デジタルファースト宣言をした網走市は、現状ど

のような形で、それらの業務、市内事業者とやり取

りが行われ、今後どのようになっていくのか、お考

えもお示しください。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 まず初めに、デジタルフ

ェローと参与について、説明させていただきます。 

 デジタルフェローにつきましては、３か月に１回

程度、対面により当市のＤＸ推進計画の進行状況や

今後の展開などについて助言を頂いております。フ

ェローからは、方向性として労働力が減少する社会

では、あらゆる分野でデジタル実装が必要になる。

基本となるのは人であり、ＤＸを通じた未来の人づ

くりが重要。学校から行政、地域へとＤＸを進める

ことが必要。こうしたアドバイスを頂いておりま

す。 

 デジタル化推進参与につきましては、週１回程度

ウェブで、そのうち月１回程度は対面によりミーテ

ィングをしております。 

 デジタルマーケティングなど具体的な取組に対す

るアドバイスに加え、若手職員のＤＸ研究グループ

へのサポートなど、他の自治体の事例を踏まえた多

くの知見を頂いているところでございます。 

 現在、市と市内事業者が関わりを持って進めてい

る事業といたしましては、公開型全庁統合ＧＩＳの

導入、キャッシュレス決済の導入、ＡＩデマンドバ

スの運行、移動型医療サービスの導入、デジタルマ

ーケティング、中小企業のデジタル化、ＧＩＧＡス

クール構想の推進などでございます。 

 なお、業務等の委託業者とのデジタル化では、

様々なケースがございますので、現状では庁内で共

通して取り組めているものはございません。 

 ペーパーレス化に当たりましては、令和３年度

に、請求書や補助金の申請書など全527種類の様式

の押印を廃止し、令和４年度からは電子申請、公共

施設の予約システムを導入しているところでござい

ます。 

 今後、より一層メニューの充実が必要と感じてお

ります。 
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 現在、電子決済の導入に向けて検討を進めており

ますので、これを契機にペーパーレス化が大きく前

進するものと考えております。 

 なお、現状といたしまして、委託業者からの市へ

の提出書類につきまして、データの提出、受理が可

能なものはそのように取り扱うよう、庁内で共有し

てまいります。 

○平賀貴幸議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 様々なことがあり、様々な取組が

あるかと思いますが、徐々に進めていっていただけ

ればと思います。 

 網走市がデジタルファースト宣言を行い、デジタ

ル化し、それが民間事業者へも波及し、網走市全体

でデジタル化が図られ、時代に即した持続可能な地

域へとなっていくことが望ましいかと思います。 

 網走市がデジタルフェロー、デジタル参与から

様々な知見を得て、率先してデジタル化し、それら

が民間に波及していく、そうなっていくのがすばら

しいかと思いますが、その辺どのようにお考えかを

お示しください。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 人口減少、少子高齢化を

迎え、経済成長、社会保障費、人手不足、インフ

ラ・公共施設の老朽化など、課題が山積する中、働

き方改革やＤＸの推進など、様々な変革が求められ

ております。 

 こうした認識の下、当市ではＤＸ推進計画に基づ

き、関係人口の創出、市民サービス、行政運営、地

域社会にデジタルファーストで取り組み、また、誰

一人取り残されない、人に優しいデジタル化によ

り、持続可能なまちづくりを推進しようとするもの

でございます。 

 現状として、個々の取組がスタートしたところで

ございますので、さらに充実したものとなるよう、

それぞれの取組の改善、横展開を図りながら、地域

全体にデジタル化が浸透するように取り組んでまい

ります。 

○平賀貴幸議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 得られた知見を民間へ還流してい

ただければと思います。 

 私は、網走市がデジタル化し、それに伴い市内事

業者もデジタル化し、宣言にも書かれている「人に

優しいデジタル化により、人口減少や新たな日常に

対応した持続可能なまちづくりの推進」、これが非

常に大事だと思っております。 

 そこには、スマホ利用が増えた子供たちにも、ス

マホによるトラブルが増えている子供たちにも、先

ほど質問させていただいた読書から得られる情操、

書く力にも関連して、本当の意味でも「人に優しい

デジタル化」が必要であるかと思います。そこを指

導していくのは、自治体である網走市であると思い

ます。 

 網走市が推進するデジタル化、本当の意味でも

「人に優しいデジタル化」、網走市のお考えをお示

しください。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 スマートフォンは生活に

欠かせないものとなり、提供されるサービスはより

便利に快適に、そして安全を求めて新たなサービス

が日々生まれ、目まぐるしい進化を続けておりま

す。こうした時代にあって、持続可能なまちづくり

を続けるには、デジタルの活用は欠かせないものと

認識しておりますが、デジタル化は手段であって目

的ではありません。 

 サービスを提供するのも受けるのも人です。当市

の目的は、誰一人取り残されない、人に優しいデジ

タル化により持続可能なまちづくりを目指すもので

す。引き続き、このことに意を用いながら、しっか

りと網走市のＤＸを推進してまいります。 

○平賀貴幸議長 石垣議員。 

○石垣直樹議員 よろしくお願いいたします。 

 終わります。 

○平賀貴幸議長 理事者入替えのため、暫時休憩し

ます。 

午前10時34分休憩 

午前10時35分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 一般質問を続行いたします。 

 小田部照議員。 

 小田部議員。 

○小田部照議員 －登壇－ 通告に従い、順次質問

に入ります。 

 まず、中国の日本水産物輸入禁止の影響について

伺います。 

 福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり、中国

が日本の水産物の輸入を全面的に停止すると発表い

たしました。この問題で全国、そしてこの北海道内

でも様々なところで影響が出始めております。紋別

市の冷凍加工会社では、禁輸処置のため100トン前
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後のホタテが行き場を失い、国内の冷凍庫に移し保

管することとなったそうです。 

 当市でも冷凍ホタテの殻つき、この両貝の一部が

中国の税関を通らず戻ってきてしまったとも聞いて

おります。 

 ホタテ漁も最盛期を迎え、これからサケ定置網漁

がピークとなり、水産加工場ではホタテやサケをス

トックする冷凍庫が既存のものでは足りなくなるの

ではないかというような懸念の声も聞いておりま

す。 

 当市としては、このような状況をどのように把握

しているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 議員お話のとおり、中国

のほうで輸入の禁止をしたということで、８月24日

に海洋放出を受けまして、同日付で日本産の水産物

の輸入を全面的に停止しているという状況でありま

す。 

 今回の禁輸措置による影響についてであります

が、禁輸措置発表後、市では漁協及び水産加工業者

へ訪問しまして、現状把握と課題について聞き取り

を行ったところであります。 

 現段階で最も影響を受けるのは、その多くが輸出

商材となっておりますホタテでありますが、当市で

輸出を行っている水産加工事業者の大半は、ＥＵ及

び対米ＨＡＣＣＰ認定も取得をしておりまして、両

貝冷凍製品ではなく冷凍貝柱を輸出しているため、

他地区と比較しますと、中国への依存度は低いとい

うふうに聞いてきております。 

 しかしながら、一部事業者におきまして、中国向

けの商材の返品や停滞が発生しているとも聞いてき

ております。 

 さらに、禁輸措置が長期化した場合には、単価の

下落や在庫経費の増大による経営への影響、さらに

は流通をはじめとした他産業へも影響を与える可能

性があるというふうに考えております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 しっかりと現場の水産加工場に足

を出向いて、きちんと現場の声を聞いているという

ことで理解いたしますが、この中国の禁輸処置がど

れぐらいの期間になるのかも想定もつきませんが、

網走の大半が今言ったようにＥＵや対米へのという

ことですが、全体的に中国はもう完全に入りません

ので、ほかの大手、中国と取引していたところもそ

ういうところに転換していくのでしょうから、かな

り今後影響出ることも推測されますので、しっかり

と現場の声を拾いながら対応に当たっていただきた

いと思います。 

 先ほど言ったような両貝、冷凍の両貝が戻ってき

たような対応というのは、補償というのは北海道に

窓口がありますが、市もそういう状況を聞いて、国

や東電のほうに対策、損害賠償ですか、そういうの

を求めていくということだと思うのですが、それで

間違いないでしょうか。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 東電の賠償等については

水産加工業者が独自にやることになりますが、もし

何か相談等がありましたら、水産漁港課が窓口とな

りまして、北海道並びに国、また東電との調整役に

は、調整役といいますか、間に入って、こちらのほ

うでできることはお手伝いをしたいというふうに考

えております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 理解いたしました。 

 そして、北海道によりますと、これまでの調査

で、ホタテや主にナマコの取引価格がかなり低下し

ているというような情報もあります。中国以外でも

ホタテの買い控えなどの動きも出ているそうです。 

 当市のホタテ漁業については、網走漁協の数字で

令和３年度は１万9,000トン、金額で47億円、昨年

は１万6,000トンで金額で40億円の水揚げとなり、

今年も１万７トン計画で現在も操業しているところ

であります。 

 一方、ナマコ漁は、網走漁協は数年前からホタテ

船での漁獲をやめておりますので、あまり何百キロ

というような単位で揚がってないのですが、一方で

西網走漁協では、昨年は４トン800キロ、金額で約

1,000万円ですね。今年が４トン400キロ、金額で

1,200万円の水揚げとなっております。 

 このホタテとナマコ、現在、今後どのように影響

が出るのかまだまだ不透明な部分はあるものではあ

りますが、現在の価格の動向というのはどういうよ

うな推移になっているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 現在、ホタテのほうの浜

値のところが８月までは決まっていたのですが、９

月からの浜値というのが、まだ保留状態、決まって

おりません。それはやはり今の影響がどこまでいく

のかということが今不透明なところでありますの

で、お互いに今ちょっと様子を見ているということ



- 89 -  

でありますが、浜値のほうは明日決めるというふう

に伺っておりますので、その価格によりまして、今

後どのような影響が来るのかというのは、私たちも

注視をしていきたいというふうに思っております。 

 またナマコにつきましては、量も少なくて、私た

ちのほうでは単価等は把握をしていない状況にあり

ます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 まだ値決めがこの中国の関係で決

まっていないというような現状、明日決まるという

ことですけれども、これでやはり現場の漁師さんた

ち、値段も決まらないしどうなるのだろうというよ

うな不安の声もあります。今後で値決め決まり、今

後の動向ですが、注視して対応していただきたいと

思います。 

 ホタテはもちろんですが、ホタテほどの水揚げ金

額はないもののナマコ、これもほとんど塩蔵や乾燥

ナマコとして、このナマコの出荷というのはほとん

どが中国に、行き先が中国であります。これが全面

的に行かなくなったわけですから、今後価格が一体

どうなるのかというのもやはり漁師さん、不安な面

であります。金額もう西組で言えば1,200万円と、

非常にホタテに比べれば少ない金額とはなっている

のですが、今年皆さん御存じのとおり、稚貝が死ん

で１件当たり2,000万円の損失が出たというあたり

で、この1,200万円のナマコの収入も、乗り子の夫

金になったり親方の配当になったり、大切な収入源

で、やっぱり今後価格どうなるのか不安なところで

ありますから、これがもし中国に入らないではけな

いとなれば、これも損害の賠償に当たるのかもしれ

ませんし、その辺もよく注視しながら、現場の声を

拾いながら対応していっていただきたいと思いま

す。 

 そして、中国による日本産の水産物の輸入停止で

ホタテなどに大きな影響が出ていることから、道は

国内での消費拡大に向け、ふるさと納税の仲介サイ

トに特集ページを設けるなどの取組を進めておりま

す。 

 また、根室市の市長が８日根室振興局を訪れ、貝

つきホタテの国内消費拡大に向け、ふるさと納税指

定制度の運用を活用した取組を展開することを道に

政策提言しております。 

 当市としましても、独自に国内消費、ふるさと納

税の転換をぜひこの機会を、大変な機会を、これを

ピンチをチャンスにという思いで進めていっていた

だきたいと思いますが、市のお考えを伺います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 ふるさと納税に関する活

用の関係でございますが、ポータルサイトにおきま

して、中国が日本産水産物の禁輸を開始した令和５

年８月24日以降29日までの期間で、返礼品にホタテ

を選んだ方の寄附が前年同期比で1.7倍に増えてい

る状況となってございます。 

 網走市が提供しているホタテ返礼品の中では、９

月４日までの１週間で前週比で２倍以上の申込みが

あるものもあり、多くの方にお選びいただいている

状況と認識してございます。 

 また、そのほかのポータルサイトでは、既に網走

市のホタテを掲載しているものもございますけれど

も、処理水放出の影響を受ける海産物の緊急支援キ

ャンペーンが徐々に広がりつつあることから、ふる

さと寄附の返礼品としての取扱いを販路の一つとし

て、今後さらに御活用いただけるものと考えている

ところでございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 このふるさと納税に関しては、先

日、他の委員からもありました。国内の水産物へ応

援しようという機運が高まる中、ふるさと納税への

転換というのが非常に今チャンスだろうと、どんど

ん行ってほしいという思いがありますが、一方で、

先ほど御答弁あったように、大手の水産加工場はＥ

Ｕ、ＨＡＣＣＰを取り、ヨーロッパ、対米で順調に

高値で取引をしていただいているおかげで浜値が安

定した金額であるものだと思います。 

 ですから、網走市の税収を考えると、何とかふる

さと納税での活用にも、これを機にぜひ加工場のほ

うでも、もう少し多い割合でそっちのほうに振り分

けていただきたい、そういうお願いをぜひ担当課と

してもしてほしいと思いますが、その辺はいかがで

しょうか。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 今回の中国の禁輸に伴い

まして、水産加工業者には今後も随時ヒアリングを

していきたいというふうに思っております。その中

で、いろいろな行き先がないとか、そういうことも

ありましたら、ぜひふるさと納税を活用していただ

きたいということは、提案をしていきたいというふ

うにも思っております。 

 まずは、水産加工業が今後も継続していけるよう

に、ヒアリングをしながら、市としましても国の政
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策、国の水産業を守る政策パッケージを活用しなが

ら、当市への影響を引き続き把握に努めまして、

国、道の支援策活用も図りつつ、市の政策を講じて

いかなければならないというふうには考えておりま

す。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 理解いたします。 

 あわせて、国内消費の面なのですが、国内消費で

は何かいろいろなフェアとか、いろいろなどこかに

行って売り込んでいくとかという計画、想定はない

でしょうか。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 今現在、いろいろな国の

政策もありますが、市でできることを考えていかな

くてはならないというふうに思っておりまして、原

課のほうでは、今その施策をどうやれば効果的にで

きるかということも考えております。 

 その中には、首都圏の外食チェーンで販売できれ

ば、それはいいなということも考えておりますし、

市内の学校給食や、並びに市民への還元などで消費

拡大を図っていければいいのかなということを考え

ておりまして、そこは今関係部局と連絡調整をしな

がら、可能な限りできるものは取り進めたいという

ふうに考えております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 ぜひ網走のＰＲも含めて推進して

いっていただきたいと思います。 

 国は、先ほど御答弁ありましたが、先日４日に総

額1,007億円の水産業を守る政策を打ち出し、５本

柱の政策パッケージを策定し、早急に実行に移すと

ともに必要に応じて機動的に予算の確保を行い、全

国の水産業支援に万全を期すとされております。 

 先ほどからの御答弁でもありますとおり、中国の

禁輸が一体どこまで続いてしまうのかという部分も

全く不透明ですので、今後、漁業や流通、水産業に

一体どのような影響が出てしまうのかというのはま

だまだこれからのことだと思いますが、当市として

は関係機関、しっかりと現場の声を聞きながら北海

道、国と連携し、この対策、対応に取り組んでいっ

ていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 人手不足の現状と対策について伺います。 

 現在、日本における労働力不足は、人口減少、少

子高齢化、団塊世代の一斉退職、地方からの都市へ

の若者の流出など年々深刻化しており、様々な業界

で対策を講じる必要が出てきております。 

 人口減少は、地方財政にも大きな影響を及ぼし、

経済産業活動の縮小により税収入は減少し、その一

方で、高齢化が進み社会保障費の増加が見込まれ、

地方財政はますます厳しさを増しているというのが

現状であります。 

 この網走でも想定を上回るペースで人口減少が進

んでおります。それに伴う人材不足というのが、各

分野で顕在化、深刻化しているかと思います。 

 当市の人材不足の状況について、どのように把握

し、認識しているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 人材不足、人手不足の現

状ということでございます。全国的な傾向も含めま

して、答弁させていただきます。 

 帝国データバンクが公表しております人手不足に

対する企業の動向調査、これは2023年７月になりま

すけれども、正社員が不足していると感じている企

業は51.4％、７月としてはこれまでで最も高かった

2018年、こちらは50.9％になりますが、これを上回

る過去最高を記録しているところでございます。 

 さらに、業種別では、旅館、ホテルが72.6％、建

設業が68.3％、飲食店が66.3％であり、２年前の７

月と比較すると、顕著に数値が上昇している状況と

なっております。 

 次に、非正社員が不足していると感じている企業

は30.5％と、７月としては５年ぶりに３割を超える

水準に達しております。非正社員の業種別では、飲

食店が83.5％、旅館ホテルが68.1％。 

 正社員、非正社員ともに高い数値を示しているほ

か、非正社員におきましては、農林水産業が52.1％

であるなど、様々な業種、勤務形態において人手不

足が顕在化していると認識しております。 

 こうした全国の調査結果は、今のお話は全国の企

業に対して実施したものではございますけれども、

当市網走市内におきましても、観光、飲食、一次産

業の人手不足というのは、当市も同様の傾向にある

と認識しており、特に当市の主要産業における人材

確保というのは重要な課題だということで認識して

いるところでございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 今は全国規模の御答弁から当市の

現状をお話いただきましたが、当市の現状はなかな

か、人材不足の実態、もう少し詳細にはあまり把握

できていないということなのですか。 
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○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 詳細のデータにつきまし

ては、ハローワーク、それから商工会議所等の基礎

データ、それから意見交換により傾向というものは

押さえておりますけれども、現時点でなかなか細か

い部分というのは押さえていない状況となっており

ます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 いずれにせよ人口減少で人材不足

というのはもうこの網走でも、全国以上に、こうい

う地方ですので、人手不足、人材不足というのは加

速、深刻化しているのだと私は捉えております。 

 この労働人口減少を迎え、様々な取組がなされて

おります、全国で。その一つの手法として、国内の

労働人口が減少するのであれば、海外の意欲的な人

材を受け入れるという合理的な対策が外国人材の活

用であります。 

 網走でも水産加工場などを中心に様々な分野で早

くから外国人材の活用というものが進んでいる現状

でありますが、当市の外国人材の雇用状況というの

はどのように認識、把握しているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 現在の当市における外国

人技能実習生及び特定技能１号の在籍状況について

でありますが、令和５年８月末時点で、中国、フィ

リピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、バ

ングラデシュの六つの国籍の方の在籍を確認してお

ります。 

 種別につきましては、技能実習生が219名、特定

技能１号が65名、合わせて284名が在籍しておりま

して、職種は、水産加工業、養鶏・食鳥処理加工、

牛豚食肉加工、医療、食品製造、農業、宿泊業など

多岐にわたる職種となっております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 今、多国籍な外国の方が、284名

の方がこの網走で就労されているというような御答

弁いただきました。それだけ外国人材の受入れとい

うのは進んでいるのだなと思う一方で、この284、

この数字合っていますか。何かもう少し多いのかな

と思っていたのですけれども。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 こちらは市の住民登録の

数で確認をしておりまして、その中で、技能実習生

と特定技能の数値を確認しております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 技能実習生と特定技能の数字が

284ということで、例えばＷＩＮＤ-ＳＭＩＬＥさん

のような会社、外国人の方たくさんおられますが、

そういうのはこの284というのにはカウントされて

いないということでいいですか。ということは、も

っと倍とは言いませんけれども、もう少し外国人材

がこの網走で働いているという認識でいいのでしょ

うか。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 私たちが押さえているの

は、技能実習生と特定技能というくくりの中であり

まして、今お話のありましたＷＩＮＤ-ＳＭＩＬＥ

さんとか、そういうところは専門の技術職として、

これとは別のカテゴリーで職に就いているというふ

うに認識をしております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 理解いたします。 

 特定技能実習生と、先ほど１号の方ということで

284名の方がこの網走で様々な業態で働いていると

いうのが実情でありますが、特にこの技能実習制度

ですか、漁業や農業では繁忙期や閑散期の関係か

ら、外国人材を派遣での雇用が認められていて、こ

の網走でも実際に漁師さんや農家さんが外国人材を

派遣会社を通じて雇用しているという実態がありま

す。こういうことに関しては、当市としてはどのよ

うに押さえているのでしょうか。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 私どもとしましては、住

民基本台帳から確認をしておりまして、派遣という

ことは、特定技能では農業と漁業などにつきまして

は繁忙期と閑散期があるために、特例で派遣形態が

認められるということから、網走に在籍がなくても

派遣会社から派遣をされているというのはお話を聞

いていますが、その中身等については詳しくは把握

をしていない状況であります。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 なかなか把握も難しいような状況

にあるということで理解しているのですが、この特

定技能の中で、先ほど御答弁あったように、直接雇

用に加えて派遣での雇用ができるのは漁業と農業の

２分野のみとなっております。繁忙期にこの派遣を

利用することで、人手不足を補うことができ、今後

は漁業、農業の分野で、この派遣の活用というのが

より一層見込まれるものではないかと、私は想定し

ているところであるのですが、漁協、農協、または
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人材派遣会社ですとかとしっかりと連携をして説明

会、そしてどういう状況なのか、把握するために

も、そういう連携をして説明会みたいなものを開く

だとかも検討しながら、より一層便利というか、繁

忙期だけ使えるような状態ですので、人手不足、マ

ンパワーが欲しい時期には、本当にありがたい制度

ですので、そういったより活用しやすい環境づくり

にも努めていっていただきたいと思いますが、いい

ですか。 

○平賀貴幸議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 派遣の関係ですが、私ど

もとしましては、農業であれば農協、漁業であれば

漁協のほうにはお話を、どういう状況であるかとい

うことはお聞きをしていきたいというふうには思っ

ておりますが、派遣会社となりますと、いろいろと

数社もありまして網走だけではないので、そこはな

かなか厳しいのかなというふうには思っています。

そこは別としまして、農協、漁協には、どういう状

況なのかというのは確認をしていきたいというふう

には思っております 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 実態を把握するとともに、より一

層活用されて、外国人材、この派遣という形ででも

活用できるような取組も努めていっていただきたい

と思います。 

 北海道が公表した外国人材の受入拡大、共生に向

けた対応方向の中で、北海道の目指す姿として、外

国人に選ばれ働きやすい北海道を掲げております。 

 その上で、外国人材を受け入れる事業者は、職業

生活以外にも日常生活や社会生活に関わる支援が求

められており、外国人材から選ばれる地域となるた

めには、受入事業者のみならず、地域が一体とな

り、状況に応じたきめ細やかな支援を提供していく

必要があるとされております。 

 当市でも多くの外国人の方が様々な形態で既に働

いておりますが、とりわけ介護の分野においては、

人材確保に向け外国人の活用の検討が進んでいる

と、現場のほうで私聞いております。そうした中

で、外国人の介護人材を確保するためには、市とし

ても事業者向けの支援、これが一定程度必要ではな

いかと思いますが、市の考えを伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 昨日、里見議員にも御答

弁申し上げましたけれども、介護分野における外国

人人材の導入の関係でございます。 

 第９期計画における事業所向けのアンケートで

は、外国人人材の受入れについて、言葉の壁などの

障壁が課題が解決されれば検討したいと回答した法

人、全体の56％となっております。 

 こうしたことから、技能実習及び特定技能などの

外国人人材は今後進むと予想されますが、そうした

中で、働く側の外国人にこの網走市を選んでいただ

くためには、言葉の壁のほかにも住宅の関係、入国

後の生活のフォローアップなど、安心して網走に来

ていただける環境づくりが重要だと考えておりま

す。 

 外国人人材の受入れは最終的には事業者が決定す

るものでございますが、市としては、こうした課題

の解消の必要があるという認識でおります。 

 今後、事業者などと意見交換しながら、来年度に

向けて、新卒者あるいは潜在有資格者の取組と併せ

て、この課題、具体的な施策を考えてまいりたいと

思っております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 理解いたします。 

 とりわけ本当にこの介護の分野というのは、本当

に超高齢化社会で需要と供給のバランスが一切合わ

ない、人材不足が本当に深刻化していると、課題が

山積している分野でもあると思います。 

 今御答弁ありましたように、きちんと事業者と協

議を重ねて、何か人材不足、これを補う外国人材含

めて、何か取り入れて活用できるような協議を、対

応を進めていっていただきたいと思います。 

 外国人に限らず、網走市に転入し就労を目指す方

への支援としては、当市としてはどのようなものが

あるのか伺います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 網走市へ転入し就労を目

指す方への支援についてのお尋ねでございますけれ

ども、まず東京圏からのＵＩＪターンの促進及び市

内中小企業の担い手不足の解消を目的とする就業型

移住支援事業を行っておりまして、具体的には東京

23区から北海道が選定した中小企業等に就職した

方、または起業支援金の交付決定を受けた方に移住

支援金を給付しているものでございます。 

 そのほかには、転入された方に限定した施策では

ありませんが、市内事業所に新たに就職した30歳未

満の若者に対しまして、５万円の奨励金を交付する

若者就業定着推進事業や、市内の建設業者に対しま

して、若者技術者・技能者の資格取得に係る受験
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料、研修の受講料等の補助を行う若者技能者人材育

成・地元定着支援事業補助、また、市内のバス会社

及びタクシー会社に対しまして、運転手の免許取得

や働きやすい職場の環境改善に取り組む経費の一部

を支援する公共交通人材確保事業を実施していると

ころでございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 様々な取組がなされているという

ことは理解いたしますが、なかなか網走に転入し就

労するという事業に関しては、これまでなかなかう

まくいっていない一つだと思います。 

 昨年度からでしたか、５万円の30歳未満の、あれ

は一定程度お祝い金としても評価するところであり

ますが、なかなかこの就労につなげた事業がうまく

いっていないというのが現状かと思いますが、これ

は以前からも質問させていただいていることなので

すが、市営住宅等の活用についてです。 

 外国人も含め、地方から網走に来て就労を考える

際に、事業者にとっても、就労者にとっても、住居

というのは大きなハードルの一つとなると思いま

す。そういった事業者や就労者への支援として、空

いている市営住宅、随時住宅などを活用することを

検討すべきだと、以前から質問させていただいてい

ますが、そういった対応はもうできるだろうし、し

なければいけない段階に来ているのだろうと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 今お話がございました就労

者支援の観点から、外国人就労者につきましては、

市営住宅への入居の検討について、現在進めている

ところでございます。 

 それにあわせて、実際に外国人を雇用されている

事業者さんが、どのような住居を求めるのか、シェ

アハウス的なものを求めるのか、個人住宅として住

まわせたいのかというニーズについても、聞き取り

調査を始めたところでございます。 

 また、近隣の自治体などでも取組をしているとい

う自治体も聞いておりますので、そういったところ

の聞き取りも始めたところでございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 既に外国人をメインとして、外か

ら網走に転入、就労される方への、検討は既に始ま

っているというようなお話ですが、外国人といって

も、先ほど御答弁あったように中国、フィリピン、

いろいろなところから来るわけですよね。私はこれ

外国人問わず、例えば網走で漁師がしたい、そうい

ったときに、やっぱりハードルになるのは住居なの

ですよね。 

 前回の質問でも言わせていただきましたが、これ

民間事業者が用意するものだという部分もまた一つ

ハードルなのですよね。隣の常呂町でいえば、漁組

がホタテ専用の番屋を用意して、内陸、内地のほう

からも、住居を気にせず漁業に就労できるというよ

うな仕組み、住居の衣食住ができるようなものを用

意しています。網走漁協には現在ありません。しか

しながら、現在もホタテ船、底引き船、欠員出たま

まの操業となっております。これ毎年のことなので

すが、もし仮に常呂のように番屋のような住居があ

れば、ぜひ働きたい、地方から来たいと言っている

けれども、何とかならないのかというようなお話も

聞きます。部屋借りたり何だりしてあげればいいの

ですが、また費用もかかるし、いつまで続くかもわ

からないしという部分では、外国人に限らず、ぜ

ひ、網走外から網走に就労、転入したい、そういう

方への支援としてこの市営住宅、随時住宅の活用に

ちょっともう少し幅を広げていただきたいと思いま

すが、幅を広げて検討していただきたいと思います

が、その辺いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 建設港湾部長。 

○立花学建設港湾部長 現在の市営住宅の入居条件

では、低所得者向けの住宅となることで所得制限が

あること、それから高齢者等を除き同居家族がいる

こと、世帯向けの住居には単身者が入居できないこ

となどが、現在市営住宅の活用としては入居条件と

しては、そのような形で取り組んでいるところでご

ざいまして、今お話があるように、地方から就労さ

れてくる漁業者等の収入等がどのような状況なのか

であるとか、民間側のほうでそういった住居が実際

にニーズといいますか、そういった民間側での住居

がないのかであるとか、そういうことをまず調べた

上で、活用として、もし市営住宅がそういった活用

の方策としても、市の中でも進めることができるの

であれば積極的に取り入れることも研究していきた

いと思っているのですけれども、まずは状況を把握

する段階かなというふうには思っているところでご

ざいます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 市営住宅ですので、今言ったよう

に、入居にはいろいろ規制、基準がありますね。こ

れは外国人の方も一緒だと思うのですけれども、単
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身だと入れないだとか、ではなくてやっぱり空いて

いる部分を、さっき御答弁あったようにシェアハウ

スなのか番屋という形なのか、様々な業種に就労さ

れる外国人でしょうから、肉の製造であったり水産

の関係であったり、様々な業種に就く方が来ること

が想定されるのですが、一定程度やはり基準を設け

ればいいだけのことだと思います。そして、ずっと

なのか、一定期間落ち着いたら移っていただくだと

かいろいろなやり方あると思うので、ぜひ外国人問

わず、網走に就労、漁師になりたい、農家やりたい

というような方が来る場合、ぜひ、せっかく空いて

いるものですから、空けっ放しという無駄、やっぱ

り入ってもらって何ぼ。そうしたら、地元の事業者

も人材不足にも一助にもなるし、人口減少の一助に

もなるし、市営住宅も埋まるし、みんながいい形に

なると思います。ぜひそういった幅の広い検討を今

後進めていっていただきたいと思います。 

 次……。 

○平賀貴幸議長 一般質問の途中ですが、ここで暫

時休憩いたします。 

 再開は11時25分。 

午前11時13分休憩 

午前11時25分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 一般質問を続行いたします。 

 小田部議員。 

○小田部照議員 それでは次に、市職員の副業につ

いてですが、これも以前から質問させていただいて

おります。 

 先日、留寿都村では第一次産業分野における繁忙

期の働き手不足を解消するため、職員の第一次産業

分野における兼業への積極的参加を推進することを

目的とし、職員が報酬を得て地域活動に従事する際

の基準を定めました。運用は、令和５年７月20日か

ら開始されております。 

 一方、えりも町でも今年の７月に、本年度から条

件付で職員の副業を解禁しております。人手不足が

深刻な昆布干し作業の支援を想定したもので、職員

38名が許可を受け、出勤前に現場で汗を流している

そうです。 

 昨年では、日高振興局や様似町が地場産業現場で

の職員の副業を認めており、この北海道でも自治体

職員が副業に従事する取組がどんどん広がっている

状況にあります。 

 この網走でも基幹産業である漁業や農業の人手不

足の一助に、そして基幹産業を守っていくという意

味でも、繁忙期の一定期間、許可を出し地域に貢献

し参加することで、地場産業や地域への理解を深

め、市民との交流を重ね、信頼関係を築くことで、

職務遂行に役立てるということも、大変重要な観点

かと私は思っております。 

 ぜひ網走市も副業について検討していただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 地方公務員の兼業につき

ましては、公務の能率や職務の公平性を確保するた

め、許可なく兼業することを禁止しているところで

ございます。 

 一方で、近年は今議員お話がありましたとおり、

社会貢献活動としての兼業を認める団体も散見され

るようになっております。道内では鹿部町、日高振

興局、様似町、日高町が、こうした取組をしている

ことは承知をしております。 

 職員の健康への配慮のほか、職務専念義務の確保

など整理すべき課題があることから、当市におきま

しては直ちに兼業制度を導入する段階にはないと考

えておりますが、今年度の国家公務員に対する人事

院勧告において、今後の課題の一つとして兼業の在

り方を検討していくことが示されております。 

 引き続き、国や道の他の自治体の動向を注視して

まいります。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 なかなか難しい状況だということ

は重々理解しているところでありますが、皆さん御

存じのとおり、基幹産業である漁業でいえば、春の

稚貝出荷作業、かなりのマンパワーが必要で、農大

生が、農大というものがいつまでも網走にあるとも

限りません、生徒数も含めてですね。本当にマンパ

ワーが足りなく、議長含め私も現場で汗を流し、手

助けしている状況であります。 

 ぜひ、急に副業を認めるのではなくても、研修や

そういったことが試験的に少しずつ広げていくとい

う作業も、もうそろそろ必要な時期に来ているのだ

と思いますので、ぜひ、基幹産業を守っていく、持

続可能なものにしていくという意味でも、そういっ

たことを前向きに検討していっていただきたいと思

います。 

 次に、ＳＮＳの活用について伺います。 

 現在も、網走の魅力発信のためのホームページ作
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成、フェイスブック、インスタ、先ほども御答弁あ

りましたがユーチューブ等も活用しているようです

が、今、現状スマートフォンで利用するＳＮＳ動画

の投稿サービスの利用率の推移としては、ＬＩＮ

Ｅ、ユーチューブ、ツイッター、インスタ、Ｔｉｋ

Ｔｏｋなどが増加傾向にあるようであります。 

 網走の魅力をさらにＰＲしていくため、また基幹

産業の状況だとかを伝えて、ぜひこの網走への移住

促進につながるような、人材不足、人口減少に一助

になるような、ユーチューブの動画作成、チャンネ

ル運営というのを考えていただきたいなと思ってお

ります。 

 というのも、先日実は網走の漁業の様子、状況を

撮影してユーチューブ配信したいというようなお話

がありまして、能取湖のホッカイシマエビ漁と能取

湖のホタテ漁業の撮影に来られ、既にユーチューブ

動画で配信されております。シマエビ漁は10万回再

生、ホタテ漁も６万4,000回再生と、先ほど御答弁

あったような490万回再生とかというほどの数字で

はないのですが、一定程度、網走の漁業とはこうい

うものだよということを多くの人に見ていただいて

いる機会をつくっていただきました。 

 ＰＲとは、いかにたくさんの人に網走の魅力を伝

え、基幹産業、そういう内容を伝えて、移住促進に

つなげていくという意味でも、ぜひ発信力のあるＳ

ＮＳの活用という意味でも、先ほど御答弁あったよ

うなユーチューブ、この活用をぜひ移住促進、人口

減少、人材不足方面でも活用していただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 移住を決断する上で就業

は重要な要素であり、移住を考えている方に仕事の

内容を動画でわかりやすくお伝えすることは有効で

あると考えております。 

 現在、市のホームページをリニューアル中であり

ますので、移住のページについて、これまでの網走

の魅力、住環境、就業などの情報に加え、御指摘の

動画の活用、昨日除雪の動画のというお話もありま

したので、そういうものも含めて、就労の動画、こ

うしたものを活用について検討してまいります。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 ぜひ、よろしくお願いします。 

 それでは、人口減少、人手不足に対する様々な質

問をさせていただきましたが、当市としての今後の

取組、方向性について伺いたいと思います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 人口減少、人材不足に対

する市の全体的な考え方についてでございますけれ

ども、人口減少に伴う人手不足につきましては、今

後ますます加速することが予想されますので、いろ

いろお話のありました外国人材を含め、地域に人を

呼び込み、産業を支えることは大変重要なことと認

識しているところでございます。 

 ここまで、各分野での取組につきまして、それぞ

れ説明をさせていただきましたけれども、外国人材

の活用を視野に入れながら、各分野、事業者が実施

する人材確保に関する幅広い情報提供や必要な支援

の確立、さらには住環境の確保支援に関する制度の

検討、地域にお住まいの方々の理解と地域全体の支

え合いなど、各方面から方策を講じることが欠かせ

ないものと認識をしているところでございます。 

 また、議員からお示しがございましたが、基幹産

業の魅力、働きがいをＳＮＳをはじめとした様々な

チャンネルで発信することについては、有効な手段

の一つであるというふうに考えてございますので、

こうしたことを含めまして、就業を伴う移住につな

げられるよう、取組を研究、検討してまいりたいと

考えているところでございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 ぜひ様々な方策を検討しながら、

人口減少、人手不足に一助になるように、しっかり

と取組を進めていっていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 いじめ問題について伺います。 

 これも前回６月議会では重大事態に認定されたズ

ボン下ろしの事案について、時系列を含め詳細につ

いて質問させていただいたところであります。その

答弁を受け、会議録の公文書請求をしたところ、質

疑のそごに当たるのでは、そごがあるのではとちょ

っと気になる点がありましたので、ここに私から議

長に提案でありますが、公平に質疑を進めるために

も、この公文書の会議録を他の議員の皆様にも委員

のほかの理事者の皆様にも配付させていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○平賀貴幸議長 文書を確認するため、暫時休憩い

たします。 

午前11時35分休憩 

午前11時43分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 
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 確認作業の必要がありますので、ここで本会議を

暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時といたしますので、よろしくお願

いいたします。 

午前11時43分休憩 

午後１時00分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 小田部議員の一般質問を続行いたしますが、休憩

前において、小田部議員から議員御自身で公文書開

示請求を行い入手されました、質問事項のいじめ問

題に関する会議録について、他の議員や理事者へ配

付されたいとの申出がありました。よって、本件の

取扱いを議会運営委員会で協議することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本件の取扱いを議会運営

委員会で協議することに決定いたしました。 

 本件について、直ちに協議するため、議会運営委

員会を開催いたしますので、暫時休憩といたしま

す。 

 再開は予鈴をもってお知らせいたします。 

午後１時00分休憩 

午後１時25分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 ここでお諮りいたします。 

 休憩中に開催しました議会運営委員会において、

質問事項のいじめ問題に関する会議録を配付するこ

とが確認されましたので、そのように決定したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、そのように決定いたしま

す。 

 議員の皆さんにはサイドブックスにて配付をして

おりますので、御確認ください。第３回定例会４日

目のところに、資料は配付されております。 

 それでは、一般質問を続行いたします。 

 小田部議員。 

○小田部照議員 時間も限られますので、早速質問

に入ります。 

 ６月議会での質疑のそごについて、資料と照らし

合わせながら確認したいと思います。 

 私の質問で令和４年度のいじめ案件は何件あった

のかと、そのうちＳＮＳの関係は何件あり、警察へ

の相談、届出の案件は何件あったのかという質問に

対し、大垣次長の答弁、令和４年度の認知件数は

219件、そのうちＳＮＳ関係は８件、警察への相

談、通報はゼロ、重大事態の疑いある案件もゼロで

あると御答弁いただきました。 

 私は再三それは事実ですかと、私の情報では違い

ますよと確認しましたが、そういう重大事態、警察

への案件はゼロだというような、一切報告を受けて

いないというような御答弁を繰り返されました。 

 しかし、実際に会議録を請求し、その公文書によ

ると、書面での審査になりますけれども、ケース

１、警察に相談または被害届が出された案件、令和

５年２月27日に教育委員会が認知しているとされて

おります。 

 ケース２、これも警察に相談または被害届が出さ

れている案件ですが、令和５年１月30日に教育委員

会が認知したとされております。 

 同じくケース３も、警察への相談案件として、２

月６日教育委員会が認知されたと明記されておりま

す。 

 これらはいずれも学校からの報告があり、令和４

年度の１月と２月に報告があったとしっかり公文書

に残されておりますが、６月議会の答弁とは全く違

う事実なのでありますが、このときの答弁が間違っ

ていたのか。一体ああいう答弁になった理由は何な

のでしょうか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 ６月のいじめ調査の認知

件数のアンケートという話でございますが、６月に

回答したときの平成４年度というような状況を説明

させていただきました。 

 この内容でございますが、いじめ調査の時期が10

月から11月にかけたアンケートを基に集計したもの

の結果でございます。なので、２月とかは次回の調

査に載ってくるということで、当時の令和４年度の

アンケートにはその数値が載ってこなかったという

状況でございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 私はアンケートを聞いた場面では

なくて、この警察に被害届が出されたようないじめ

の案件はないのですか、認知してないのですかと何

度も聞いたのです、休憩中も挟みながら。それに

「ない」と答えているのですよ。ここの公文書に残

っているではないですか。これでいえば、しっかり

書いていますよ。認知したのが、学校だと令和５年
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１月30日、中学校からの報告で教育委員会は、令和

５年１月30日に認知したとあるではないですか。既

にこの３件、１月、２月に報告を受け、アンケート

ではなくて学校から直接報告を受け、認知していま

すよね。それをしていない、知らないと答えていた

のですよね。 

 どういうことですか。 

○平賀貴幸議長 答弁調整のため、暫時休憩いたし

ます。 

午後１時30分休憩 

午後１時40分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 小田部議員の質問に対する答弁から。 

 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 先ほどの警察事案になっ

た件数というお話ですけれども、６月議会にお答え

させていただいたのは北海道のほうの教育部局で調

査しているもので、10月から11月にかけた時点の調

査の数字でございまして、その当時であれば警察事

案はゼロということでございましたが、年度で３月

まで市教委のほうで把握しているという件数は６件

でございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 ちょっと私の６月議会では質問の

仕方に行き違いがあって、お互いの認識が違ってず

れていたとしたとしても、実際に１月、２月には公

文書に残されて、警察に相談された案件が３件、３

件３件の６件ですね、合計、あったということであ

ります。 

 これで、実際にこの被害届が出され、重大事態の

疑いがある案件が３件あったわけです。しかも重大

事態としたズボン下ろしの案件は２月８日発生して

おります。これよりも１月早い時期に、１月、２月

の時期に学校側から教育委員会へ報告が上がってい

るわけです。それが公文書として残されておりま

す。 

 にもかかわらず、この重大事態の疑いのあるこの

３件の案件が、このケースが３月21日に初めて開催

されたいじめの専門委員会の、この協議のテーブル

には上がらなかったわけですよね。これはなぜ、普

通だとその６件、疑いがある案件を上げて協議する

のだと思いますけれども、この３件は一切このテー

ブルに、協議の場に上がってないのですが、これは

一体なぜなのでしょうか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 現在、重大事態と認定し

ています、認定で進めております３件のほかのお話

と思いますけれども、その３件につきましてはちょ

っと詳細は申し上げられませんけれども、内容とか

経緯とか、そういう状況が違うというところでござ

います。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 今の御答弁ですとちょっと理解が

できないのですが、内容はそれぞれ違うにしても、

警察に被害届が出された案件として、１月、２月の

時点で重大事態の疑いがある案件として報告が上が

っているわけです、この３件も。そして初めて開か

れる３月21日の専門委員会の会議では協議されなか

ったわけですよ。今案件が違うと言ったけれども、

これ実は４か月もたった６月９日に書面でのいじめ

専門委員会が開催され、協議となっているのですよ

ね。結局協議しているのですよ。この４か月間とい

う時間軸は何か、何の意味があるのですか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 この件に関しましては、

先ほど申し上げましたが、詳細のほうはちょっと申

し上げられませんけれども、被害者のほうの意向が

ありましてそういう形になりました。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 １月、２月に認知された案件が被

害者の意向によってそういう形になった。３月のい

じめの専門委員会では協議はされなかったけれど

も、４か月たって６月９日の書面では審査した。ち

ょっと全然全く行政として整合性が取れなくて中身

がわからないのですが、ちょっとこれまた後ほど確

認したいのですが、もう一つ、１点確認させていた

だきます。 

 ６月議会で質問した重大事態と認定した、それは

この専門委員会だという御答弁いただきました。そ

の会議には一体どれぐらいの時間で協議され、その

資料の内容はという質問に対し、会議は２時間半程

度であると。学校側から説明会用の資料を基にし

て、氏名などを伏せた状態でＡ３で２ページ、Ａ４

で７ページとお答えしています。 

 しかし、この実際の会議録によると、午後３時か

ら開催され３時11分に終了しております。わずか11

分での会議を２時間半かけて協議したと御答弁なさ

れました。これは高橋課長かな。ここも大きく食い

違う部分なのですが、なぜこのようなそごが生まれ
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るのでしょうか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 今のお尋ねの件でござい

ますが、６月の答弁におきましては、いじめ問題専

門委員会、こちらのほうでいじめの重大事態になる

ということを確認しまして、その後、調査委員会に

すぐ移行したというような答弁だったと思います。 

 その調査委員会が設置され、その中で議論をして

今後の方向性ですとか、そういったお話をさせてい

ただいた中で、会議につきましては、専門委員会で

はなくて調査委員会で２時間半程度の議論をしてい

ただいたというような答弁でございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 全く私の質問とは全然違います。 

 私は、このいじめの重大事態を認定したのはどこ

ですかと。そうしたら、専門委員会ですと御答弁い

ただきました。それでは、専門委員会では、この重

大事態に至るまで、どの程度時間をかけ協議された

のですかと聞いたのです。 

 今の御答弁では、その後の専門委員会で重大事態

の認定をされたら調査委員会が立ち上がるのでしょ

うから、調査委員会の話は聞いていません。それが

なぜ２時間半というものが、この公文書を請求した

ら、わずか11分ですよ。これ驚きました。 

 全く質問と答弁の内容、そして事実がかなりそご

ですが、その調査委員会の話は一切聞いていません

けれども。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 質問の意図をちょっと食

い違いがあったかもしれないのですけれども、こち

らといたしましては、その専門委員会、行う前に各

委員には詳細については事前に説明をした中で、重

大事態として取り扱うべきということの判断をいた

だければすぐに調査委員会に移行するという説明を

事前にしております。その中で専門委員会から調査

委員会に移行して、会議の内容は２時間半だったと

いうような答弁でございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 何かもう言い訳にしか聞こえない

のですが、これ公文書にも残されていますよね。教

育長も出席し、大垣次長も、高橋課長も出ているの

ですよ。僕の御質問は、ここに前回の質問書があり

ますけど、「いじめの専門委員会は重大事態の認定

に至るまでの議論をどれぐらいの時間を費やしまし

たか。何回ぐらい会議しましたか」と聞いたので

す。 

 それは１回で２時間半程度と言ったのですよ。全

然これ僕の質問と答えている……、そうしたら逆に

言えば、今は11分ということが事実ですよね。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 いじめ問題の専門委員会

のみにつきましては11分程度ということになりま

す。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 このズボン下ろしの問題を重大事

態と認定したのは、網走市いじめ専門委員会である

と御答弁されておりましたが、開示請求した資料で

はこの11分間の会議で認定しております。ここがま

ずは私の中ではあり得ないことだと感じています。 

 仮にこの11分間以外で、網走市教育部局といじめ

専門委員会の委員が何らかの形で重大事態の認定可

否について協議しているとすれば、それは公文書と

して残っているものだと思います。もし、存在しな

いとしたならば、この今の網走市の、市はいじめ重

大事態の認定可否という物すごく重たいテーマを、

これに対してまるで立ち話レベルで物事を決めてい

るのだと受け止められても致し方ないことだと思い

ますが、この11分の前にその専門委員会との協議を

した場面というのはあるのでしょうか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 この事案の内容につきま

しては、事前に各委員の皆様に説明をしたというと

ころでございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議長 事前にということで、この日では

ないときに設けたのでしょうが、そのときの会議

録、公文書として残っているのでしょうか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 この事前説明に当たりま

しては、公文書としては残っておりません。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 ちなみに、公文書管理法の第４条

は、以下のとおりになっております。「当該行政機

関における経緯も含めた意思決定に至る過程、並び

に、当該行政の事務及び事業の実績を合理的に後づ

け、または検証することができるよう、処理に関わ

る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成

しなければならない」とされております。 

 しかし、今回いじめ問題の重大事態の認定可否と

いう極めて深く大きな事案に対して、意思決定に至
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る過程が議事録に残されておりません。こういった

重大事態には何で決定されたのだということが、こ

の議事録自体が未来の子供たちのために役立つもの

だと私は思っております。 

 これが一定程度、初めてのことですので基準にな

っていくのでしょうから、そういうものをきちんと

残していかないといけないのが行政運営だと思いま

す。 

 これ、教育長、公文書に対する見解どうですか。 

○平賀貴幸議長 教育長。 

○岩永雅浩教育長 －登壇－ 行政を進める手続

と、それを公文書に残すかどうかというお尋ねだと

いうふうに思いますが、先ほど部長が説明したとお

り、各委員へは開催前に御案内をした際に、事前に

事案の概要の説明をいたしました。 

 それから、初めての委員会開催、網走市ではです

ね、初めての委員会開催ということもあり、事案が

重大事態というふうに認定された場合については、

調査委員会の委員に、そのままかねていただくとい

うような説明もさせていただいたところです。 

 それらをいわゆる議事録として残すのかどうかと

いうところにつきましては、この時点については私

は、何というのですかね、正式な議事録として残す

必要はないというふうに考えておりました。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 その認識がいかがなものかと思い

ます。 

 やはり重大事態に認定した経緯、議論の経緯とい

うのは公文書に残しておかないと、一体どういう経

緯でこういうふうになったのか。この公文書、会議

録11分の中身では全く見えてきません。 

 ６月議会の質問では、「重大事態と認定したのは

どこですか」という質問に対して、「３月21日に開

催したいじめ専門委員会において認定した」と北村

部長が答弁しております。しかし、会議録を見る限

り、委員の皆さんへ事件の内容について、詳細な説

明は一切なく、市教育委員会事務局が「重大事態と

認め調査委員会を設けたいと考えておりますが、意

見はありませんか」と諮っております。つまり教育

委員会が重大事態と認定したいので、委員の皆様の

了承が欲しい、そんな進め方になっております。 

 となると、認定したのは、市教育委員会事務局と

なります。これも６月議会の答弁と食い違っている

部分だと思います。 

 あわせて、この重大事態に認定した教育部局、ど

んな協議したのですか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 このいじめ問題の重大事

態の認定に当たりましては、基本的にはいじめ防止

対策推進法や国のいじめ防止等のための基本的な方

針、これに基づきまして一応判断というか、基準に

取り進めているところでございます。 

 その中で、教育委員会事務局といたしましての考

えを専門委員会の委員の先生方に御説明した上で、

一応お伺いを立てた中で確認しているというところ

でございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 ちょっとわかりづらかった。お伺

い立てるというか、重大事態として認め専門委員会

を立ち上げたいけれどもいいですかと諮っているの

ですけれども、ということは、重大事態なのか、そ

うではないのかと決めているのは教育委員会なので

すか。 

 ６月議会ではいじめ専門委員会が認定するのだ

と、協議で認定していくみたいな答弁だったのです

けれども、この議事録を見る限り、教育委員会が重

大事態だからということを判断しているとしたら、

どういう判断、協議したのですか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 重大事態に当たるかどう

かにつきましては、先ほど申し上げました法律や国

の基本的方針に照らし合わせた中で、教育委員会事

務局としてそういう考えを伝えた中で、委員の皆様

に説明しているところでございますが、その中で例

えば委員の皆様から疑義が生じれば、それがまた新

たに協議をして、どういう取扱いにするかというこ

とになろうかと思っております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 今回この１回目の初めての会議で

すし、この公文書には詳細な説明もないまま、異議

なしという声があったのだから異議はなかったので

すね、実際。しかしながら、この重大事態の認定の

可否の結論に至る過程に、非常にだから大きな疑問

があります。 

 ズボン下ろしとは別の、先ほどですね、中学校の

いじめ問題では書面の開催となっております。こち

らは重大事態に認定されませんでした。これ３件あ

りますけれども、この公文書請求、そして会議録を

見ると、それぞれの事案に対する詳細な説明が記載

されております。黒塗りではありますが、私調べて
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おりますので。市教育事務局の考え方として、「重

大事態として取り扱う事案ではないものと考えられ

ます」との一文が添えられて、書面で本文について

の重大事態として取り扱うべきか否かを選択するよ

うな形の書類となっております。 

 先ほども質問で述べたとおり、さきのズボン下ろ

しの案件は、詳細な事件の説明もなく、市教育事務

局が「重大事態と認めて、調査委員会を設けたいと

考えておりますが意見はありますか」と会議を進め

ました。 

 市教育委員会の重大事態の認定や公表する上で

の、今確固たる基準がないのではないかと私は、こ

れを見て考えております。一定の基準なく、そのと

きの感情や個人の価値観で重大事態とするか否かを

決定するやり方は、教育行政の在り方としては公平

性に欠け、大変問題ではないかと私は思います。 

 別の中学校の案件の重大事態認定の可否にかけた

協議の進め方、内容の深さにも歴然とした差がある

ように私は感じます。なぜこのような差が生まれて

しまったのでしょうか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 いじめ問題の重大事態に

するしないとかの基準のお尋ねだと思いますけれど

も、繰り返しになりますが、いじめ防止対策推進法

や国の方針、こちらを基本的に沿って進めることに

なりますが、個々の事案の内容や状況が異なります

ので、それぞれの状況等を勘案した上で対応が変わ

ってくるものと考えております。 

 こちらの判断に当たりましては、何か意図的に判

断するものではなくて、起こった事案の内容や状況

を基に判断するものと認識しております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 それはそうなのですよ。そうなの

ですけれども、明確な基準も示されない、その会議

の内容の会議録も一方ではない、詳細な説明もな

い、片方は詳細な説明をしている、という差が事件

の内容と言いますけれども、このズボン下ろしの案

件を重大事態とした基準が、先ほども言ったいじめ

基本方針や様々なものを照らし合わせて、生命、心

身または財産に重大な被害が生じた疑いがあるとし

て、重大事態と認め調査委員会を設けたいと諮った

とするのであれば、ほかの中学校で起きた事案もこ

れに同じように、生命、心身または財産に重大な被

害が生じた疑いは十分にある案件もあったと私は認

識しております。そして、犯罪性も十分にあるよう

な、事件性もあるような、案件の内容があります、

実際。 

 市教育委員会が「重大事態として取り扱う事案で

はないものと考えられます」との一文が添えられた

この３件、この扱わなくていいという理由は何なの

ですか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 いじめ防止等のための基

本方針、国の方針でございますが、その重大事態の

規定は、いじめによりまして、児童生徒が生命、心

身または財産に重大な被害という表示があります。

こちらにつきましては、いじめを受けた児童生徒の

状況に着目して判断するということもございますの

で、今回というか、後で起きました件につきまして

は、こういうところを総合的に鑑みまして、そうい

うような事務局の考えを示したものでございます。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 私も調べて、いろいろな保護者に

も話を聞いておりますが、今言ったように、生命、

心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある

と。これは大きく重大な事態に被害者として至って

いるケースもありますよ。 

 被害者の意向、保護者の意向という御答弁もあり

ましたが、北海道のいじめ対策基本方針では、「保

護者が詳細な調査や事案の公表を望まない場合であ

っても、学校の設置者及び学校が可能な限り、自ら

の対応を振り返り検証することが必要となる。それ

が再発防止にもつながり、新たな事実が明らかにな

る可能性もある。このため、決して被害生徒が生徒

や保護者が望まないことを理由として、自らの対応

を検証することを怠ってはいけない」とあり、さら

に「決して安易に重大事態として取り扱わないこと

を選択するようなことがあってはならない」とも明

記されております。 

 改めて、市教育委員会に確認したいのは、網走

市、教育行政において、重大事態と認定するのは一

体誰なのかという点です。 

 認定するための基準を具体的に示していくこと

で、今後のいじめ問題は、今まで以上に迅速な対応

が図られるのだと私は考えます。 

 網走市において、重大事態と認定するのは一体誰

なのか。網走市いじめ防止基本方針では、重大事態

に該当するか否かの判断について、誰がということ

が明確に記載されておりません。だから先ほど言っ

たような、最終的には専門委員会が決めると言うけ
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れども、実は教育部局事務局の判断で重大事態とし

たいのだけれども、これはする必要ないと思うのだ

けれどもみたいな、諮り方になってしまっているの

ですよね。 

 この辺をしっかりと、教育行政にふさわしい形

で、具体的に、例えば横浜市のいじめ防止方針を見

ると、重大事態に該当するか否かの判断は学校、学

校教育事務所または人権教育・児童生徒課が行い、

いずれかが重大事態を探知したら速やかに対処法を

共有するとしております。 

 網走市の方針にはこのような具体的な記述がない

からこのような状況に至ってしまうのだろうと、私

は思いますので、早急に改善し、バージョンアップ

することは必要だと思います。そして、明確な基準

を設けることが必要だと思いますが、市の考えを伺

います。 

○平賀貴幸議長 教育長。 

○岩永雅浩教育長 まず、重大事態かどうかという

ことを決定するのは、いじめ問題専門委員会に間違

いありません。 

 私たちは、今これからの取組について、御質問が

ありましたが、私たちはいじめを絶対に許さないと

の認識の下で、これまでもいじめ防止対策推進法の

定めるところによって対応をしてまいりました。 

 既に法に基づく、網走市いじめ防止基本方針を定

め、この方針に基づいて、令和３年度に警察署や児

童相談所、様々な関係機関との連携を推進する網走

市いじめ問題等連絡協議会を組織をし、いじめ防止

等を適切に行うための取組を進めてまいりました。 

 重大事態に該当するいじめを未然に防ぐことがで

きず、教育委員会としてこのことを大変重く受け止

めています。 

 このいじめ問題行動は、教育委員会の附属機関

で、法律や医療、心理、福祉などの専門的な知識を

持つ方で構成をする網走市いじめ問題専門委員会か

ら、いじめ防止対策推進法第28条に示される重大事

態と認定された後は、直ちに網走市いじめ問題調査

委員会による事実関係の把握、教育委員会や学校の

対応の検証、同様の事案の再発防止や予防などを目

的として調査が開始をされており、９月27日には６

回目の調査委員会が開催されることになっておりま

す。 

 調査委員会では、事実の実相を明らかにしなが

ら、今後の対応策などについて調査が進められます

けれども、生徒自らが問題行動について考え、生徒

会を中心として解決に向けた主体的な取組が必要で

あることなども御助言を頂いているほか、被害生徒

へ寄り添う支援が最重要、最優先としながらも、加

害生徒への指導も必要であることも確認をさせてい

ただきました。 

 また、全市的ないじめ撲滅への取組の必要性への

御発言もあり、地域としてどのように関係していく

のかも示唆が得られるものと考えております。 

 なお、第２回定例会や今次定例会で種々議論をさ

せていただいた中では、さきの答弁のとおり、網走

市いじめ防止基本方針などを見直す必要も感じてお

りますので、この点につきましては、調査対象とな

っております教育委員会や学校の対応の検証を待ち

たいと考えております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 御答弁いただきましたが、あわせ

て、教育委員会が重大事態だと認定したい、この会

議、したくない部分の協議の部分も、しっかりと公

文書に残すべきだと思います。ちょっとその点確認

させてもらっていいですか。 

○平賀貴幸議長 答弁調整のため、暫時休憩いたし

ます。 

午後２時09分休憩 

午後２時09分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 小田部議員の質問に対する答弁から。 

 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 いろいろ御指摘いただい

た中で、今後につきましては、しっかり事案につき

まして専門委員会の皆様に丁寧な御説明と御議論を

いただいた中で、重大事態にするしないという可否

につきましても、いろいろ協議させていただきたい

と思っております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。そろそろ時間になっ

ておりますので、まとめてください。 

○小田部照議員 はい。 

 今御答弁ありました。いろいろと、この重大事態

に認定するのは専門委員会だと今も御答弁ありまし

たけれども、それ最終的に議決のような形で、重大

事態にしたいのだけれども異議ないですかとか、こ

の案件を重大事態にする必要はないと思いますけれ

どもどうですかとかではなくて、ここが重大事態と

認定する必要ないと決める機関であれば、この事案

の詳細を説明し、その委員の皆さんで協議するべき
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だと思います、そこで決定するのであれば。そして

初めて重大事態と認定されたら、次は調査委員会に

運ぶのでしょうから、わずか11分で重大事態に認定

してしまったり、そしてその事案は実は蓋を開けた

ら教育長もおっしゃるとおり、今調べていて詳細に

ついてちょっとわからないのですよみたいなことに

なってしまうのですよね。だから、きちんとした、

さっきも言いましたけれども、いじめ基本方針を明

記して改善し、きちんと重大事態に至るまでの経緯

を、どうして重大事態になった、どういう議論を経

てなったのか。そういうものをきちんと公文書に残

していただいて、これが基準となり、メンバーが入

れ替わっても、これを基に議論、協議がなされるの

だと思います。そして、そうじゃないとやっぱり子

供たち何が基準か、保護者も含めて、曖昧で不透明

すぎるのですよ。きちんと公文書に残すような形に

ぜひしていっていただきたいと思います。 

 これだけ重大事態の疑いがある事件が多発してい

るような、網走の状況であります。テレビのニュー

スにあるような、いわゆる闇バイトのようなもの

も、管内で小中学校、高校生というようなところで

事案があったというようなお話も伺っております。 

 今はスマホを通じて、容易に様々な情報を得られ

る時代でもありますので、これからは我々の想像も

つかないような事案も起こってくるのではないか

と、私も懸念しているところではありますが、今の

教育行政の体制、体質では、この子供たちを正しく

守り育てていくことが大変だろうと、私は今回の質

問で思っております。早急にいじめの専門の対策室

のようなものを立ち上げ、対応していく必要がある

のだろうと私は思っておりますが、市の考えを、こ

れ最後にしますから伺います。（発言する者あり） 

○平賀貴幸議長 静粛に。 

 答弁願います。学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 先ほど教育長からお話も

ありましたけれども、現在行われております調査委

員会におきまして、これまでの教育委員会や学校で

の対応についても検証いただいておりますので、指

摘事項など、調査結果を真摯に受け止めまして、今

後同様な事案が起こらないよう、再発防止、予防に

努めるとともに、対応についても改めていきたいと

考えております。 

○平賀貴幸議長 小田部議員。 

○小田部照議員 終わります。 

○平賀貴幸議長 一般質問の途中ではありますが、

ここで暫時休憩いたします。 

 再開は午後２時25分といたします。 

午後２時14分休憩 

午後２時25分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 一般質問を続行いたします。 

 山田庫司郎議員。 

 山田議員。 

○山田庫司郎議員 －登壇－ 民主市民ネットの山

田でございます。 

 私からは、通告しています３点について、質問を

させていただきたいというふうに思います。 

 まず、１点目でありますけれども、令和５年度、

５か月しかまだたっていませんけれども、この間、

臨時会で、今回の９月議会でも含めてであります

が、16億3,000万円程度の補正も増額をされている

経過があるわけでありますが、予算の執行状況につ

いて、歳入また歳出の状況と一時借入金等も含めて

状況を、特筆すべき点がもしあれば、それも含めて

お聞かせいただきたいと思います。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 予算の執行状況について

でありますが、一般会計の８月末の予算現計は278

億8,849万4,000円でございます。 

 歳入の状況は、収入済額が70億8,694万9,000円、

予算に対する収入率は25.4％でございます。 

 歳出の状況は、執行済額が60億2,459万1,000円、

予算に対する執行率は21.6％でございます。 

 歳入歳出差引きでは、10億6,235万8,000円の黒字

であり、金融機関からの一時借入金はございませ

ん。特に、現状として特筆すべきことはございませ

ん。 

○平賀貴幸議長 山田議員。 

○山田庫司郎議員 今、御答弁を頂きましたが、５

か月とはいえ、順調に推移されているのだというふ

うに認識をさせていただきたいと思います。一時借

入金もないようですから、大変ありがたい状況では

ないかと、こんなふうに認識をさせていただきま

す。 

 それで、この予算執行と関連がもちろん出てくる

わけですが、令和５年度の決算についてでありま

す。実際決算は、来年の５月の出納閉鎖が終わった

段階で、決算が確定をするのだというふうに思いま

すから、５か月しかたっていない中での今年度の決
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算見込みについて問われるのも非常に厳しい、難し

い状況があるのかもしれませんが、これから令和６

年度の予算編成に取り組むことになるわけでありま

すけれども、この予算編成に当たって、やはり決算

見込みというのは、非常に重要な位置づけになりま

すので、ぜひ今の段階での、厳しいかもしれません

が、決算見込みについて、お考えをお示しいただき

たいと思います。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 今年度の決算見込みにつ

いてでありますが、現時点では大規模災害など財政

運営に支障を来すような事象は生じておりませんの

で、現時点では例年並みの決算になる見通しでござ

いますが、物価の高騰や今後の降雪状況など、こう

した動きに注視してまいります。 

○平賀貴幸議長 山田議員。 

○山田庫司郎議員 これから何が起こるかわからな

い状況もひとつあるわけですから、見込みとはい

え、大変難しい状況は理解をさせていただきます。 

 ただ、今までの議員の中での議論の中でふるさと

納税のお話もありました。22億円の予算よりは、ぜ

ひ増えていただきたい期待も含めてあるわけであり

ますし、今年は非常に議員の質問の中にもありまし

た、西漁協の皆さんが１世帯2,000万円程度の所得

が減ってくる状況もひとつあるわけでありますが、

税収や国保税等の収納率がどういうふうになってい

くだろうという、これが心配になるのかもしれませ

んし、これからのどういうふうになるのか、非常に

位置づけが難しいのかもしれませんが、この辺につ

いては何か決算見込みについてのお考えはございま

しょうか。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 現在、８月末までの速報

値で今私手元に徴収率ございませんが、前年に対し

てプラスマイナスほぼゼロ、若干いいぐらいの状況

で推移しておりますので、特に今のところ、収納率

が落ちて税収が落ちるような、そうした今動きはご

ざいません。 

○平賀貴幸議長 山田議員。 

○山田庫司郎議員 わかりました。 

 決算見込みについては、12月ぐらいになれば相当

見えてくるのだろうというふうには思いますけれど

も、質問についてはこれで理解をさせていただきた

いと思います。 

 それで次に、令和６年度の予算編制についてお尋

ねをさせていただきたいというふうに思いますが、

今、少し国の状況も少しお話をさせていただきます

が、今回国の概算要求が約114兆円前後の、また過

去最大になるのではないかというふうに報道等とさ

れているわけでありますし、とりわけ防衛費の７兆

円台、社会保障費や国債費の増額など、非常に内容

的にはまた厳しい予算形成になるのだろうというふ

うに思っています。 

 物価高や少子化対策費など事項要求という、後か

ら上積みをされる例外的内容も含まれていますの

で、最終的に幾らになるのか、非常に心配をしてい

る一人であります。いわゆる国債が1,000兆円を超

えているわけでありまして、今回の国の予算も国債

にやはり頼るということになるのだろうというふう

に思いますので、後世の私たちの子供や孫たちに、

この負担をやっぱり負わせることになっていくとい

うふうに考えているわけであります。 

 ぜひ国も厳しい状況は私は理解しますけれども、

ぜひ国のトップとして、現状こうなのだと、ですか

ら、予算というのはやっぱり歳入が増えるか、歳出

を減らすか、いろいろな方法がひとつありますけれ

ども、現状厳しいのだよということをやっぱり私は

明らかにしながら、国民にやっぱりきちんと意見を

反映させてもらって、そういう形で進めていくべき

だというふうに私は思っています。 

 そういう意味では、市の予算編成にもこれはつな

がってくるわけでありますが、網走市の予算編成で

ありますけれども、今年度の市民の所得額によりま

して、来年度の税収額が基本的に決まってくるわけ

です。今、市民の皆さん、賃金がある程度上がった

状況もひとつありますけれども、ロシアのウクライ

ナ侵攻や円高等によって、物価の上昇が本当に限り

がありません。ですから、いわゆる手取額ですが、

実質可処分所得は、私は減額になるのだろうと、こ

んなふうに心配をしているわけであります。 

 また、まれにない連日の灼熱の天候の影響や、処

理水放出による、とりわけ中国向けの輸出停止の問

題など、憂慮すべき課題が山積をしていますから、

来年の歳入が、厳しくなるのではないかというふう

に考える一人であります。 

 ただ、税収が減ったときには交付税の補塡もひと

つあるわけですから心配しなくてもいいよという方

もいらっしゃいますけれども、やっぱり自立して税

収で運営していくということを考えるならば、来年

度の予算編成について、非常に厳しい状況もひとつ
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あるのかもしれません。予算編成にどういうふう

に、これから考え方として取り組んでいくのか、基

本的な考え方をお示しいただきたいと思います。 

○平賀貴幸議長 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 今議員お話の国の予算に

つきましては、やはり12月の下旬、例年でいくとク

リスマスの時期に地財決着というものがありますの

で、これを待たねばなりません。 

 ８月31日に総務省が示した令和６年度地方財政収

支の仮試算ですが、これによりますと地方交付税は

前年度比1.1％増の18兆5,690億円と見積もられてお

ります。現時点では、今年度の地方財政計画の水準

を下回らないよう、地方の一般財源総額、こうした

ものは確保される見通しにございます。 

 市内の経済指標につきましては、今議員のお話の

猛暑ですとか、中国の水産物禁輸、こうしたものに

よる影響ですが、現時点では把握は困難でございま

す。 

 今後、関係機関との継続した情報共有に努めまし

て、今後実施される国の水産業への支援策や経済対

策、こうしたものの動向に加えまして、金融機関で

の業況調査、それから商工会議所の景気動向調査な

ども注視しながら、予算編成に当たってまいりま

す。 

○平賀貴幸議長 山田議員。 

○山田庫司郎議員 今御説明があったように、地方

財政計画、やっぱり自治体にとっては大事ですか

ら、今お話があったように８月31日の時点での話で

18兆円はまたある程度確保になるかなと。そうなれ

ば、今までの交付税というのはある程度当てにでき

るのだろうと、こういうふうに率直に考えられると

いうふうに思います。 

 経済指標についても、本当にどうなるかわからな

い状況もありますから、なかなか厳しいのかもしれ

ませんが、予算編成というのは決算見込みも大事で

すが、来年の税収、地財計画の中の交付税はどうか

と、やっぱりいろいろなことを考えていく中で、歳

入が減ればやっぱり歳出を抑えていかなければなら

ないという考え方を持たなければならんというふう

に思いますけれども、それで、来年の秋には新庁舎

ができまして、新たな移転をして、新たなスタート

の年になるわけであります。 

 まちづくり、前日も永本議員からの質問もござい

ましたけれども、令和６年度というのは非常に私は

大事な年になるだろうというふうに自分なりに思っ

ています。ぜひ市長と議論したい気持ちもあります

けれども、来年度はやっぱりまちづくりの骨格とい

うものがある程度浮き出てくるのだろうと。高規格

道路の最終点もある程度位置が決まってくる話も先

日ありましたし、今、都市機能推進事業も協議会の

中で議論をいただいていて、年度末には結論が出て

くるということもひとつありますので、具体的にど

うだというまではないにしても、網走のまちづくり

のビジョンといいますか、やっぱりある程度の骨格

が令和６年あたりである程度出来上がる中で、私は

令和７年度には具体的な予算も含めて出てくるのだ

ろうというふうに期待も含めて思っているわけであ

ります。 

 水谷市長も来年は２年目の予算になりますから、

ぜひ仕上げることは仕上げていただくことも含め

て、令和６年度の再度予算編成についての考え方が

もしあれば、ぜひお聞かせをいただきたいというふ

うに思います。 

○平賀貴幸議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 御質問いただきました

のでお答え申し上げたいと思いますが、来年の予算

編成につきましては、今後、政策検討会を順次開催

を部内で、庁内で開催をいたしまして、現状の課題

や今後の方向性などを共有した上で、予算編成方針

を定めてまいりますが、現時点でその考えをお示し

をすることはできかねるところでございますが、今

議員が御指摘がありましたように、令和６年度には

新庁舎が供用開始をいたしまして、節目の年を迎え

るということと、議員も御指摘がありましたよう

に、北海道横断自動車道網走線の概略ルートの決定

が今年度中に決定をされることによる都市計画の変

更など、様々なものというのが今後出てくるという

ふうに思っています。 

 また、現庁舎跡地への都市機能の誘導、そしてま

た消防本部庁舎の建て替えなど、将来の未来を描く

重要な年になるというふうに考えておりますので、

十分議員からも御指摘を頂いた点に意を用いながら

予算編成を、方針を定めてまいりたいと、このよう

に考えているところでございます。 

○平賀貴幸議長 山田議員。 

○山田庫司郎議員 市長から予算編成に当たっての

考え方を示していただきました。本当に毎年の予算

大事なわけでありますが、とりわけやっぱり令和６

年、来年というのは、これからの網走市の新たなや

っぱり私はスタートの年になるのだろうと、こんな
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ふうに思っている一人です。ぜひ具体的にいろいろ

なものが動き出したときに、ぜひ来年度の予算に、

しっかり乗せられるものは乗せていただいて、しっ

かりまた３月の議会の中で、議会の中でも議論をさ

せていただきたいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきますが、

この質問については、昨日の里見議員、本日の小田

部議員から相当私以上に詳しい質問があったように

認識をさせていただいています。ですから、質問も

また答弁もかぶるところについては、割愛をさせて

いただきながら、要点だけを何点か聞かせていただ

きたいというふうに思います。 

 皆さんから出たのはやはり人材がいろいろな業種

の段階で、とりわけ私は技能職が今大変だろうとい

うふうにちょっと思っているわけでありますが、こ

の人材不足、大変大きな問題でありますし、各自治

体が抱えている問題でもあります。 

 国や道という大きな立場のところが取り組むべき

課題だというふうに私は思いますが、そうはいって

も、自治体でできる限りのことは対応していくべき

だろうと、こんなふうに思っているわけでありま

す。 

 二人の議員からも出ていたように、人材が不足を

することによって、会社そのものが成り立たなくな

る現状も出てきますし、縮小を余儀なくされる、い

ろいろな意味で市民に弊害が出てくることと、仕事

でいえば、そういう会社がなくなっていくことによ

って、外のまちに仕事が逃げていってしまうわけで

ありますから、できる限り今の職種も含めて守って

いくのが私たちの立場ではないかというふうに思う

わけであります。 

 確かに民間がしっかり主体的になって考えていく

べき課題だとは思いますけれども、行政がここで何

をできるのかをやっぱり考えていかなければ、私は

ならないというふうに思うわけであります。 

 それで、質問の中でありましたように、実態につ

いてどういうふうに把握していると質問がございま

した。ただ、役所は縦割りですと、これは失礼な言

い方ではないのですが、縦割りではいろいろな原課

がある程度掌握していると思います。観光やホテル

関係はどこどこの部、建設や土木の関係はどこどこ

の部、ある程度そういう部分では掌握をしているの

だと思いますが、ここをやっぱりしっかり、私は実

態調査を、大変だと思いますがすべきというふうに

思うのです。そして、それぞれの原課、縦で調査し

たものを集約をして調整する部署というものが私は

必要になるというふうに思うのですが、御見解があ

ればお聞かせいただきたいと思います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時44分休憩 

午後２時45分再開 

○平賀貴幸議長 再開いたします。 

 山田議員の質問に対する答弁から。 

 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 人材不足につきまして

は、各種協議会や関係機関との意見交換の中で情報

収集を行い、実態の把握に努めているところでござ

いますが、飲食サービス業、建設業など様々な業

種、業態で顕在化しており、例えば建築技能者等地

域定着促進運営協議会などの場におきましても、若

者技能者の就職離れや技術の継承を危惧する声が出

ているところでございます。 

 そのため、人材が大きく不足する業種について、

現在このようないろいろなところで影響が出ている

状況につきましては、議員御指摘のとおり、会社の

経営等にも多大な影響を及ぼす可能性があるものと

認識してございます。 

 それで、お尋ねの実態把握の必要性と対策につい

てでございますけれども、対策を講じる前提とし

て、実態把握というのは重要でありますので、これ

まで同様、網走公共職業安定所から発信される情報

をこれまで同様注視するとともに、関係機関からの

情報収集に努めているところでございます。 

 現在、市では、人口減少社会における労働力不足

の中、とりわけ女性や高齢者の就労を支援する事業

を行い、人材確保に向けた取組を進めているところ

でもございます。例えば、若者の就業定着を促進す

るため、市内の事業者に新たに就職した若者への奨

励金を交付しているほか、高校生を対象とした地元

企業合同説明会を開催し、学生をはじめとする若者

の就業定着にも力を注いでいるところでございま

す。 

 また、公共交通事業者の免許取得に対しまして

も、事業者に対する支援を行っているほか、このほ

か例えば道立高等技術専門学院など、技能・技術習

得機関を卒業後、網走地域において建築関連の業務

に従事する方に対して、修学資金を貸与し、修了

後、業務に従事した期間が３年に達した時点で返還

が免除される建築技能者等地域定着促進事業の人材
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確保事業など、様々な技能取得に向けた支援も図っ

ているところでございます。 

 このほか、商工会議所が主催する人材採用育成に

関する関係組織会議に参加をし、北海道教育庁オホ

ーツク教育局、地元高校、網走公共職業安定所とと

もに、地元の人材不足解消に向けた意見交換も行い

ながら、市内企業への就職促進や地元定着につなが

る方策を検討しているところでございます。 

 今後も引き続き、関係団体との連携協議の下、

様々な角度から最適な支援の在り方を検討し、人材

不足に対応してまいりたいと考えてございます。 

○平賀貴幸議長 山田議員。 

○山田庫司郎議員 本当に難しい課題だというふう

に、私も位置づけてはいます。ただやっぱり、何も

しないでいるというわけには、私はならないという

ふうに思いますので、今部長から答弁があったよう

に、それぞれいろいろな事業で支援もされているの

も認識をさせていただいています。ただやっぱりま

ず実態はどうなっているのか。それぞれの業種がや

っぱり何を求めているのかということも、行政とし

てやっぱり把握する必要はないのかと。民間が主体

だとは言いながらも、やっぱり関係する協会がある

ところは協会の方々、商工会議所を含めていろいろ

なところとやっぱり協議をしながら、どういう方法

があるのかも含めて議論をしていくべきと、こんな

ふうに今思っているわけであります。 

 それで、この後にも触れますし、このことについ

ても質問が既に出ています。やはり地元なり、日本

人という表現もあれですけれども、外国人の実習生

に頼らなければならない実態というのは既にもう出

てきているわけでありますから、そういう方たち、

そして、網走に来て働きたい、地元にいる方が働き

たいというのはもちろんですけれども、よそからも

来ても働きたいと、こういう方たちをやっぱり移住

政策、または空き家対策も含めて、そういう事業の

推進にも私はつながっていくというふうに思ってい

るのです。 

 それで、昨日の議論と今日の議論の中にもありま

した。やはり市外から、例えばバスの運転手さん、

私も資格取って運転手になりたいのですが、住むと

ころはございますかと聞かれるも即答ができない

と、こういう問題も抱えているというのもちらっと

耳にしていまして、住むところを行政が全て確保す

るとは私は思っていません。昔はやっぱり企業が福

利厚生の一環として社宅や寮を自分たちが、自らが

建てて持っていた時代もございましたけれども、今

はなかなか厳しいのか、そういう流れにはなかなか

なっていないのがひとつございますけれども、昨日

も今日も市営住宅の議論がありました。それも一つ

の方法かもしれませんが、町なかを歩いていて、ど

ことは言いませんが、国家公務員の官舎が非常に空

きになっていてもったいないと思ったり、独身寮だ

ったのが何で使われてないのだろうなと思ったり、

公務員の宿舎関係も含めて、もし利用ができるのな

ら、またこれも相談をしてみる、そういう流れも必

要だというふうに思いますし、民間の土建会社の、

昔はそこに何人か住まわれていて、炊き出しのおば

さんがいて寮的なものもあったのが、それが空きに

なっているとか、いろいろな施設があるというふう

に思います。 

 それと、個人の空き家も含めて、ある自治体では

行政が買い上げて直して、そういう方たちに何年間

という形で貸出しをしたり、移住者やそういう対応

に使っているような実例もあるわけでありますか

ら、いろいろな角度で家の確保も含めてしていくこ

ともひとつ考えていくことも必要ではないかという

ふうに思うわけであります。 

 それで、外国人の技能生または実習生含めて、ぜ

ひ網走に来たいと、北海道でどこに行きたいのとい

ったときに、網走はいいですよねと、こういうふう

にやっぱり言ってくれるまちづくりを、私はしてい

かなければならないのだろうというふうに思いま

す。これは、外国人だけに考えることではありませ

んけれども、ぜひそういう視点も含めて、そしてこ

の事業をいろいろ進めることによって、多方面に私

は広がっていくというふうに思っていますので、ぜ

ひ今の体制の中でも職員は大変厳しい中でお仕事を

されているというふうに私は理解をしています。で

すから、実態調査をして上がった部分をやっぱり一

つにまとめるような部署もひとつ必要ではないか

と。これ外国の方たちも含めて、職種と、先ほど

280何名の内訳についても、国籍も含めて説明がご

ざいましたけれども、いろいろきちんと調べる中

で、最終的には永住もしたい方たちももしかしたら

いるかもしれません。こんなこと言ったらあれです

が、私の町内会にフィリピンの２世帯の方たちが家

を建てられて住むことになりまして、こういう方た

ちは私は大歓迎をしながら、地域としてもしっかり

支えていかなければならないだろうと、こんなふう

に思っています。 
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 こういう時代がもう今この網走にも来ているわけ

でありますから、ぜひ大変とは思いますが、ぜひ部

署の位置づけも含めて、できるものなのかどうか、

御答弁いただければと。 

 先ほどちょっと予算編成の中で触れましたけれど

も、ぜひ市長に言うのを忘れましたが、私はまちづ

くり推進室みたいな機構というのは必要ないのかど

うか心配をしているのですが、全体で議論していけ

ばいいのかもしれませんが、ぜひその辺含めて御答

弁あれば。 

○平賀貴幸議長 市長。 

○水谷洋一市長 多分私しか答えられない御質問だ

というふうに思いましたので。 

 各自治体の様子を見ると、市長直轄の政策推進室

みたいなところがあったり、政策を考えたりという

ようなところがございます。 

 先ほど申しましたように、様々な令和６年度にお

きましては、庁舎が新しくなり、様々な都市機能の

誘導というまちづくりが出てくるわけでありますけ

れども、この議論、議会で議論を本当に伺っていま

すと、子育てちゃんとやろうねというところも、こ

れもまちづくりになったりいたしますので、様々な

都市インフラのみならず、様々な分野において、公

園もそうでありましょうし、除雪もそうでありまし

ょうし、子育てもそうでありましょうから、それを

一つの部署に束ねてというよりも今の状況の中で、

全庁的に横串を刺しながら政策をつくり上げて予算

化をしていくといったような形になると思いますの

で、今御提言いただいたことにつきましては、頭の

体操をさせていただければなと、このように思って

いるところでございます。 

○平賀貴幸議長 山田議員。 

○山田庫司郎議員 市長に２回ほど答えていただき

ました。 

 やはり昨日の議会、今日の議会を見ていて、最後

にやっぱり市長が答弁するということは、市民が見

ていてやっぱり説得力が、私は部長さんたちが悪い

という意味ではないのですが、やっぱり私は説得力

があると思います。 

 そういう意味で、先ほどちょっと編成のときに触

れましたビジョン含めて、市長が夢語ってできなか

ったらどうもならんというのが、それは責任もあり

ますから、勝手なこと言えないのは十分理解してい

ますが、昨日ちょっと議論になった除雪の問題もそ

うなのですが、やっぱりごみの問題もそうだと、い

ろいろあっても、今大変な状況だということを市民

と私は共有をするということが大事だというふうに

思います。除雪体制も私は今のままで行きますと、

２年３年、今のままのやり方が踏襲できるのか心配

をしている一人です。そういう意味では、大変厳し

いのだということをやっぱり市民にわかってもらう

という作業も、私は必要なのだというふうに思うの

です。それでなかったら、市民には悪いのですが、

いや、わかるけれども、僕のところは、僕のところ

はというふうになってしまうのですね。気持ちは十

分理解しますが。だから、厳しい状況というのも市

民に理解してもらうということも私は大事だと思

う。なかなか言いにくいことですけれども。 

 最後にそんなお話をさせていただきながら、答弁

は要りませんが、私の質問を終わります。ありがと

うございます。 

○平賀貴幸議長 それでは、理事者入替えのため、

ここで暫時休憩いたします。 

 再開は３時10分。 

午後２時57分休憩 

午後３時10分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 一般質問を続行いたします。 

 松浦敏司議員。 

 松浦議員。 

○松浦敏司議員 日本共産党議員団の松浦でござい

ます。通告に従って質問をしてまいります。 

 まず、１項目めは福祉灯油についてであります。 

 アベノミクスの本体といいますか、本性といいま

すか、実態が見えてきたというふうに思います。 

 円高が進んで１ドル147円、これは８日の段階で

すが、という状況、物価高騰が止まらないなど、副

作用が強烈に出ているというふうに私は認識してい

ます。 

 その影響をまともに受けているというのが庶民で

あり、とりわけ低所得層への影響は計り知れないほ

どになっていると、こんなふうに思います。今、悲

鳴ともいえる声が聞こえてきております。その認識

に立って、質問をしてまいります。 

 まず、灯油価格高騰に対する認識について伺いた

いと思います。 

 福祉灯油については、昨年も取り上げましたが、

昨年同期よりもさらに深刻度が増していると認識し

ています。 
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 網走消費者協会の広報誌の昨年９月号では、ガソ

リン１リットル当たりの高値で167.2円、安値で164

円、平均で165.2円、灯油は１リットル当たり高値

で127.6円、安値で118円ということで平均では

124.7円でありました。 

 今年の同誌の８月21日付の報道では、ガソリンが

１リットル当たり高値で180円、現在は188円という

ふうにスタンドの掲示板に書いてありましたが、そ

んな状況。安値でも180円というようなことであり

ます。昨年同期と同月比平均でいえば、177.5円と

なります。灯油は１リットル当たり128.0円、安値

で115円となり、前年同月平均では124.4円となって

おります。現時点では、まだ若干上がっていると思

われます。 

 この灯油価格の状況について、市はどのように認

識しているかまず伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 灯油価格に対する認識に

ついてでありますが、市内における灯油価格は、昨

年から行われております国の激変緩和事業により大

幅な価格上昇は抑制されているものの、令和３年度

の年度平均と比較すると令和４年度の平均価格は17

円程度高くなっておりました。令和５年度において

は、令和４年度と比較すると、安値で推移し、８月

の灯油価格については平均で121.8円と、昨年同期

との比較で１リットル当たり2.5円安くなっており

ますが、令和３年同期と比較では22.2円高くなって

いる状況であります。 

 国の激変緩和事業は当初９月30日までとされてお

りましたが、これが当面年末まで延長されることに

なりまして、今後の急激な高騰は抑制されるものと

考えております。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それはそれとして、わかりまし

た。 

 ８月段階ですから、９月１日から値上がっており

ます。それは後ほど、質問していきたいと思います

が、次に、低所得世帯の実態と対応についてであり

ます。 

 この間、地域を訪問すると、低所得世帯の皆さん

は不安の声を上げております。とりわけここ数年続

いている諸物価の高騰の問題と加えて、電気料金の

値上げ、これが平均で23.22％の値上げということ

で、政府の激変緩和対策による補助額を上回る金額

になり、料金水準は過去最高になるというふうにも

なっております。 

 北電は、値下げについては泊原発の再稼働が前提

だとまで言って、脅しにも似たものと聞こえてまい

ります。 

 このようなことから、この冬をどうやって暮らし

たらいいのかという切実な声を聞きます。昨年も大

変だったけれども、今年はそれに輪をかけて厳しい

というのが、現段階での市民の暮らしではないかと

思います。 

 市は低所得世帯と言われる高齢者世帯、ひとり親

世帯、障がい者世帯、生活保護受給者世帯などの実

態について、どのように認識しているか伺います。 

 また、対応についても伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 低所得世帯の実態への認

識についてでございますが、令和５年８月１日現在

の生活保護世帯数につきましては484世帯で、令和

４年度平均の479世帯と比べると５世帯増加となっ

ておりますが、令和３年度平均の503世帯と比べる

と19世帯減となっております。 

 また、生活サポートセンターにおける新規相談件

数のうち、家計に関する相談は、令和５年４月から

７月における月平均で1.3件となっており、令和４

年度月平均の2.2件、令和３年度月平均の4.8件と比

べると減少している状況となっております。 

 しかし、この間、議員御指摘のとおり、灯油を含

めた燃料はじめ日常生活に欠かせない食料品など、

様々な分野で物価高騰が長期化をしております。市

民生活に影響を与えているものと認識をしておりま

す。 

 このため、低所得世帯に対する市の対応といたし

まして、価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計

への影響が大きい住民税非課税世帯に対しまして、

価格高騰重点支援給付金３万円を本年７月より給付

をしているところでございます。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それはそれとしてわかりました。 

 生活保護の相談というのが少ないというのは、も

うちょっとあるのかなというふうに思いましたけれ

ども、それはそれとして受け止めます。 

 それで、市内の高齢者の状況を調べますと、高齢

化率というのはもうこの網走では33.71％、65歳以

上の世帯が6,167世帯34.16％、うち単身世帯が

3,659世帯ある、59.33％となっております。この中

の相当数が非課税の世帯だというふうに思われます
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が、この暑い夏からこの冬をどうやって暮らそうか

と悩んでいるというのも、私も声を聞いています。 

 高い灯油代をこの夏から少しずつ、たんす預金と

いう言葉があるのですけれども、たんすに別に入れ

なくてもいい、引き出しに入れる程度のお金ですけ

れども、それをためて、今年の冬のために何とか少

しでも対策といいますか、自分でできることをやっ

ているという人もいます。まさに、爪に火をともす

ように暮らしているというふうに、ある高齢者の方

が言っていました。 

 かつて経験したことがないような状況にあるとい

うふうに思うのですが、改めてこの点での認識を伺

います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 先ほども御答弁申し上げ

ましたけれども、やはりこの間様々な分野、特に日

常生活に欠かせない分野で価格高騰が続いておりま

す。 

 その一方で、ではそれに見合うだけの収入が増え

ていたかというと、年金しかり、あるいは給与収入

もしかりということになりますが、なかなかそこに

追いついていないという認識もございます。それを

考えると、やはり低所得者層を中心に日常生活に与

える影響は大きいというふうには認識をしておりま

す。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 その辺では私も認識は一致してお

ります。 

 さて、次に伺います。灯油価格の状況についてで

す。 

 先ほど８月の数字が出ておりますけれども、８月

下旬に地元の灯油販売業者のところに行って話を伺

いました。灯油価格配達でいうと、９月１日から１

リットル当たり127.6円、これは税込みです、と言

っておりました。 

 市はこの間、灯油価格が１リットル当たり100円

を超える状況が続くというふうな判断をしたときに

は、いわゆる福祉灯油というのを実施するというふ

うにしてきたと思います。 

 灯油販売業者によると、灯油価格については政府

が補助金を継続すると言っているので、その状況を

見ないと何とも言えないが、今後については多分一

定程度の高止まりの状況が続くのではないかという

見通しを示していました。 

 現状からすると、今年も福祉灯油の実施をすべき

と私は考えますが、市の見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 福祉灯油の実施について

でありますが、暖房用燃料等価格高騰緊急対策事業

を昨年、一昨年と行っております。この事業につき

ましては、厳寒期における暖房用燃料に使用する灯

油価格の一部を助成し、低所得世帯の冬季間の生活

安定を図ることを目的として実施をしてきておりま

す。 

 昨年度においては、11月１日を基準日に事業を実

施しましたが、本年度におきましても、今後の経済

情勢や灯油価格、灯油などの価格の推移を注視する

とともに、国による支援策の動向を踏まえて、事業

実施を判断したいと考えております。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それはそれとしてわかりました。 

 次に、灯油価格に対応した支援についてでありま

す。 

 現時点での灯油価格では１リットル当たり127.6

円、これで計算すると１万円分の灯油券ではおよそ

78リットルちょっとしか入りません。 

 それで、諸物価の高騰によって、低所得者世帯に

は厳しい暮らしの現状にあるというふうに考えま

す。福祉灯油の実施においては、私としてはせめて

２万円分の灯油券を支給すべきだと考えますが、見

解を伺います。 

○平賀貴幸議長 健康福祉部長。 

○結城慎二健康福祉部長 灯油券の配付金額につい

てでございますが、先ほども答弁申し上げましたと

おり、今後の経済情勢や灯油などの価格の推移、国

による支援策の動向を踏まえて、事業実施そのもの

を判断をしたいと考えておりますので、御質問の内

容につきましては、事業実施の判断をした後に、取

り扱われるべきものと考えております。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それもそのとおりですね。 

 実は昨年私たち議員団が、市民アンケートを行っ

て調査をしたわけです。 

 その中で、灯油販売をしている方から、具体的な

実態について書いてありました。灯油券を低所得者

に給付するということはとてもいいことだと思って

いると。同時に、低所得者は暮らしが大変なため

に、この灯油券１万円分だけ入れてくださいという

ふうに頼まれるときがあるのだそうです。 

 隣近所であれば、それは何とかなるのですけれど
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も、ちょっと離れたところになると、ローリー代の

燃料費をかけて、78リットルを入れに行くというの

は、採算面ではこれは大変厳しいのですと。何とか

なりませんかというお話です。これはこれとして、

切実な問題だなというふうにも思いました。 

 先日、地元の灯油販売業者の方にも、灯油券１万

円分だけ入れてくださいというお客さんいますかと

言ったら、複数件ありますということでした。その

方も同じことを言っていました。近所であれば何と

かなるのだけれども、やっぱり100リットル以下の

灯油を配達に行くというのは、採算面からいうと大

変厳しいですというようなことでありました。その

方も、できれば灯油券が１万円でなく、もっと高い

ほうがいいのだというふうに言っておりました。 

 こういう、いわゆる灯油を供給する側の人たちも

やっぱりそういう、灯油券については非常に評価も

しているしいいのだけれども、100リットル以下の

灯油を入れると、とりわけ１万円分だと78リットル

しか入らないわけですから、そういう点では厳しい

のだというようなお話でした。 

 やはりそういったこともぜひ考慮していただきな

がら、この福祉灯油の実施に向けて取り組んでいっ

てほしいと、これは切に要望したいと。福祉灯油が

実施されると、そして２万円の灯油券が実施される

ということを期待したいというふうに思います。 

 これ以上質問しても前に進みませんので、その程

度にしておきます。 

 次に移ります。 

 物価高騰からの市民の暮らしを守る対応につい

て。 

 これに類する質問は他の議員からもありました

が、いずれにしても収束の見通しがない物価高騰が

国民生活を苦しめているわけです。北海道の消費者

物価指数、これは５月分ですが、前年同月比3.4％

上昇と、とりわけ食料品は10％上昇していると。帝

国データバンクの食品主要195社、価格改定動向調

査、これは2023年８月では、2023年の値上げ品目

数、今後の予定も含めると３万710品目となりま

す。2022年の値上げ数を既にこれはもう超えていま

す。同調査は、バブル崩壊以降で類を見ない記録的

な値上げラッシュだというふうに指摘しています。

このような認識に立って質問をしていきたいと思い

ます。 

 まず、記録的な物価高騰による暮らしや事業者へ

の影響についてです。 

 物価高騰と国民生活の悪化が深刻になっておりま

す。ところが岸田政権は、物価高騰と異常な円安を

もたらしているアベノミクス、異次元の金融緩和に

固執し、対応不能に陥っているというふうに思いま

す。構造的な賃上げと言いながら、中身はなく、物

価高騰のさなかに医療や介護の負担増を次々と押し

つけるという、血も涙もない政治を行っていると私

は感じています。 

 国民つまり市民は、賃金は上がらない、物価は食

料品をはじめ、ガソリン、灯油、電気料など、日々

の暮らしに直接関わるものが値上げのラッシュが続

いて、異常なまでの高騰で、暮らしていくのが大変

になっているというのが現状であります。 

 中小・小規模事業者も資材の高騰で、利益を確保

するのに四苦八苦する状況にあります。労働者の７

割を雇用する中小企業の賃上げは決定的に重要であ

りますが、2023年度予算に計上した中小企業の賃上

げ支援は極めて不十分であります。社会保険料の雇

用主負担軽減は、地方の最低賃金審議会からも要望

が出ているなど、重要な支援策であります。しか

し、これも岸田政権はこれに応える考えはないよう

であります。 

 大軍拡は社会保障や子育て支援を圧迫し、物価高

騰から暮らしを守る上で最大の障害であります。厚

生労働省は、2023年度の公的年金支給額を発表しま

した。伸びは物価上昇率に追いつかず、実質マイナ

スになっています。高齢者の命綱である年金を実質

的に減らすなど到底許されません。 

 このように、市民や中小企業、小規模事業者を取

り巻く状況というのは大変厳しいというふうに考え

ますが、市の基本的な見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 円安や昨年からのウクラ

イナ情勢による原油価格や原材料確保などの影響か

ら物価が高騰し、市民生活はもとより事業者の経営

に少なからず影響があるものと認識をしているとこ

でございます。 

 こうした中、市におきましては、エネルギーや食

料品等の物価高騰に対する生活支援及び地域内の消

費喚起による事業者支援として、あばしり地域応援

商品券の配付を行っているところでございます。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 取りあえず、それはわかりまし

た。 

 いずれにしても、今ウクライナも当然影響してい
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ますが、円安ドル高ということで、一時円は80円を

割った状況があったのに、今は147円台の後半とい

いますか、このまま行けば148円、149円という形に

なるのだろうというふうに思わさるような状況にな

っていると。つまり、円は安くなる、ドルは高くな

るであれば、当然輸入品目は上がるのは、これは火

を見るより明らかであります。しかし、ここに手を

打つに打てないでいるほど、低金利から脱出するこ

と自体が、１％でも上がれば国の借金返済に相当大

変なことになるというようなことで、そういった矛

盾もあって、触るに触れない状況があるのかなとい

うのが今の日銀の状況かなと。とはいえ、今の新し

い総裁が若干軌道修正をするのかなというような話

もしているようであります。それはそれとして、次

に移ります。 

 次に最低賃金です。最低賃金の引上げと中小企業

への支援についてであります。 

 北海道最低賃金審議会は、現在の920円から40円

引き上げ、最低賃金を960円としました。物価高騰

には追いついていない状況であり、当面1,000円と

いう目標の数字からは、まだ届いておりませんが、

当然この程度は上げなければならないものだという

ふうにも思います。 

 一方で、中小企業や小規模事業者にとっては喜ん

ではいられない状況にもなるわけです。中小企業や

小規模事業者は体力がないため、10月から時給960

円にしなさいと言われても、そう簡単にはできない

実情もあるのも事実であります。 

 そこで、国が中小企業に対して、最賃が保障され

るような支援が必要であるというふうに私は思いま

す。 

 市としても、中小企業や、小規模事業者から声を

聞くなど、やはり先ほど山田議員も言っていますけ

れども、事業者の声を聞くというのが大事だという

ふうに思います。この実情を聞く必要があるという

ふうに考えますが、見解を伺います。 

 また、国に対して、2023年度予算に計上した中小

企業の賃上げ支援は極めて不十分なものだと、最低

賃金に見合う支援を求めるべきだというふうに思い

ますが、見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 最低賃金の引上げに係る

中小企業や小規模事業者の実情の把握については、

商工会議所と連携をし、補助金の活用なども含め、

事業者の動向を把握、共有することとしております

が、基本的には、事業者にとって負担が増える側面

があることから、国において継続的な賃上げの促

進、中小企業支援が掲げられており、各種対策が講

じられていると認識をしております。 

 具体的には、物価上昇に負けない継続的な賃上げ

を強力に促進するため、令和４年度から、抜本的に

拡充された賃上げ促進税制の活用や生産性向上に資

する設備投資などを行うとともに、事業所内最低賃

金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資などに

かかった費用の一部を助成する業務改善助成金につ

いても、令和５年８月31日から拡充されるなど、賃

金の引上げを行う事業者への支援がなされているも

のと考えているところでございます。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それも事実でありますが、今部長

が答弁で言っていたのは、やはりそういう中小企業

の中でも一定の力のあるところなのだろうというふ

うに思われます。 

 それで、いずれにしても、そういう支援はあるの

だけれども、さらに小さな網走市内にある小規模事

業者などは、なかなかそれさえもできないし、設備

投資そのものができる状況にないというのも実態が

あるわけです。 

 いずれにしても、国の中小企業への対応というの

は、私は貧弱すぎるというふうに思っています。労

働者の７割は中小企業で働いているのだというふう

になっているにもかかわらず、中小企業への予算と

いうのは、経産省でいえば1,090億円、今年の予算

で。財務省でいえば604億円、厚労省でいえば10億

円、総額で1,704億円ということで、前年比でいえ

ば、マイナス５％、９億円の減と、これが今の岸田

政権のありさまです。大企業には様々な優遇をする

けれども、中小企業や小規模事業者には非常に冷た

いといいますか、そういうふうに言わざるを得ない

状況にあると私は思います。 

 私ども日本共産党はこれまでも大企業の内部留

保、510兆円を超える状況でありますが、本来なら

労働者の賃金をはじめ社会に還元すべきお金をため

込んでいるわけです。ここに、例えば２％を課税す

れば10兆円の税収が見込めるわけです。これを中小

企業の賃上げの支援として使うことを提案している

わけであります。 

 さらに、消費税を当面５％まで引き下げるという

ことは、中小業者や小規模事業者、そして消費者の

暮らしが助かるというふうになると、私たちは考え
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ます。 

 世界の多くの国々では、消費税や間接税というも

のを引き下げているというのが実態で、日本はそれ

をやっていないということでありまして、引き下げ

るべきだと私は考えるわけであります。これは私の

考えです。いや、日本共産党の考えです。 

 そこで、次に移ります。 

 そういうふうにすれば、中小業者への支援するお

金は、財源は生まれるのだということを言いたいわ

けです。 

 次に、ゼロゼロ融資の返済状況と中小・小規模事

業者の支援についてです。 

 新型コロナ感染症の拡大が全国に広がる中、国は

中小・小規模事業者への無担保、無利子のいわゆる

ゼロゼロ融資が行われ、多くの事業者が利用したと

いうふうに聞いています。今年７月からこのゼロゼ

ロ融資の返済が始まったと聞きます。 

 資材の高騰に加え、ガソリン、灯油、軽油、ガ

ス、電気料が値上がりして経営を圧迫しているとい

うふうにも聞いています。 

 現在の中小・小規模事業者の状況と、ゼロゼロ融

資の返済の状況についてつかんでいれば、お知らせ

いただきたいと思います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 先ほども申し上げました

とおり、物価の高騰により、市民生活はもとより事

業者の経営にも影響が少なからずあるものと認識し

ておりますが、商工会議所や金融機関などがまとめ

た、四半期ごとの業況判断ＤＩ値では、３月期、６

月期までの状況となりますが、改善傾向にあること

から、ある程度数値上は落ち着きを見せている状況

にあると考えてございます。 

 また、ゼロゼロ融資の返済状況につきましては、

据置期間が短い事業者、例えば飲食業などは返済が

始まっていると承知しておりますが、金融機関から

の聞き取りによりますと、今後借換えが増えること

は考えられますが、直接的な影響が差し迫っている

状況にはないと伺っているところでございます。 

 今後も引き続き、商工会議所や金融機関など関係

機関との情報交換によって適切に状況を把握してま

いりたいと考えてございます。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 借換えというのができれば、それ

はそれで当面回転していくわけですから、それはそ

れでできる人はいいかなというふうにも思います。 

 ただやっぱりコロナの影響で、やはり商売をやめ

た方も数件、私も知っております。やっぱり相当打

撃を受けて、気力そのものも失うような状況になる

人も中にはいらっしゃいました。 

 そこで次に、ゼロゼロ融資を受けていて返済に困

っている事業者の相談に乗るということも必要では

ないかというふうに思うのですが、金融機関とも連

携してこういった場をつくる必要はないのかと、私

はつくったほうがいいのではないかというふうに思

うのですが、見解を伺います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 今の議員からのお尋ねの

件についてございますが、金融機関に確認いたしま

したところ、各金融機関でそれぞれ相談窓口を設け

まして、相談体制は講じているというふうに伺って

いるところでございます。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 わかりました。 

 体制は取れているということでありますが、やっ

ぱりこれも一定の力のある人はいいし、信頼関係の

ある人はいいのですけれども、なかなかそこまでい

っていない人も結構いらっしゃるというのも現実で

す。 

 先日、新聞の記事を見てみますと、管内の８月の

倒産というのが出ておりました、負債総額が1,000

万以上というところでありますが、それが１件と、

負債総額が1,351万円、２か月連続の発生となった

と書いてありました。１月から８月の累計は９件、

負債総額が８億3,526万円で、過去５年間の平均を

上回っているというふうになっております。管内の

企業倒産は緩やかに増加するだろうとも予測してお

りました。 

 市としても中小企業や小規模事業者の状況という

ものに、やはり目配りをして、金融機関とも連携し

ていく必要があるかというふうに思います。そうい

ったこともぜひ目配りをして、１件でも倒産の少な

い、そういった支援が必要だというふうに思いま

す。これはぜひ要望していきたいと思います。 

 次に、インボイス制度による影響についてです。 

 いよいよこの10月からインボイス制度が始まりま

す。中小・小規模事業者やフリーランスの皆さんが

反対する中、ついに来月10月から始まるわけであり

ます。 

 さきの総務委員会でも、インボイス制度の延長、

見直しの意見書が採択になりましたが、全国的にも
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意見書の採択が増えているとも聞いています。 

 これまでも何度か質問をしてきましたけれども、

インボイスは本来なら、免税されていて納める必要

がない事業者、売上げが1,000万円以下の事業者に

このインボイスの番号を取得することで、消費税を

課税することになる制度です。 

 今まさに制度がスタートまでに目前に迫っている

中で、中小・小規模事業者は、商売をこのまま続け

るべきかどうかと非常に不安でいっぱいだというふ

うにも、私も聞いています。 

 市はこのインボイス制度による市内事業者への影

響について、どのように把握しているのか、伺いま

す。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 インボイス制度による市

内事業者への影響につきましては、これまで免税事

業者だった方は、免税事業者を続けるか、インボイ

ス登録をして課税事業者になるか選択する必要があ

ることから、これまで免税事業者だった方が主に影

響を受ける部分があると認識しているところでござ

いますが、課税事業者につきましても、免税事業者

と取引した場合、仕入税額控除ができないため、利

益率や資金繰りへの影響が出ることもあると考えて

おります。 

 特に、免税事業者が課税事業者になる場合、経理

事務などの業務負荷やコストが増えることも想定さ

れるほか、免税事業者のままでいる場合、課税事業

者が取引を敬遠するケースも考えられますが、イン

ボイス登録につきましては、各事業者が任意で選択

できるものであり、こうした影響を緩和するため、

国では、免税事業者などからの仕入れについては、

制度実施後６年間は仕入額相当額の一定割合を控除

可能とする経過措置が設けられているものと認識を

しております。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 そうなのですよ。というか、免税

業者がもしインボイスを取得しない場合、その上の

取引会社が、もしその人と取引をすれば、その業者

が負担しなければならない。いずれにしてもどこか

が負担しなければならない。免税業者であっても、

インボイスを取れば、いずれにしても消費税を納め

なければならないということで、いわゆる新たな消

費税の増税というふうにも言えるわけです。 

 ６年間の激変緩和というのもお話もありました。

つまり６年を過ぎるとなくなるわけです、それが。

激変が緩和されるだけで、いわゆる本則に戻ってし

まうわけです。 

 だから、そういう意味でも、このインボイスとい

うのは大変な問題だし、いずれにしてもどこかで事

業者が、誰かが納められなければ、その上にある取

引会社が負担しなければならないという、何か非常

におかしな制度であります。そういう制度だという

ことを、ぜひ皆さんも知っていただいてほしいとい

うふうに思います。 

 この部分での最後が、実は北電がインボイス制度

の関係で、電気料に上乗せするというようなお話も

聞いておりますが、どのような理由で上乗せするの

か、市として把握していれば聞かせていただきたい

と思います。 

○平賀貴幸議長 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 北電の電気料上乗せにつ

きましては、市では承知しておりませんので、北海

道電力に確認をしたところ、2023年度については、

インボイス導入後ＦＩＴ固定価格買取制度で、電気

料金と合わせて御負担をいただいている再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金、いわゆる再エネ賦課金に

転嫁される予定ということで聞いておりまして、理

由については承知しておりません。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 先ほど言ったように、私が言いま

したけれどもね、つまり、事業者だとどこかの事業

者が負担しなければならないのだけれども、この北

電の関係でいうと、太陽光発電で年間数万円とか数

十万円とかという、いずれにしても、その程度です

よね。その人たちに対して、インボイスを取れとい

ってもそれは取る人いないですよ、実際には。だか

ら本来だと、その分北電が負担すべきなのですよ。

それを、その分を見越して、そういうところからイ

ンボイスの関係の消費税の分が困るから、いわゆる

消費者にその分を賦課させるという、いわば１円か

ら２円程度を賦課させるということです。 

 ですから、ちょっとこれも厚かましい話だなと私

なんかは思っていて、こういう事実もぜひ知ってほ

しいなと思って、あえて質問をしたわけです。非常

に、これはおかしいと。消費者に転嫁なんかさせて

はならない。自分たちで何とかしなければならない

問題だと、私は思っているのであります。 

 それでは、最後の質問に行きます。生理の貧困に

ついてです。 

 私も２年半前でしたか、６月議会でも取り上げた
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わけですけれども、生理の貧困ということで今社会

問題になっています。生理の貧困とは、経済的な理

由から生理用品を入手することが困難な状態である

ということであります。 

 女性特有の生理用品などに関わる費用は、１か月

約500円から1,200円ほどだそうです。生涯にかかる

お金は約40万円ほどかかるとも言われています。 

 生理の貧困が女性の心身の健康等に及ぼす影響に

関する調査というのが、厚生労働省2022年２月によ

ると、問題の背景として経済的理由のほかにも、親

に頼めなかった、生理を話題にしにくい風潮があ

る。性別にとらわれず誰もが自分らしく暮らせる社

会を実現するために、生理の貧困について考える必

要があるということで、あえて今回も質問するわけ

です。 

 そこで、子供の貧困率について、厚生労働省は

2022年国民生活基礎調査の結果を発表しました。

2021年の子供貧困率、18歳未満の総体的貧困率は

11.5％で、３年前と比べて2.5ポイント改善してい

たと。ただし、ひとり親世帯では44.5％と依然とし

て際立って高くなっているということであります。 

 18歳未満の子供がいる世帯は、全国では991万

7,000世帯で、統計を開始した1986年以降初めて

1,000万世帯を割り込んでおります。これは少子

化、人口減少の影響と思われます。 

 網走市の子供の貧困率について、教育委員会とし

てはどのように認識しているか、まず伺います。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 当市におけます子供の貧

困率についてのお尋ねでございますが、教育委員会

といたしましては、議員お示しの厚生労働省が公表

しております、子供の貧困率のような児童生徒の暮

らしの状況を推しはかる指標は持ち合わせておりま

せんが、要保護及び準要保護児童生徒の数が一つの

指標であると考えております。 

 要保護・準要保護児童生徒数の全児童生徒数に対

します認定割合率につきましては、ここ数年20％前

後で推移しており、直近３か年の状況では、令和３

年度が21.9％、令和４年度が19.1％、令和５年、本

年度につきましての当初は17.2％となっておりま

す。この認定率の推移から見ますと、若干の減少は

あるものの大きな変化はないものと考えているとこ

ろでございます。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 全国的には貧困が増えているのだ

けれども、網走では増えるというまでは行っていな

いと、20％前後を維持しているという答弁だという

ふうに思います。 

 そこで、生活保護基準の1.3というのが網走は守

っているというふうに思うのですが、それは、今の

この1.3というのは生活保護基準の1.3を今維持して

いますということで確認したいのですが、それでよ

ろしいでしょうか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 議員のお示しのとおり、

準要保護基準につきましては生活保護基準の1.3未

満ということになります。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それでは、以前私も取り上げたの

ですが、安倍政権の時代に生活保護基準を引き下げ

ました。そのときに質問した中で、教育委員会とし

ては、これまでの生活保護基準、下げた部分の1.3

ということではなく、これまでの基準の1.3を守っ

ていきますという答弁でした。 

 となると、今の答弁だとちょっと違うのではない

かと。現時点の生活保護基準の1.3と、当時の1.3、

この開きがあるのではないかと。だから、こんなふ

うになるのかなというふうに思うのですが。 

 当時の、今から10年近くなる前から、安倍政権の

時代ですから、そのときの基準と変わっていないの

か、変わっているのか、その辺を伺います。 

○平賀貴幸議長 ここで申し上げます。 

 やがて定刻になりますが、会議時間を延長します

ので御了承願います。 

 答弁調整のため、暫時休憩いたします。 

午後３時56分休憩 

午後３時58分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 一般質問を続行いたしますが、答弁調整の必要が

ありますので、ここで暫時休憩いたします。 

 再開は16時10分といたします。 

午後３時58分休憩 

午後４時12分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 松浦議員の質問に対する答弁から。 

 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 先ほどお尋ねありまし

た、生活保護基準なのですけれども、その御質問が
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あった当時の基準から変わっていない状況でござい

ます。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それはわかりました。 

 ただ、それなのに就学援助の率が、私はもうちょ

っと貧困率が上がっているというふうに思っていま

したから、ただ貧困率とそれに類似するという就学

援助とは違いますから、機械的にはいかないので、

これはこれとして私もこれからもうちょっと勉強し

ていきます。 

 それで次にいきます。 

 子供の貧困ということでは、就学援助ということ

である程度のことは把握できるわけですが、それだ

けではやはり不十分だというふうに思っていて、子

供の貧困ということでは一番把握しているのは、多

分担任の先生なのだろうというふうに思うのです

が、現状ではどのようにして子供の状況を把握して

いるのか伺います。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 学校の担任におけます子

供の状況把握についてでございますが、担任におき

まして、各家庭の収入や経済状況の把握は困難であ

りますが、毎日子供の顔色や身なり、行動などを逐

一確認、観察をしております。 

 少しでも気になることがありますと、校長、教頭

へ報告しまして、全体で情報を共有しながら組織的

な対応に努めており、状況に応じて家庭訪問するな

ど、状況の把握に努めているところでございます。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 私は古い人間なものですから、私

の時代は、実は担任の先生が大体年に２回ぐらい各

家庭を訪問して、そして家庭の状況も含めて、子供

がどんな状況で育っているのかというようなことも

あって、多分来ているのだろうと。私なんかはそれ

が嫌だから逃げて家にいませんでしたけれども、そ

ういうものなのですよ。だと思っているのです、家

庭訪問って。だから非常に大事な事業だと思うので

すが、聞くところによると最近は家庭訪問そのもの

がないのだということを聞きまして、実は驚いてい

るわけですが、その辺の状況というのはどうしてそ

ういうふうになっているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 家庭訪問につきまして

は、これは全児童生徒という形になりますけれど

も、コロナ禍を境によりまして実施しなくなってお

りまして、代わりに学校においての面談に変わって

きているような状況でございます。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 面談というのは、例えば保護者、

親御さんに来てもらって、そして聞き取りをすると

いうことではないかと思うのですが、それは全ての

保護者、親御さんなのでしょうか。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 学校におきましての面談

につきましては、全てではなくて希望される保護者

ということで、執り行っております。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 コロナがきっかけになったとして

も、やはり希望者だけというのがどうなのかなと、

私は思います。 

 やっぱり担任の先生が気になる子供は多分いるの

だろうと思うのですけれども、いずれにしても聞き

取りをするので来ていただくのであれば、できるだ

け多くの親御さん、あるいは保護者に来てもらって

把握するのがいいのではないかなというふうに私は

思います。ただ、これはあくまでも私個人の思いで

すから、私も子供がいませんから、その辺はよくわ

かりません。ただ一般的に家庭訪問というのは、私

は大事だなというふうに思っています。先ほど言い

ましたけれども、私なんかは優秀ではない子供でし

たから、担任の先生が家庭訪問に来るのは大嫌いで

したから逃げ回っていたということはありますが、

でもそれはそれとして担任の先生はわかるでしょ

う。あいつは担任の先生が来るのを嫌がっているな

というのはわかるわけですから。それらも含めてや

っぱり担任の家庭訪問というのは大事なものだなと

いうふうに思います。 

 次に移ります。小中学校の女子トイレに生理用品

の設置についてです。 

 この問題は２年前の６月議会で質問しました。そ

の後も委員会において何度か質問をしております

が、現状での女子トイレの状況というのはどうなっ

ているのか伺います。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 本件につきましては、議

員お示しのとおり、質問を受けていたほか、他の議

員からも過去に質問があったところでございます。 

 これまでの質問を受けまして、学校側と相談しな

がらアンケート調査を実施した結果などに基づきま

して、学校の女子トイレ内に「生理について困った
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ことがあれば保健室へ来てください」と周知する掲

示物を現在も掲出を継続しているところでございま

す。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 状況は、特にこれまでとは変わっ

ていないということがわかりました。 

 2022年の厚生労働省の調べでは、日本の生理の貧

困は、若者の５人に１人が金銭的理由で生理用品を

買うのに苦労したということが言われております。 

 現在全国的にもこの生理の貧困というのが問題と

なっておりまして、これに対する、実施する自治体

が急速に増えているというふうにも聞いています。 

 今年４月からは、北海道が道立高校の女子トイレ

全てに生理用品を設置したという報道がありまし

て、大変いいことだなというふうに思いました。 

 このように、この２年間で生理の貧困が社会問題

となって、多くの自治体が女子トイレに生理用品を

設置するのをはじめとして、公共施設にも設置して

いるというふうにも聞いています。私も一覧表を持

っていますが、いろいろなところに設置していると

いうのもありました。 

 網走の教育委員会としても、小中学校の女子トイ

レに生理用品を設置する決断する時期が来ているの

ではないかというふうに思うのですが、見解を伺い

ます。 

○平賀貴幸議長 学校教育部長。 

○北村幸彦学校教育部長 小中学校の女子トイレの

生理用品の設置についての市としての考え方でござ

いますが、生理用品をトイレに設置することで気兼

ねなく使用できるということはありますが、保健室

にて対応することで、生理用品以外での困り感や家

庭状況など、児童生徒の状況を聞いたり相談を受け

ることができるということから、現在保健室に設置

をして対応している状況であります。 

 しかしながら、思春期におきまして、保健室に相

談することへの恥ずかしさなどの抵抗も考えられる

ことから、今後対応につきましては、学校とも協

議、検討してまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 やっぱり日本の風土、世界的にも

そうだと思うのですが、とりわけ日本ではそういっ

た女性の生理に対して理解がないというのもありま

す。 

 やはりここ数年で世界的にも非常にこの問題が取

り上げられて、そして女子トイレに生理用品を設置

するというのが、諸外国でももう当たり前のように

なってきているということであります。 

 やはり貧困、前段では貧困の問題を私は取り上げ

ましたけれども、貧困というのは大変なことなので

すよ。私は経験していますから、貧困というのはど

れほど大変なものかというのは、これはなかなか人

には言えないのです。子供であれば余計言えませ

ん。 

 そういう意味でも、子供の、いわゆるましてや女

性で、小学生、中学生となるとやっぱり思春期で、

非常に思い悩む、一人で苦しんでいるという状況が

私は想定されるというふうに思いますので、ぜひ積

極的な、学校側とも協力して、そして安心してと言

いますかね、対応できるような、そういう取組に期

待して、私の質問を終わります 

○平賀貴幸議長 これで、一般質問を終わります。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了いたしました。 

再開は明日午前10時といたしますから、参集願い

ます。 

本日はこれにて散会いたします。 

御苦労さまでした。 

午後４時23分散会 
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○議事日程第５号 

令和５年９月14日午前10時00分開議 

日程第１ 委員会審査報告11件（議案第１号～第

11号） 

日程第２ 意見書案第１号～第４号及び委員会審

査報告３件（請願第７号、陳情第１号

～第２号） 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和５年度網走市一般会計補正予算 

      (原案可決) 

議案第２号 令和５年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第３号 令和５年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第４号 令和５年度網走市後期高齢者医療特

別会計補正予算（同） 

議案第５号 令和５年度網走市水道事業会計補正

予算（同） 

議案第６号 令和５年度網走市簡易水道事業会計

補正予算（同） 

議案第７号 令和５年度網走市下水道事業会計補

正予算（同） 

議案第８号 網走市職員旅費支給条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第９号 網走市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例制定について

（同） 

議案第10号 財産の取得について（同） 

議案第11号 市道の路線廃止について（同） 

 意見書案第１号 現行の健康保険証の当面存続を

求める意見書提出について

（同） 

 意見書案第２号 国に対し、適格請求書等保存方

式（インボイス制度）の延期・

見直しを求める意見書提出につ

いて（同） 

 意見書案第３号 軽油引取税の課税免除特例措置

の継続を求める意見書提出につ

いて（同） 

 意見書案第４号 国土強靱化に資する社会資本整

備等に関する意見書提出につい

て（同） 

 請願第７号 現行の健康保険証の存続を求める請

願（採択） 

 陳情第１号 国に対し、適格請求書等保存方式

（インボイス制度）の延期・見直し

を求める陳情（同） 

 陳情第２号 軽油引取税の課税免除特例措置の継

続を求める陳情（同） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

栗 田 政 男 

里 見 哲 也 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    田 邊 雄 三 

 健康福祉部長    結 城 慎 二 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 
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 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 新庁舎開設準備室長    武 田 浩 一 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    北 村 幸 彦 

 社会教育部長    吉 村   学 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次     長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○平賀貴幸議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

ます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 本日の会議録署名議員として、石

垣直樹議員、古田純也議員の両議員を指名いたしま

す。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 ここで、諸般の報告の追加につい

て報告いたします。 

 お手元に配付のとおり、本定例会の付議事件とし

て意見書案４件、委員会審査報告14件の合計18件を

追加しておりますので、承知願います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付した第５号のと

おりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 日程第１、委員会審査報告、議案

第１号から議案第11号までの合わせて11件を一括し

て議題といたします。 

 本件は、去る９月７日の本会議において、関係常

任委員会に付託した案件でありますので、その審査

結果について順次、委員長の発言を求めます。 

 初めに、総務経済委員会、井戸達也委員長。 

○井戸達也議員 －登壇－ 本定例会において、総

務経済委員会に付託されました議案につきまして、

その審査経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案は、議案第１号令

和５年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分、議案第５号令和５年度網走市水道事業会計補正

予算、議案第６号令和５年度網走市簡易水道事業会

計補正予算、議案第７号令和５年度網走市下水道事

業会計補正予算、議案第８号網走市職員旅費支給条

例の一部を改正する条例制定について、議案第10号

財産の取得について、議案第11号市道の路線廃止に

ついての合わせて７件であります。 

 本件につきましては、去る９月７日開催の本会議

において、当委員会に付託され、同日開催の当委員

会において慎重に審査を行ったところであります。 

 審査の結果といたしましては、議案第１号、議案

第５号から議案第８号まで、議案第10号及び議案第

11号の合わせて７件につきましては、いずれも委員

全員の一致により議案は原案可決すべきものと決定

したところであります。 

 以上が、総務経済委員会の審査経過と結果であり

ます。 

議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○平賀貴幸議長 次に、文教民生委員会、永本浩子

委員長。 

○永本浩子議員 －登壇－ 本定例会において、文

教民生委員会に付託されました議案につきまして、

その審査経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案は、議案第１号令

和５年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分、議案第２号令和５年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算、議案第３号令和５年度網走市介護保

険特別会計補正予算、議案第４号令和５年度網走市

後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第９号網走

市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例制定についての合わせて５件であります。 

 本件につきましては、去る９月７日開催の本会議

におきまして、当委員会に付託され、翌８日開催の

当委員会において慎重に審査を行ったところであり

ます。 

 審査の結果といたしましては、議案第１号につき
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ましては大方の委員の意向として、議案第２号から

議案第４号まで、及び議案第９号につきましてはい

ずれも委員全員の一致により、議案は原案可決すべ

きものと決定したところであります。 

 以上が、文教民生委員会での審査経過と結果であ

ります。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○平賀貴幸議長 以上で、各常任委員会委員長の委

員会審査報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 各委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論に入りますが、通告がありませんので、採決

を行います。 

 それでは、まず上程中の議案第１号を採決いたし

ます。この採決は起立によって行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号令和５年度網走市一般会計補正予算

は、各委員長の報告のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１号は、各委員長の報告のとおり

可決されました。 

 次に、上程中の議案第２号から議案第11号までの

10件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２号から議案第11号までの10件は、委員長

の報告のとおり可決することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号から議案第11号までの10件

は、各委員長の報告のとおり可決されました。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 次に、日程第２、意見書案第１号

から意見書案第４号までの合わせて４件、及び各委

員会審査報告３件を議題といたします。 

 初めに、意見書案第２号国に対し、適格請求書等

保存方式（インボイス制度）の延期・見直しを求め

る意見書提出について、意見書案第３号軽油引取税

の課税免除特例措置の継続を求める意見書提出につ

いて、意見書案第４号国土強靱化に資する社会資本

整備などに関する意見書提出についての３件を議題

といたします。 

 なお、意見書案第２号には陳情第１号が、意見書

案第３号には陳情第２号がそれぞれ関連しておりま

すので、併せて議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務経済委員会、井戸達也委員長。 

○井戸達也議員 －登壇－ ただいま上程いただき

ました、陳情第１号国に対し、適格請求書等保存方

式（インボイス制度）の延期・見直しを求める陳

情、陳情第２号軽油引取税の課税免除特例措置の継

続を求める陳情の委員会審査の報告と意見書案第２

号から意見書案第４号までの３件につきまして、提

案理由を申し上げます。 

 まず、陳情第１号及び陳情第２号でありますが、

陳情第１号は本年第２回定例会において、また陳情

第２号は去る９月５日開催の本会議において、当委

員会に付託され、９月７日開催の当委員会におい

て、慎重に審査した結果、委員全員の一致により、

いずれも採択すべきものと決定し、また意見書案第

２号及び意見書案第３号につきましては、決定に基

づき国会及び関係行政庁に意見書を提出するものと

決定したところであります。 

 次に、意見書案第４号国土強靱化に資する社会資

本整備等に関する意見書提出についてであります

が、９月７日開催の当委員会において、慎重に審査

した結果、委員全員の一致により、国会及び関係行

政庁に意見書を提出するものと決定したところであ

ります。 

 それぞれの文案及び提出先につきましては、既に

皆様のお手元に配付のとおりであります。 

 どうか議員皆様の御賛同を賜りますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○平賀貴幸議長 以上で、総務経済委員会委員長の

提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 上程中の意見書案第２号から意見書案第４号まで

の３件は原案のとおり可決することとし、陳情第１



- 122 -  

号及び陳情第２号は採択と決定することに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第２号から意見書案第４号まで

の３件は原案可決、陳情第１号及び陳情第２号は採

択と決定されました。 

 次に、意見書案第１号現行の健康保険証の当面存

続を求める意見書提出についてを議題といたしま

す。 

 なお、意見書案第１号には請願第７号が関連して

おりますので、併せて議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 文教民生委員会、永本浩子委員長。 

○永本浩子議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました、請願第７号現行の健康保険証の存続を求

める請願の委員会審査の報告と意見書案第１号の提

案理由を申し上げます。 

 まず、請願第７号でありますが、９月８日開催の

当委員会におきまして、慎重に審査した結果、委員

全員の一致により、採択すべきものと決定をいたし

ました。 

 次に、意見書案第１号についてでありますが、た

だいま報告したとおり、意見書を国会及び関係行政

庁に提出しようとするものであります。 

文案及び提出先につきましては、既に皆様のお手

元に配付のとおりであります。 

 どうか議員皆様の御賛同を賜りますようお願い申

し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○平賀貴幸議長 以上で、文教民生委員会委員長の

提案理由の説明を終わります。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 上程中の意見書案第１号は原案のとおり可決する

こととし、請願第７号は採択と決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号は原案可決、請願第７号

は採択と決定されました。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了いたしました。 

 今定例会の審査日程に従いまして、各会計決算審

査特別委員会における議案審査のため、これより本

会議は休会となり、再開は９月26日午前10時としま

すから御参集願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午前10時16分散会 
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○議事日程第６号 

令和５年９月26日午前10時00分開議 

日程第１ 委員会審査報告４件（認定第１号～第

４号） 

日程第２ 議案第12号 

○議事日程第６号の追加及び変更 

日程第３ 委員会審査報告１件（議案第12号） 

日程第４ 諮問第１号 

日程第５ 議員の派遣について 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 認定第１号 令和４年度網走市各会計歳入歳出決

算について（原案認定） 

 認定第２号 令和４年度網走市水道事業会計の利

益の処分及び決算について（原案可

決及び認定） 

 認定第３号 令和４年度網走市簡易水道事業会計

の利益の処分及び決算について

（同） 

 認定第４号 令和４年度網走市下水道事業会計の

利益の処分及び決算について（同） 

 議案第12号 令和５年度網走市一般会計補正予算

（原案可決） 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

（可と答申） 

その他会議 議員の派遣について（決定） 

に付した事  

事件（４） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

栗 田 政 男 

里 見 哲 也 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 市民環境部長    田 邊 雄 三 

 健康福祉部長    結 城 慎 二 

 健康福祉部参事監    永 森 浩 子 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

 建設港湾部長    立 花   学 

 水 道 部 長    柏 木   弦 

 新庁舎開設準備室長    武 田 浩 一 

 会 計 管 理 者    野 呂 俊 広 

 企画調整課長    佐々木   司 

 総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

 学校教育部長    北 村 幸 彦 

 社会教育部長    吉 村   学 

…………………………………………………………… 

 監 査 委 員    藤 原 誉 康 

 監査事務局長    永 倉 一 之 

─────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次     長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

      係    山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○平賀貴幸議長 おはようございます。 

令和５年第３回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ６ 日 

令和５年９月 26日（火曜日） 
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 本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

ます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 本日の会議録署名議員として、金

兵智則議員、里見哲也議員の両議員を指名いたしま

す。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 ここで、諸般の報告の追加につい

て報告いたします。 

 お手元に配付のとおり、本定例会の付議事件とし

て議案１件、諮問１件、委員会審査報告４件、その

他会議に付すべき事件１件の合計７件を追加してお

りますので御承知おき願います。 

 なお、市長から物損事故に係る和解及び損害賠償

額の決定についての専決処分の報告がありましたの

で、お手元に配付しておりますから、それによって

承知願います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付した第６号のと

おりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 日程第１、委員会審査報告４件、

認定第１号令和４年度網走市各会計歳入歳出決算に

ついて、認定第２号令和４年度網走市水道事業会計

の利益の処分及び決算について、認定第３号令和４

年度網走市簡易水道事業会計の利益の処分及び決算

について、及び認定第４号令和４年度網走市下水道

事業会計の利益の処分及び決算についてを議題とい

たします。 

 本件は、令和４年度各会計決算審査特別委員会に

付託した案件でありますが、既に委員会の審査が終

了しておりますので、その審査結果について委員長

の報告を求めます。 

 決算特別委員会、山田庫司郎委員長。 

○山田庫司郎議員 －登壇－ ただいま御上程いた

だきました認定第１号令和４年度網走市各会計歳入

歳出決算について、認定第２号令和４年度網走市水

道事業会計の利益の処分及び決算について、認定第

３号令和４年度網走市簡易水道事業会計の利益の処

分及び決算について、及び認定第４号令和４年度網

走市下水道事業会計の利益の処分及び決算について

の合わせて４件について、本特別委員会での審査経

過と結果について御報告申し上げます。 

 本特別委員会は、去る９月５日の本会議終了後に

第１回の委員会を開催し、委員各位の御推挙により

私が委員長に、副委員長には古田純也委員がそれぞ

れ選任されました。 

 その後、さきの議会運営委員会において協議、決

定された審議日程、審査方法を基本に、副市長、教

育長、監査委員のほか各部課長等の出席を求め、実

質の審査日程をおおむね４日間とし、審査を行うこ

とにしたところであります。 

 審査に際しましては、理事者側から市全体におけ

る財政状況及び令和４年度決算等についての追加及

び補足説明があり、所管部別に審査を行ったところ

であります。 

 その結果、認定第１号は大方の意見として原案認

定すべきものとし、審査の経過及び質疑の内容から

１項目の附帯意見を付すことがよろしいということ

に決定したところであります。１項目の意見の内容

につきましては、既にお手元に御配付のとおりでご

ざいます。 

 また、認定第２号から認定第４号までは全委員の

意見として原案可決及び認定すべきものと、附帯意

見を付すことなく決定したところであります。 

 なお、審査の経過でありますが、認定第１号のう

ち、一般会計においては、令和４年度はいまだコロ

ナ禍にあってその影響を受ける中、ワクチン接種等

の感染拡大防止対策は総力を挙げてスムーズに進め

られるとともに、プレミアム付商品券事業等の市民

生活に直結する経済対策も積極的に実施されてお

り、加えて今後のための事後検証をしっかり行うと

の答弁がなされたことなどは評価に値するとの意

見、新庁舎の建設や地域新電力の設立、こども医療

費の中学３年までの完全無償化や開業医誘致など、

限られた財源を有効に活用しつつ事業が行われてい

たことを評価する等の意見がございました。 

 一方で、財政状況は過去に過大な事業を急速に進

めたことの影響により財政の硬直化が数値に表れて

おり、行財政改革により地方債残高は減少している

が新たな負担が増加しつつある状況が見受けられる

との意見、職員の労働時間の増加は気になる点であ

り、その影響からか事業検証に当たってのＰＤＣＡ

サイクルは昨年度より改善は見られたものの、まだ

まだ不十分な面が見受けられたとの意見もございま

した。 

 また、各特別会計においては、大方が黒字決算と

なり、厳しい状況が続く中においても努力した状況

が見られたとの意見がある中、網走港整備特別会計
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及び能取漁港整備特別会計では、課題は多く残しな

がらも着実に赤字は解消されつつあり、努力は認め

る。今後も計画的な保有地売却に努められたいとの

意見がございました。 

 次に、認定第２号から認定第４号までの水道事業

等の公営企業会計においては、老朽化に伴う導水管

等のインフラ整備を進めていく必要があることに加

え、人口減少による給水収益の減少も控える大変厳

しい状況の中、黒字決算を続けていることを評価す

る。引き続き、安定的な事業運営を期待するなどの

意見がございました。 

 一方で、人口減少を鑑みると、赤字決算への転換

は10年、20年先の将来のことではなく五、六年先の

こととして見えてきており、赤字に伴い値上げの必

要が生じた場合には、いきなり行われることのない

ように短期的な視点を持ちつつ、料金改定に際して

はしっかりやっていくべきとの意見もございまし

た。 

 以上が、本特別委員会の審査経過と結果でござい

ます。どうか本会議におきましても、本特別委員会

の決定に御賛同賜りますようお願いを申し上げまし

て、委員会審査報告といたします。 

○平賀貴幸議長 以上で、委員長の委員会審査報告

を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 まず、認定第１号に対して複数の議員から討論の

通告がありますので、順次発言を許します。 

 村椿敏章議員。 

○村椿敏章議員 －登壇－ 私は認定第１号令和４

年度網走市歳入歳出決算のうち一般会計、国民健康

保険特別会計、網走港整備特別会計、介護保険特別

会計、後期高齢者医療保険特別会計について、反対

の立場から討論を行います。 

 初めに、一般会計でありますが、こども医療助成

費や住環境改善補助金、感染拡大防止や事業者支援

のコロナ対策、特別支援教育など、一定評価すべき

事業は幾つも見られたというふうに思います。 

 一方、財政状況を見ると、依然として過去の過大

な公共事業の推進による影響で、今もなお経常収支

比率は91.7％と表れており、減収補填債特例分、臨

時財政対策債を除くと92.9％と、財政の硬直状態が

数字になっております。 

 地方債残高は340億2,205万円と増加しており、ま

た、債務負担行為額42億618万円、そのうち17億

3,700万円は公債費に準ずる将来の借金として出て

きます。合計で357億5,905万円となり、取崩し可能

な基金60億6,384万円を差し引いても実質債務残高

は296億9,521万円となります。 

 これに特別会計の網走港整備特別会計８億9,940

万円の赤字、能取漁港整備特別会計１億4,177万円

の赤字を合わせると、307億3,638万円となりまし

た。市民１人当たり92万9,000円の借金となりま

す。 

 そのほかにも、上水道43億2,847万円、下水道63

億2,598万円など、債務残高は106億5,000万円を超

える金額があります。 

 この会計は一般的な借金とは性格が違いますので

あえて加えませんが、市民１人当たりの借金が多い

状況にあり、さらには人口減少ということを踏まえ

ると大変厳しい状況にあると言えます。 

 ごみ処分場問題では、埋立て当初から対策を指摘

されているのに有効な対策を打たず、委託業者から

の意見を聞かなかったことから、あと４年から５年

で最終処分場が埋まる事態になったこと。 

 いじめ問題については、重大事態と決定した理由

や経過が不明です。学校現場に混乱を生じさせ続け

ていることは重大な問題です。 

 また、職員の時間外超過勤務が依然として特定の

職場が慢性的に多い状況にあり、１か月に80時間以

上の超過勤務をしている職員が増えています。特定

の職場で過労死ラインの状況にあると言わざるを得

ません。 

 また、給食調理場の集約化が行われましたが、新

たな退職者が出て34名のぎりぎりの体制となってい

る状況がはっきりしました。このままだと、給食調

理業務の継承すらできなくなってしまいます。 

 これらの課題を解決するためには、市民の財産で

ある公共を劣化させる新自由主義の考え方から脱却

して、職員を増やすことと同時に、会計年度任用職

員をフルタイムにするなどの対策を講じなければな

らない状況にあると強く指摘し、改善を求めます。 

 以上の理由から、総体として一般会計は認定でき

ません。 

 次に、特別会計についてであります。 

 国民健康保険特別会計は、収納率は現年度分、滞

納分の総体で89.3％と、1.2％上がっています。滞
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納世帯では依然として低所得層や中間層に多く、国

保料が高くて払えない状況があるという実態が続い

ています。 

 また、短期証の発行でありますが、前年度より36

件減少して187件、資格証は１件減って16件発行さ

れています。資格証は保険証を取り上げてしまうも

ので、窓口負担が10割というものです。命に関わる

保険証の取上げはすべきではありません。その立場

から認められません。 

 網走港整備特別会計は、過去の過大な事業見込み

に基づき整備がなされました。網走港の利用状況は

三度の修正をしていますが、目標に対して外貿

54.9％、内貿51.2％と、目標からすると遠く届いて

いません。これは計画そのものが過大であったこと

の表れであります。 

 また、背後地の用地売却については、未売却地は

11万7,766平方メートル、赤字が８億9,940万円と巨

額の赤字となっています。土地も思うように売れな

い状況が続き、売却見込みも不透明であります。 

 今のところ、帳簿上は債務超過になっていません

が、土地が売れなければ赤字が減らない会計であ

り、低金利で今のところ救われていますが、以前の

能取漁港特別会計のようになりかねない状態であ

り、認められません。 

 介護保険特別会計は、３年に一度計画が見直され

る保険ですが、国によって平成27年度から要支援

１、２が介護保険制度から除外されるという事態に

なり、その分地方自治体に押しつけるということに

なりました。 

 また、審査の中で第１号被保険者は１万1,132人

になりますが、そのうち要介護認定者数は1,872人

と横ばいの状況です。ここ数年は給付費が減ってい

る状況があるのは、以前から指摘しているように、

要介護認定を受けていても、満度にサービスを経済

的理由から受けていない人たちが多数いることの裏

づけではないかと考えます。介護保険制度の矛盾が

ここに現れています。認定されていない高齢者は、

高齢者でありながら保険料を払い、介護保険を支え

ている側にいるということになります。 

 介護保険料も計画見直しのたびに引き上がるとい

う状況で、保険料の負担の重さに悲鳴の声が聞こえ

る状況であり、認められません。 

 後期高齢者医療保険特別会計は、75歳以上の高齢

者を囲い込む医療制度で、世界にまれな制度であり

ます。一度は廃止することが決まったほど問題のあ

る制度、いまだに続いていること自体が問題です。

保険料も２年に一度見直され、少ない年金から保険

料が天引きされるものであり、年金生活者にとって

差別的医療制度であり、認められません。 

 以上、基本的な理由を述べて反対討論といたしま

す。 

○平賀貴幸議長 澤谷淳子議員。 

○澤谷淳子議員 －登壇－ 私は研政会、希政会、

公明クラブを代表いたしまして、認定第１号令和４

年度網走市各会計歳入歳出決算について、賛成の立

場から討論を行わせていただきます。 

 令和４年度は、収束の見えない新型コロナウイル

スとの闘い、ロシアのウクライナ侵攻による燃油や

物価の高騰、地球温暖化による異常気象等、世界情

勢や社会環境が大きく変化する中で、その対応に大

変苦労されたことと推察いたします。 

 そのような中、プレミアム付商品券や地域応援商

品券、物価高騰緊急支援事業等、市民生活を支える

事業や社交飲食店支援金、事業継続緊急支援金給付

事業など、市内企業を守り支える事業を積極的に展

開し、ワクチン接種においても、医師会はじめ医療

従事者の皆様の御協力を得ながら、集団接種、個別

接種、巡回接種と様々な角度で取り組み、スムーズ

に対応できたことを評価いたします。 

 また、こうしたコロナ対応の取組の一方で、新庁

舎の建設、地域新電力会社の設立、オホーツク流氷

館のリニューアルという未来に向けた新しい取組に

も着手し、こども医療費の中学３年生まで完全無償

化、さらには２件の開業医の誘致など、安心して住

み続けられるまちづくりが大きく前進したことも高

く評価したいと思います。 

 その上で、令和４年度の決算を振り返りますと、

一般会計の実質収支は6,620万9,000円の黒字決算と

なりました。地方交付税や国庫負担金及び道支出金

の減収の中、市税及び公共施設の使用料等の増収が

あり、コロナ禍によるイベントの中止やリモートへ

の変更等で歳出が抑えられ、支出上の影響を最小限

に抑えることができました。 

 また、歳入の根幹である市税収入率が96.1％とな

り、前年比に比べ0.4ポイントの増、過去最高の収

入率となりました。 

 さらに、実質公債費比率は16.7％となり、前年度

より0.2ポイントの減少となりました。 

 しかしながら、財政構造の弾力性は依然として弱

く、人口減少や少子高齢化、物価高騰等の厳しい経
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済状況が続いております。引き続き、財政の健全化

に向けた懸命な取組を求めます。 

 また、網走の経済の根幹といえる農業、漁業の一

次産業においては、重油漏れ問題をはじめ、ワカサ

ギの記録的不漁など、これまで経験したことのない

問題が続出した年でもありました。 

 今後はこれらの課題を克服しつつ、一次産業のさ

らなる発展とウィズコロナ・アフターコロナを見据

えた観光事業の展開、デジタル化の推進や命を守る

暑さ対策など、迅速で適切な対応を望みます。 

 特別会計につきましては、８億7,572万9,000円の

赤字決算となりました。しかし、令和４年度は能取

工業団地、網走港ともに土地の売却があり、着実に

赤字額が減少しております。この点は一定の評価が

できるものの、能取工業団地、網走港の多額の累積

赤字は依然として当市にとっての大きな財政課題で

あります。今後とも赤字削減に向けてさらなる努力

を要望いたします。 

 また、審査の過程で、一部の事業において適切な

検証が望まれる事案も見受けられました。市民の皆

様からの大切な税金を預かっているという原点を忘

れず、事業検証の精度を高め、次年度以降の事業の

実施に生かしていくことを望みます。 

 今後も何が起こるかわからない状況の中、難しい

かじ取りが必要になるかと思いますが、先を見据え

た懸命な対応と柔軟な事業の実施を期待いたしま

す。 

 以上の点を踏まえて、認定第１号令和４年度各会

計歳入歳出決算についての賛成討論といたします。 

○平賀貴幸議長 小田部照議員。 

○小田部照議員 －登壇－ 会派民主市民ネット、

古都議員、会派同志会を代表し、認定第１号令和４

年度網走市各会計歳入歳出決算について、賛成の立

場から討論させていただきます。 

 まず、令和４年度は、市内でも新型コロナウイル

スが猛威を振るい、市職員の皆様におかれまして

は、市民の暮らしと地域経済を守るべく、感染拡大

防止に関わる施策、また経済対策のための事業に取

り組んでこられましたことについて、評価し感謝を

申し上げるところであります。 

 人口減少、少子高齢化、都市集中傾向がどんどん

進む中にあり、地域経済を守り、市民生活を支え、

市民の満足度を維持、向上させていくことは至難の

業であります。このことを踏まえ、令和４年度決算

特別委員会におきまして、各委員の質疑を聞かせて

いただき、総じて感じたことを要約し申し上げいた

します。 

 まずは、情報の公開と共有であります。 

 主権者は言うに及ばず網走市民であります。市民

のための行政、二元代表制の下、目的、目標は全く

同じですが、それぞれの役割が異なり、このバラン

スと調和が市政運営には大変重要な要素となるもの

であると考えております。この点において、情報の

正確性・的確性が肝となり重要なファクターである

と思います。 

 今回の決算審査において、市内小中学校で発生し

た児童生徒の人権侵害などに関わる重要事案につい

て、令和４年度の発生件数などの把握、その対応に

行政としての意思決定に至る過程や経過が非常に曖

昧な点が散見されました。 

 市政運営を進める上で、情報の的確性を欠く説明

や答弁が随所に見られたことは誠に残念でありま

す。これには、特段の意を用いて可能な限りスピー

ディーに正しい情報を発信し、共有できる体制を取

られるよう、強く求めるものであります。 

 次に、時代を捉えた政策の展開です。 

 人口減少、少子高齢化社会に突入し、網走も急速

にあらゆる面、あらゆる分野で変貌を続けておりま

す。これに追いつけない地域は、衰退の道を歩むこ

とになると考えます。すなわち、地域間格差が拡大

していく時代とも捉えられます。網走を将来につな

いでいくためには、市政全般にわたり持続可能な次

世代を見据えた政策展開が必要だと考えておりま

す。そのための基礎となるのが、実態の把握ととも

に事業の検証と反省であります。この決算審査で、

それらが十分ではない状況が見受けられたことに、

非常に懸念するところであります。 

 福祉分野の就労支援事業では、実態の把握にすら

至らず、成果が非常にわかりにくく、また、国が協

力を求める基準値を率先して達成しなければならな

いこの行政が法定雇用率を満たしていないという事

実があり、このような状況では市民の理解と協力は

得られないだろうと大変懸念しているところであり

ます。 

 また、様々な理由で満足な学校生活を送られない

児童生徒が少なくない状況にある中、それぞれの学

習体制の把握もできておらず、一定期間教育を受け

る権利を奪ってしまったような事例もありました。

二度とそのようなことが起きないような体制、体質

の改善が急務であります。 



- 130 -  

 附帯意見に付されたとおり、全ての事業検証の精

度を高め、次年度以降の事業の実施に生かせるよ

う、実態の把握に努め、市民の理解と協力につなげ

ていっていただきたいと思います。 

 二元代表制の原則は、市民の信頼にこそあるもの

だと確信しているところであります。あらゆる危機

が急速に変化する社会にスピード感を持って対応す

るには、一つの方向性に固執することなく様々な考

え方や指摘、批判、意見を取り入れながら、よりよ

い答えをつくり上げていく姿勢こそが必要な組織の

姿であると考えております。 

 網走市政を進めるには、改めて自らを振り返り、

謙虚さ、誠実さをさらに前面に打ち出し、市民の理

解と協力につながる市政運営に努めていただきたい

と、期待を込め賛成討論といたします。 

○平賀貴幸議長 以上で討論を終わります。 

 それでは、認定第１号令和４年度網走市各会計歳

入歳出決算について採決を行います。この採決は起

立により行います。 

 お諮りいたします。 

 本件は委員長の報告のとおり、原案を認定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立多数であります。 

 よって、認定第１号は委員長の報告のとおり認定

することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号令和４年度網走市水道事業会計

の利益の処分及び決算について、認定第３号令和４

年度網走市簡易水道事業会計の利益の処分及び決算

について、及び認定第４号令和４年度網走市下水道

事業会計の利益の処分及び決算についての合わせて

３件を一括して採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 本件は、委員長の報告のとおり原案可決及び認定

することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長の報告のとおり、原案可決

及び認定することに決定いたしました。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 次に、日程第２、議案第12号を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第12号令和５年度網走市一般

会計補正予算につきまして、提案理由の御説明を申

し上げます。 

 追加議案資料１ページ、資料９号を御覧願いま

す。 

 １、歳入歳出予算の補正でございますが、一般会

計で1,578万5,000円を追加しようとするものでござ

います。 

 款項の区分及び金額につきましては、議案の第１

表に記載のとおりでございます。 

 次に、補正予算の内容でございますが、別冊でお

配りしております事項別明細書５ページを御覧願い

ます。 

 初めに、農林水産業費の水産業総務費では、ホタ

テの消費拡大に係る経費として1,228万5,000円の追

加でございます。 

 教育費では、学校への冷房設備の整備に係る電気

容量等の調査費として、小学校では240万円、中学

校では110万円の追加でございます。 

 以上が、一般会計補正予算の内容でございます

が、今回の補正に係る財源は全てふるさと寄附基金

繰入金でございます。 

 以上、議案第12号につきまして提案理由の御説明

を申し上げましたが、よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

○平賀貴幸議長 以上で、提案理由の説明を終わり

ます。 

 ただいま提出されました議案第12号につきまして

は、議会運営委員会の決定に基づきまして、直ちに

議事を進めることとし、大綱質疑を行います。 

 大綱質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 大綱質疑なしと認めます。 

 それでは、ただいま上程されました議案第12号に

つきましては、お手元に配付しております議案付託

区分表（２）のとおり、所管の常任委員会に付託の

上、会期中に審査することにしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定されました。 

 ここで常任委員会などを開催する必要があります

ので、暫時休憩いたします。 

 再開は追って予鈴をもってお知らせしますから御

承知願います 

午前10時35分休憩 
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午前11時20分再開 

○平賀貴幸議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 ここで、諸般の報告の追加について報告いたしま

す。 

 お手元に配付したとおり、本定例会の付議事件と

して委員会審査報告１件を追加しておりますので承

知を願います。 

 次に、議事日程第６号の追加及び変更についてお

諮りいたします。 

 お手元に配付したとおり、委員会審査報告１件が

提出されておりますので、お手元に配付の議事日程

第６号の追加及び変更のとおり決定したいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、お手元に配付の議事日程

第６号の追加及び変更のとおり決定されました。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 次に日程第３、委員会審査報告１

件、議案第12号を議題といたします。 

 本件は、休憩前の本会議において、関係常任委員

会に付託した案件でありますので、その審査結果に

ついて順次委員長の発言を求めます。 

 初めに、総務経済委員会、井戸達也委員長。 

○井戸達也議員 －登壇－ 本定例会において、総

務経済委員会に付託されました議案につきまして、

その審査経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案は、議案第12号令

和５年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分の１件であります。 

 本件につきましては、先ほどの本会議におきまし

て、当委員会に付託され、本会議休憩中に当委員会

において詳細にわたり審査を行ったところでありま

す。 

 審査の結果といたしましては、議案第12号につき

ましては、委員全員の一致により、議案は原案可決

すべきものと決定したところであります。 

 以上が、総務経済委員会の審査経過と結果であり

ます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○平賀貴幸議長 次に、文教民生委員会、永本浩子

委員長。 

○永本浩子議員 －登壇－ 先ほどの本会議におい

て、文教民生委員会に付託されました議案につい

て、その審査経過と結果について御報告申し上げま

す。 

 当委員会に付託されました議案は、議案第12号令

和５年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分の１件であります。 

 本件につきましては、先ほどの本会議におきまし

て、当委員会に付託され、本会議休憩中に当委員会

において詳細にわたり審査を行ったところでありま

す。 

 審査の結果といたしましては、議案第12号につき

ましては、委員全員の一致により、議案は原案可決

すべきものと決定したところであります。 

 以上が、文教民生委員会での審査経過と結果であ

ります。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○平賀貴幸議長 以上で、委員長の委員会審査報告

を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、上程中の議案第12号を採

決いたします。 

 お諮りいたします。 

 上程中の議案第12号については、委員長の報告の

とおり原案可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第12号については、委員長の報告の

とおり可決されました。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 次に、日程第４、諮問第１号人権

擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 諮問第１号網走市人権

擁護委員の推薦についてでありますが、本市人権擁

護委員の太田美津子氏は、令和５年12月31日付で任

期満了となりますが、引き続き同氏を任命いたした
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く、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、当

市議会の御同意をお願いするものであります。 

 よろしくお願いいたします。 

○平賀貴幸議長 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、可と答申することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、上程中の諮問第１号は可と答申すること

に決定されました。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 次に日程第５、議員の派遣につい

てを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議員の派遣については、お手元に配付したとおり

派遣することにしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣については、お手元に配付の

とおり派遣することに決定いたしました。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸議長 以上で、本定例会の付議事件は全

て終了いたしました。 

 これをもちまして、令和５年網走市議会第３回定

例会を閉会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

午前11時27分閉会 
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